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㞀ᐖ⪅の権利に関する条約 資料１

๓文

この条約の締約国は、

㸦a㸧国際連合᠇❶においてᐉ᫂されたཎ๎が、ே㢮♫会の全ての構成ဨのᅛ᭷のᑛཝ及び౯್並びに

ᖹ➼のかつዣいᚓない権利がୡ⏺における自⏤、正⩏及びᖹのᇶ♏を成すものであると認めてい

ることを㉳し、

㸦b㸧国際連合が、ୡ⏺ே権ᐉゝ及びே権に関する国際規約において、全てのேはいかなるᕪูもなし

に同ᐉゝ及びこれらの規約にᥖࡆる全ての権利及び自⏤をா᭷することができることをᐉ᫂し、及

び合ពしたことを認め、

㸦c㸧全てのே権及びᇶ本的自⏤がᬑ㐢的であり、ྍ分のものであり、┦に౫Ꮡし、かつ、┦に

関連を᭷すること並びに㞀ᐖ⪅が全てのே権及びᇶ本的自⏤をᕪูなしに全にா᭷することを

保㞀することがᚲ要であることを確認し、

㸦d㸧⤒῭的、♫会的及び文的権利に関する国際規約、ᕷẸ的及びᨻ的権利に関する国際規約、あ

らࡺるᙧែのே✀ᕪูの撤廃に関する国際条約、ዪᏊに対するあらࡺるᙧែのᕪูの撤廃に関する

条約、ᣝၥ及びのṧな、㠀ே㐨的な又はရをയつけるྲྀᢅい又はฮ⨩に関する条約、ඣ❺の

権利に関する条約及び全ての⛣ఫປാ⪅及びそのᐙ᪘の構成ဨの権利の保ㆤに関する国際条約を

㉳し、

㸦e㸧㞀ᐖが発ᒎするᴫᛕであることを認め、また、㞀ᐖが、機⬟㞀ᐖを᭷する⪅とこれらの⪅に対す

るែᗘ及び⎔ቃによる㞀ቨとの㛫の┦స用であって、これらの⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏として

♫会に全かつ効ᯝ的にཧ加することをጉࡆるものによって生ずることを認め、

㸦f㸧㞀ᐖ⪅に関するୡ⏺行ືィ⏬及び㞀ᐖ⪅の機会ᆒ➼に関するᶆ‽規๎に定めるཎ๎及びᨻ⟇上

のᣦ㔪が、㞀ᐖ⪅の機会ᆒ➼を᭦にಁ㐍するための国内的、地域的及び国際的なᨻ⟇、ィ⏬及び行

ືのಁ㐍、స成及びホ౯にᙳ㡪を及ࡰす上で㔜要であることを認め、

㸦g㸧ᣢ⥆ྍ⬟な開発に関連するᡓ␎のྍ分の一㒊として㞀ᐖに関するၥ㢟を主ὶに⤌み入れること

が㔜要であることをᙉㄪし、

㸦h㸧また、いかなる⪅に対する㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูも、ே㛫のᅛ᭷のᑛཝ及び౯್をᐖするものであ

ることを認め、

㸦i㸧さらに、㞀ᐖ⪅の多様ᛶを認め、

㸦j㸧全ての㞀ᐖ⪅㸦より多くのᨭをᚲ要とする㞀ᐖ⪅をྵࡴ。㸧のே権をಁ㐍し、及び保ㆤするこ

とがᚲ要であることを認め、

㸦k㸧これらの✀ࠎの文書及び約束にもかかࢃらず、㞀ᐖ⪅が、ୡ⏺の全ての地域において、♫会のᖹ

➼な構成ဨとしてのཧ加をጉࡆる㞀ቨ及びே権ᐖに౫↛として┤面していることを៧៖し、

㸦l㸧あらࡺる国㸦≉に開発㏵上国㸧における㞀ᐖ⪅の生ά条௳を改ၿするための国際༠力が㔜要であ

ることを認め、

㸦m㸧㞀ᐖ⪅が地域♫会における全⯡的な⚟♴及び多様ᛶに対して᪤に㈗㔜な㈉⊩をしており、又は㈗

㔜な㈉⊩をしᚓることを認め、また、㞀ᐖ⪅によるே権及びᇶ本的自⏤の全なா᭷並びに全な

ཧ加をಁ㐍することにより、そのᖐᒓព㆑が㧗められること並びに♫会のே的、♫会的及び⤒῭的

開発並びに㈋ᅔの᧞⁛にきな๓㐍がもたらされることを認め、

㸦n㸧㞀ᐖ⪅にとって、ಶேの自ᚊ及び自立㸦自ら㑅択する自⏤をྵࡴ。㸧が㔜要であることを認め、

㸦o㸧㞀ᐖ⪅が、ᨻ⟇及びィ⏬㸦㞀ᐖ⪅に┤᥋関連するᨻ⟇及びィ⏬をྵࡴ。㸧にಀるពᛮ決定の㐣⛬

に✚ᴟ的に関する機会を᭷すきであることを⪃៖し、

㸦p㸧ே✀、⓶のⰍ、ᛶ、ゝ語、᐀ᩍ、ᨻ的ពぢそののពぢ、国Ẹ的な、✀᪘的な、ඛఫẸ᪘と

しての若しくは♫会的な出㌟、㈈⏘、出生、年㱋又はの地にᇶ࡙く」合的又は加㔜的なᙧែの

ᕪูを受けている㞀ᐖ⪅が┤面するᅔ㞴な≧ἣを៧៖し、
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㞀ᐖ⪅の権利に関する条約 資料１

๓文

この条約の締約国は、
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㸦g㸧ᣢ⥆ྍ⬟な開発に関連するᡓ␎のྍ分の一㒊として㞀ᐖに関するၥ㢟を主ὶに⤌み入れること
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㸦h㸧また、いかなる⪅に対する㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูも、ே㛫のᅛ᭷のᑛཝ及び౯್をᐖするものであ

ることを認め、

㸦i㸧さらに、㞀ᐖ⪅の多様ᛶを認め、

㸦j㸧全ての㞀ᐖ⪅㸦より多くのᨭをᚲ要とする㞀ᐖ⪅をྵࡴ。㸧のே権をಁ㐍し、及び保ㆤするこ

とがᚲ要であることを認め、

㸦k㸧これらの✀ࠎの文書及び約束にもかかࢃらず、㞀ᐖ⪅が、ୡ⏺の全ての地域において、♫会のᖹ

➼な構成ဨとしてのཧ加をጉࡆる㞀ቨ及びே権ᐖに౫↛として┤面していることを៧៖し、

㸦l㸧あらࡺる国㸦≉に開発㏵上国㸧における㞀ᐖ⪅の生ά条௳を改ၿするための国際༠力が㔜要であ

ることを認め、

㸦m㸧㞀ᐖ⪅が地域♫会における全⯡的な⚟♴及び多様ᛶに対して᪤に㈗㔜な㈉⊩をしており、又は㈗

㔜な㈉⊩をしᚓることを認め、また、㞀ᐖ⪅によるே権及びᇶ本的自⏤の全なா᭷並びに全な

ཧ加をಁ㐍することにより、そのᖐᒓព㆑が㧗められること並びに♫会のே的、♫会的及び⤒῭的

開発並びに㈋ᅔの᧞⁛にきな๓㐍がもたらされることを認め、

㸦n㸧㞀ᐖ⪅にとって、ಶேの自ᚊ及び自立㸦自ら㑅択する自⏤をྵࡴ。㸧が㔜要であることを認め、

㸦o㸧㞀ᐖ⪅が、ᨻ⟇及びィ⏬㸦㞀ᐖ⪅に┤᥋関連するᨻ⟇及びィ⏬をྵࡴ。㸧にಀるពᛮ決定の㐣⛬

に✚ᴟ的に関する機会を᭷すきであることを⪃៖し、
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しての若しくは♫会的な出㌟、㈈⏘、出生、年㱋又はの地にᇶ࡙く」合的又は加㔜的なᙧែの

ᕪูを受けている㞀ᐖ⪅が┤面するᅔ㞴な≧ἣを៧៖し、
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てのேが使用することのできる〇ရ、⎔ቃ、ィ⏬及びサ࣮ビスのタィをいう。ࣘ 、インはࢨࢹサ࣮ࣝࣂࢽ

≉定の㞀ᐖ⪅の集ᅋのための⿵ලがᚲ要な場合には、これを㝖するものではない。

第三条 一⯡ཎ๎

この条約のཎ๎は、次のとおりとする。

㸦a㸧ᅛ᭷のᑛཝ、ಶேの自ᚊ㸦自ら㑅択する自⏤をྵࡴ。㸧及びಶேの自立のᑛ㔜

㸦b㸧↓ᕪู

㸦c㸧♫会の全かつ効ᯝ的なཧ加及びໟᐜ

㸦d㸧ᕪ␗のᑛ㔜並びにே㛫の多様ᛶの一㒊及びே㢮の一ဨとしての㞀ᐖ⪅の受入れ

㸦e㸧機会のᆒ➼

㸦f㸧タ及びサ࣮ビス➼の利用のᐜ᫆さ

㸦g㸧⏨ዪのᖹ➼

㸦h㸧㞀ᐖのあるඣ❺の発㐩しつつある⬟力のᑛ㔜及び㞀ᐖのあるඣ❺がその同一ᛶを保ᣢする権利の

ᑛ㔜

第四条 一⯡的⩏務

1 締約国は、㞀ᐖにᇶ࡙くいかなるᕪูもなしに、全ての㞀ᐖ⪅のあらࡺるே権及びᇶ本的自⏤を

全にᐇ⌧することを確保し、及びಁ㐍することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束す

る。  

㸦a㸧この条約において認められる権利のᐇ⌧のため、全ての適当な立ἲᥐ⨨、行ᨻᥐ⨨そののᥐ⨨

をとること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅に対するᕪูとなる᪤Ꮡのἲᚊ、規๎、័⩦及び័行をಟ正し、又は廃Ṇするための全て

の適当なᥐ⨨㸦立ἲをྵࡴ。㸧をとること。

㸦c㸧全てのᨻ⟇及びィ⏬において㞀ᐖ⪅のே権の保ㆤ及びಁ㐍を⪃៖に入れること。

㸦d㸧この条約と両立しないいかなる行Ⅽ又は័行もᕪし᥍えること。また、බの当ᒁ及び機関がこの

条約にᚑって行ືすることを確保すること。

㸦e㸧いかなるಶே、ᅋయ又はẸ㛫ᴗによる㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูも撤廃するための全ての適当なᥐ⨨を

とること。

㸦f㸧第二条に規定する࣮ࣘࣂࢽサࣝࢨࢹインの〇ရ、サ࣮ビス、タഛ及びタであって、㞀ᐖ⪅に≉

᭷のࢬ࣮ࢽを‶たすためにᚲ要なㄪᩚがྍ⬟な限り᭱ᑠ限であり、かつ、当該ࢬ࣮ࢽを‶たすため

にᚲ要な㈝用が᭱ᑠ限であるきものについての◊✲及び開発をᐇし、又はಁ㐍すること。また、

当該࣮ࣘࣂࢽサࣝࢨࢹインの〇ရ、サ࣮ビス、タഛ及びタの利用ྍ⬟ᛶ及び使用をಁ㐍すること。

さらに、ᇶ‽及びᣦ㔪をస成するに当たっては、࣮ࣘࣂࢽサࣝࢨࢹインが当該ᇶ‽及びᣦ㔪にྵま

れることをಁ㐍すること。

㸦g㸧㞀ᐖ⪅に適した᪂たな機ჾ㸦報通ಙ機ჾ、⛣ື⿵ຓල、⿵ල及びᨭ機ჾをྵࡴ。㸧につい

ての◊✲及び開発をᐇし、又はಁ㐍し、並びに当該᪂たな機ჾの利用ྍ⬟ᛶ及び使用をಁ㐍する

こと。この場合において、締約国は、㈇ᢸしやすい㈝用の機ჾをඃඛさࡏる。

㸦h㸧⛣ື⿵ຓල、⿵ල及びᨭ機ჾ㸦᪂たな機ჾをྵࡴ。㸧並びにのᙧែのຓ、ᨭサ࣮ビス

及びタに関する報であって、㞀ᐖ⪅にとって利用しやすいものを提供すること。

㸦i㸧この条約において認められる権利によって保㞀されるᨭ及びサ࣮ビスをよりⰋく提供するため、

㞀ᐖ⪅とඹに行ືするᑓ㛛ᐙ及び⫋ဨに対する当該権利に関する◊ಟをಁ㐍すること。

2 ྛ締約国は、⤒῭的、♫会的及び文的権利に関しては、これらの権利の全なᐇ⌧を㐍的に㐩

成するため、自国における利用ྍ⬟なᡭẁを᭱限に用いることにより、また、ᚲ要な場合には国際

༠力のᯟ内で、ᥐ⨨をとることを約束する。たࡔし、この条約に定める⩏務であって、国際ἲにᚑっ

て┤ࡕに適用されるものにᙳ㡪を及ࡰすものではない。
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㸦q㸧㞀ᐖのあるዪᏊが、ᐙᗞの内እでᭀ力、യᐖ若しくはᚅ、ᨺ⨨若しくはᛰ៏なྲྀᢅい、当な

ྲྀᢅい又はᦢྲྀを受ける一ᒙきな༴㝤にしࡤしࡤさらされていることを認め、

㸦r㸧㞀ᐖのあるඣ❺が、のඣ❺とのᖹ➼をᇶ♏として全てのே権及びᇶ本的自⏤を全にா᭷す

きであることを認め、また、このため、ඣ❺の権利に関する条約の締約国が㈇う⩏務を㉳し、

㸦s㸧㞀ᐖ⪅によるே権及びᇶ本的自⏤の全なா᭷をಁ㐍するためのあらࡺるດ力にᛶูのどⅬを⤌

み㎸ࡴᚲ要があることをᙉㄪし、

㸦t㸧㞀ᐖ⪅の多数が㈋ᅔの≧ἣ下で生άしている事ᐇをᙉㄪし、また、このⅬに関し、㈋ᅔが㞀ᐖ

⪅に及ࡰすᝏᙳ㡪に対ฎすることが┿にᚲ要であることを認め、

㸦u㸧国際連合᠇❶に定める目的及びཎ๎の十分なᑛ㔜並びにே権に関する適用ྍ⬟な文書の㑂Ᏺにᇶ

࡙くᖹでᏳ全な≧ἣが、≉にṊ力⣮த及びእ国による༨領のᮇ㛫中における㞀ᐖ⪅の十分な保ㆤ

にྍḞであることに留ពし、

㸦v㸧㞀ᐖ⪅が全てのே権及びᇶ本的自⏤を全にா᭷することをྍ⬟とするに当たっては、≀⌮的、

♫会的、⤒῭的及び文的な⎔ቃ並びにᗣ及びᩍ⫱をா受しやすいようにし、並びに報及び通

ಙを利用しやすいようにすることが㔜要であることを認め、

㸦w㸧ಶேが、ேに対し及びそのᒓする地域♫会に対して⩏務を㈇うこと並びに国際ே権❶におい

て認められる権利のቑ㐍及び᧦ㆤのためにດ力する㈐௵を᭷することを認㆑し、

㸦x㸧ᐙ᪘が、♫会の自↛かつᇶ♏的な༢であること並びに♫会及び国ᐙによる保ㆤを受ける権利を

᭷することを確ಙし、また、㞀ᐖ⪅及びそのᐙ᪘の構成ဨが、㞀ᐖ⪅の権利の全かつᖹ➼なா᭷

にྥけてᐙ᪘が㈉⊩することをྍ⬟とするためにᚲ要な保ㆤ及びᨭを受けるきであることを

確ಙし、

㸦y㸧㞀ᐖ⪅の権利及びᑛཝをಁ㐍し、及び保ㆤするためのໟᣓ的かつ総合的な国際条約が、開発㏵上

国及びඛ㐍国において、㞀ᐖ⪅の♫会的にⴭしく利な立場を正することに㔜要な㈉⊩を行うこ

と並びに㞀ᐖ⪅がᕷẸ的、ᨻ的、⤒῭的、♫会的及び文的分㔝にᆒ➼な機会によりཧ加するこ

とをಁ㐍することを確ಙして、

次のとおり༠定した。

第一条 目的

この条約は、全ての㞀ᐖ⪅によるあらࡺるே権及びᇶ本的自⏤の全かつᖹ➼なா᭷をಁ㐍し、保ㆤ

し、及び確保すること並びに㞀ᐖ⪅のᅛ᭷のᑛཝのᑛ㔜をಁ㐍することを目的とする。

㞀ᐖ⪅には、長ᮇ的な㌟య的、⢭⚄的、▱的又はឤぬ的な機⬟㞀ᐖであって、様ࠎな㞀ቨとの┦స

用によりの⪅とのᖹ➼をᇶ♏として♫会に全かつ効ᯝ的にཧ加することをጉࡆᚓるものを᭷する

⪅をྵࡴ。

第二条 定⩏

この条約の適用上、

࣐ࣝពᛮ通ࠖとは、ゝ語、文Ꮠの⾲♧、ⅬᏐ、ゐぬを使ったពᛮ通、ᣑ文Ꮠ、利用しやすいࠕ

ア並びに➹グ、㡢ኌ、ᖹ᫆なゝⴥ、ᮁㄞそのの⿵ຓ的及び௦᭰的なពᛮ通のᙧែ、ᡭẁ及ࢹ࣓ࢳ

び様式㸦利用しやすい報通ಙ機ჾをྵࡴ。㸧をいう。

。ゝ語ࠖとは、㡢ኌゝ語及びᡭヰそののᙧែの㠀㡢ኌゝ語をいうࠕ

、る༊ู、㝖又はไ限であって、ᨻ的、⤒῭的ࡺ㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูࠖとは、㞀ᐖにᇶ࡙くあらࠕ

♫会的、文的、ᕷẸ的そののあらࡺる分㔝において、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として全てのே権及び

ᇶ本的自⏤を認㆑し、ா᭷し、又は行使することをᐖし、又はጉࡆる目的又は効ᯝを᭷するものをいう。

㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูには、あらࡺるᙧែのᕪู㸦合⌮的㓄៖の否定をྵࡴ。㸧をྵࡴ。

合⌮的㓄៖ࠖとは、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏として全てのே権及びᇶ本的自⏤をா᭷し、又ࠕ

は行使することを確保するためのᚲ要かつ適当なኚ᭦及びㄪᩚであって、≉定の場合においてᚲ要とさ

れるものであり、かつ、ᆒ⾮をኻした又は㐣ᗘの㈇ᢸをㄢさないものをいう。

インࠖとは、ㄪᩚ又は≉ูなタィをᚲ要とすることなく、᭱限ྍ⬟な範囲で全ࢨࢹサ࣮ࣝࣂࢽࣘࠕ
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てのேが使用することのできる〇ရ、⎔ቃ、ィ⏬及びサ࣮ビスのタィをいう。ࣘ 、インはࢨࢹサ࣮ࣝࣂࢽ

≉定の㞀ᐖ⪅の集ᅋのための⿵ලがᚲ要な場合には、これを㝖するものではない。

第三条 一⯡ཎ๎

この条約のཎ๎は、次のとおりとする。

㸦a㸧ᅛ᭷のᑛཝ、ಶேの自ᚊ㸦自ら㑅択する自⏤をྵࡴ。㸧及びಶேの自立のᑛ㔜

㸦b㸧↓ᕪู

㸦c㸧♫会の全かつ効ᯝ的なཧ加及びໟᐜ

㸦d㸧ᕪ␗のᑛ㔜並びにே㛫の多様ᛶの一㒊及びே㢮の一ဨとしての㞀ᐖ⪅の受入れ

㸦e㸧機会のᆒ➼

㸦f㸧タ及びサ࣮ビス➼の利用のᐜ᫆さ

㸦g㸧⏨ዪのᖹ➼

㸦h㸧㞀ᐖのあるඣ❺の発㐩しつつある⬟力のᑛ㔜及び㞀ᐖのあるඣ❺がその同一ᛶを保ᣢする権利の

ᑛ㔜

第四条 一⯡的⩏務

1 締約国は、㞀ᐖにᇶ࡙くいかなるᕪูもなしに、全ての㞀ᐖ⪅のあらࡺるே権及びᇶ本的自⏤を

全にᐇ⌧することを確保し、及びಁ㐍することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束す

る。  

㸦a㸧この条約において認められる権利のᐇ⌧のため、全ての適当な立ἲᥐ⨨、行ᨻᥐ⨨そののᥐ⨨

をとること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅に対するᕪูとなる᪤Ꮡのἲᚊ、規๎、័⩦及び័行をಟ正し、又は廃Ṇするための全て

の適当なᥐ⨨㸦立ἲをྵࡴ。㸧をとること。

㸦c㸧全てのᨻ⟇及びィ⏬において㞀ᐖ⪅のே権の保ㆤ及びಁ㐍を⪃៖に入れること。

㸦d㸧この条約と両立しないいかなる行Ⅽ又は័行もᕪし᥍えること。また、බの当ᒁ及び機関がこの

条約にᚑって行ືすることを確保すること。

㸦e㸧いかなるಶே、ᅋయ又はẸ㛫ᴗによる㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูも撤廃するための全ての適当なᥐ⨨を

とること。

㸦f㸧第二条に規定する࣮ࣘࣂࢽサࣝࢨࢹインの〇ရ、サ࣮ビス、タഛ及びタであって、㞀ᐖ⪅に≉

᭷のࢬ࣮ࢽを‶たすためにᚲ要なㄪᩚがྍ⬟な限り᭱ᑠ限であり、かつ、当該ࢬ࣮ࢽを‶たすため

にᚲ要な㈝用が᭱ᑠ限であるきものについての◊✲及び開発をᐇし、又はಁ㐍すること。また、

当該࣮ࣘࣂࢽサࣝࢨࢹインの〇ရ、サ࣮ビス、タഛ及びタの利用ྍ⬟ᛶ及び使用をಁ㐍すること。

さらに、ᇶ‽及びᣦ㔪をస成するに当たっては、࣮ࣘࣂࢽサࣝࢨࢹインが当該ᇶ‽及びᣦ㔪にྵま

れることをಁ㐍すること。

㸦g㸧㞀ᐖ⪅に適した᪂たな機ჾ㸦報通ಙ機ჾ、⛣ື⿵ຓල、⿵ල及びᨭ機ჾをྵࡴ。㸧につい

ての◊✲及び開発をᐇし、又はಁ㐍し、並びに当該᪂たな機ჾの利用ྍ⬟ᛶ及び使用をಁ㐍する

こと。この場合において、締約国は、㈇ᢸしやすい㈝用の機ჾをඃඛさࡏる。

㸦h㸧⛣ື⿵ຓල、⿵ල及びᨭ機ჾ㸦᪂たな機ჾをྵࡴ。㸧並びにのᙧែのຓ、ᨭサ࣮ビス

及びタに関する報であって、㞀ᐖ⪅にとって利用しやすいものを提供すること。

㸦i㸧この条約において認められる権利によって保㞀されるᨭ及びサ࣮ビスをよりⰋく提供するため、

㞀ᐖ⪅とඹに行ືするᑓ㛛ᐙ及び⫋ဨに対する当該権利に関する◊ಟをಁ㐍すること。

2 ྛ締約国は、⤒῭的、♫会的及び文的権利に関しては、これらの権利の全なᐇ⌧を㐍的に㐩

成するため、自国における利用ྍ⬟なᡭẁを᭱限に用いることにより、また、ᚲ要な場合には国際

༠力のᯟ内で、ᥐ⨨をとることを約束する。たࡔし、この条約に定める⩏務であって、国際ἲにᚑっ

て┤ࡕに適用されるものにᙳ㡪を及ࡰすものではない。
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㸦q㸧㞀ᐖのあるዪᏊが、ᐙᗞの内እでᭀ力、യᐖ若しくはᚅ、ᨺ⨨若しくはᛰ៏なྲྀᢅい、当な

ྲྀᢅい又はᦢྲྀを受ける一ᒙきな༴㝤にしࡤしࡤさらされていることを認め、

㸦r㸧㞀ᐖのあるඣ❺が、のඣ❺とのᖹ➼をᇶ♏として全てのே権及びᇶ本的自⏤を全にா᭷す

きであることを認め、また、このため、ඣ❺の権利に関する条約の締約国が㈇う⩏務を㉳し、

㸦s㸧㞀ᐖ⪅によるே権及びᇶ本的自⏤の全なா᭷をಁ㐍するためのあらࡺるດ力にᛶูのどⅬを⤌

み㎸ࡴᚲ要があることをᙉㄪし、

㸦t㸧㞀ᐖ⪅の多数が㈋ᅔの≧ἣ下で生άしている事ᐇをᙉㄪし、また、このⅬに関し、㈋ᅔが㞀ᐖ

⪅に及ࡰすᝏᙳ㡪に対ฎすることが┿にᚲ要であることを認め、

㸦u㸧国際連合᠇❶に定める目的及びཎ๎の十分なᑛ㔜並びにே権に関する適用ྍ⬟な文書の㑂Ᏺにᇶ

࡙くᖹでᏳ全な≧ἣが、≉にṊ力⣮த及びእ国による༨領のᮇ㛫中における㞀ᐖ⪅の十分な保ㆤ

にྍḞであることに留ពし、

㸦v㸧㞀ᐖ⪅が全てのே権及びᇶ本的自⏤を全にா᭷することをྍ⬟とするに当たっては、≀⌮的、

♫会的、⤒῭的及び文的な⎔ቃ並びにᗣ及びᩍ⫱をா受しやすいようにし、並びに報及び通

ಙを利用しやすいようにすることが㔜要であることを認め、

㸦w㸧ಶேが、ேに対し及びそのᒓする地域♫会に対して⩏務を㈇うこと並びに国際ே権❶におい

て認められる権利のቑ㐍及び᧦ㆤのためにດ力する㈐௵を᭷することを認㆑し、

㸦x㸧ᐙ᪘が、♫会の自↛かつᇶ♏的な༢であること並びに♫会及び国ᐙによる保ㆤを受ける権利を

᭷することを確ಙし、また、㞀ᐖ⪅及びそのᐙ᪘の構成ဨが、㞀ᐖ⪅の権利の全かつᖹ➼なா᭷

にྥけてᐙ᪘が㈉⊩することをྍ⬟とするためにᚲ要な保ㆤ及びᨭを受けるきであることを

確ಙし、

㸦y㸧㞀ᐖ⪅の権利及びᑛཝをಁ㐍し、及び保ㆤするためのໟᣓ的かつ総合的な国際条約が、開発㏵上

国及びඛ㐍国において、㞀ᐖ⪅の♫会的にⴭしく利な立場を正することに㔜要な㈉⊩を行うこ

と並びに㞀ᐖ⪅がᕷẸ的、ᨻ的、⤒῭的、♫会的及び文的分㔝にᆒ➼な機会によりཧ加するこ

とをಁ㐍することを確ಙして、

次のとおり༠定した。

第一条 目的

この条約は、全ての㞀ᐖ⪅によるあらࡺるே権及びᇶ本的自⏤の全かつᖹ➼なா᭷をಁ㐍し、保ㆤ

し、及び確保すること並びに㞀ᐖ⪅のᅛ᭷のᑛཝのᑛ㔜をಁ㐍することを目的とする。

㞀ᐖ⪅には、長ᮇ的な㌟య的、⢭⚄的、▱的又はឤぬ的な機⬟㞀ᐖであって、様ࠎな㞀ቨとの┦స

用によりの⪅とのᖹ➼をᇶ♏として♫会に全かつ効ᯝ的にཧ加することをጉࡆᚓるものを᭷する

⪅をྵࡴ。

第二条 定⩏

この条約の適用上、

࣐ࣝពᛮ通ࠖとは、ゝ語、文Ꮠの⾲♧、ⅬᏐ、ゐぬを使ったពᛮ通、ᣑ文Ꮠ、利用しやすいࠕ

ア並びに➹グ、㡢ኌ、ᖹ᫆なゝⴥ、ᮁㄞそのの⿵ຓ的及び௦᭰的なពᛮ通のᙧែ、ᡭẁ及ࢹ࣓ࢳ

び様式㸦利用しやすい報通ಙ機ჾをྵࡴ。㸧をいう。

。ゝ語ࠖとは、㡢ኌゝ語及びᡭヰそののᙧែの㠀㡢ኌゝ語をいうࠕ

、る༊ู、㝖又はไ限であって、ᨻ的、⤒῭的ࡺ㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูࠖとは、㞀ᐖにᇶ࡙くあらࠕ

♫会的、文的、ᕷẸ的そののあらࡺる分㔝において、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として全てのே権及び

ᇶ本的自⏤を認㆑し、ா᭷し、又は行使することをᐖし、又はጉࡆる目的又は効ᯝを᭷するものをいう。

㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูには、あらࡺるᙧែのᕪู㸦合⌮的㓄៖の否定をྵࡴ。㸧をྵࡴ。

合⌮的㓄៖ࠖとは、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏として全てのே権及びᇶ本的自⏤をா᭷し、又ࠕ

は行使することを確保するためのᚲ要かつ適当なኚ᭦及びㄪᩚであって、≉定の場合においてᚲ要とさ

れるものであり、かつ、ᆒ⾮をኻした又は㐣ᗘの㈇ᢸをㄢさないものをいう。

インࠖとは、ㄪᩚ又は≉ูなタィをᚲ要とすることなく、᭱限ྍ⬟な範囲で全ࢨࢹサ࣮ࣝࣂࢽࣘࠕ
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㸦iii㸧㞀ᐖ⪅のᢏ⬟、長ᡤ及び⬟力並びに⫋場及びປാᕷ場に対する㞀ᐖ⪅の㈉⊩についての認㆑

をಁ㐍すること。

㸦b㸧ᩍ⫱ไᗘの全てのẁ㝵㸦ᗂ年ᮇからの全てのඣ❺に対するᩍ⫱ไᗘをྵࡴ。㸧において、㞀ᐖ⪅

の権利をᑛ㔜するែᗘを⫱成すること。

㸦c㸧全ての報㐨機関が、この条約の目的に適合するように㞀ᐖ⪅をᥥするようዡບすること。

㸦d㸧㞀ᐖ⪅及びその権利に関するၨ発のための◊ಟィ⏬をಁ㐍すること。

第九条 タ及びサ࣮ビス➼の利用のᐜ᫆さ

1 締約国は、㞀ᐖ⪅が自立して生άし、及び生άのあらࡺるഃ面に全にཧ加することをྍ⬟にする

ことを目的として、㞀ᐖ⪅が、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、㒔ᕷ及び㎰ᮧの方において、≀⌮的

⎔ቃ、㍺送機関、報通ಙ㸦報通ಙ機ჾ及び報通ಙシス࣒ࢸをྵࡴ。㸧並びにබ⾗に開ᨺされ、

又は提供されるのタ及びサ࣮ビスを利用する機会を᭷することを確保するための適当なᥐ⨨を

とる。このᥐ⨨は、タ及びサ࣮ビス➼の利用のᐜ᫆さに対するጉࡆ及び㞀ቨを≉定し、及び撤廃す

ることをྵࡴものとし、≉に次の事項について適用する。  

㸦a㸧ᘓ≀、㐨㊰、㍺送機関そののᒇ内及びᒇእのタ㸦Ꮫᰯ、ఫᒃ、་⒪タ及び⫋場をྵࡴ。㸧

㸦b㸧報、通ಙそののサ࣮ビス㸦㟁Ꮚサ࣮ビス及び⥭ᛴ事ែにಀるサ࣮ビスをྵࡴ。㸧

2 締約国は、また、次のことのための適当なᥐ⨨をとる。  

㸦a㸧බ⾗に開ᨺされ、又は提供されるタ及びサ࣮ビスの利用のᐜ᫆さに関する᭱పᇶ‽及びᣦ㔪を

స成し、及びබ⾲し、並びに当該᭱పᇶ‽及びᣦ㔪のᐇを┘どすること。

㸦b㸧බ⾗に開ᨺされ、又は提供されるタ及びサ࣮ビスを提供するẸ㛫のᅋయが、当該タ及びサ࣮

ビスの㞀ᐖ⪅にとっての利用のᐜ᫆さについてあらࡺるഃ面を⪃៖することを確保すること。

㸦c㸧タ及びサ࣮ビス➼の利用のᐜ᫆さに関して㞀ᐖ⪅が┤面するၥ㢟についての◊ಟを関ಀ⪅に提

供すること。

㸦d㸧බ⾗に開ᨺされるᘓ≀そののタにおいて、ⅬᏐの⾲♧及びㄞみやすく、かつ、⌮ゎしやすい

ᙧ式の⾲♧を提供すること。

㸦e㸧බ⾗に開ᨺされるᘓ≀そののタの利用のᐜ᫆さをಁ㐍するため、ே又はື≀によるᨭ及び

௰する⪅㸦案内⪅、ᮁㄞ⪅及びᑓ㛛のᡭヰ通ヂをྵࡴ。㸧を提供すること。

㸦f㸧㞀ᐖ⪅が報を利用する機会を᭷することを確保するため、㞀ᐖ⪅に対するの適当なᙧែの

ຓ及びᨭをಁ㐍すること。

㸦g㸧㞀ᐖ⪅が᪂たな報通ಙ機ჾ及び報通ಙシス࣒ࢸ㸦インࢺࢵࢿ࣮ࢱをྵࡴ。㸧を利用する機会

を᭷することをಁ㐍すること。

㸦h㸧報通ಙ機ჾ及び報通ಙシス࣒ࢸを᭱ᑠ限の㈝用で利用しやすいものとするため、᪩いẁ㝵で、

利用しやすい報通ಙ機ჾ及び報通ಙシス࣒ࢸのタィ、開発、生⏘及びὶ通をಁ㐍すること。

第十条 生に対する権利

締約国は、全てのே㛫が生に対するᅛ᭷の権利を᭷することを確認するものとし、㞀ᐖ⪅がの

⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてその権利を効ᯝ的にா᭷することを確保するための全てのᚲ要なᥐ⨨をとる。

第十一条 ༴㝤な≧ἣ及びே㐨上の⥭ᛴ事ែ

締約国は、国際ἲ㸦国際ே㐨ἲ及び国際ே権ἲをྵࡴ。㸧にᇶ࡙く自国の⩏務にᚑい、༴㝤な≧ἣ㸦Ṋ

力⣮த、ே㐨上の⥭ᛴ事ែ及び自↛⅏ᐖの発生をྵࡴ。㸧において㞀ᐖ⪅の保ㆤ及びᏳ全を確保するた

めの全てのᚲ要なᥐ⨨をとる。

第十二条 ἲᚊの๓にひとしく認められる権利

1 締約国は、㞀ᐖ⪅が全ての場ᡤにおいてἲᚊの๓にேとして認められる権利を᭷することを確認

する。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅が生άのあらࡺるഃ面においての⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてἲ的⬟力をா᭷する

ことを認める。
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3 締約国は、この条約をᐇするためのἲ௧及びᨻ⟇のస成及びᐇにおいて、並びに㞀ᐖ⪅に関す

るၥ㢟についてののពᛮ決定㐣⛬において、㞀ᐖ⪅㸦㞀ᐖのあるඣ❺をྵࡴ。以下この 3において

同ࡌ。㸧を௦⾲するᅋయを通ࡌ、㞀ᐖ⪅と⥭ᐦに༠議し、及び㞀ᐖ⪅を✚ᴟ的に関さࡏる。

4 この条約のいかなる規定も、締約国のἲᚊ又は締約国について効力を᭷する国際ἲにྵまれる規定

であって㞀ᐖ⪅の権利のᐇ⌧に一ᒙ㈉⊩するものにᙳ㡪を及ࡰすものではない。この条約のいずれか

の締約国においてἲᚊ、条約、規๎又は័⩦によって認められ、又はᏑするே権及びᇶ本的自⏤につ

いては、この条約がそれらの権利若しくは自⏤を認めていないこと又はその認める範囲がより⊃いこ

とを⌮⏤として、それらの権利及び自⏤をไ限し、又はしてはならない。

5 この条約は、いかなるไ限又はእもなしに、連㑥国ᐙの全ての地域について適用する。

第五条 ᖹ➼及び↓ᕪู

1 締約国は、全ての⪅が、ἲᚊの๓に又はἲᚊにᇶ࡙いてᖹ➼であり、並びにいかなるᕪูもなしに

ἲᚊによるᖹ➼の保ㆤ及び利┈を受ける権利を᭷することを認める。

2 締約国は、㞀ᐖにᇶ࡙くあらࡺるᕪูを⚗Ṇするものとし、いかなる⌮⏤によるᕪูに対してもᖹ

➼かつ効ᯝ的なἲ的保ㆤを㞀ᐖ⪅に保㞀する。

3 締約国は、ᖹ➼をಁ㐍し、及びᕪูを撤廃することを目的として、合⌮的㓄៖が提供されることを

確保するための全ての適当なᥐ⨨をとる。

4 㞀ᐖ⪅の事ᐇ上のᖹ➼をಁ㐍し、又は㐩成するためにᚲ要な≉ูのᥐ⨨は、この条約に規定するᕪ

ูとゎしてはならない。

第六条 㞀ᐖのあるዪᏊ

1 締約国は、㞀ᐖのあるዪᏊが」合的なᕪูを受けていることを認㆑するものとし、このⅬに関し、

㞀ᐖのあるዪᏊが全てのே権及びᇶ本的自⏤を全かつᖹ➼にா᭷することを確保するためのᥐ⨨

をとる。

2 締約国は、ዪᏊに対してこの条約に定めるே権及びᇶ本的自⏤を行使し、及びா᭷することを保㞀

することを目的として、ዪᏊの全な⬟力開発、ྥ上及び自ᚊ的な力の⫱成を確保するための全ての

適当なᥐ⨨をとる。

第七条 㞀ᐖのあるඣ❺

1 締約国は、㞀ᐖのあるඣ❺がのඣ❺とのᖹ➼をᇶ♏として全てのே権及びᇶ本的自⏤を全にா

᭷することを確保するための全てのᚲ要なᥐ⨨をとる。

2 㞀ᐖのあるඣ❺に関する全てのᥐ⨨をとるに当たっては、ඣ❺の᭱ၿの利┈が主として⪃៖される

ものとする。

3 締約国は、㞀ᐖのあるඣ❺が、自ᕫにᙳ㡪を及ࡰす全ての事項について自⏤に自ᕫのពぢを⾲᫂す

る権利並びにこの権利をᐇ⌧するための㞀ᐖ及び年㱋に適したᨭを提供される権利を᭷すること

を確保する。この場合において、㞀ᐖのあるඣ❺のពぢは、のඣ❺とのᖹ➼をᇶ♏として、そのඣ

❺の年㱋及び成⇍ᗘにᚑって┦ᛂに⪃៖されるものとする。

第八条 ព㆑のྥ上

1 締約国は、次のことのための༶の、効ᯝ的なかつ適当なᥐ⨨をとることを約束する。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅に関する♫会全య㸦ྛᐙᗞをྵࡴ。㸧のព㆑をྥ上さࡏ、並びに㞀ᐖ⪅の権利及びᑛཝに

対するᑛ㔜を⫱成すること。

㸦b㸧あらࡺるάື分㔝における㞀ᐖ⪅に関する定ᆺされたほᛕ、೫ぢ及び᭷ᐖな័行㸦ᛶ及び年㱋

にᇶ࡙くものをྵࡴ。㸧とᡓうこと。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅の⬟力及び㈉⊩に関するព㆑をྥ上さࡏること。

2 このため、1のᥐ⨨には、次のことをྵࡴ。  

㸦a㸧次のことのための効ᯝ的なබ⾗のព㆑のၨ発άືを開ጞし、及び⥔ᣢすること。  

㸦i㸧㞀ᐖ⪅の権利に対する⌮ゎを⫱てること。

㸦ii㸧㞀ᐖ⪅に対する⫯定的認㆑及び一ᒙの♫会のၨ発をಁ㐍すること。
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㸦iii㸧㞀ᐖ⪅のᢏ⬟、長ᡤ及び⬟力並びに⫋場及びປാᕷ場に対する㞀ᐖ⪅の㈉⊩についての認㆑

をಁ㐍すること。

㸦b㸧ᩍ⫱ไᗘの全てのẁ㝵㸦ᗂ年ᮇからの全てのඣ❺に対するᩍ⫱ไᗘをྵࡴ。㸧において、㞀ᐖ⪅

の権利をᑛ㔜するែᗘを⫱成すること。

㸦c㸧全ての報㐨機関が、この条約の目的に適合するように㞀ᐖ⪅をᥥするようዡບすること。

㸦d㸧㞀ᐖ⪅及びその権利に関するၨ発のための◊ಟィ⏬をಁ㐍すること。

第九条 タ及びサ࣮ビス➼の利用のᐜ᫆さ

1 締約国は、㞀ᐖ⪅が自立して生άし、及び生άのあらࡺるഃ面に全にཧ加することをྍ⬟にする

ことを目的として、㞀ᐖ⪅が、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、㒔ᕷ及び㎰ᮧの方において、≀⌮的

⎔ቃ、㍺送機関、報通ಙ㸦報通ಙ機ჾ及び報通ಙシス࣒ࢸをྵࡴ。㸧並びにබ⾗に開ᨺされ、

又は提供されるのタ及びサ࣮ビスを利用する機会を᭷することを確保するための適当なᥐ⨨を

とる。このᥐ⨨は、タ及びサ࣮ビス➼の利用のᐜ᫆さに対するጉࡆ及び㞀ቨを≉定し、及び撤廃す

ることをྵࡴものとし、≉に次の事項について適用する。  

㸦a㸧ᘓ≀、㐨㊰、㍺送機関そののᒇ内及びᒇእのタ㸦Ꮫᰯ、ఫᒃ、་⒪タ及び⫋場をྵࡴ。㸧

㸦b㸧報、通ಙそののサ࣮ビス㸦㟁Ꮚサ࣮ビス及び⥭ᛴ事ែにಀるサ࣮ビスをྵࡴ。㸧

2 締約国は、また、次のことのための適当なᥐ⨨をとる。  

㸦a㸧බ⾗に開ᨺされ、又は提供されるタ及びサ࣮ビスの利用のᐜ᫆さに関する᭱పᇶ‽及びᣦ㔪を

స成し、及びබ⾲し、並びに当該᭱పᇶ‽及びᣦ㔪のᐇを┘どすること。

㸦b㸧බ⾗に開ᨺされ、又は提供されるタ及びサ࣮ビスを提供するẸ㛫のᅋయが、当該タ及びサ࣮

ビスの㞀ᐖ⪅にとっての利用のᐜ᫆さについてあらࡺるഃ面を⪃៖することを確保すること。

㸦c㸧タ及びサ࣮ビス➼の利用のᐜ᫆さに関して㞀ᐖ⪅が┤面するၥ㢟についての◊ಟを関ಀ⪅に提

供すること。

㸦d㸧බ⾗に開ᨺされるᘓ≀そののタにおいて、ⅬᏐの⾲♧及びㄞみやすく、かつ、⌮ゎしやすい

ᙧ式の⾲♧を提供すること。

㸦e㸧බ⾗に開ᨺされるᘓ≀そののタの利用のᐜ᫆さをಁ㐍するため、ே又はື≀によるᨭ及び

௰する⪅㸦案内⪅、ᮁㄞ⪅及びᑓ㛛のᡭヰ通ヂをྵࡴ。㸧を提供すること。

㸦f㸧㞀ᐖ⪅が報を利用する機会を᭷することを確保するため、㞀ᐖ⪅に対するの適当なᙧែの

ຓ及びᨭをಁ㐍すること。

㸦g㸧㞀ᐖ⪅が᪂たな報通ಙ機ჾ及び報通ಙシス࣒ࢸ㸦インࢺࢵࢿ࣮ࢱをྵࡴ。㸧を利用する機会

を᭷することをಁ㐍すること。

㸦h㸧報通ಙ機ჾ及び報通ಙシス࣒ࢸを᭱ᑠ限の㈝用で利用しやすいものとするため、᪩いẁ㝵で、

利用しやすい報通ಙ機ჾ及び報通ಙシス࣒ࢸのタィ、開発、生⏘及びὶ通をಁ㐍すること。

第十条 生に対する権利

締約国は、全てのே㛫が生に対するᅛ᭷の権利を᭷することを確認するものとし、㞀ᐖ⪅がの

⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてその権利を効ᯝ的にா᭷することを確保するための全てのᚲ要なᥐ⨨をとる。

第十一条 ༴㝤な≧ἣ及びே㐨上の⥭ᛴ事ែ

締約国は、国際ἲ㸦国際ே㐨ἲ及び国際ே権ἲをྵࡴ。㸧にᇶ࡙く自国の⩏務にᚑい、༴㝤な≧ἣ㸦Ṋ

力⣮த、ே㐨上の⥭ᛴ事ែ及び自↛⅏ᐖの発生をྵࡴ。㸧において㞀ᐖ⪅の保ㆤ及びᏳ全を確保するた

めの全てのᚲ要なᥐ⨨をとる。

第十二条 ἲᚊの๓にひとしく認められる権利

1 締約国は、㞀ᐖ⪅が全ての場ᡤにおいてἲᚊの๓にேとして認められる権利を᭷することを確認

する。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅が生άのあらࡺるഃ面においての⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてἲ的⬟力をா᭷する

ことを認める。
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3 締約国は、この条約をᐇするためのἲ௧及びᨻ⟇のస成及びᐇにおいて、並びに㞀ᐖ⪅に関す

るၥ㢟についてののពᛮ決定㐣⛬において、㞀ᐖ⪅㸦㞀ᐖのあるඣ❺をྵࡴ。以下この 3において

同ࡌ。㸧を௦⾲するᅋయを通ࡌ、㞀ᐖ⪅と⥭ᐦに༠議し、及び㞀ᐖ⪅を✚ᴟ的に関さࡏる。

4 この条約のいかなる規定も、締約国のἲᚊ又は締約国について効力を᭷する国際ἲにྵまれる規定

であって㞀ᐖ⪅の権利のᐇ⌧に一ᒙ㈉⊩するものにᙳ㡪を及ࡰすものではない。この条約のいずれか

の締約国においてἲᚊ、条約、規๎又は័⩦によって認められ、又はᏑするே権及びᇶ本的自⏤につ

いては、この条約がそれらの権利若しくは自⏤を認めていないこと又はその認める範囲がより⊃いこ

とを⌮⏤として、それらの権利及び自⏤をไ限し、又はしてはならない。

5 この条約は、いかなるไ限又はእもなしに、連㑥国ᐙの全ての地域について適用する。

第五条 ᖹ➼及び↓ᕪู

1 締約国は、全ての⪅が、ἲᚊの๓に又はἲᚊにᇶ࡙いてᖹ➼であり、並びにいかなるᕪูもなしに

ἲᚊによるᖹ➼の保ㆤ及び利┈を受ける権利を᭷することを認める。

2 締約国は、㞀ᐖにᇶ࡙くあらࡺるᕪูを⚗Ṇするものとし、いかなる⌮⏤によるᕪูに対してもᖹ

➼かつ効ᯝ的なἲ的保ㆤを㞀ᐖ⪅に保㞀する。

3 締約国は、ᖹ➼をಁ㐍し、及びᕪูを撤廃することを目的として、合⌮的㓄៖が提供されることを

確保するための全ての適当なᥐ⨨をとる。

4 㞀ᐖ⪅の事ᐇ上のᖹ➼をಁ㐍し、又は㐩成するためにᚲ要な≉ูのᥐ⨨は、この条約に規定するᕪ

ูとゎしてはならない。

第六条 㞀ᐖのあるዪᏊ

1 締約国は、㞀ᐖのあるዪᏊが」合的なᕪูを受けていることを認㆑するものとし、このⅬに関し、

㞀ᐖのあるዪᏊが全てのே権及びᇶ本的自⏤を全かつᖹ➼にா᭷することを確保するためのᥐ⨨

をとる。

2 締約国は、ዪᏊに対してこの条約に定めるே権及びᇶ本的自⏤を行使し、及びா᭷することを保㞀

することを目的として、ዪᏊの全な⬟力開発、ྥ上及び自ᚊ的な力の⫱成を確保するための全ての

適当なᥐ⨨をとる。

第七条 㞀ᐖのあるඣ❺

1 締約国は、㞀ᐖのあるඣ❺がのඣ❺とのᖹ➼をᇶ♏として全てのே権及びᇶ本的自⏤を全にா

᭷することを確保するための全てのᚲ要なᥐ⨨をとる。

2 㞀ᐖのあるඣ❺に関する全てのᥐ⨨をとるに当たっては、ඣ❺の᭱ၿの利┈が主として⪃៖される

ものとする。

3 締約国は、㞀ᐖのあるඣ❺が、自ᕫにᙳ㡪を及ࡰす全ての事項について自⏤に自ᕫのពぢを⾲᫂す

る権利並びにこの権利をᐇ⌧するための㞀ᐖ及び年㱋に適したᨭを提供される権利を᭷すること

を確保する。この場合において、㞀ᐖのあるඣ❺のពぢは、のඣ❺とのᖹ➼をᇶ♏として、そのඣ

❺の年㱋及び成⇍ᗘにᚑって┦ᛂに⪃៖されるものとする。

第八条 ព㆑のྥ上

1 締約国は、次のことのための༶の、効ᯝ的なかつ適当なᥐ⨨をとることを約束する。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅に関する♫会全య㸦ྛᐙᗞをྵࡴ。㸧のព㆑をྥ上さࡏ、並びに㞀ᐖ⪅の権利及びᑛཝに

対するᑛ㔜を⫱成すること。

㸦b㸧あらࡺるάື分㔝における㞀ᐖ⪅に関する定ᆺされたほᛕ、೫ぢ及び᭷ᐖな័行㸦ᛶ及び年㱋

にᇶ࡙くものをྵࡴ。㸧とᡓうこと。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅の⬟力及び㈉⊩に関するព㆑をྥ上さࡏること。

2 このため、1のᥐ⨨には、次のことをྵࡴ。  

㸦a㸧次のことのための効ᯝ的なබ⾗のព㆑のၨ発άືを開ጞし、及び⥔ᣢすること。  

㸦i㸧㞀ᐖ⪅の権利に対する⌮ゎを⫱てること。

㸦ii㸧㞀ᐖ⪅に対する⫯定的認㆑及び一ᒙの♫会のၨ発をಁ㐍すること。
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よるものをྵࡴ。㸧をとる。このような回及びᖐは、㞀ᐖ⪅のᗣ、⚟♴、自ᑛᚰ、ᑛཝ及び自

ᚊを⫱成する⎔ቃにおいて行ࢃれるものとし、ᛶู及び年㱋にᛂࡌたࢬ࣮ࢽを⪃៖に入れる。

5 締約国は、㞀ᐖ⪅に対するᦢྲྀ、ᭀ力及びᚅの事案が≉定され、ᤚᰝされ、及び適当な場合には

ッ㏣されることを確保するための効ᯝ的なἲ௧及びᨻ⟇㸦ዪᏊ及びඣ❺に㔜Ⅼを⨨いたἲ௧及びᨻ⟇

をྵࡴ。㸧を⟇定する。

第十七条 ಶேをそのままの≧ែで保ㆤすること

全ての㞀ᐖ⪅は、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、そのᚰ㌟がそのままの≧ែでᑛ㔜される権利を᭷す

る。

第十八条 ⛣ືの自⏤及び国⡠についての権利

1 締約国は、㞀ᐖ⪅に対して次のことを確保すること➼により、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏とし

て⛣ືの自⏤、ᒃఫの自⏤及び国⡠についての権利を᭷することを認める。  

㸦a㸧国⡠をྲྀᚓし、及びኚ᭦する権利を᭷すること並びにその国⡠をព的に又は㞀ᐖにᇶ࡙いてዣ

。れないことࢃ

㸦b㸧国⡠にಀる文書若しくは㌟ඖにಀるの文書を入ᡭし、ᡤ᭷し、及び利用すること又は⛣ືの自

⏤についての権利の行使をᐜ᫆にするためにᚲ要とされる関連ᡭ⥆㸦えࡤ、出入国のᡭ⥆㸧を利

用することを、㞀ᐖにᇶ࡙いてዣࢃれないこと。

㸦c㸧いずれの国㸦自国をྵࡴ。㸧からも自⏤に㞳れることができること。

㸦d㸧自国にᡠる権利をព的に又は㞀ᐖにᇶ࡙いてዣࢃれないこと。

2 㞀ᐖのあるඣ❺は、出生の後┤ࡕにⓏ㘓される。㞀ᐖのあるඣ❺は、出生のからẶྡを᭷する権

利及び国⡠をྲྀᚓする権利を᭷するものとし、また、できる限りその∗ẕを▱り、かつ、その∗ẕに

よって㣴⫱される権利を᭷する。

第十九条 自立した生ά及び地域♫会のໟᐜ

この条約の締約国は、全ての㞀ᐖ⪅がの⪅とᖹ➼の㑅択の機会をもって地域♫会で生άするᖹ➼の

権利を᭷することを認めるものとし、㞀ᐖ⪅が、この権利を全にா受し、並びに地域♫会に全にໟ

ᐜされ、及びཧ加することをᐜ᫆にするための効ᯝ的かつ適当なᥐ⨨をとる。このᥐ⨨には、次のこと

を確保することによるものをྵࡴ。

㸦a㸧㞀ᐖ⪅が、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、ᒃఫ地を㑅択し、及びこでㄡと生άするかを㑅択す

る機会を᭷すること並びに≉定の生άタで生άする⩏務を㈇ࢃないこと。

㸦b㸧地域♫会における生ά及び地域♫会のໟᐜをᨭし、並びに地域♫会からのᏙ立及び㝸㞳を㜵

Ṇするためにᚲ要なᅾᏯサ࣮ビス、ᒃఫサ࣮ビスそのの地域♫会ᨭサ࣮ビス㸦ಶูのᨭをྵ

。㸧を㞀ᐖ⪅が利用する機会を᭷すること。ࡴ

㸦c㸧一⯡ఫẸྥけの地域♫会サ࣮ビス及びタが、㞀ᐖ⪅にとっての⪅とのᖹ➼をᇶ♏として利用

ྍ⬟であり、かつ、㞀ᐖ⪅のࢬ࣮ࢽに対ᛂしていること。

第二十条 ಶேの⛣ືをᐜ᫆にすること

締約国は、㞀ᐖ⪅自㌟ができる限り自立して⛣ືすることをᐜ᫆にすることを確保するための効ᯝ的

なᥐ⨨をとる。このᥐ⨨には、次のことによるものをྵࡴ。

㸦a㸧㞀ᐖ⪅自㌟が、自ら㑅択する方ἲで、自ら㑅択するに、かつ、㈇ᢸしやすい㈝用で⛣ືするこ

とをᐜ᫆にすること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が㉁の㧗い⛣ື⿵ຓල、⿵ල、ᨭ機ჾ、ே又はື≀によるᨭ及び௰する⪅を利用

する機会をᚓやすくすること㸦これらを㈇ᢸしやすい㈝用で利用ྍ⬟なものとすることをྵࡴ。㸧。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅及び㞀ᐖ⪅とඹに行ືするᑓ㛛⫋ဨに対し、⛣ືのためのᢏ⬟に関する◊ಟを提供するこ

と。

㸦d㸧⛣ື⿵ຓල、⿵ල及びᨭ機ჾを生⏘する事ᴗయに対し、㞀ᐖ⪅の⛣ືのあらࡺるഃ面を⪃៖

するようዡບすること。
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3 締約国は、㞀ᐖ⪅がそのἲ的⬟力の行使に当たってᚲ要とするᨭを利用する機会を提供するため

の適当なᥐ⨨をとる。

4 締約国は、ἲ的⬟力の行使に関連する全てのᥐ⨨において、℃用を㜵Ṇするための適当かつ効ᯝ的

な保㞀を国際ே権ἲにᚑって定めることを確保する。当該保㞀は、ἲ的⬟力の行使に関連するᥐ⨨が、

㞀ᐖ⪅の権利、ពᛮ及び㑅ዲをᑛ㔜すること、利┈┦を生ࡌさࡏず、及び当なᙳ㡪を及ࡰさない

こと、㞀ᐖ⪅の≧ἣにᛂࡌ、かつ、適合すること、ྍ⬟な限り▷いᮇ㛫に適用されること並びに権限

のある、⊂立の、かつ、බᖹな当ᒁ又はྖἲ機関による定ᮇ的な審ᰝの対㇟となることを確保するも

のとする。当該保㞀は、当該ᥐ⨨が㞀ᐖ⪅の権利及び利┈に及ࡰすᙳ㡪の⛬ᗘにᛂࡌたものとする。

5 締約国は、この条の規定にᚑうことを条௳として、㞀ᐖ⪅が㈈⏘をᡤ᭷し、又は┦⥆し、自ᕫの会

ィを⟶⌮し、及び㖟行㈚付け、当そののᙧែの㔠⼥上のಙ用を利用するᆒ➼な機会を᭷すること

についてのᖹ➼の権利を確保するための全ての適当かつ効ᯝ的なᥐ⨨をとるものとし、㞀ᐖ⪅がその

㈈⏘をព的にዣࢃれないことを確保する。

第十三条 ྖἲᡭ⥆の利用の機会

1 締約国は、㞀ᐖ⪅が全てのἲ的ᡭ⥆㸦ᤚᰝẁ㝵そのணഛ的なẁ㝵をྵࡴ。㸧において┤᥋及び㛫

᥋のཧ加⪅㸦ドேをྵࡴ。㸧として効ᯝ的なᙺをᯝたすことをᐜ᫆にするため、ᡭ⥆上の㓄៖及び

年㱋に適した㓄៖が提供されること➼により、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてྖἲᡭ⥆を利用

する効ᯝ的な機会を᭷することを確保する。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅がྖἲᡭ⥆を利用する効ᯝ的な機会を᭷することを確保することにᙺ立てるため、

ྖἲにಀる分㔝にᦠࢃる⪅㸦㆙ᐹᐁ及びฮ務ᐁをྵࡴ。㸧に対する適当な◊ಟをಁ㐍する。

第十四条 ㌟యの自⏤及びᏳ全

1 締約国は、㞀ᐖ⪅に対し、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、次のことを確保する。  

㸦a㸧㌟యの自⏤及びᏳ全についての権利をா᭷すること。  

㸦b㸧ἲに又はព的に自⏤をዣࢃれないこと、いかなる自⏤のዣもἲᚊにᚑって行ࢃれること及

びいかなる場合においても自⏤のዣが㞀ᐖのᏑᅾによって正当されないこと。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅がいずれのᡭ⥆を通ࡌて自⏤をዣࢃれた場合であっても、当該㞀ᐖ⪅が、の⪅

とのᖹ➼をᇶ♏として国際ே権ἲによる保㞀を受ける権利を᭷すること並びにこの条約の目的及び

ཎ๎にᚑってྲྀりᢅࢃれること㸦合⌮的㓄៖の提供によるものをྵࡴ。㸧を確保する。

第十五条 ᣝၥ又はṧな、㠀ே㐨的な若しくはရをയつけるྲྀᢅい若しくはฮ⨩からの自⏤

1 いかなる⪅も、ᣝၥ又はṧな、㠀ே㐨的な若しくはရをയつけるྲྀᢅい若しくはฮ⨩を受けな

い。≉に、いかなる⪅も、その自⏤な同ពなしに་Ꮫ的又は⛉Ꮫ的ᐇ㦂を受けない。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅が、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、ᣝၥ又はṧな、㠀ே㐨的な若しくはရを

യつけるྲྀᢅい若しくはฮ⨩を受けることがないようにするため、全ての効ᯝ的な立ἲ上、行ᨻ上、

ྖἲ上そののᥐ⨨をとる。

第十六条 ᦢྲྀ、ᭀ力及びᚅからの自⏤

1 締約国は、ᐙᗞの内እにおけるあらࡺるᙧែのᦢྲྀ、ᭀ力及びᚅ㸦ᛶูにᇶ࡙くものをྵࡴ。㸧

から㞀ᐖ⪅を保ㆤするための全ての適当な立ἲ上、行ᨻ上、♫会上、ᩍ⫱上そののᥐ⨨をとる。

2 また、締約国は、≉に、㞀ᐖ⪅並びにそのᐙ᪘及びㆤ⪅に対する適当なᙧែのᛶู及び年㱋に㓄

៖したຓ及びᨭ㸦ᦢྲྀ、ᭀ力及びᚅの事案を㜵Ṇし、認㆑し、及び報告する方ἲに関する報

及びᩍ⫱を提供することによるものをྵࡴ。㸧を確保することにより、あらࡺるᙧែのᦢྲྀ、ᭀ力及

びᚅを㜵Ṇするための全ての適当なᥐ⨨をとる。締約国は、保ㆤ事ᴗが年㱋、ᛶู及び㞀ᐖに㓄៖

したものであることを確保する。

3 締約国は、あらࡺるᙧែのᦢྲྀ、ᭀ力及びᚅの発生を㜵Ṇするため、㞀ᐖ⪅にᙺ立つことをពᅗ

した全てのタ及びィ⏬が⊂立した当ᒁにより効ᯝ的に┘どされることを確保する。

4 締約国は、あらࡺるᙧែのᦢྲྀ、ᭀ力又はᚅの⿕ᐖ⪅となる㞀ᐖ⪅の㌟య的、認▱的及びᚰ⌮的

な回、ࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙン並びに♫会ᖐをಁ㐍するための全ての適当なᥐ⨨㸦保ㆤ事ᴗの提供に
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よるものをྵࡴ。㸧をとる。このような回及びᖐは、㞀ᐖ⪅のᗣ、⚟♴、自ᑛᚰ、ᑛཝ及び自

ᚊを⫱成する⎔ቃにおいて行ࢃれるものとし、ᛶู及び年㱋にᛂࡌたࢬ࣮ࢽを⪃៖に入れる。

5 締約国は、㞀ᐖ⪅に対するᦢྲྀ、ᭀ力及びᚅの事案が≉定され、ᤚᰝされ、及び適当な場合には

ッ㏣されることを確保するための効ᯝ的なἲ௧及びᨻ⟇㸦ዪᏊ及びඣ❺に㔜Ⅼを⨨いたἲ௧及びᨻ⟇

をྵࡴ。㸧を⟇定する。

第十七条 ಶேをそのままの≧ែで保ㆤすること

全ての㞀ᐖ⪅は、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、そのᚰ㌟がそのままの≧ែでᑛ㔜される権利を᭷す

る。

第十八条 ⛣ືの自⏤及び国⡠についての権利

1 締約国は、㞀ᐖ⪅に対して次のことを確保すること➼により、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏とし

て⛣ືの自⏤、ᒃఫの自⏤及び国⡠についての権利を᭷することを認める。  

㸦a㸧国⡠をྲྀᚓし、及びኚ᭦する権利を᭷すること並びにその国⡠をព的に又は㞀ᐖにᇶ࡙いてዣ

。れないことࢃ

㸦b㸧国⡠にಀる文書若しくは㌟ඖにಀるの文書を入ᡭし、ᡤ᭷し、及び利用すること又は⛣ືの自

⏤についての権利の行使をᐜ᫆にするためにᚲ要とされる関連ᡭ⥆㸦えࡤ、出入国のᡭ⥆㸧を利

用することを、㞀ᐖにᇶ࡙いてዣࢃれないこと。

㸦c㸧いずれの国㸦自国をྵࡴ。㸧からも自⏤に㞳れることができること。

㸦d㸧自国にᡠる権利をព的に又は㞀ᐖにᇶ࡙いてዣࢃれないこと。

2 㞀ᐖのあるඣ❺は、出生の後┤ࡕにⓏ㘓される。㞀ᐖのあるඣ❺は、出生のからẶྡを᭷する権

利及び国⡠をྲྀᚓする権利を᭷するものとし、また、できる限りその∗ẕを▱り、かつ、その∗ẕに

よって㣴⫱される権利を᭷する。

第十九条 自立した生ά及び地域♫会のໟᐜ

この条約の締約国は、全ての㞀ᐖ⪅がの⪅とᖹ➼の㑅択の機会をもって地域♫会で生άするᖹ➼の

権利を᭷することを認めるものとし、㞀ᐖ⪅が、この権利を全にா受し、並びに地域♫会に全にໟ

ᐜされ、及びཧ加することをᐜ᫆にするための効ᯝ的かつ適当なᥐ⨨をとる。このᥐ⨨には、次のこと

を確保することによるものをྵࡴ。

㸦a㸧㞀ᐖ⪅が、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、ᒃఫ地を㑅択し、及びこでㄡと生άするかを㑅択す

る機会を᭷すること並びに≉定の生άタで生άする⩏務を㈇ࢃないこと。

㸦b㸧地域♫会における生ά及び地域♫会のໟᐜをᨭし、並びに地域♫会からのᏙ立及び㝸㞳を㜵

Ṇするためにᚲ要なᅾᏯサ࣮ビス、ᒃఫサ࣮ビスそのの地域♫会ᨭサ࣮ビス㸦ಶูのᨭをྵ

。㸧を㞀ᐖ⪅が利用する機会を᭷すること。ࡴ

㸦c㸧一⯡ఫẸྥけの地域♫会サ࣮ビス及びタが、㞀ᐖ⪅にとっての⪅とのᖹ➼をᇶ♏として利用

ྍ⬟であり、かつ、㞀ᐖ⪅のࢬ࣮ࢽに対ᛂしていること。

第二十条 ಶேの⛣ືをᐜ᫆にすること

締約国は、㞀ᐖ⪅自㌟ができる限り自立して⛣ືすることをᐜ᫆にすることを確保するための効ᯝ的

なᥐ⨨をとる。このᥐ⨨には、次のことによるものをྵࡴ。

㸦a㸧㞀ᐖ⪅自㌟が、自ら㑅択する方ἲで、自ら㑅択するに、かつ、㈇ᢸしやすい㈝用で⛣ືするこ

とをᐜ᫆にすること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が㉁の㧗い⛣ື⿵ຓල、⿵ල、ᨭ機ჾ、ே又はື≀によるᨭ及び௰する⪅を利用

する機会をᚓやすくすること㸦これらを㈇ᢸしやすい㈝用で利用ྍ⬟なものとすることをྵࡴ。㸧。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅及び㞀ᐖ⪅とඹに行ືするᑓ㛛⫋ဨに対し、⛣ືのためのᢏ⬟に関する◊ಟを提供するこ

と。

㸦d㸧⛣ື⿵ຓල、⿵ල及びᨭ機ჾを生⏘する事ᴗయに対し、㞀ᐖ⪅の⛣ືのあらࡺるഃ面を⪃៖

するようዡບすること。
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3 締約国は、㞀ᐖ⪅がそのἲ的⬟力の行使に当たってᚲ要とするᨭを利用する機会を提供するため

の適当なᥐ⨨をとる。

4 締約国は、ἲ的⬟力の行使に関連する全てのᥐ⨨において、℃用を㜵Ṇするための適当かつ効ᯝ的

な保㞀を国際ே権ἲにᚑって定めることを確保する。当該保㞀は、ἲ的⬟力の行使に関連するᥐ⨨が、

㞀ᐖ⪅の権利、ពᛮ及び㑅ዲをᑛ㔜すること、利┈┦を生ࡌさࡏず、及び当なᙳ㡪を及ࡰさない

こと、㞀ᐖ⪅の≧ἣにᛂࡌ、かつ、適合すること、ྍ⬟な限り▷いᮇ㛫に適用されること並びに権限

のある、⊂立の、かつ、බᖹな当ᒁ又はྖἲ機関による定ᮇ的な審ᰝの対㇟となることを確保するも

のとする。当該保㞀は、当該ᥐ⨨が㞀ᐖ⪅の権利及び利┈に及ࡰすᙳ㡪の⛬ᗘにᛂࡌたものとする。

5 締約国は、この条の規定にᚑうことを条௳として、㞀ᐖ⪅が㈈⏘をᡤ᭷し、又は┦⥆し、自ᕫの会

ィを⟶⌮し、及び㖟行㈚付け、当そののᙧែの㔠⼥上のಙ用を利用するᆒ➼な機会を᭷すること

についてのᖹ➼の権利を確保するための全ての適当かつ効ᯝ的なᥐ⨨をとるものとし、㞀ᐖ⪅がその

㈈⏘をព的にዣࢃれないことを確保する。

第十三条 ྖἲᡭ⥆の利用の機会

1 締約国は、㞀ᐖ⪅が全てのἲ的ᡭ⥆㸦ᤚᰝẁ㝵そのணഛ的なẁ㝵をྵࡴ。㸧において┤᥋及び㛫

᥋のཧ加⪅㸦ドேをྵࡴ。㸧として効ᯝ的なᙺをᯝたすことをᐜ᫆にするため、ᡭ⥆上の㓄៖及び

年㱋に適した㓄៖が提供されること➼により、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてྖἲᡭ⥆を利用

する効ᯝ的な機会を᭷することを確保する。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅がྖἲᡭ⥆を利用する効ᯝ的な機会を᭷することを確保することにᙺ立てるため、

ྖἲにಀる分㔝にᦠࢃる⪅㸦㆙ᐹᐁ及びฮ務ᐁをྵࡴ。㸧に対する適当な◊ಟをಁ㐍する。

第十四条 ㌟యの自⏤及びᏳ全

1 締約国は、㞀ᐖ⪅に対し、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、次のことを確保する。  

㸦a㸧㌟యの自⏤及びᏳ全についての権利をா᭷すること。  

㸦b㸧ἲに又はព的に自⏤をዣࢃれないこと、いかなる自⏤のዣもἲᚊにᚑって行ࢃれること及

びいかなる場合においても自⏤のዣが㞀ᐖのᏑᅾによって正当されないこと。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅がいずれのᡭ⥆を通ࡌて自⏤をዣࢃれた場合であっても、当該㞀ᐖ⪅が、の⪅

とのᖹ➼をᇶ♏として国際ே権ἲによる保㞀を受ける権利を᭷すること並びにこの条約の目的及び

ཎ๎にᚑってྲྀりᢅࢃれること㸦合⌮的㓄៖の提供によるものをྵࡴ。㸧を確保する。

第十五条 ᣝၥ又はṧな、㠀ே㐨的な若しくはရをയつけるྲྀᢅい若しくはฮ⨩からの自⏤

1 いかなる⪅も、ᣝၥ又はṧな、㠀ே㐨的な若しくはရをയつけるྲྀᢅい若しくはฮ⨩を受けな

い。≉に、いかなる⪅も、その自⏤な同ពなしに་Ꮫ的又は⛉Ꮫ的ᐇ㦂を受けない。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅が、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、ᣝၥ又はṧな、㠀ே㐨的な若しくはရを

യつけるྲྀᢅい若しくはฮ⨩を受けることがないようにするため、全ての効ᯝ的な立ἲ上、行ᨻ上、

ྖἲ上そののᥐ⨨をとる。

第十六条 ᦢྲྀ、ᭀ力及びᚅからの自⏤

1 締約国は、ᐙᗞの内እにおけるあらࡺるᙧែのᦢྲྀ、ᭀ力及びᚅ㸦ᛶูにᇶ࡙くものをྵࡴ。㸧

から㞀ᐖ⪅を保ㆤするための全ての適当な立ἲ上、行ᨻ上、♫会上、ᩍ⫱上そののᥐ⨨をとる。

2 また、締約国は、≉に、㞀ᐖ⪅並びにそのᐙ᪘及びㆤ⪅に対する適当なᙧែのᛶู及び年㱋に㓄

៖したຓ及びᨭ㸦ᦢྲྀ、ᭀ力及びᚅの事案を㜵Ṇし、認㆑し、及び報告する方ἲに関する報

及びᩍ⫱を提供することによるものをྵࡴ。㸧を確保することにより、あらࡺるᙧែのᦢྲྀ、ᭀ力及

びᚅを㜵Ṇするための全ての適当なᥐ⨨をとる。締約国は、保ㆤ事ᴗが年㱋、ᛶู及び㞀ᐖに㓄៖

したものであることを確保する。

3 締約国は、あらࡺるᙧែのᦢྲྀ、ᭀ力及びᚅの発生を㜵Ṇするため、㞀ᐖ⪅にᙺ立つことをពᅗ

した全てのタ及びィ⏬が⊂立した当ᒁにより効ᯝ的に┘どされることを確保する。

4 締約国は、あらࡺるᙧែのᦢྲྀ、ᭀ力又はᚅの⿕ᐖ⪅となる㞀ᐖ⪅の㌟య的、認▱的及びᚰ⌮的

な回、ࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙン並びに♫会ᖐをಁ㐍するための全ての適当なᥐ⨨㸦保ㆤ事ᴗの提供に
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1 締約国は、ᩍ⫱についての㞀ᐖ⪅の権利を認める。締約国は、この権利をᕪูなしに、かつ、機会

のᆒ➼をᇶ♏としてᐇ⌧するため、㞀ᐖ⪅をໟᐜするあらࡺるẁ㝵のᩍ⫱ไᗘ及び生ᾭᏛ⩦を確保す

る。当該ᩍ⫱ไᗘ及び生ᾭᏛ⩦は、次のことを目的とする。  

㸦a㸧ே㛫の₯ᅾ⬟力並びにᑛཝ及び自ᕫの౯್についてのព㆑を十分に発㐩さࡏ、並びにே権、ᇶ本

的自⏤及びே㛫の多様ᛶのᑛ㔜をᙉすること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が、そのே᱁、ᡯ⬟及び㐀力並びに⢭⚄的及び㌟య的な⬟力をそのྍ⬟な᭱限ᗘまで

発㐩さࡏること。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅が自⏤な♫会に効ᯝ的にཧ加することをྍ⬟とすること。

2 締約国は、1の権利のᐇ⌧に当たり、次のことを確保する。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅が㞀ᐖにᇶ࡙いて一⯡的なᩍ⫱ไᗘから㝖されないこと及び㞀ᐖのあるඣ❺が㞀ᐖにᇶ

࡙いて↓ൾのかつ⩏務的なึ➼ᩍ⫱から又は中➼ᩍ⫱から㝖されないこと。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、自ᕫの生άする地域♫会において、㞀ᐖ⪅をໟᐜし、

㉁が㧗く、かつ、↓ൾのึ➼ᩍ⫱をா受することができること及び中➼ᩍ⫱をா受することができ

ること。

㸦c㸧ಶேにᚲ要とされる合⌮的㓄៖が提供されること。

㸦d㸧㞀ᐖ⪅が、その効ᯝ的なᩍ⫱をᐜ᫆にするためにᚲ要なᨭを一⯡的なᩍ⫱ไᗘの下で受けるこ

と。

㸦e㸧Ꮫၥ的及び♫会的な発㐩を᭱にする⎔ቃにおいて、全なໟᐜという目ᶆに合⮴する効ᯝ的で

ಶูされたᨭᥐ⨨がとられること。

3 締約国は、㞀ᐖ⪅がᩍ⫱に全かつᖹ➼にཧ加し、及び地域♫会の構成ဨとして全かつᖹ➼にཧ

加することをᐜ᫆にするため、㞀ᐖ⪅が生άする上でのᢏ⬟及び♫会的な発㐩のためのᢏ⬟を⩦ᚓす

ることをྍ⬟とする。このため、締約国は、次のことをྵࡴ適当なᥐ⨨をとる。  

㸦a㸧ⅬᏐ、௦᭰的な文Ꮠ、ពᛮ通の⿵ຓ的及び௦᭰的なᙧែ、ᡭẁ及び様式並びに定及び⛣ືの

ためのᢏ⬟の⩦ᚓ並びに㞀ᐖ⪅┦によるᨭ及びຓゝをᐜ᫆にすること。

㸦b㸧ᡭヰの⩦ᚓ及び⫏♫会のゝ語的な同一ᛶのಁ㐍をᐜ᫆にすること。

㸦c㸧┣ே、⫏⪅又は┣⫏⪅㸦≉に┣ே、⫏⪅又は┣⫏⪅であるඣ❺㸧のᩍ⫱が、そのಶேにとって᭱

も適当なゝ語並びにពᛮ通のᙧែ及びᡭẁで、かつ、Ꮫၥ的及び♫会的な発㐩を᭱にする⎔ቃ

において行ࢃれることを確保すること。

4 締約国は、1の権利のᐇ⌧の確保をຓ長することを目的として、ᡭヰ又はⅬᏐについて⬟力を᭷する

ᩍဨ㸦㞀ᐖのあるᩍဨをྵࡴ。㸧を㞠用し、並びにᩍ⫱にᚑ事するᑓ㛛ᐙ及び⫋ဨ㸦ᩍ⫱のいずれの

ẁ㝵においてᚑ事するかをၥࢃない。㸧に対する◊ಟを行うための適当なᥐ⨨をとる。この◊ಟには、

㞀ᐖについてのព㆑のྥ上を⤌み入れ、また、適当なពᛮ通の⿵ຓ的及び௦᭰的なᙧែ、ᡭẁ及び

様式の使用並びに㞀ᐖ⪅をᨭするためのᩍ⫱ᢏἲ及びᩍᮦの使用を⤌み入れるものとする。

5 締約国は、㞀ᐖ⪅が、ᕪูなしに、かつ、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、一⯡的な㧗➼ᩍ⫱、⫋ᴗ

カ⦎、成ேᩍ⫱及び生ᾭᏛ⩦をா受することができることを確保する。このため、締約国は、合⌮的

㓄៖が㞀ᐖ⪅に提供されることを確保する。

第二十五条 ᗣ

締約国は、㞀ᐖ⪅が㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูなしに฿㐩ྍ⬟な᭱㧗Ỉ‽のᗣをா受する権利を᭷すること

を認める。締約国は、㞀ᐖ⪅がᛶูに㓄៖した保サ࣮ビス㸦保に関連するࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙンをྵ

㸧を利用する機会を᭷することを確保するための全ての適当なᥐ⨨をとる。締約国は、≉に、次の。ࡴ

ことを行う。

㸦a㸧㞀ᐖ⪅に対しての⪅に提供されるものと同一の範囲、㉁及びỈ‽の↓ൾの又は㈇ᢸしやすい㈝

用の保及び保ィ⏬㸦ᛶ及び生Ṫにಀるᗣ並びにఫẸのためのබ⾗⾨生ィ⏬の分㔝のものをྵ

。㸧を提供すること。ࡴ
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締約国は、㞀ᐖ⪅が、第二条に定めるあらࡺるᙧែのពᛮ通であって自ら㑅択するものにより、⾲

⌧及びពぢの自⏤㸦の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として報及び⪃えをồめ、受け、及びఏえる自⏤をྵࡴ。㸧

についての権利を行使することができることを確保するための全ての適当なᥐ⨨をとる。このᥐ⨨には、

次のことによるものをྵࡴ。

㸦a㸧㞀ᐖ⪅に対し、様ࠎな✀㢮の㞀ᐖに┦ᛂした利用しやすい様式及び機ჾにより、適に、かつ、

㏣加の㈝用をకࢃず、一⯡බ⾗ྥけの報を提供すること。

㸦b㸧බ的なάືにおいて、ᡭヰ、ⅬᏐ、⿵ຓ的及び௦᭰的なពᛮ通並びに㞀ᐖ⪅が自ら㑅択する

の全ての利用しやすいពᛮ通のᡭẁ、ᙧែ及び様式を用いることを受け入れ、及びᐜ᫆にするこ

と。

㸦c㸧一⯡බ⾗に対してサ࣮ビス㸦インࢺࢵࢿ࣮ࢱによるものをྵࡴ。㸧を提供するẸ㛫のᅋయが報

及びサ࣮ビスを㞀ᐖ⪅にとって利用しやすい又は使用ྍ⬟な様式で提供するよう要請すること。

㸦d㸧࣐ス࣓ࢹア㸦インࢺࢵࢿ࣮ࢱを通ࡌて報を提供する⪅をྵࡴ。㸧がそのサ࣮ビスを㞀ᐖ⪅に

とって利用しやすいものとするようዡບすること。

㸦e㸧ᡭヰの使用を認め、及びಁ㐍すること。

第二十二条 シ࣮のᑛ㔜ࣂライࣉ

1 いかなる㞀ᐖ⪅も、ᒃఫ地又は生άタのいかࢇをၥࢃず、そのࣉライࣂシ࣮、ᐙ᪘、ఫᒃ又は通

ಙそののᙧែのពᛮ通に対してព的に又はἲにᖸ΅されず、また、ྡ及びಙ用をἲにᨷ

ᧁされない。㞀ᐖ⪅は、このようなᖸ΅又はᨷᧁに対するἲᚊの保ㆤを受ける権利を᭷する。

2 締約国は、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、㞀ᐖ⪅のಶே、ᗣ及びࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙンに関する

報にಀるࣉライࣂシ࣮を保ㆤする。

第二十三条 ᐙᗞ及びᐙ᪘のᑛ㔜

1 締約国は、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、፧ጻ、ᐙ᪘、ぶᏊ関ಀ及びಶே的な関ಀにಀる全ての事

項に関し、㞀ᐖ⪅に対するᕪูを撤廃するための効ᯝ的かつ適当なᥐ⨨をとる。このᥐ⨨は、次のこ

とを確保することを目的とする。  

㸦a㸧፧ጻをすることができる年㱋の全ての㞀ᐖ⪅が、両当事⪅の自⏤かつ全な合ពにᇶ࡙いて፧ጻ

をし、かつ、ᐙ᪘をᙧ成する権利を認められること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅がᏊの数及び出⏘の㛫㝸を自⏤にかつ㈐௵をもって決定する権利を認められ、また、㞀ᐖ

⪅が生Ṫ及びᐙ᪘ィ⏬について年㱋に適した報及びᩍ⫱をா受する権利を認められること。さら

に、㞀ᐖ⪅がこれらの権利を行使することをྍ⬟とするためにᚲ要なᡭẁを提供されること。

㸦c㸧 㞀ᐖ⪅㸦ඣ❺をྵࡴ。㸧が、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として生Ṫ⬟力を保ᣢすること。

2 締約国は、Ꮚの後ぢ、㣴Ꮚ⦕⤌又はこれらに㢮するไᗘが国内ἲ௧にᏑᅾする場合には、それらの

ไᗘにಀる㞀ᐖ⪅の権利及び㈐௵を確保する。あらࡺる場合において、Ꮚの᭱ၿの利┈は⮳上である。

締約国は、㞀ᐖ⪅がᏊの㣴⫱についての㈐௵を㐙行するに当たり、当該㞀ᐖ⪅に対して適当なຓを

える。

3 締約国は、㞀ᐖのあるඣ❺がᐙᗞ生άについてᖹ➼の権利を᭷することを確保する。締約国は、こ

の権利をᐇ⌧し、並びに㞀ᐖのあるඣ❺の㞃༏、㑇棄、ᨺ⨨及び㝸㞳を㜵Ṇするため、㞀ᐖのあるඣ

❺及びそのᐙ᪘に対し、ໟᣓ的な報、サ࣮ビス及びᨭを᪩ᮇに提供することを約束する。

4 締約国は、ඣ❺がその∗ẕのពᛮにしてその∗ẕから分㞳されないことを確保する。たࡔし、権

限のある当ᒁがྖἲの審ᰝにᚑうことを条௳として適用のあるἲᚊ及びᡭ⥆にᚑいその分㞳がඣ❺

の᭱ၿの利┈のためにᚲ要であると決定する場合は、この限りでない。いかなる場合にも、ඣ❺は、

自ᕫの㞀ᐖ又は∗ẕの一方若しくは方の㞀ᐖにᇶ࡙いて∗ẕから分㞳されない。

5 締約国は、㏆ぶのᐙ᪘が㞀ᐖのあるඣ❺を┘ㆤすることができない場合には、一ᒙᗈい範囲のᐙ᪘

の中で௦᭰的な┘ㆤを提供し、及びこれがྍ⬟なときは、地域♫会の中でᐙᗞ的な⎔ቃにより௦᭰

的な┘ㆤを提供するようあらࡺるດ力をᡶう。

第二十四条 ᩍ⫱
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1 締約国は、ᩍ⫱についての㞀ᐖ⪅の権利を認める。締約国は、この権利をᕪูなしに、かつ、機会

のᆒ➼をᇶ♏としてᐇ⌧するため、㞀ᐖ⪅をໟᐜするあらࡺるẁ㝵のᩍ⫱ไᗘ及び生ᾭᏛ⩦を確保す

る。当該ᩍ⫱ไᗘ及び生ᾭᏛ⩦は、次のことを目的とする。  

㸦a㸧ே㛫の₯ᅾ⬟力並びにᑛཝ及び自ᕫの౯್についてのព㆑を十分に発㐩さࡏ、並びにே権、ᇶ本

的自⏤及びே㛫の多様ᛶのᑛ㔜をᙉすること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が、そのே᱁、ᡯ⬟及び㐀力並びに⢭⚄的及び㌟య的な⬟力をそのྍ⬟な᭱限ᗘまで

発㐩さࡏること。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅が自⏤な♫会に効ᯝ的にཧ加することをྍ⬟とすること。

2 締約国は、1の権利のᐇ⌧に当たり、次のことを確保する。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅が㞀ᐖにᇶ࡙いて一⯡的なᩍ⫱ไᗘから㝖されないこと及び㞀ᐖのあるඣ❺が㞀ᐖにᇶ

࡙いて↓ൾのかつ⩏務的なึ➼ᩍ⫱から又は中➼ᩍ⫱から㝖されないこと。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、自ᕫの生άする地域♫会において、㞀ᐖ⪅をໟᐜし、

㉁が㧗く、かつ、↓ൾのึ➼ᩍ⫱をா受することができること及び中➼ᩍ⫱をா受することができ

ること。

㸦c㸧ಶேにᚲ要とされる合⌮的㓄៖が提供されること。

㸦d㸧㞀ᐖ⪅が、その効ᯝ的なᩍ⫱をᐜ᫆にするためにᚲ要なᨭを一⯡的なᩍ⫱ไᗘの下で受けるこ

と。

㸦e㸧Ꮫၥ的及び♫会的な発㐩を᭱にする⎔ቃにおいて、全なໟᐜという目ᶆに合⮴する効ᯝ的で

ಶูされたᨭᥐ⨨がとられること。

3 締約国は、㞀ᐖ⪅がᩍ⫱に全かつᖹ➼にཧ加し、及び地域♫会の構成ဨとして全かつᖹ➼にཧ

加することをᐜ᫆にするため、㞀ᐖ⪅が生άする上でのᢏ⬟及び♫会的な発㐩のためのᢏ⬟を⩦ᚓす

ることをྍ⬟とする。このため、締約国は、次のことをྵࡴ適当なᥐ⨨をとる。  

㸦a㸧ⅬᏐ、௦᭰的な文Ꮠ、ពᛮ通の⿵ຓ的及び௦᭰的なᙧែ、ᡭẁ及び様式並びに定及び⛣ືの

ためのᢏ⬟の⩦ᚓ並びに㞀ᐖ⪅┦によるᨭ及びຓゝをᐜ᫆にすること。

㸦b㸧ᡭヰの⩦ᚓ及び⫏♫会のゝ語的な同一ᛶのಁ㐍をᐜ᫆にすること。

㸦c㸧┣ே、⫏⪅又は┣⫏⪅㸦≉に┣ே、⫏⪅又は┣⫏⪅であるඣ❺㸧のᩍ⫱が、そのಶேにとって᭱

も適当なゝ語並びにពᛮ通のᙧែ及びᡭẁで、かつ、Ꮫၥ的及び♫会的な発㐩を᭱にする⎔ቃ

において行ࢃれることを確保すること。

4 締約国は、1の権利のᐇ⌧の確保をຓ長することを目的として、ᡭヰ又はⅬᏐについて⬟力を᭷する

ᩍဨ㸦㞀ᐖのあるᩍဨをྵࡴ。㸧を㞠用し、並びにᩍ⫱にᚑ事するᑓ㛛ᐙ及び⫋ဨ㸦ᩍ⫱のいずれの

ẁ㝵においてᚑ事するかをၥࢃない。㸧に対する◊ಟを行うための適当なᥐ⨨をとる。この◊ಟには、

㞀ᐖについてのព㆑のྥ上を⤌み入れ、また、適当なពᛮ通の⿵ຓ的及び௦᭰的なᙧែ、ᡭẁ及び

様式の使用並びに㞀ᐖ⪅をᨭするためのᩍ⫱ᢏἲ及びᩍᮦの使用を⤌み入れるものとする。

5 締約国は、㞀ᐖ⪅が、ᕪูなしに、かつ、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、一⯡的な㧗➼ᩍ⫱、⫋ᴗ

カ⦎、成ேᩍ⫱及び生ᾭᏛ⩦をா受することができることを確保する。このため、締約国は、合⌮的

㓄៖が㞀ᐖ⪅に提供されることを確保する。

第二十五条 ᗣ

締約国は、㞀ᐖ⪅が㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูなしに฿㐩ྍ⬟な᭱㧗Ỉ‽のᗣをா受する権利を᭷すること

を認める。締約国は、㞀ᐖ⪅がᛶูに㓄៖した保サ࣮ビス㸦保に関連するࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙンをྵ

㸧を利用する機会を᭷することを確保するための全ての適当なᥐ⨨をとる。締約国は、≉に、次の。ࡴ

ことを行う。

㸦a㸧㞀ᐖ⪅に対しての⪅に提供されるものと同一の範囲、㉁及びỈ‽の↓ൾの又は㈇ᢸしやすい㈝

用の保及び保ィ⏬㸦ᛶ及び生Ṫにಀるᗣ並びにఫẸのためのබ⾗⾨生ィ⏬の分㔝のものをྵ

。㸧を提供すること。ࡴ
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締約国は、㞀ᐖ⪅が、第二条に定めるあらࡺるᙧែのពᛮ通であって自ら㑅択するものにより、⾲

⌧及びពぢの自⏤㸦の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として報及び⪃えをồめ、受け、及びఏえる自⏤をྵࡴ。㸧

についての権利を行使することができることを確保するための全ての適当なᥐ⨨をとる。このᥐ⨨には、

次のことによるものをྵࡴ。

㸦a㸧㞀ᐖ⪅に対し、様ࠎな✀㢮の㞀ᐖに┦ᛂした利用しやすい様式及び機ჾにより、適に、かつ、

㏣加の㈝用をకࢃず、一⯡බ⾗ྥけの報を提供すること。

㸦b㸧බ的なάືにおいて、ᡭヰ、ⅬᏐ、⿵ຓ的及び௦᭰的なពᛮ通並びに㞀ᐖ⪅が自ら㑅択する

の全ての利用しやすいពᛮ通のᡭẁ、ᙧែ及び様式を用いることを受け入れ、及びᐜ᫆にするこ

と。

㸦c㸧一⯡බ⾗に対してサ࣮ビス㸦インࢺࢵࢿ࣮ࢱによるものをྵࡴ。㸧を提供するẸ㛫のᅋయが報

及びサ࣮ビスを㞀ᐖ⪅にとって利用しやすい又は使用ྍ⬟な様式で提供するよう要請すること。

㸦d㸧࣐ス࣓ࢹア㸦インࢺࢵࢿ࣮ࢱを通ࡌて報を提供する⪅をྵࡴ。㸧がそのサ࣮ビスを㞀ᐖ⪅に

とって利用しやすいものとするようዡບすること。

㸦e㸧ᡭヰの使用を認め、及びಁ㐍すること。

第二十二条 シ࣮のᑛ㔜ࣂライࣉ

1 いかなる㞀ᐖ⪅も、ᒃఫ地又は生άタのいかࢇをၥࢃず、そのࣉライࣂシ࣮、ᐙ᪘、ఫᒃ又は通

ಙそののᙧែのពᛮ通に対してព的に又はἲにᖸ΅されず、また、ྡ及びಙ用をἲにᨷ

ᧁされない。㞀ᐖ⪅は、このようなᖸ΅又はᨷᧁに対するἲᚊの保ㆤを受ける権利を᭷する。

2 締約国は、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、㞀ᐖ⪅のಶே、ᗣ及びࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙンに関する

報にಀるࣉライࣂシ࣮を保ㆤする。

第二十三条 ᐙᗞ及びᐙ᪘のᑛ㔜

1 締約国は、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、፧ጻ、ᐙ᪘、ぶᏊ関ಀ及びಶே的な関ಀにಀる全ての事

項に関し、㞀ᐖ⪅に対するᕪูを撤廃するための効ᯝ的かつ適当なᥐ⨨をとる。このᥐ⨨は、次のこ

とを確保することを目的とする。  

㸦a㸧፧ጻをすることができる年㱋の全ての㞀ᐖ⪅が、両当事⪅の自⏤かつ全な合ពにᇶ࡙いて፧ጻ

をし、かつ、ᐙ᪘をᙧ成する権利を認められること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅がᏊの数及び出⏘の㛫㝸を自⏤にかつ㈐௵をもって決定する権利を認められ、また、㞀ᐖ

⪅が生Ṫ及びᐙ᪘ィ⏬について年㱋に適した報及びᩍ⫱をா受する権利を認められること。さら

に、㞀ᐖ⪅がこれらの権利を行使することをྍ⬟とするためにᚲ要なᡭẁを提供されること。

㸦c㸧 㞀ᐖ⪅㸦ඣ❺をྵࡴ。㸧が、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として生Ṫ⬟力を保ᣢすること。

2 締約国は、Ꮚの後ぢ、㣴Ꮚ⦕⤌又はこれらに㢮するไᗘが国内ἲ௧にᏑᅾする場合には、それらの

ไᗘにಀる㞀ᐖ⪅の権利及び㈐௵を確保する。あらࡺる場合において、Ꮚの᭱ၿの利┈は⮳上である。

締約国は、㞀ᐖ⪅がᏊの㣴⫱についての㈐௵を㐙行するに当たり、当該㞀ᐖ⪅に対して適当なຓを

える。

3 締約国は、㞀ᐖのあるඣ❺がᐙᗞ生άについてᖹ➼の権利を᭷することを確保する。締約国は、こ

の権利をᐇ⌧し、並びに㞀ᐖのあるඣ❺の㞃༏、㑇棄、ᨺ⨨及び㝸㞳を㜵Ṇするため、㞀ᐖのあるඣ

❺及びそのᐙ᪘に対し、ໟᣓ的な報、サ࣮ビス及びᨭを᪩ᮇに提供することを約束する。

4 締約国は、ඣ❺がその∗ẕのពᛮにしてその∗ẕから分㞳されないことを確保する。たࡔし、権

限のある当ᒁがྖἲの審ᰝにᚑうことを条௳として適用のあるἲᚊ及びᡭ⥆にᚑいその分㞳がඣ❺

の᭱ၿの利┈のためにᚲ要であると決定する場合は、この限りでない。いかなる場合にも、ඣ❺は、

自ᕫの㞀ᐖ又は∗ẕの一方若しくは方の㞀ᐖにᇶ࡙いて∗ẕから分㞳されない。

5 締約国は、㏆ぶのᐙ᪘が㞀ᐖのあるඣ❺を┘ㆤすることができない場合には、一ᒙᗈい範囲のᐙ᪘

の中で௦᭰的な┘ㆤを提供し、及びこれがྍ⬟なときは、地域♫会の中でᐙᗞ的な⎔ቃにより௦᭰

的な┘ㆤを提供するようあらࡺるດ力をᡶう。

第二十四条 ᩍ⫱
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㸦e㸧ປാᕷ場において㞀ᐖ⪅の㞠用機会のቑをᅗり、及びその᪼㐍をಁ㐍すること並びに⫋ᴗをồ

め、これにᑵき、これを⥅⥆し、及びこれにᖐする際のᨭをಁ㐍すること。

㸦f㸧自Ⴀάືの機会、㉳ᴗᐙ⢭⚄、༠同⤌合の発ᒎ及び自ᕫの事ᴗの開ጞをಁ㐍すること。

㸦g㸧බ的㒊㛛において㞀ᐖ⪅を㞠用すること。

㸦h㸧適当なᨻ⟇及びᥐ⨨㸦✚ᴟ的ᕪู正ᥐ⨨、ዡບᥐ⨨そののᥐ⨨をྵめることができる。㸧を

通ࡌて、Ẹ㛫㒊㛛における㞀ᐖ⪅の㞠用をಁ㐍すること。

㸦i㸧⫋場において合⌮的㓄៖が㞀ᐖ⪅に提供されることを確保すること。

㸦j㸧開かれたປാᕷ場において㞀ᐖ⪅が⫋ᴗ⤒㦂をᚓることをಁ㐍すること。

㸦k㸧㞀ᐖ⪅の⫋ᴗࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙン、⫋ᴗの保ᣢ及び⫋場ᖐィ⏬をಁ㐍すること。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅が、ያ㞔の≧ែ又は㞔ᒓ≧ែに⨨かれないこと及びの⪅とのᖹ➼をᇶ♏として

ᙉไປാから保ㆤされることを確保する。

第二十八条 ┦当な生άỈ‽及び♫会的な保㞀

1 締約国は、㞀ᐖ⪅が、自ᕫ及びそのᐙ᪘の┦当な生άỈ‽㸦┦当な㣗⣊、⾰㢮及びఫᒃをྵࡴ。㸧

についての権利並びに生ά条௳の᩿の改ၿについての権利を᭷することを認めるものとし、㞀ᐖに

ᇶ࡙くᕪูなしにこの権利をᐇ⌧することを保㞀し、及びಁ㐍するための適当なᥐ⨨をとる。

2 締約国は、♫会的な保㞀についての㞀ᐖ⪅の権利及び㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูなしにこの権利をா受する

ことについての㞀ᐖ⪅の権利を認めるものとし、この権利のᐇ⌧を保㞀し、及びಁ㐍するための適当

なᥐ⨨をとる。このᥐ⨨には、次のことを確保するためのᥐ⨨をྵࡴ。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅がΎίなỈのサ࣮ビスを利用するᆒ➼な機会を᭷し、及び㞀ᐖ⪅が㞀ᐖに関連するࢬ࣮ࢽ

にಀる適当なかつ㈝用の㈇ᢸしやすいサ࣮ビス、⿵ලそののຓを利用する機会を᭷すること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅㸦≉に、㞀ᐖのあるዪᏊ及び㧗㱋⪅㸧が♫会的な保㞀及び㈋ᅔ๐ῶに関するィ⏬を利用す

る機会を᭷すること。

㸦c㸧㈋ᅔの≧ἣにおいて生άしている㞀ᐖ⪅及びそのᐙ᪘が㞀ᐖに関連する㈝用についての国のຓ

㸦適当な◊ಟ、࢘࢝ンセࣜンࢢ、㈈ᨻ的ຓ及びㆤ⪅のఇᜥのための一的なㆤをྵࡴ。㸧を

利用する機会を᭷すること。

㸦d㸧㞀ᐖ⪅がබႠఫᏯィ⏬を利用する機会を᭷すること。

㸦e㸧㞀ᐖ⪅が㏥⫋にకう⤥付及びィ⏬を利用するᆒ➼な機会を᭷すること。

第二十九条 ᨻ的及びබ的άືのཧ加

締約国は、㞀ᐖ⪅に対してᨻ的権利を保㞀し、及びの⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてこの権利をா受す

る機会を保㞀するものとし、次のことを約束する。

㸦a㸧≉に次のことを行うことにより、㞀ᐖ⪅が、┤᥋に、又は自⏤に㑅ࡔࢇ௦⾲⪅を通ࡌて、の⪅

とのᖹ➼をᇶ♏として、ᨻ的及びබ的άືに効ᯝ的かつ全にཧ加することができること㸦㞀ᐖ

⪅が投票し、及び㑅ᣲされる権利及び機会をྵࡴ。㸧を確保すること。  

㸦i㸧投票のᡭ⥆、タഛ及び㈨ᩱが適当な及び利用しやすいものであり、並びにその⌮ゎ及び使用が

ᐜ᫆であることを確保すること。

㸦ii㸧㞀ᐖ⪅が、㑅ᣲ及び国Ẹ投票において⬣㏕を受けることなく⛎ᐦ投票によって投票し、㑅ᣲに

立ೃ⿵し、並びにᨻᗓのあらࡺるẁ㝵においてᐇ㉁的にᅾ⫋し、及びあらࡺるබ務を㐙行する権利

を保ㆤすること。この場合において、適当なときはᨭ機ჾ及び᪂たな機ჾの使用をᐜ᫆にするも

のとする。

㸦iii㸧㑅ᣲேとしての㞀ᐖ⪅のពᛮの自⏤な⾲᫂を保㞀すること。このため、ᚲ要な場合には、㞀

ᐖ⪅の要請にᛂࡌて、当該㞀ᐖ⪅により㑅択される⪅が投票の際にຓすることを認めること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が、ᕪูなしに、かつ、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、ᨻに効ᯝ的かつ全にཧ加する

ことができる⎔ቃを✚ᴟ的にಁ㐍し、及びᨻの㞀ᐖ⪅のཧ加をዡບすること。ᨻのཧ加に

は、次のことをྵࡴ。  

- 11 -

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が≉にその㞀ᐖのためにᚲ要とする保サ࣮ビス㸦᪩ᮇ発ぢ及び適当な場合には᪩ᮇ関

並びに≉にඣ❺及び㧗㱋⪅の᪂たな㞀ᐖを᭱ᑠ限にし、及び㜵Ṇするためのサ࣮ビスをྵࡴ。㸧を

提供すること。

㸦c㸧これらの保サ࣮ビスを、㞀ᐖ⪅自㌟がᒓする地域♫会㸦㎰ᮧをྵࡴ。㸧のྍ⬟な限り㏆くにお

いて提供すること。

㸦d㸧保にᚑ事する⪅に対し、≉に、◊ಟを通ࡌて及びබ⚾の保に関する⌮ᇶ‽をᗈく▱らࡏる

ことによって㞀ᐖ⪅のே権、ᑛཝ、自ᚊ及びࢬ࣮ࢽに関するព㆑を㧗めることにより、の⪅と同

一の㉁の་⒪㸦えࡤ、事を▱らされた上での自⏤な同ពをᇶ♏とした་⒪㸧を㞀ᐖ⪅に提供す

るよう要請すること。

㸦e㸧ᗣ保㝤及び国内ἲにより認められている場合には生保㝤の提供に当たり、බ正かつጇ当な方

ἲで行い、及び㞀ᐖ⪅に対するᕪูを⚗Ṇすること。

㸦f㸧保若しくは保サ࣮ビス又は㣗⣊及び㣧ᩱの提供に関し、㞀ᐖにᇶ࡙くᕪู的なᣄ否を㜵Ṇす

ること。

第二十六条 シࣙン࣮ࢸビࣜࣁシࣙン㸦適ᛂのためのᢏ⬟の⩦ᚓ㸧及び࣮ࣜࢸビࣜࣁ

1 締約国は、㞀ᐖ⪅が、᭱限の自立並びに十分な㌟య的、⢭⚄的、♫会的及び⫋ᴗ的な⬟力を㐩成

し、及び⥔ᣢし、並びに生άのあらࡺるഃ面の全なໟᐜ及びཧ加を㐩成し、及び⥔ᣢすることを

ྍ⬟とするための効ᯝ的かつ適当なᥐ⨨㸦㞀ᐖ⪅┦によるᨭを通ࡌたものをྵࡴ。㸧をとる。こ

のため、締約国は、≉に、保、㞠用、ᩍ⫱及び♫会にಀるサ࣮ビスの分㔝において、ࣁビ࣮ࣜࢸシ

ࣙン及びࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙンについてのໟᣓ的なサ࣮ビス及びࣉロࢢラ࣒を⏬し、ᙉし、及びᣑ

ᙇする。この場合において、これらのサ࣮ビス及びࣉロࢢラ࣒は、次のようなものとする。  

㸦a㸧ྍ⬟な限りึᮇのẁ㝵において開ጞし、並びにಶேのࢬ࣮ࢽ及び長ᡤに関するᏛ際的なホ౯をᇶ

♏とするものであること。

㸦b㸧地域♫会及び♫会のあらࡺるഃ面のཧ加及びໟᐜをᨭし、自発的なものであり、並びに㞀ᐖ

⪅自㌟がᒓする地域♫会㸦㎰ᮧをྵࡴ。㸧のྍ⬟な限り㏆くにおいて利用ྍ⬟なものであること。

2 締約国は、ࣁビ࣮ࣜࢸシࣙン及びࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙンのサ࣮ビスにᚑ事するᑓ㛛ᐙ及び⫋ဨに対す

るึᮇ◊ಟ及び⥅⥆的な◊ಟのᐇをಁ㐍する。

3 締約国は、㞀ᐖ⪅のためにタィされた⿵ල及びᨭ機ჾであって、ࣁビ࣮ࣜࢸシࣙン及びࣜࣁビ

。シࣙンに関連するものの利用ྍ⬟ᛶ、▱㆑及び使用をಁ㐍する࣮ࢸࣜ

第二十七条 ປാ及び㞠用

1 締約国は、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてປാについての権利を᭷することを認める。この

権利には、㞀ᐖ⪅に対して開ᨺされ、㞀ᐖ⪅をໟᐜし、及び㞀ᐖ⪅にとって利用しやすいປാᕷ場及

びປാ⎔ቃにおいて、㞀ᐖ⪅が自⏤に㑅択し、又は承諾するປാによって生ィを立てる機会を᭷する

権利をྵࡴ。締約国は、≉に次のことのための適当なᥐ⨨㸦立ἲによるものをྵࡴ。㸧をとることに

より、ປാについての㞀ᐖ⪅㸦㞠用の㐣⛬で㞀ᐖを᭷することとなった⪅をྵࡴ。㸧の権利がᐇ⌧さ

れることを保㞀し、及びಁ㐍する。  

㸦a㸧あらࡺるᙧែの㞠用にಀる全ての事項㸦ເ集、採用及び㞠用の条௳、㞠用の⥅⥆、᪼㐍並びにᏳ

全かつᗣ的なసᴗ条௳をྵࡴ。㸧に関し、㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูを⚗Ṇすること。

㸦b㸧の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、බ正かつⰋዲなປാ条௳㸦ᆒ➼な機会及び同一౯್のປാについ

ての同一報㓘をྵࡴ。㸧、Ᏻ全かつᗣ的なసᴗ条௳㸦᎘がらࡏからの保ㆤをྵࡴ。㸧及びⱞに

対するᩆ῭についての㞀ᐖ⪅の権利を保ㆤすること。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてປാ及びປാ⤌合についての権利を行使することができる

ことを確保すること。

㸦d㸧㞀ᐖ⪅がᢏ⾡及び⫋ᴗのᣦᑟに関する一⯡的なィ⏬、⫋ᴗ⤂サ࣮ビス並びに⫋ᴗカ⦎及び⥅⥆

的なカ⦎を利用する効ᯝ的な機会を᭷することをྍ⬟とすること。
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㸦e㸧ປാᕷ場において㞀ᐖ⪅の㞠用機会のቑをᅗり、及びその᪼㐍をಁ㐍すること並びに⫋ᴗをồ

め、これにᑵき、これを⥅⥆し、及びこれにᖐする際のᨭをಁ㐍すること。

㸦f㸧自Ⴀάືの機会、㉳ᴗᐙ⢭⚄、༠同⤌合の発ᒎ及び自ᕫの事ᴗの開ጞをಁ㐍すること。

㸦g㸧බ的㒊㛛において㞀ᐖ⪅を㞠用すること。

㸦h㸧適当なᨻ⟇及びᥐ⨨㸦✚ᴟ的ᕪู正ᥐ⨨、ዡບᥐ⨨そののᥐ⨨をྵめることができる。㸧を

通ࡌて、Ẹ㛫㒊㛛における㞀ᐖ⪅の㞠用をಁ㐍すること。

㸦i㸧⫋場において合⌮的㓄៖が㞀ᐖ⪅に提供されることを確保すること。

㸦j㸧開かれたປാᕷ場において㞀ᐖ⪅が⫋ᴗ⤒㦂をᚓることをಁ㐍すること。

㸦k㸧㞀ᐖ⪅の⫋ᴗࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙン、⫋ᴗの保ᣢ及び⫋場ᖐィ⏬をಁ㐍すること。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅が、ያ㞔の≧ែ又は㞔ᒓ≧ែに⨨かれないこと及びの⪅とのᖹ➼をᇶ♏として

ᙉไປാから保ㆤされることを確保する。

第二十八条 ┦当な生άỈ‽及び♫会的な保㞀

1 締約国は、㞀ᐖ⪅が、自ᕫ及びそのᐙ᪘の┦当な生άỈ‽㸦┦当な㣗⣊、⾰㢮及びఫᒃをྵࡴ。㸧

についての権利並びに生ά条௳の᩿の改ၿについての権利を᭷することを認めるものとし、㞀ᐖに

ᇶ࡙くᕪูなしにこの権利をᐇ⌧することを保㞀し、及びಁ㐍するための適当なᥐ⨨をとる。

2 締約国は、♫会的な保㞀についての㞀ᐖ⪅の権利及び㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูなしにこの権利をா受する

ことについての㞀ᐖ⪅の権利を認めるものとし、この権利のᐇ⌧を保㞀し、及びಁ㐍するための適当

なᥐ⨨をとる。このᥐ⨨には、次のことを確保するためのᥐ⨨をྵࡴ。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅がΎίなỈのサ࣮ビスを利用するᆒ➼な機会を᭷し、及び㞀ᐖ⪅が㞀ᐖに関連するࢬ࣮ࢽ

にಀる適当なかつ㈝用の㈇ᢸしやすいサ࣮ビス、⿵ලそののຓを利用する機会を᭷すること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅㸦≉に、㞀ᐖのあるዪᏊ及び㧗㱋⪅㸧が♫会的な保㞀及び㈋ᅔ๐ῶに関するィ⏬を利用す

る機会を᭷すること。

㸦c㸧㈋ᅔの≧ἣにおいて生άしている㞀ᐖ⪅及びそのᐙ᪘が㞀ᐖに関連する㈝用についての国のຓ

㸦適当な◊ಟ、࢘࢝ンセࣜンࢢ、㈈ᨻ的ຓ及びㆤ⪅のఇᜥのための一的なㆤをྵࡴ。㸧を

利用する機会を᭷すること。

㸦d㸧㞀ᐖ⪅がබႠఫᏯィ⏬を利用する機会を᭷すること。

㸦e㸧㞀ᐖ⪅が㏥⫋にకう⤥付及びィ⏬を利用するᆒ➼な機会を᭷すること。

第二十九条 ᨻ的及びබ的άືのཧ加

締約国は、㞀ᐖ⪅に対してᨻ的権利を保㞀し、及びの⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてこの権利をா受す

る機会を保㞀するものとし、次のことを約束する。

㸦a㸧≉に次のことを行うことにより、㞀ᐖ⪅が、┤᥋に、又は自⏤に㑅ࡔࢇ௦⾲⪅を通ࡌて、の⪅

とのᖹ➼をᇶ♏として、ᨻ的及びබ的άືに効ᯝ的かつ全にཧ加することができること㸦㞀ᐖ

⪅が投票し、及び㑅ᣲされる権利及び機会をྵࡴ。㸧を確保すること。  

㸦i㸧投票のᡭ⥆、タഛ及び㈨ᩱが適当な及び利用しやすいものであり、並びにその⌮ゎ及び使用が

ᐜ᫆であることを確保すること。

㸦ii㸧㞀ᐖ⪅が、㑅ᣲ及び国Ẹ投票において⬣㏕を受けることなく⛎ᐦ投票によって投票し、㑅ᣲに

立ೃ⿵し、並びにᨻᗓのあらࡺるẁ㝵においてᐇ㉁的にᅾ⫋し、及びあらࡺるබ務を㐙行する権利

を保ㆤすること。この場合において、適当なときはᨭ機ჾ及び᪂たな機ჾの使用をᐜ᫆にするも

のとする。

㸦iii㸧㑅ᣲேとしての㞀ᐖ⪅のពᛮの自⏤な⾲᫂を保㞀すること。このため、ᚲ要な場合には、㞀

ᐖ⪅の要請にᛂࡌて、当該㞀ᐖ⪅により㑅択される⪅が投票の際にຓすることを認めること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が、ᕪูなしに、かつ、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、ᨻに効ᯝ的かつ全にཧ加する

ことができる⎔ቃを✚ᴟ的にಁ㐍し、及びᨻの㞀ᐖ⪅のཧ加をዡບすること。ᨻのཧ加に

は、次のことをྵࡴ。  
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㸦b㸧㞀ᐖ⪅が≉にその㞀ᐖのためにᚲ要とする保サ࣮ビス㸦᪩ᮇ発ぢ及び適当な場合には᪩ᮇ関

並びに≉にඣ❺及び㧗㱋⪅の᪂たな㞀ᐖを᭱ᑠ限にし、及び㜵Ṇするためのサ࣮ビスをྵࡴ。㸧を

提供すること。

㸦c㸧これらの保サ࣮ビスを、㞀ᐖ⪅自㌟がᒓする地域♫会㸦㎰ᮧをྵࡴ。㸧のྍ⬟な限り㏆くにお

いて提供すること。

㸦d㸧保にᚑ事する⪅に対し、≉に、◊ಟを通ࡌて及びබ⚾の保に関する⌮ᇶ‽をᗈく▱らࡏる

ことによって㞀ᐖ⪅のே権、ᑛཝ、自ᚊ及びࢬ࣮ࢽに関するព㆑を㧗めることにより、の⪅と同

一の㉁の་⒪㸦えࡤ、事を▱らされた上での自⏤な同ពをᇶ♏とした་⒪㸧を㞀ᐖ⪅に提供す

るよう要請すること。

㸦e㸧ᗣ保㝤及び国内ἲにより認められている場合には生保㝤の提供に当たり、බ正かつጇ当な方

ἲで行い、及び㞀ᐖ⪅に対するᕪูを⚗Ṇすること。

㸦f㸧保若しくは保サ࣮ビス又は㣗⣊及び㣧ᩱの提供に関し、㞀ᐖにᇶ࡙くᕪู的なᣄ否を㜵Ṇす

ること。

第二十六条 シࣙン࣮ࢸビࣜࣁシࣙン㸦適ᛂのためのᢏ⬟の⩦ᚓ㸧及び࣮ࣜࢸビࣜࣁ

1 締約国は、㞀ᐖ⪅が、᭱限の自立並びに十分な㌟య的、⢭⚄的、♫会的及び⫋ᴗ的な⬟力を㐩成

し、及び⥔ᣢし、並びに生άのあらࡺるഃ面の全なໟᐜ及びཧ加を㐩成し、及び⥔ᣢすることを

ྍ⬟とするための効ᯝ的かつ適当なᥐ⨨㸦㞀ᐖ⪅┦によるᨭを通ࡌたものをྵࡴ。㸧をとる。こ

のため、締約国は、≉に、保、㞠用、ᩍ⫱及び♫会にಀるサ࣮ビスの分㔝において、ࣁビ࣮ࣜࢸシ

ࣙン及びࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙンについてのໟᣓ的なサ࣮ビス及びࣉロࢢラ࣒を⏬し、ᙉし、及びᣑ

ᙇする。この場合において、これらのサ࣮ビス及びࣉロࢢラ࣒は、次のようなものとする。  

㸦a㸧ྍ⬟な限りึᮇのẁ㝵において開ጞし、並びにಶேのࢬ࣮ࢽ及び長ᡤに関するᏛ際的なホ౯をᇶ

♏とするものであること。

㸦b㸧地域♫会及び♫会のあらࡺるഃ面のཧ加及びໟᐜをᨭし、自発的なものであり、並びに㞀ᐖ

⪅自㌟がᒓする地域♫会㸦㎰ᮧをྵࡴ。㸧のྍ⬟な限り㏆くにおいて利用ྍ⬟なものであること。

2 締約国は、ࣁビ࣮ࣜࢸシࣙン及びࣜࣁビ࣮ࣜࢸシࣙンのサ࣮ビスにᚑ事するᑓ㛛ᐙ及び⫋ဨに対す

るึᮇ◊ಟ及び⥅⥆的な◊ಟのᐇをಁ㐍する。

3 締約国は、㞀ᐖ⪅のためにタィされた⿵ල及びᨭ機ჾであって、ࣁビ࣮ࣜࢸシࣙン及びࣜࣁビ

。シࣙンに関連するものの利用ྍ⬟ᛶ、▱㆑及び使用をಁ㐍する࣮ࢸࣜ

第二十七条 ປാ及び㞠用

1 締約国は、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてປാについての権利を᭷することを認める。この

権利には、㞀ᐖ⪅に対して開ᨺされ、㞀ᐖ⪅をໟᐜし、及び㞀ᐖ⪅にとって利用しやすいປാᕷ場及

びປാ⎔ቃにおいて、㞀ᐖ⪅が自⏤に㑅択し、又は承諾するປാによって生ィを立てる機会を᭷する

権利をྵࡴ。締約国は、≉に次のことのための適当なᥐ⨨㸦立ἲによるものをྵࡴ。㸧をとることに

より、ປാについての㞀ᐖ⪅㸦㞠用の㐣⛬で㞀ᐖを᭷することとなった⪅をྵࡴ。㸧の権利がᐇ⌧さ

れることを保㞀し、及びಁ㐍する。  

㸦a㸧あらࡺるᙧែの㞠用にಀる全ての事項㸦ເ集、採用及び㞠用の条௳、㞠用の⥅⥆、᪼㐍並びにᏳ

全かつᗣ的なసᴗ条௳をྵࡴ。㸧に関し、㞀ᐖにᇶ࡙くᕪูを⚗Ṇすること。

㸦b㸧の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、බ正かつⰋዲなປാ条௳㸦ᆒ➼な機会及び同一౯್のປാについ

ての同一報㓘をྵࡴ。㸧、Ᏻ全かつᗣ的なసᴗ条௳㸦᎘がらࡏからの保ㆤをྵࡴ。㸧及びⱞに

対するᩆ῭についての㞀ᐖ⪅の権利を保ㆤすること。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏としてປാ及びປാ⤌合についての権利を行使することができる

ことを確保すること。

㸦d㸧㞀ᐖ⪅がᢏ⾡及び⫋ᴗのᣦᑟに関する一⯡的なィ⏬、⫋ᴗ⤂サ࣮ビス並びに⫋ᴗカ⦎及び⥅⥆

的なカ⦎を利用する効ᯝ的な機会を᭷することをྍ⬟とすること。
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3 締約国は、これらの統ィのᬑ及について㈐௵を㈇うものとし、これらの統ィが㞀ᐖ⪅及びの⪅に

とって利用しやすいことを確保する。

第三十二条 国際༠力

1 締約国は、この条約の目的及び趣旨をᐇ⌧するための自国のດ力をᨭするために国際༠力及びそ

のಁ㐍が㔜要であることを認㆑し、このⅬに関し、国ᐙ㛫において並びに適当な場合には関連のある

国際的及び地域的機関並びにᕷẸ♫会㸦≉に㞀ᐖ⪅の⤌⧊㸧と連ᦠして、適当かつ効ᯝ的なᥐ⨨をと

る。これらのᥐ⨨には、≉に次のことをྵࡴことができる。  

㸦a㸧国際༠力㸦国際的な開発ィ⏬をྵࡴ。㸧が、㞀ᐖ⪅をໟᐜし、かつ、㞀ᐖ⪅にとって利用しやす

いものであることを確保すること。

㸦b㸧⬟力の開発㸦報、⤒㦂、◊ಟィ⏬及び᭱Ⰻのᐇの及びඹ᭷を通ࡌたものをྵࡴ。㸧をᐜ

᫆にし、及びᨭすること。

㸦c㸧◊✲における༠力をᐜ᫆にし、並びに⛉Ꮫ及びᢏ⾡に関する▱㆑を利用する機会をᚓやすくする

こと。

㸦d㸧適当な場合には、ᢏ⾡ຓ及び⤒῭ຓ㸦利用しやすいᨭ機ჾを利用する機会をᚓやすくし、

及びこれらの機ჾのඹ᭷をᐜ᫆にすることによるຓ並びにᢏ⾡⛣㌿を通ࡌたຓをྵࡴ。㸧を提

供すること。

2 この条の規定は、この条約にᇶ࡙く⩏務をᒚ行するྛ締約国の⩏務にᙳ㡪を及ࡰすものではない。

第三十三条 国内におけるᐇ及び┘ど

1 締約国は、自国のไᗘにᚑい、この条約のᐇに関連する事項をྲྀりᢅう一又は二以上の中ኸ連⤡

ඛをᨻᗓ内にᣦ定する。また、締約国は、␗なる㒊㛛及びẁ㝵における関連のあるάືをᐜ᫆にする

ため、ᨻᗓ内におけるㄪᩚのための⤌みのタ⨨又はᣦ定に十分な⪃៖をᡶう。

2 締約国は、自国のἲᚊ上及び行ᨻ上のไᗘにᚑい、この条約のᐇをಁ㐍し、保ㆤし、及び┘どす

るためのᯟ⤌み㸦適当な場合には、一又は二以上の⊂立した⤌みをྵࡴ。㸧を自国内において⥔ᣢ

し、ᙉし、ᣦ定し、又はタ⨨する。締約国は、このような⤌みをᣦ定し、又はタ⨨する場合には、

ே権の保ㆤ及びಁ㐍のための国内機構の地及びᙺに関するཎ๎を⪃៖に入れる。

3 ᕷẸ♫会㸦≉に、㞀ᐖ⪅及び㞀ᐖ⪅を௦⾲するᅋయ㸧は、┘どの㐣⛬に十分に関し、かつ、ཧ加

する。

第三十四条 㞀ᐖ⪅の権利に関するጤဨ会

1 㞀ᐖ⪅の権利に関するጤဨ会㸦以下ࠕጤဨ会ࠖという。㸧をタ⨨する。ጤဨ会は、以下に定める௵

務を㐙行する。

2 ጤဨ会は、この条約の効力発生のは十二ேのᑓ㛛ᐙで構成する。効力発生のの締約国に加え᭦

に六十の国がこの条約を批准し、又はこれに加入した後は、ጤဨ会のጤဨの数を六ேቑ加さࡏ、上限

である十八ேとする。

3 ጤဨ会のጤဨは、ಶேの㈨᱁で⫋務を㐙行するものとし、ᚨᮃが㧗く、かつ、この条約が対㇟とす

る分㔝において⬟力及び⤒㦂を認められた⪅とする。締約国は、ጤဨのೃ⿵⪅をᣦྡするに当たり、

第四条 3の規定に十分な⪃៖をᡶうよう要請される。

4 ጤဨ会のጤဨについては、締約国が、ጤဨの㓄分が地⌮的に⾮ᖹに行ࢃれること、␗なる文᫂ᙧែ

及び主要なἲయ⣔が௦⾲されること、⏨ዪが⾮ᖹに௦⾲されること並びに㞀ᐖのあるᑓ㛛ᐙがཧ加す

ることを⪃៖に入れて㑅出する。

5 ጤဨ会のጤဨは、締約国会議の会合において、締約国により当該締約国の国Ẹの中からᣦྡされた

⪅のྡ⡙の中から⛎ᐦ投票により㑅出される。締約国会議の会合は、締約国の三分の二をもって定㊊

数とする。これらの会合においては、出席し、かつ、投票する締約国の௦⾲によって投ࡌられた票の

᭱多数で、かつ、㐣༙数の票をᚓた⪅をもってጤဨ会に㑅出されたጤဨとする。

6 ጤဨ会のጤဨの᭱ึの㑅ᣲは、この条約の効力発生の日の後六箇月以内に行う。国際連合事務総長

は、ጤဨ会のጤဨの㑅ᣲの日の㐜くとも四箇月๓までに、締約国に対し、自国がᣦྡする⪅のẶྡを

- 13 -

㸦i㸧国のබ的及びᨻ的άືに関ಀのある㠀ᨻᗓ機関及び㠀ᨻᗓᅋయにཧ加し、並びにᨻඪのάື

及び㐠Ⴀにཧ加すること。

㸦ii㸧国際、国内、地域及び地方のྛẁ㝵において㞀ᐖ⪅を௦⾲するための㞀ᐖ⪅の⤌⧊を⤖成し、

並びにこれにཧ加すること。

第三十条 文的な生ά、࣮࢚ࣞࣜࢡシࣙン、వᬤ及びスࢶ࣮࣏のཧ加

1 締約国は、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏として文的な生άにཧ加する権利を認めるものとし、

次のことを確保するための全ての適当なᥐ⨨をとる。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅が、利用しやすい様式を通ࡌて、文的なసရをா受する機会を᭷すること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が、利用しやすい様式を通ࡌて、ࣞࢸビࣙࢪン番⤌、ᫎ⏬、₇そのの文的なάືを

ா受する機会を᭷すること。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅が、文的なබ₇又はサ࣮ビスが行ࢃれる場ᡤ㸦えࡤ、場、༤≀㤋、ᫎ⏬㤋、ᅗ書㤋、

ほගサ࣮ビス㸧を利用する機会を᭷し、並びに自国の文的に㔜要なグᛕ≀及び場ᡤをா受する機

会をできる限り᭷すること。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅が、自ᕫの利┈のためのみでなく、♫会を㇏かにするためにも、自ᕫの㐀的、

ⱁ⾡的及び▱的な₯ᅾ⬟力を開発し、及びά用する機会を᭷することをྍ⬟とするための適当なᥐ⨨

をとる。

3 締約国は、国際ἲにᚑい、▱的㈈⏘権を保ㆤするἲᚊが、㞀ᐖ⪅が文的なసရをா受する機会を

ጉࡆる当な又はᕪู的な㞀ቨとならないことを確保するための全ての適当なᥐ⨨をとる。

4 㞀ᐖ⪅は、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、その⊂自の文的及びゝ語的な同一ᛶ㸦ᡭヰ及び⫏文

をྵࡴ。㸧の承認及びᨭᣢを受ける権利を᭷する。

5 締約国は、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏として࣮࢚ࣞࣜࢡシࣙン、వᬤ及びスࢶ࣮࣏のάືにཧ

加することをྍ⬟とすることを目的として、次のことのための適当なᥐ⨨をとる。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅があらࡺるỈ‽の一⯡のスࢶ࣮࣏άືにྍ⬟な限りཧ加することをዡບし、及びಁ㐍する

こと。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が㞀ᐖにᛂࡌたスࢶ࣮࣏及び࣮࢚ࣞࣜࢡシࣙンのάືを⤌⧊し、及び発ᒎさࡏ、並びにこ

れらにཧ加する機会を᭷することを確保すること。このため、適当なᣦᑟ、◊ಟ及び㈨※がの⪅

とのᖹ➼をᇶ♏として提供されるようዡບすること。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅がス࣮࢚ࣜࢡࣞ、ࢶ࣮࣏シࣙン及びほගの場ᡤを利用する機会を᭷することを確保するこ

と。

㸦d㸧㞀ᐖのあるඣ❺が㐟び、࣮࢚ࣞࣜࢡシࣙン、వᬤ及びスࢶ࣮࣏のάື㸦Ꮫᰯไᗘにおけるこれら

のάືをྵࡴ。㸧のཧ加についてのඣ❺とᆒ➼な機会を᭷することを確保すること。

㸦e㸧㞀ᐖ⪅が࣮࢚ࣞࣜࢡシࣙン、ほග、వᬤ及びスࢶ࣮࣏のάືの⏬に関する⪅によるサ࣮ビス

を利用する機会を᭷することを確保すること。

第三十一条 統ィ及び㈨ᩱの集

1 締約国は、この条約をᐇ効的なものとするためのᨻ⟇を立案し、及びᐇすることをྍ⬟とするた

めの適当な報㸦統ィ㈨ᩱ及び◊✲㈨ᩱをྵࡴ。㸧を集することを約束する。この報を集し、

及び保ᣢする㐣⛬においては、次のことを‶たさなけれࡤならない。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅の⛎ᐦの保ᣢ及びࣉライࣂシ࣮のᑛ㔜を確保するため、ἲ௧に定める保㞀ᥐ⨨㸦㈨ᩱの保

ㆤに関するἲ௧をྵࡴ。㸧を㑂Ᏺすること。

㸦b㸧ே権及びᇶ本的自⏤を保ㆤするための国際的に受け入れられた規範並びに統ィの集及び利用に

関する⌮上のཎ๎を㑂Ᏺすること。

2 この条の規定にᚑって集された報は、適ᐅ分㢮されるものとし、この条約にᇶ࡙く締約国の⩏

務のᒚ行のホ౯にᙺ立てるために、並びに㞀ᐖ⪅がその権利を行使する際に┤面する㞀ቨを≉定し、

及び当該㞀ቨに対ฎするために利用される。
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3 締約国は、これらの統ィのᬑ及について㈐௵を㈇うものとし、これらの統ィが㞀ᐖ⪅及びの⪅に

とって利用しやすいことを確保する。

第三十二条 国際༠力

1 締約国は、この条約の目的及び趣旨をᐇ⌧するための自国のດ力をᨭするために国際༠力及びそ

のಁ㐍が㔜要であることを認㆑し、このⅬに関し、国ᐙ㛫において並びに適当な場合には関連のある

国際的及び地域的機関並びにᕷẸ♫会㸦≉に㞀ᐖ⪅の⤌⧊㸧と連ᦠして、適当かつ効ᯝ的なᥐ⨨をと

る。これらのᥐ⨨には、≉に次のことをྵࡴことができる。  

㸦a㸧国際༠力㸦国際的な開発ィ⏬をྵࡴ。㸧が、㞀ᐖ⪅をໟᐜし、かつ、㞀ᐖ⪅にとって利用しやす

いものであることを確保すること。

㸦b㸧⬟力の開発㸦報、⤒㦂、◊ಟィ⏬及び᭱Ⰻのᐇの及びඹ᭷を通ࡌたものをྵࡴ。㸧をᐜ

᫆にし、及びᨭすること。

㸦c㸧◊✲における༠力をᐜ᫆にし、並びに⛉Ꮫ及びᢏ⾡に関する▱㆑を利用する機会をᚓやすくする

こと。

㸦d㸧適当な場合には、ᢏ⾡ຓ及び⤒῭ຓ㸦利用しやすいᨭ機ჾを利用する機会をᚓやすくし、

及びこれらの機ჾのඹ᭷をᐜ᫆にすることによるຓ並びにᢏ⾡⛣㌿を通ࡌたຓをྵࡴ。㸧を提

供すること。

2 この条の規定は、この条約にᇶ࡙く⩏務をᒚ行するྛ締約国の⩏務にᙳ㡪を及ࡰすものではない。

第三十三条 国内におけるᐇ及び┘ど

1 締約国は、自国のไᗘにᚑい、この条約のᐇに関連する事項をྲྀりᢅう一又は二以上の中ኸ連⤡

ඛをᨻᗓ内にᣦ定する。また、締約国は、␗なる㒊㛛及びẁ㝵における関連のあるάືをᐜ᫆にする

ため、ᨻᗓ内におけるㄪᩚのための⤌みのタ⨨又はᣦ定に十分な⪃៖をᡶう。

2 締約国は、自国のἲᚊ上及び行ᨻ上のไᗘにᚑい、この条約のᐇをಁ㐍し、保ㆤし、及び┘どす

るためのᯟ⤌み㸦適当な場合には、一又は二以上の⊂立した⤌みをྵࡴ。㸧を自国内において⥔ᣢ

し、ᙉし、ᣦ定し、又はタ⨨する。締約国は、このような⤌みをᣦ定し、又はタ⨨する場合には、

ே権の保ㆤ及びಁ㐍のための国内機構の地及びᙺに関するཎ๎を⪃៖に入れる。

3 ᕷẸ♫会㸦≉に、㞀ᐖ⪅及び㞀ᐖ⪅を௦⾲するᅋయ㸧は、┘どの㐣⛬に十分に関し、かつ、ཧ加

する。

第三十四条 㞀ᐖ⪅の権利に関するጤဨ会

1 㞀ᐖ⪅の権利に関するጤဨ会㸦以下ࠕጤဨ会ࠖという。㸧をタ⨨する。ጤဨ会は、以下に定める௵

務を㐙行する。

2 ጤဨ会は、この条約の効力発生のは十二ேのᑓ㛛ᐙで構成する。効力発生のの締約国に加え᭦

に六十の国がこの条約を批准し、又はこれに加入した後は、ጤဨ会のጤဨの数を六ேቑ加さࡏ、上限

である十八ேとする。

3 ጤဨ会のጤဨは、ಶேの㈨᱁で⫋務を㐙行するものとし、ᚨᮃが㧗く、かつ、この条約が対㇟とす

る分㔝において⬟力及び⤒㦂を認められた⪅とする。締約国は、ጤဨのೃ⿵⪅をᣦྡするに当たり、

第四条 3の規定に十分な⪃៖をᡶうよう要請される。

4 ጤဨ会のጤဨについては、締約国が、ጤဨの㓄分が地⌮的に⾮ᖹに行ࢃれること、␗なる文᫂ᙧែ

及び主要なἲయ⣔が௦⾲されること、⏨ዪが⾮ᖹに௦⾲されること並びに㞀ᐖのあるᑓ㛛ᐙがཧ加す

ることを⪃៖に入れて㑅出する。

5 ጤဨ会のጤဨは、締約国会議の会合において、締約国により当該締約国の国Ẹの中からᣦྡされた

⪅のྡ⡙の中から⛎ᐦ投票により㑅出される。締約国会議の会合は、締約国の三分の二をもって定㊊

数とする。これらの会合においては、出席し、かつ、投票する締約国の௦⾲によって投ࡌられた票の

᭱多数で、かつ、㐣༙数の票をᚓた⪅をもってጤဨ会に㑅出されたጤဨとする。

6 ጤဨ会のጤဨの᭱ึの㑅ᣲは、この条約の効力発生の日の後六箇月以内に行う。国際連合事務総長

は、ጤဨ会のጤဨの㑅ᣲの日の㐜くとも四箇月๓までに、締約国に対し、自国がᣦྡする⪅のẶྡを
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㸦i㸧国のබ的及びᨻ的άືに関ಀのある㠀ᨻᗓ機関及び㠀ᨻᗓᅋయにཧ加し、並びにᨻඪのάື

及び㐠Ⴀにཧ加すること。

㸦ii㸧国際、国内、地域及び地方のྛẁ㝵において㞀ᐖ⪅を௦⾲するための㞀ᐖ⪅の⤌⧊を⤖成し、

並びにこれにཧ加すること。

第三十条 文的な生ά、࣮࢚ࣞࣜࢡシࣙン、వᬤ及びスࢶ࣮࣏のཧ加

1 締約国は、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏として文的な生άにཧ加する権利を認めるものとし、

次のことを確保するための全ての適当なᥐ⨨をとる。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅が、利用しやすい様式を通ࡌて、文的なసရをா受する機会を᭷すること。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が、利用しやすい様式を通ࡌて、ࣞࢸビࣙࢪン番⤌、ᫎ⏬、₇そのの文的なάືを

ா受する機会を᭷すること。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅が、文的なබ₇又はサ࣮ビスが行ࢃれる場ᡤ㸦えࡤ、場、༤≀㤋、ᫎ⏬㤋、ᅗ書㤋、

ほගサ࣮ビス㸧を利用する機会を᭷し、並びに自国の文的に㔜要なグᛕ≀及び場ᡤをா受する機

会をできる限り᭷すること。

2 締約国は、㞀ᐖ⪅が、自ᕫの利┈のためのみでなく、♫会を㇏かにするためにも、自ᕫの㐀的、

ⱁ⾡的及び▱的な₯ᅾ⬟力を開発し、及びά用する機会を᭷することをྍ⬟とするための適当なᥐ⨨

をとる。

3 締約国は、国際ἲにᚑい、▱的㈈⏘権を保ㆤするἲᚊが、㞀ᐖ⪅が文的なసရをா受する機会を

ጉࡆる当な又はᕪู的な㞀ቨとならないことを確保するための全ての適当なᥐ⨨をとる。

4 㞀ᐖ⪅は、の⪅とのᖹ➼をᇶ♏として、その⊂自の文的及びゝ語的な同一ᛶ㸦ᡭヰ及び⫏文

をྵࡴ。㸧の承認及びᨭᣢを受ける権利を᭷する。

5 締約国は、㞀ᐖ⪅がの⪅とのᖹ➼をᇶ♏として࣮࢚ࣞࣜࢡシࣙン、వᬤ及びスࢶ࣮࣏のάືにཧ

加することをྍ⬟とすることを目的として、次のことのための適当なᥐ⨨をとる。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅があらࡺるỈ‽の一⯡のスࢶ࣮࣏άືにྍ⬟な限りཧ加することをዡບし、及びಁ㐍する

こと。

㸦b㸧㞀ᐖ⪅が㞀ᐖにᛂࡌたスࢶ࣮࣏及び࣮࢚ࣞࣜࢡシࣙンのάືを⤌⧊し、及び発ᒎさࡏ、並びにこ

れらにཧ加する機会を᭷することを確保すること。このため、適当なᣦᑟ、◊ಟ及び㈨※がの⪅

とのᖹ➼をᇶ♏として提供されるようዡບすること。

㸦c㸧㞀ᐖ⪅がス࣮࢚ࣜࢡࣞ、ࢶ࣮࣏シࣙン及びほගの場ᡤを利用する機会を᭷することを確保するこ

と。

㸦d㸧㞀ᐖのあるඣ❺が㐟び、࣮࢚ࣞࣜࢡシࣙン、వᬤ及びスࢶ࣮࣏のάື㸦Ꮫᰯไᗘにおけるこれら

のάືをྵࡴ。㸧のཧ加についてのඣ❺とᆒ➼な機会を᭷することを確保すること。

㸦e㸧㞀ᐖ⪅が࣮࢚ࣞࣜࢡシࣙン、ほග、వᬤ及びスࢶ࣮࣏のάືの⏬に関する⪅によるサ࣮ビス

を利用する機会を᭷することを確保すること。

第三十一条 統ィ及び㈨ᩱの集

1 締約国は、この条約をᐇ効的なものとするためのᨻ⟇を立案し、及びᐇすることをྍ⬟とするた

めの適当な報㸦統ィ㈨ᩱ及び◊✲㈨ᩱをྵࡴ。㸧を集することを約束する。この報を集し、

及び保ᣢする㐣⛬においては、次のことを‶たさなけれࡤならない。  

㸦a㸧㞀ᐖ⪅の⛎ᐦの保ᣢ及びࣉライࣂシ࣮のᑛ㔜を確保するため、ἲ௧に定める保㞀ᥐ⨨㸦㈨ᩱの保

ㆤに関するἲ௧をྵࡴ。㸧を㑂Ᏺすること。

㸦b㸧ே権及びᇶ本的自⏤を保ㆤするための国際的に受け入れられた規範並びに統ィの集及び利用に

関する⌮上のཎ๎を㑂Ᏺすること。

2 この条の規定にᚑって集された報は、適ᐅ分㢮されるものとし、この条約にᇶ࡙く締約国の⩏

務のᒚ行のホ౯にᙺ立てるために、並びに㞀ᐖ⪅がその権利を行使する際に┤面する㞀ቨを≉定し、

及び当該㞀ቨに対ฎするために利用される。

- 12 -
● 67 ●



5 ጤဨ会は、適当と認める場合には、締約国からの報告にグ㍕されているᢏ⾡的なຓゝ若しくはຓ

の要請又はこれらのᚲ要ᛶのグ㍕に対ฎするため、これらの要請又はᚲ要ᛶのグ㍕に関するጤဨ会の

ぢゎ及び່告がある場合には当該ぢゎ及び່告とともに、国際連合のᑓ㛛機関、ᇶ㔠及びィ⏬その

の権限のある機関に当該報告を送付する。

第三十七条 締約国とጤဨ会との㛫の༠力

1 ྛ締約国は、ጤဨ会と༠力するものとし、ጤဨの௵務の㐙行をᨭする。

2 ጤဨ会は、締約国との関ಀにおいて、この条約のᐇのための当該締約国の⬟力をྥ上さࡏる方ἲ

及びᡭẁ㸦国際༠力を通ࡌたものをྵࡴ。㸧に十分な⪃៖をᡶう。

第三十八条 ጤဨ会との機関との関ಀ

この条約の効ᯝ的なᐇをಁ㐍し、及びこの条約が対㇟とする分㔝における国際༠力をዡບするため、  

㸦a㸧ᑓ㛛機関そのの国際連合の機関は、その௵務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定のᐇ

についての᳨ウに際し、௦⾲を出す権利を᭷する。ጤဨ会は、適当と認める場合には、ᑓ㛛機関

そのの権限のある機関に対し、これらの機関の௵務の範囲内にある事項に関するこの条約のᐇ

についてᑓ㛛ᐙのຓゝを提供するよう要請することができる。ጤဨ会は、ᑓ㛛機関そのの国際連

合の機関に対し、これらの機関の௵務の範囲内にある事項に関するこの条約のᐇについて報告を

提出するよう要請することができる。

㸦b㸧ጤဨ会は、その௵務を㐙行するに当たり、それࡒれの報告にಀるᣦ㔪、提案及び一⯡的なᛶ᱁を

᭷する່告のᩚ合ᛶを確保し、並びにその௵務の㐙行における㔜」を㑊けるため、適当な場合には、

ே権に関する国際条約によってタ⨨されたの関連する⤌⧊と༠議する。

第三十九条 ጤဨ会の報告

ጤဨ会は、そのάືにつき二年ࡈとに国際連合総会及び⤒῭♫会⌮事会に報告するものとし、また、

締約国からᚓた報告及び報の᳨ウにᇶ࡙く提案及び一⯡的なᛶ᱁を᭷する່告を行うことができる。

これらの提案及び一⯡的なᛶ᱁を᭷する່告は、締約国からពぢがある場合にはそのពぢとともに、ጤ

ဨ会の報告にグ㍕する。

第四十条 締約国会議

1 締約国は、この条約のᐇに関する事項を᳨ウするため、定ᮇ的に締約国会議を開催する。

2 締約国会議は、この条約が効力を生ࡌた後六箇月以内に国際連合事務総長が招集する。その後の締

約国会議は、二年ࡈとに又は締約国会議の決定にᇶ࡙き同事務総長が招集する。

第四十一条 寄託⪅

この条約の寄託⪅は、国際連合事務総長とする。

第四十二条 ⨫ྡ

この条約は、二༓七年三月三十日から、ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽにある国際連合本㒊において、全ての国及び地

域的な統合のための機関による⨫ྡのために開ᨺしておく。

第四十三条 拘束されることについての同ព

この条約は、⨫ྡ国によって批准されなけれࡤならず、また、⨫ྡした地域的な統合のための機関に

よって正式確認されなけれࡤならない。この条約は、これに⨫ྡしていない国及び地域的な統合のため

の機関による加入のために開ᨺしておく。

第四十四条 地域的な統合のための機関

地域的な統合のための機関ࠖとは、≉定の地域の主権国ᐙによって構成される機関であって、こࠕ 1

の条約が規ᚊする事項に関してその構成国から権限のጤㆡを受けたものをいう。地域的な統合のため

の機関は、この条約の規ᚊする事項に関するその権限の範囲をこの条約の正式確認書又は加入書にお

いてᐉゝする。その後、当該機関は、その権限の範囲のᐇ㉁的なኚ᭦を寄託⪅に通報する。

2 この条約においてࠕ締約国ࠖについての規定は、地域的な統合のための機関の権限の範囲内で当該

機関について適用する。
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二箇月以内に提出するよう書⡆で要請する。その後、同事務総長は、ᣦྡされた⪅のアࣝフࢺࢵ࣋

㡰によるྡ⡙㸦これらの⪅をᣦྡした締約国ྡを⾲♧したྡ⡙とする。㸧をస成し、この条約の締約

国に送付する。

7 ጤဨ会のጤဨは、四年の௵ᮇで㑅出される。ጤဨは、一回のみ㑅される㈨᱁を᭷する。たࡔし、

᭱ึの㑅ᣲにおいて㑅出されたጤဨのうࡕ六ேのጤဨの௵ᮇは、二年で⤊するものとし、これらの

六ேのጤဨは、᭱ึの㑅ᣲの後┤ࡕに、5に規定する会合の議長によりくࡌᘬで㑅ࡤれる。

8 ጤဨ会の六ேの㏣加的なጤဨの㑅ᣲは、この条の関連規定にᚑって定ᮇ㑅ᣲの際に行ࢃれる。

9 ጤဨ会のጤဨがṚஸし、㎡௵し、又はの⌮⏤のためにその⫋務を㐙行することができなくなった

ことをᐉゝした場合には、当該ጤဨをᣦྡした締約国は、ṧవのᮇ㛫その⫋務を㐙行するのᑓ㛛ᐙ

であって、㈨᱁を᭷し、かつ、この条の関連規定に定める条௳を‶たすものを௵する。

10 ጤဨ会は、そのᡭ⥆規๎を定める。

11 国際連合事務総長は、ጤဨ会がこの条約に定める௵務を効ᯝ的に㐙行するためにᚲ要な⫋ဨ及び౽

┈を提供するものとし、ጤဨ会の᭱ึの会合を招集する。

12 この条約にᇶ࡙いてタ⨨されるጤဨ会のጤဨは、国際連合総会がጤဨ会の௵務の㔜要ᛶを⪃៖して

決定する条௳にᚑい、同総会の承認をᚓて、国際連合の㈈※から報㓘を受ける。

13 ጤဨ会のጤဨは、国際連合の≉権及びච㝖に関する条約の関連規定に規定する国際連合のための⫋

務を㐙行するᑓ㛛ᐙの౽┈、≉権及びච㝖をா受する。

第三十五条 締約国による報告

1 ྛ締約国は、この条約にᇶ࡙く⩏務をᒚ行するためにとったᥐ⨨及びこれらのᥐ⨨によりもたらさ

れた㐍Ṍに関するໟᣓ的な報告を、この条約が自国について効力を生ࡌた後二年以内に国際連合事務

総長を通ࡌてጤဨ会に提出する。

2 その後、締約国は、ᑡなくとも四年ࡈとに、᭦にጤဨ会が要請するときはいつでも、その後の報告

を提出する。

3 ጤဨ会は、報告の内ᐜについて適用されるᣦ㔪を決定する。

4 ጤဨ会に対してໟᣓ的な᭱ึの報告を提出した締約国は、その後の報告においては、᪤に提供した

報を⧞り㏉すᚲ要はない。締約国は、ጤဨ会に対する報告をస成するに当たり、බ開され、かつ、

㏱᫂ᛶのある㐣⛬においてస成することを᳨ウし、及び第四条 3の規定に十分な⪃៖をᡶうよう要請

される。

5 報告には、この条約にᇶ࡙く⩏務のᒚ行の⛬ᗘにᙳ㡪を及ࡰす要ᅉ及びᅔ㞴をグ㍕することができ

る。

第三十六条 報告の᳨ウ

1 ጤဨ会は、ྛ報告を᳨ウする。ጤဨ会は、当該報告について、適当と認める提案及び一⯡的なᛶ᱁

を᭷する່告を行うものとし、これらの提案及び一⯡的なᛶ᱁を᭷する່告を関ಀ締約国に送付する。

当該関ಀ締約国は、ጤဨ会に対し、自国が㑅択する報を提供することにより回⟅することができる。

ጤဨ会は、この条約のᐇに関連する㏣加の報を当該関ಀ締約国に要請することができる。

2 いずれかの締約国による報告の提出がⴭしく㐜ᘏしている場合には、ጤဨ会は、ጤဨ会にとって利

用ྍ⬟なಙ㢗しᚓる報をᇶ♏として当該締約国におけるこの条約のᐇ≧ἣを審ᰝすることがᚲ

要であることについて当該締約国に通報㸦当該通報には、関連する報告が当該通報の後三箇月以内に

行ࢃれない場合には審ᰝする旨をྵࡴ。㸧を行うことができる。ጤဨ会は、当該締約国がその審ᰝに

ཧ加するよう要請する。当該締約国が関連する報告を提出することにより回⟅する場合には、1の規

定を適用する。

3 国際連合事務総長は、1の報告を全ての締約国が利用することができるようにする。

4 締約国は、1の報告を自国においてබ⾗がᗈく利用することができるようにし、これらの報告に関連

する提案及び一⯡的なᛶ᱁を᭷する່告を利用する機会をᚓやすくする。
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5 ጤဨ会は、適当と認める場合には、締約国からの報告にグ㍕されているᢏ⾡的なຓゝ若しくはຓ

の要請又はこれらのᚲ要ᛶのグ㍕に対ฎするため、これらの要請又はᚲ要ᛶのグ㍕に関するጤဨ会の

ぢゎ及び່告がある場合には当該ぢゎ及び່告とともに、国際連合のᑓ㛛機関、ᇶ㔠及びィ⏬その

の権限のある機関に当該報告を送付する。

第三十七条 締約国とጤဨ会との㛫の༠力

1 ྛ締約国は、ጤဨ会と༠力するものとし、ጤဨの௵務の㐙行をᨭする。

2 ጤဨ会は、締約国との関ಀにおいて、この条約のᐇのための当該締約国の⬟力をྥ上さࡏる方ἲ

及びᡭẁ㸦国際༠力を通ࡌたものをྵࡴ。㸧に十分な⪃៖をᡶう。

第三十八条 ጤဨ会との機関との関ಀ

この条約の効ᯝ的なᐇをಁ㐍し、及びこの条約が対㇟とする分㔝における国際༠力をዡບするため、  

㸦a㸧ᑓ㛛機関そのの国際連合の機関は、その௵務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定のᐇ

についての᳨ウに際し、௦⾲を出す権利を᭷する。ጤဨ会は、適当と認める場合には、ᑓ㛛機関

そのの権限のある機関に対し、これらの機関の௵務の範囲内にある事項に関するこの条約のᐇ

についてᑓ㛛ᐙのຓゝを提供するよう要請することができる。ጤဨ会は、ᑓ㛛機関そのの国際連

合の機関に対し、これらの機関の௵務の範囲内にある事項に関するこの条約のᐇについて報告を

提出するよう要請することができる。

㸦b㸧ጤဨ会は、その௵務を㐙行するに当たり、それࡒれの報告にಀるᣦ㔪、提案及び一⯡的なᛶ᱁を

᭷する່告のᩚ合ᛶを確保し、並びにその௵務の㐙行における㔜」を㑊けるため、適当な場合には、

ே権に関する国際条約によってタ⨨されたの関連する⤌⧊と༠議する。

第三十九条 ጤဨ会の報告

ጤဨ会は、そのάືにつき二年ࡈとに国際連合総会及び⤒῭♫会⌮事会に報告するものとし、また、

締約国からᚓた報告及び報の᳨ウにᇶ࡙く提案及び一⯡的なᛶ᱁を᭷する່告を行うことができる。

これらの提案及び一⯡的なᛶ᱁を᭷する່告は、締約国からពぢがある場合にはそのពぢとともに、ጤ

ဨ会の報告にグ㍕する。

第四十条 締約国会議

1 締約国は、この条約のᐇに関する事項を᳨ウするため、定ᮇ的に締約国会議を開催する。

2 締約国会議は、この条約が効力を生ࡌた後六箇月以内に国際連合事務総長が招集する。その後の締

約国会議は、二年ࡈとに又は締約国会議の決定にᇶ࡙き同事務総長が招集する。

第四十一条 寄託⪅

この条約の寄託⪅は、国際連合事務総長とする。

第四十二条 ⨫ྡ

この条約は、二༓七年三月三十日から、ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽにある国際連合本㒊において、全ての国及び地

域的な統合のための機関による⨫ྡのために開ᨺしておく。

第四十三条 拘束されることについての同ព

この条約は、⨫ྡ国によって批准されなけれࡤならず、また、⨫ྡした地域的な統合のための機関に

よって正式確認されなけれࡤならない。この条約は、これに⨫ྡしていない国及び地域的な統合のため

の機関による加入のために開ᨺしておく。

第四十四条 地域的な統合のための機関

地域的な統合のための機関ࠖとは、≉定の地域の主権国ᐙによって構成される機関であって、こࠕ 1

の条約が規ᚊする事項に関してその構成国から権限のጤㆡを受けたものをいう。地域的な統合のため

の機関は、この条約の規ᚊする事項に関するその権限の範囲をこの条約の正式確認書又は加入書にお

いてᐉゝする。その後、当該機関は、その権限の範囲のᐇ㉁的なኚ᭦を寄託⪅に通報する。

2 この条約においてࠕ締約国ࠖについての規定は、地域的な統合のための機関の権限の範囲内で当該

機関について適用する。
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二箇月以内に提出するよう書⡆で要請する。その後、同事務総長は、ᣦྡされた⪅のアࣝフࢺࢵ࣋

㡰によるྡ⡙㸦これらの⪅をᣦྡした締約国ྡを⾲♧したྡ⡙とする。㸧をస成し、この条約の締約

国に送付する。

7 ጤဨ会のጤဨは、四年の௵ᮇで㑅出される。ጤဨは、一回のみ㑅される㈨᱁を᭷する。たࡔし、

᭱ึの㑅ᣲにおいて㑅出されたጤဨのうࡕ六ேのጤဨの௵ᮇは、二年で⤊するものとし、これらの

六ேのጤဨは、᭱ึの㑅ᣲの後┤ࡕに、5に規定する会合の議長によりくࡌᘬで㑅ࡤれる。

8 ጤဨ会の六ேの㏣加的なጤဨの㑅ᣲは、この条の関連規定にᚑって定ᮇ㑅ᣲの際に行ࢃれる。

9 ጤဨ会のጤဨがṚஸし、㎡௵し、又はの⌮⏤のためにその⫋務を㐙行することができなくなった

ことをᐉゝした場合には、当該ጤဨをᣦྡした締約国は、ṧవのᮇ㛫その⫋務を㐙行するのᑓ㛛ᐙ

であって、㈨᱁を᭷し、かつ、この条の関連規定に定める条௳を‶たすものを௵する。

10 ጤဨ会は、そのᡭ⥆規๎を定める。

11 国際連合事務総長は、ጤဨ会がこの条約に定める௵務を効ᯝ的に㐙行するためにᚲ要な⫋ဨ及び౽

┈を提供するものとし、ጤဨ会の᭱ึの会合を招集する。

12 この条約にᇶ࡙いてタ⨨されるጤဨ会のጤဨは、国際連合総会がጤဨ会の௵務の㔜要ᛶを⪃៖して

決定する条௳にᚑい、同総会の承認をᚓて、国際連合の㈈※から報㓘を受ける。

13 ጤဨ会のጤဨは、国際連合の≉権及びච㝖に関する条約の関連規定に規定する国際連合のための⫋

務を㐙行するᑓ㛛ᐙの౽┈、≉権及びච㝖をா受する。

第三十五条 締約国による報告

1 ྛ締約国は、この条約にᇶ࡙く⩏務をᒚ行するためにとったᥐ⨨及びこれらのᥐ⨨によりもたらさ

れた㐍Ṍに関するໟᣓ的な報告を、この条約が自国について効力を生ࡌた後二年以内に国際連合事務

総長を通ࡌてጤဨ会に提出する。

2 その後、締約国は、ᑡなくとも四年ࡈとに、᭦にጤဨ会が要請するときはいつでも、その後の報告

を提出する。

3 ጤဨ会は、報告の内ᐜについて適用されるᣦ㔪を決定する。

4 ጤဨ会に対してໟᣓ的な᭱ึの報告を提出した締約国は、その後の報告においては、᪤に提供した

報を⧞り㏉すᚲ要はない。締約国は、ጤဨ会に対する報告をస成するに当たり、බ開され、かつ、

㏱᫂ᛶのある㐣⛬においてస成することを᳨ウし、及び第四条 3の規定に十分な⪃៖をᡶうよう要請

される。

5 報告には、この条約にᇶ࡙く⩏務のᒚ行の⛬ᗘにᙳ㡪を及ࡰす要ᅉ及びᅔ㞴をグ㍕することができ

る。

第三十六条 報告の᳨ウ

1 ጤဨ会は、ྛ報告を᳨ウする。ጤဨ会は、当該報告について、適当と認める提案及び一⯡的なᛶ᱁

を᭷する່告を行うものとし、これらの提案及び一⯡的なᛶ᱁を᭷する່告を関ಀ締約国に送付する。

当該関ಀ締約国は、ጤဨ会に対し、自国が㑅択する報を提供することにより回⟅することができる。

ጤဨ会は、この条約のᐇに関連する㏣加の報を当該関ಀ締約国に要請することができる。

2 いずれかの締約国による報告の提出がⴭしく㐜ᘏしている場合には、ጤဨ会は、ጤဨ会にとって利

用ྍ⬟なಙ㢗しᚓる報をᇶ♏として当該締約国におけるこの条約のᐇ≧ἣを審ᰝすることがᚲ

要であることについて当該締約国に通報㸦当該通報には、関連する報告が当該通報の後三箇月以内に

行ࢃれない場合には審ᰝする旨をྵࡴ。㸧を行うことができる。ጤဨ会は、当該締約国がその審ᰝに

ཧ加するよう要請する。当該締約国が関連する報告を提出することにより回⟅する場合には、1の規

定を適用する。

3 国際連合事務総長は、1の報告を全ての締約国が利用することができるようにする。

4 締約国は、1の報告を自国においてබ⾗がᗈく利用することができるようにし、これらの報告に関連

する提案及び一⯡的なᛶ᱁を᭷する່告を利用する機会をᚓやすくする。
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障害者ଚ利委員会 
第 2ԁ ष会ৼ 

႘の報告に関するຳউസ見�。 

µ委員会の༌ 2ԁ ष会ৼӡ2Ӻ22 Ⴉ Ԃ ଈ 15 ႘}ԃ ଈ ԃ ႘Ӣでం༖。 

Ԕ.は֗めに 

1. 委員会は、2Ӻ22ႩԂଈ22႘ਸֲ23႘に्௹された5ԃ4षਸֲ5ԃ5ष会合ӡԍԡԟԎӹԍԡ.5ԃ4ਸֲ

5ԃ5参൴Ӣにおいて、႘のഷष報ெӡԍԡԟԎӹԍӹԕԟԝӹ1Ӣをଙ၀した。2Ӻ22Ⴉԃଈ2႘に्௹された 

611ष会合で、ऀࡒの総উ所ଣをం༖した。 

2. 委員会は、委員会の報ெסイ؞インにഌってఢถされた႘のഷष報ெをিし、委員会がఢถしたಈ

ಱኴಈஶӡԍԡԟԎӹԍӹԕԟԝӹԠӹ1Ӣにするषး ԍԡԟԎӹԍӹԕԟԝӹԡԠӹ1Ӣに֣いて࿙ዃேにশの意

をᅳする。また、委員会に࿓されたྩ加的な文ി情報をႡ׀る。 

3. 委員会は、多様で多ᆪにたる、関連する政ᆒ൶ྃの༉ᅳをֿ་ਊኟなイレベؠの࿙ዃே༉ᅳཆと

行れた実りあるว実なᎭにশする。また、委員会は、障害者政ప委員会の委員ྙの参加にশする。 

ԔԔ.த定的な໊ኜ 

4. 委員会は、2Ӻ1ԃႩからᄇ୲したզ盲、౽ॲ障害者֜ののࡽల物のᄕၥに障害のある者がᄇ行された

ེఢ物をጦዿする機会を້ුするた׀のؓצ؞シؚඞዃէのᄻനな֨、2Ӻ14Ⴉのඞዃᄻനࡒவに࿙ዃ

ேが実施したຂམをিする。  

5. 委員会は、障害者のଚጦを້ුするた׀のጵሓຂམのం༖にশをಏって留意する。特にӱ 

(a) 障害者情報アクセシビリティՔצؚؔרーシン施ప෮ුሓ(2Ӻ22Ⴉ) 

(b) 障害者௭ᇠश൯ሓӡ2Ӻ13Ⴉሓጳ༌65Ӣਸֲ֜のूฝӡ2Ӻ21Ⴉሓጳ༌56Ӣにׇり、公ਸ

ֲኁಈ者ཆに障害者への合ጫ的ვፄを࿓することがਟኃ֤られた。 

(c) 聴ॲ障害者の電Ꭽጦዿのࣅঌ化に関するሓጳӡ2Ӻ2ӺႩሓጳ༌53Ӣ。 

(Դ) ዓ生ᇱ୦ሓにৰ֤֎ዓ生手ടをた者にするࡴಐઞの౫့に関するሓጳӡ2Ӻ1ԃႩӢ。 

(Ե) ஸ፼者、障害者့のࡤ動့のࣅঌ化の້ුに関するሓጳӡバリア؊リーሓӢの2Ӻ1ԂႩ、2Ӻ2ӺႩ

ूฝ、アクセシビリティৰമの෮ු。 

(Զ) ౽ॲ障害者့のၥിৄ੩のธᅏの෮ුに関するሓጳӡ2Ӻ1ԃႩӢ。 

(Է) ؛バーؠתೂ会の実ଵに୶たൂ施పの総合的か֣ࡴ的な෮ුに関するሓጳӡ2Ӻ1ԂႩӢ。 

(Ը) 障害者にׇる文化ട活動の෮ුに関するሓጳ(2Ӻ1ԂႩሓጳ༌4ԁ)。 

(Ժ) 障害者ዿ້ුሓӡ1ԃ6ӺႩሓጳ༌123Ӣਸֲ֜の2Ӻ13Ⴉのूฝにׇり、障害者のሓ࿊ዿ

ਟኃのඉをཐ的障害者、ි障害者に加և、精神障害者にも४་し、合ጫ的ვፄの॰ᇱをਟኃ

 。たこと֤

6. 委員会は、障害者のଚጦを້ුする公政పのᎲ組־を॰ጵするた׀にとられた次のຂམをিする。 

(a) ఏᄕ所におる障害者௭ᇠश൯りい౪ӡ2Ӻ22ႩӢ 

ே連 ԍԟԎӹԍӹԕԟԝӹԍԞӹ1

障害者のଚ利に関する条約
ვᆑӱࡴᄤ 

2Ӻ22 Ⴉ ԃ ଈ ԃ ႘ 

ያ備的ቴᇨ集版 

ӡंዅはӣ機ॅዅしたものを

もとにዅのਝኴな֨に֣い

てを加ևたものですӢ 

 ࢷӱؠリן

3 次条 1並びに第四十七条 2及び 3の規定の適用上、地域的な統合のための機関が寄託する文書は、

これを数に加えてはならない。

4 地域的な統合のための機関は、その権限の範囲内の事項について、この条約の締約国であるその構

成国の数と同数の票を締約国会議において投ずる権利を行使することができる。当該機関は、その構

成国が自国の投票権を行使する場合には、投票権を行使してはならない。その逆の場合も、同様とす

る。

第四十五条 効力発生

1 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後三十日目の日に効力を生ずる。

2 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後にこれを批准し、若しくは正式確認し、

又はこれに加入する国又は地域的な統合のための機関については、その批准書、正式確認書又は加入

書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。

第四十六条 留保

1 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。

2 留保は、いつでも撤回することができる。

第四十七条 改正

1 いずれの締約国も、この条約の改正を提案し、及び改正案を国際連合事務総長に提出することがで

きる。同事務総長は、締約国に対し、改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び決

定のための締約国の会議の開催についての賛否を通報するよう要請する。その送付の日から四箇月以

内に締約国の三分の一以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に

会議を招集する。会議において出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数によって採択さ

れた改正案は、同事務総長により、承認のために国際連合総会に送付され、その後受諾のために全て

の締約国に送付される。

2 1の規定により採択され、かつ、承認された改正は、当該改正の採択の日における締約国の三分の二

以上が受諾書を寄託した後三十日目の日に効力を生ずる。その後は、当該改正は、いずれの締約国に

ついても、その受諾書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。改正は、それを受諾した締約国のみ

を拘束する。

3 締約国会議がコンセンサス方式によって決定する場合には、1の規定により採択され、かつ、承認さ

れた改正であって、第三十四条及び第三十八条から第四十条までの規定にのみ関連するものは、当該

改正の採択の日における締約国の三分の二以上が受諾書を寄託した後三十日目の日に全ての締約国

について効力を生ずる。

第四十八条 廃棄

締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することが

できる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。

第四十九条 利用しやすい様式

この条約の本文は、利用しやすい様式で提供される。

第五十条 正文

この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とす

る。
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障害者ଚ利委員会 
第 2ԁ ष会ৼ 

႘の報告に関するຳউസ見�。 

µ委員会の༌ 2ԁ ष会ৼӡ2Ӻ22 Ⴉ Ԃ ଈ 15 ႘}ԃ ଈ ԃ ႘Ӣでం༖。 

Ԕ.は֗めに 

1. 委員会は、2Ӻ22ႩԂଈ22႘ਸֲ23႘に्௹された5ԃ4षਸֲ5ԃ5ष会合ӡԍԡԟԎӹԍԡ.5ԃ4ਸֲ

5ԃ5参൴Ӣにおいて、႘のഷष報ெӡԍԡԟԎӹԍӹԕԟԝӹ1Ӣをଙ၀した。2Ӻ22Ⴉԃଈ2႘に्௹された 

611ष会合で、ऀࡒの総উ所ଣをం༖した。 

2. 委員会は、委員会の報ெסイ؞インにഌってఢถされた႘のഷष報ெをিし、委員会がఢถしたಈ

ಱኴಈஶӡԍԡԟԎӹԍӹԕԟԝӹԠӹ1Ӣにするषး ԍԡԟԎӹԍӹԕԟԝӹԡԠӹ1Ӣに֣いて࿙ዃேにশの意

をᅳする。また、委員会に࿓されたྩ加的な文ി情報をႡ׀る。 

3. 委員会は、多様で多ᆪにたる、関連する政ᆒ൶ྃの༉ᅳをֿ་ਊኟなイレベؠの࿙ዃே༉ᅳཆと

行れた実りあるว実なᎭにশする。また、委員会は、障害者政ప委員会の委員ྙの参加にশする。 

ԔԔ.த定的な໊ኜ 

4. 委員会は、2Ӻ1ԃႩからᄇ୲したզ盲、౽ॲ障害者֜ののࡽల物のᄕၥに障害のある者がᄇ行された

ེఢ物をጦዿする機会を້ුするた׀のؓצ؞シؚඞዃէのᄻനな֨、2Ӻ14Ⴉのඞዃᄻനࡒவに࿙ዃ

ேが実施したຂམをিする。  

5. 委員会は、障害者のଚጦを້ුするた׀のጵሓຂམのం༖にশをಏって留意する。特にӱ 

(a) 障害者情報アクセシビリティՔצؚؔרーシン施ప෮ුሓ(2Ӻ22Ⴉ) 

(b) 障害者௭ᇠश൯ሓӡ2Ӻ13Ⴉሓጳ༌65Ӣਸֲ֜のूฝӡ2Ӻ21Ⴉሓጳ༌56Ӣにׇり、公ਸֲ

ኁಈ者ཆに障害者への合ጫ的ვፄを࿓することがਟኃ֤られた。 

(c) 聴ॲ障害者の電Ꭽጦዿのࣅঌ化に関するሓጳӡ2Ӻ2ӺႩሓጳ༌53Ӣ。 

(Դ) ዓ生ᇱ୦ሓにৰ֤֎ዓ生手ടをた者にするࡴಐઞの౫့に関するሓጳӡ2Ӻ1ԃႩӢ。 

(Ե) ஸ፼者、障害者့のࡤ動့のࣅঌ化の້ුに関するሓጳӡバリア؊リーሓӢの2Ӻ1ԂႩ、2Ӻ2ӺႩू

ฝ、アクセシビリティৰമの෮ු。 

(Զ) ౽ॲ障害者့のၥിৄ੩のธᅏの෮ුに関するሓጳӡ2Ӻ1ԃႩӢ。 

(Է) ؛バーؠתೂ会の実ଵに୶たൂ施పの総合的か֣ࡴ的な෮ුに関するሓጳӡ2Ӻ1ԂႩӢ。 

(Ը) 障害者にׇる文化ട活動の෮ුに関するሓጳ(2Ӻ1ԂႩሓጳ༌4ԁ)。 

(Ժ) 障害者ዿ້ුሓӡ1ԃ6ӺႩሓጳ༌123Ӣਸֲ֜の2Ӻ13Ⴉのूฝにׇり、障害者のሓ࿊ዿਟ

ኃのඉをཐ的障害者、ි障害者に加և、精神障害者にも४་し、合ጫ的ვፄの॰ᇱをਟኃ֤

 。たこと

6. 委員会は、障害者のଚጦを້ුする公政పのᎲ組־を॰ጵするた׀にとられた次のຂམをিする。 

(a) ఏᄕ所におる障害者௭ᇠश൯りい౪ӡ2Ӻ22ႩӢ 

ே連 ԍԟԎӹԍӹԕԟԝӹԍԞӹ1

障害者のଚ利に関する条約
ვᆑӱࡴᄤ 

2Ӻ22 Ⴉ ԃ ଈ ԃ ႘ 

ያ備的ቴᇨ集版 

ӡंዅはӣ機ॅዅしたものを

もとにዅのਝኴな֨に֣い

てを加ևたものですӢ 

 ࢷӱؠリן

3 次条 1並びに第四十七条 2及び 3の規定の適用上、地域的な統合のための機関が寄託する文書は、

これを数に加えてはならない。

4 地域的な統合のための機関は、その権限の範囲内の事項について、この条約の締約国であるその構

成国の数と同数の票を締約国会議において投ずる権利を行使することができる。当該機関は、その構

成国が自国の投票権を行使する場合には、投票権を行使してはならない。その逆の場合も、同様とす

る。

第四十五条 効力発生

1 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後三十日目の日に効力を生ずる。

2 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後にこれを批准し、若しくは正式確認し、

又はこれに加入する国又は地域的な統合のための機関については、その批准書、正式確認書又は加入

書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。

第四十六条 留保

1 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。

2 留保は、いつでも撤回することができる。

第四十七条 改正

1 いずれの締約国も、この条約の改正を提案し、及び改正案を国際連合事務総長に提出することがで

きる。同事務総長は、締約国に対し、改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び決

定のための締約国の会議の開催についての賛否を通報するよう要請する。その送付の日から四箇月以

内に締約国の三分の一以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に

会議を招集する。会議において出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数によって採択さ

れた改正案は、同事務総長により、承認のために国際連合総会に送付され、その後受諾のために全て

の締約国に送付される。

2 1の規定により採択され、かつ、承認された改正は、当該改正の採択の日における締約国の三分の二

以上が受諾書を寄託した後三十日目の日に効力を生ずる。その後は、当該改正は、いずれの締約国に

ついても、その受諾書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。改正は、それを受諾した締約国のみ

を拘束する。

3 締約国会議がコンセンサス方式によって決定する場合には、1の規定により採択され、かつ、承認さ

れた改正であって、第三十四条及び第三十八条から第四十条までの規定にのみ関連するものは、当該

改正の採択の日における締約国の三分の二以上が受諾書を寄託した後三十日目の日に全ての締約国

について効力を生ずる。

第四十八条 廃棄

締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することが

できる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。

第四十九条 利用しやすい様式

この条約の本文は、利用しやすい様式で提供される。

第五十条 正文

この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とす

る。
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CPD/C/-P1/C2/1 

�

(b) 機能障害の種類に֊֊ら֙すべての障害者が、社会におけるᇓ့な機会およびরな社会参

加に必要な支援を地域社会でけられるように、障害者資६・認定制度を含め、障害に関する

ॺؗデルの要素をჍൊするために、法ጳおよび規໋を見直すこと。 

(c) 国ၾ法および自治体法において、ᇢ的なᅳଵおよびզිの障էに基֤くଁ६条ஶなどの法

的制をすること。 

(Դ) 条約のすべての用が正確に႘にዅされていることを確認すること。 

(Ե) ࡤ動支援、ි体的支援 (ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ)、ؔרュケーション支援など、地域社会で障害

者に必要なתービスや支援を提供する上での地域や自治体の६௭をなくすために、必要な立法

措置やያ్措置を֗ること。 

ԃ. 委員会は、さらに次のことを懸念している。  

(a) ே障害者議会 (ԝaՈԺՃՂaՀ ԍՃՂՇՉՀՈaՈԺՊԵ ԍՃՉՂcԺՀ ՃԶ ԟԵՆՇՃՂՇ ՋԺՈԸ ԎԺՇabԺՀԺՈԺԵՇ ேレ

ベؠの障害者関連のල議会のことi)、౦ྎのアクセシビリティ委員会な֨、ሓጳや公政పに関す

る議に、障害者を༉ᅳするཆをྫྷじて障害者が十分に関ይしていないこと。 

もう֣ࡴのई能性は障害者政ప委員会の 

(b) 2Ӻ16Ⴉにະኟମ౦のྥਵやまゆりࣆでᄇ生したసോಈଉへのህউ的な応の欠如は、にೂ

会におるዓ生౩ມや能ਟのணևሑにࢀしていること。 

(c) ሓ、ሓᆪの๔ධ、ேやಛ治レベؠの政పՔሓጳጵࡎ者や議員、ੱ౧、ፑ、ᇱଌ、ଔཝ設

るଚጦのႡಡが限られ׀る๔ධので、ඞዃがႡーカー、֜の障害者に関ؤؠーシؘײ、૱

ていること。 

1Ӻ. 第Ӿ条3および33条3に関するࡴᄤ的見第ԁ（2Ӻ1Ԃ年）ӱ条約の実施と౽における、障害ಋを含

む障害者を༉ᅳする団体をྫྷ֗た障害者の参加、を想起しつつ、委員会は、締約国に勧告する。 

(a) 公的な౩ଂ定プآセスにおいて、ֽた、ಏ続ई能な開発ኬᅮの実施と౽および報告において

も、国および地ሑ自治体レベルの様な障害者を༉ᅳする団体とูઇ的、ዛ義֊つ効果的な協

議を確保すること。その、障害のあるセル؊アؑケート（自ୂଚ利ዸ୦者。障害のあるဴಈ者

のこと）やཐ的障害者、精神障害者、自ᇘ൵者、障害のある女性、ԙԑԌԣԔԠӵの障害者、地ሑఓ住

者、より集中的な支援を要するの団体にをᆻい、ֽた、༉ؔרュケーション、アクセシビ

リティ、合理的配慮の手ཌを用いること。 

(b) ዓ生౩想や能力義的なணևሑと၊い、そのようなணևሑを社会にஃめた法的႞の追及をኬ

指して、ྥਵやֽゆりࣆಈଉをଙ၀すること。 

(c) 障害者団体のગቹな関ይのऀに、法及び法ᆪの๔職、政策・法ጳ立ࡎ者、ੱ員、ፑ・保ଌ

・社会ᆵഌಈ者、その障害者と関のあるすべての๔職にし、障害者のଚ利及びこの条

約に基֤く締約国の義務に関する体૩的な能力開発プآグラムを提供すること。 

11. 委員会は、࿙ዃேがඞዃの選༖議࿊ിをま֟ᄻനしていないことに留意する。また、ඞዃ༌23ඞ4に関す

る࿙ዃேのश๓ସに懸念をもって留意する。 

12. 委員会は、締約国にし、条約の選༖議定ിをᄻനし、条約第23条Ӿに関する解๓ସをषすること

をൕ፱する。

Ԍ.ભ体的なଚ利（第ӿ〜3Ӻ条） 

ᇓ့とኅ௭別（第ӿ条） 

13. 委員会は、次のことを懸念している。 

(a) 障害者௭ᇠश൯ሓでは、多ഓՔ୪௭的௭ᇠがまれておら֙、障害者の࿊ਟのᄧࡗが限࿊的である

ことを懸念している。 

(b) 合ጫ的ვፄのᄵは、生活のあらゆるኜで障害をጫዡとする௭ᇠとしてႡಡされていない。 

(c) 障害にৰ֤֎௭ᇠのᅇ害者がጦዿしやすいન情やఅの組־がない。  

CRPD/ C/-P1/C2/1 

�

ఏᄕ所におる障害をጫዡとする௭ᇠのश൯の෮ුに関する応ጅፚӡ2Ӻ16ႩӢのことかi֜のශ版

が出たかi ࢷ文は、ԒaՂԴՀԺՂԷ ԎԺՆԵcՈԺՃՂՇ ՃԶ ԍՃՉՆՈՇ ԶՃՆ ԏՀԺՁԺՂaՈԺՂԷ ԎԺՇcՆԺՁԺՂaՈԺՃՂ aԷaԺՂՇՈ 

ԟԵՆՇՃՂՇ ՋԺՈԸ ԎԺՇabԺՀԺՈԺԵՇ (2Ӻ22) 

(b) 2Ӻ1ԂႩにం༖されたզ༌4次障害者ৰ૱बէ。 

(c) 合ጫ的ვፄに関するסイ؞インӡ2Ӻ16ႩӢ。 

௭ᇠश൯ሓに関するզৰሑէのことか、ၾॷᆒのתイトでൾऴされている合ጫ的ვፄಈ፯ആや合ጫ的

ვፄתーな֨のことか。 

(Դ) ג־なの公תイトࢥዿסイ؞イン。 

(Ե) ዿにおる障害者の௭ᇠઔと機会ઍ့のた׀のಈ୶סイ؞イン、2Ӻ15Ⴉం༖。 

ूฝ障害者ዿ້ුሓにৰ֤֎զ障害者௭ᇠઔ౪էとզ合ጫ的ვፄ౪էのことと౩れるが、֨うዅ

すָきか。ମ文は、ԑՉԺԴԵՀԺՂԵՇ ԶՃՆ ԵՁՄՀՃՍԵՆՇ ԶՃՆ ՂՃՂӷԴԺՇcՆԺՁԺՂaՈՃՆՍ ՈՆԵaՈՁԵՂՈ aՂԴ ԵՅՉaՀ 

ՃՄՄՃՆՈՉՂԺՈԺԵՇ ԶՃՆ ՄԵՆՇՃՂՇ ՋԺՈԸ ԴԺՇabԺՀԺՈԺԵՇ ԺՂ ԵՁՄՀՃՍՁԵՂՈӶ aԴՃՄՈԵԴ ԺՂ 2Ӻ15ԅ 

(Զ) ඞዃの実施の౽を༶ဴする機関として、障害者政ప委員会を設མ。 

(Է) ဒၗᆒଡや౦ྎの障害者،ؕ؞ץآ。 

ဒၗᆒଡՔ౦ྎ障害者૱बのことと౩れるが、障害者،ؕ؞ץآを障害者૱बとዅすָきか。ମ文は

ԟՆԵԶԵcՈՉՆaՀ aՂԴ ԚՉՂԺcԺՄaՀ ԑՃՊԵՆՂՁԵՂՈ ԟՆՃԷՆaՁՇ ԶՃՆ ԟԵՆՇՃՂՇ ՋԺՈԸ ԎԺՇabԺՀԺՈԺԵՇ. 

ԔԔԔ.なଖႪಈஶと勧告 

ԋ.ࡴᄤମ໋と義務（第1Ӿ条） 

ԁ. 委員会は次のことを懸念している。  

(a) 障害者へのᆙଚਟ的ア،آーをᄔうことにׇり、障害関連のேၾሓおֲׇ政పが、ඞዃにま

れる障害のଚؗデؠと調Ꭼしていないこと。 

(b) 障害者資६ՔႡ࿊制ဗをֿ、ሓጳ、ਊ制、実にたる障害のॺؗデؠのࢰ続化。これは、機能

障害と能ᅴअにৰ֤いて、ׇりആཨ的な౫࣍をᅢጅとする、ཐ的、精神的、শॲ的障害のある

を障害手ဴやೂ会参加制ဗからჍൊすることを້ුするものである。 

(c) զ神ນಪէӡՁԵՂՈaՀՀՍ ԺՂcՃՁՄԵՈԵՂՈӢ、զ精神బጞէӡՁԵՂՈaՀ ԴԵՆaՂԷԵՁԵՂՈӢ、զ神ນಪէ 

ӡԺՂՇaՂԺՈՍӢな֨のᇢൺや、զිの障էをጫዡとする欠६ඞஶな֨の௭ᇠ的なሓ的制限。 

ԕԎԐ؆؞レポ༌2で神ນಪをࢷዅするにԺՂՇaՂԺՈՍӹՁԵՂՈaՀՀՍ ԺՂcՃՁՄԵՈԵՂՈの㕲֣のをౚっ

たが、総উ所ଣでは֜れ֝れᇠのᇢൺの႘があるӡ合૱㕳֣あるӢとᄕཉしたもの。पyが࿓したのは

神ນಪと精神బጞの2֟ったと౩れるが、ጅ॰ႡՔՔՔՔ。  

(Դ) ඞዃの႘ዅ、特にզインクؠーンէզインクؠーシ؋էզצؚؔרーシンէզアクセシビリティէ

զアクセスէզ特࿊の生活様ಠէզ؆ーؠײアシスタンス (ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ)էզビリテーシ

ンէのዿが不ฝ॰。 

ԟԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵはԍԡԟԎの公࿊ዅではզ଼ᇠの౫࣍է。ԕԎԐ؆؞レポғな֨ではカタカの؆ー

版でՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵとしてࢷービスէな֨をౚい、֜れをתれたり、զऴൃアシスタンスがౚؠײ

きた。総উ所ଣでは、զ؆ーؠײアシスタンスէӡՔՔՔՔӢとしカרを設たら֨うか。カרၾに、଼ᇠの౫࣍、ි

的౫࣍、ි的ऴ୦、଼ᇠ的౫࣍、଼的౫࣍の֨れかを入れるi 

(Ե) ೂ会におࡰな֨、地࣍ン౫ーシצؚؔר、(ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ) ࣍的౫ි、࣍動౫ࡤ

る障害者へのᅢጅなתービスや౫࣍の࿓におる地ࡰや౦ྎの६௭。 

Ԃ. 委員会は、締約国に勧告する。

(a) 障害者、特にཐ的障害者・精神障害者を༉ᅳする団体とのગቹな協議を確保することを含め、すべ

ての障害者をの者と၍့にଚの体と認める条約と、障害関連の国ၾ法および政策をྔᎬ

さ֚ること。 
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(b) 機能障害の種類に֊֊ら֙すべての障害者が、社会におけるᇓ့な機会およびরな社会参

加に必要な支援を地域社会でけられるように、障害者資६・認定制度を含め、障害に関する

ॺؗデルの要素をჍൊするために、法ጳおよび規໋を見直すこと。 

(c) 国ၾ法および自治体法において、ᇢ的なᅳଵおよびզිの障էに基֤くଁ६条ஶなどの法

的制をすること。 

(Դ) 条約のすべての用が正確に႘にዅされていることを確認すること。 

(Ե) ࡤ動支援、ි体的支援 (ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ)、ؔרュケーション支援など、地域社会で障害

者に必要なתービスや支援を提供する上での地域や自治体の६௭をなくすために、必要な立法

措置やያ్措置を֗ること。 

ԃ. 委員会は、さらに次のことを懸念している。  

(a) ே障害者議会 (ԝaՈԺՃՂaՀ ԍՃՂՇՉՀՈaՈԺՊԵ ԍՃՉՂcԺՀ ՃԶ ԟԵՆՇՃՂՇ ՋԺՈԸ ԎԺՇabԺՀԺՈԺԵՇ ேレ

ベؠの障害者関連のල議会のことi)、౦ྎのアクセシビリティ委員会な֨、ሓጳや公政పに関す

る議に、障害者を༉ᅳするཆをྫྷじて障害者が十分に関ይしていないこと。 

もう֣ࡴのई能性は障害者政ప委員会の 

(b) 2Ӻ16Ⴉにະኟମ౦のྥਵやまゆりࣆでᄇ生したసോಈଉへのህউ的な応の欠如は、にೂ

会におるዓ生౩ມや能ਟのணևሑにࢀしていること。 

(c) ሓ、ሓᆪの๔ධ、ேやಛ治レベؠの政పՔሓጳጵࡎ者や議員、ੱ౧、ፑ、ᇱଌ、ଔཝ設

るଚጦのႡಡが限られ׀る๔ධので、ඞዃがႡーカー、֜の障害者に関ؤؠーシؘײ、૱

ていること。 

1Ӻ. 第Ӿ条3および33条3に関するࡴᄤ的見第ԁ（2Ӻ1Ԃ年）ӱ条約の実施と౽における、障害ಋを含

む障害者を༉ᅳする団体をྫྷ֗た障害者の参加、を想起しつつ、委員会は、締約国に勧告する。 

(a) 公的な౩ଂ定プآセスにおいて、ֽた、ಏ続ई能な開発ኬᅮの実施と౽および報告において

も、国および地ሑ自治体レベルの様な障害者を༉ᅳする団体とูઇ的、ዛ義֊つ効果的な協

議を確保すること。その、障害のあるセル؊アؑケート（自ୂଚ利ዸ୦者。障害のあるဴಈ者

のこと）やཐ的障害者、精神障害者、自ᇘ൵者、障害のある女性、ԙԑԌԣԔԠӵの障害者、地ሑఓ住

者、より集中的な支援を要するの団体にをᆻい、ֽた、༉ؔרュケーション、アクセシビ

リティ、合理的配慮の手ཌを用いること。 

(b) ዓ生౩想や能力義的なணևሑと၊い、そのようなணևሑを社会にஃめた法的႞の追及をኬ

指して、ྥਵやֽゆりࣆಈଉをଙ၀すること。 

(c) 障害者団体のગቹな関ይのऀに、法及び法ᆪの๔職、政策・法ጳ立ࡎ者、ੱ員、ፑ・保ଌ

・社会ᆵഌಈ者、その障害者と関のあるすべての๔職にし、障害者のଚ利及びこの条

約に基֤く締約国の義務に関する体૩的な能力開発プآグラムを提供すること。 

11. 委員会は、࿙ዃேがඞዃの選༖議࿊ിをま֟ᄻനしていないことに留意する。また、ඞዃ༌23ඞ4に関す

る࿙ዃேのश๓ସに懸念をもって留意する。 

12. 委員会は、締約国にし、条約の選༖議定ിをᄻനし、条約第23条Ӿに関する解๓ସをषすること

をൕ፱する。

Ԍ.ભ体的なଚ利（第ӿ〜3Ӻ条） 

ᇓ့とኅ௭別（第ӿ条） 

13. 委員会は、次のことを懸念している。 

(a) 障害者௭ᇠश൯ሓでは、多ഓՔ୪௭的௭ᇠがまれておら֙、障害者の࿊ਟのᄧࡗが限࿊的である

ことを懸念している。 

(b) 合ጫ的ვፄのᄵは、生活のあらゆるኜで障害をጫዡとする௭ᇠとしてႡಡされていない。 

(c) 障害にৰ֤֎௭ᇠのᅇ害者がጦዿしやすいન情やఅの組־がない。  

CRPD/ C/-P1/C2/1 

�

ఏᄕ所におる障害をጫዡとする௭ᇠのश൯の෮ුに関する応ጅፚӡ2Ӻ16ႩӢのことかi֜のශ版

が出たかi ࢷ文は、ԒaՂԴՀԺՂԷ ԎԺՆԵcՈԺՃՂՇ ՃԶ ԍՃՉՆՈՇ ԶՃՆ ԏՀԺՁԺՂaՈԺՂԷ ԎԺՇcՆԺՁԺՂaՈԺՃՂ aԷaԺՂՇՈ 

ԟԵՆՇՃՂՇ ՋԺՈԸ ԎԺՇabԺՀԺՈԺԵՇ (2Ӻ22) 

(b) 2Ӻ1ԂႩにం༖されたզ༌4次障害者ৰ૱बէ。 

(c) 合ጫ的ვፄに関するסイ؞インӡ2Ӻ16ႩӢ。 

௭ᇠश൯ሓに関するզৰሑէのことか、ၾॷᆒのתイトでൾऴされている合ጫ的ვፄಈ፯ആや合ጫ的

ვፄתーな֨のことか。 

(Դ) ג־なの公תイトࢥዿסイ؞イン。 

(Ե) ዿにおる障害者の௭ᇠઔと機会ઍ့のた׀のಈ୶סイ؞イン、2Ӻ15Ⴉం༖。 

ूฝ障害者ዿ້ුሓにৰ֤֎զ障害者௭ᇠઔ౪էとզ合ጫ的ვፄ౪էのことと౩れるが、֨うዅ

すָきか。ମ文は、ԑՉԺԴԵՀԺՂԵՇ ԶՃՆ ԵՁՄՀՃՍԵՆՇ ԶՃՆ ՂՃՂӷԴԺՇcՆԺՁԺՂaՈՃՆՍ ՈՆԵaՈՁԵՂՈ aՂԴ ԵՅՉaՀ 

ՃՄՄՃՆՈՉՂԺՈԺԵՇ ԶՃՆ ՄԵՆՇՃՂՇ ՋԺՈԸ ԴԺՇabԺՀԺՈԺԵՇ ԺՂ ԵՁՄՀՃՍՁԵՂՈӶ aԴՃՄՈԵԴ ԺՂ 2Ӻ15ԅ 

(Զ) ඞዃの実施の౽を༶ဴする機関として、障害者政ప委員会を設མ。 

(Է) ဒၗᆒଡや౦ྎの障害者،ؕ؞ץآ。 

ဒၗᆒଡՔ౦ྎ障害者૱बのことと౩れるが、障害者،ؕ؞ץآを障害者૱बとዅすָきか。ମ文は

ԟՆԵԶԵcՈՉՆaՀ aՂԴ ԚՉՂԺcԺՄaՀ ԑՃՊԵՆՂՁԵՂՈ ԟՆՃԷՆaՁՇ ԶՃՆ ԟԵՆՇՃՂՇ ՋԺՈԸ ԎԺՇabԺՀԺՈԺԵՇ. 

ԔԔԔ.なଖႪಈஶと勧告 

ԋ.ࡴᄤମ໋と義務（第1Ӿ条） 

ԁ. 委員会は次のことを懸念している。  

(a) 障害者へのᆙଚਟ的ア،آーをᄔうことにׇり、障害関連のேၾሓおֲׇ政పが、ඞዃにま

れる障害のଚؗデؠと調Ꭼしていないこと。 

(b) 障害者資६ՔႡ࿊制ဗをֿ、ሓጳ、ਊ制、実にたる障害のॺؗデؠのࢰ続化。これは、機能

障害と能ᅴअにৰ֤いて、ׇりആཨ的な౫࣍をᅢጅとする、ཐ的、精神的、শॲ的障害のある

を障害手ဴやೂ会参加制ဗからჍൊすることを້ුするものである。 

(c) զ神ນಪէӡՁԵՂՈaՀՀՍ ԺՂcՃՁՄԵՈԵՂՈӢ、զ精神బጞէӡՁԵՂՈaՀ ԴԵՆaՂԷԵՁԵՂՈӢ、զ神ນಪէ 

ӡԺՂՇaՂԺՈՍӢな֨のᇢൺや、զිの障էをጫዡとする欠६ඞஶな֨の௭ᇠ的なሓ的制限。 

ԕԎԐ؆؞レポ༌2で神ນಪをࢷዅするにԺՂՇaՂԺՈՍӹՁԵՂՈaՀՀՍ ԺՂcՃՁՄԵՈԵՂՈの㕲֣のをౚっ

たが、総উ所ଣでは֜れ֝れᇠのᇢൺの႘があるӡ合૱㕳֣あるӢとᄕཉしたもの。पyが࿓したのは

神ນಪと精神బጞの2֟ったと౩れるが、ጅ॰ႡՔՔՔՔ。  

(Դ) ඞዃの႘ዅ、特にզインクؠーンէզインクؠーシ؋էզצؚؔרーシンէզアクセシビリティէ

զアクセスէզ特࿊の生活様ಠէզ؆ーؠײアシスタンス (ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ)էզビリテーシ

ンէのዿが不ฝ॰。 

ԟԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵはԍԡԟԎの公࿊ዅではզ଼ᇠの౫࣍է。ԕԎԐ؆؞レポғな֨ではカタカの؆ー

版でՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵとしてࢷービスէな֨をౚい、֜れをתれたり、զऴൃアシスタンスがౚؠײ

きた。総উ所ଣでは、զ؆ーؠײアシスタンスէӡՔՔՔՔӢとしカרを設たら֨うか。カרၾに、଼ᇠの౫࣍、ි

的౫࣍、ි的ऴ୦、଼ᇠ的౫࣍、଼的౫࣍の֨れかを入れるi 

(Ե) ೂ会におࡰな֨、地࣍ン౫ーシצؚؔר、(ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ) ࣍的౫ි、࣍動౫ࡤ

る障害者へのᅢጅなתービスや౫࣍の࿓におる地ࡰや౦ྎの६௭。 

Ԃ. 委員会は、締約国に勧告する。

(a) 障害者、特にཐ的障害者・精神障害者を༉ᅳする団体とのગቹな協議を確保することを含め、すべ

ての障害者をの者と၍့にଚの体と認める条約と、障害関連の国ၾ法および政策をྔᎬ

さ֚ること。 
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 ಡの向上（第Ԃ条）

1ԃ. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) ೂ会おֲׇؖディアにおいて、障害者のໞଯとଚጦに関するႡಡをஸ׀るた׀のဖとያ్ვ分

が不十分である。 

(b) 障害者、ཐ的障害者、精神障害者にする௭ᇠ的なዓ生౩ມ、ᄵ࿊的なି࿊観念やᇤଣ。

(c) ੱզのバリア؊リーートէ့のᄇ施పのఢถに障害者の参加が不十分であり、֜の施పの

ᅴअも不十分である。

2Ӻ. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 障害者にするᄵ定的なି定観Ⴊ、ᇤ見、ዛ害なষ行をჍൊする国ऌ๗ጸをం༖し、その策定と実

施、および定ৼ的なᅴअへの障害者のቹไな参加を組みむこと。 

(b) メディア、ࡴᄤ౦民、障害者のऌ族をඉに、障害者のଚ利に関する発プآグラムを開発し、ഋ

分な資金を提供するための措置を強化すること。 

アクセシビリティ（第9条） 

21. 委員会は次のことを懸念をもって留意している。 

(a) すָてのፚࡰをኦጓして؛バーؠתデインৰമを組־־、すָてのレベؠでアクセシビリティ

のਟኃをり入れる上での不十分な๗ጸ。  

(b) 特に་ဒ౦॒ࡒでは、情報へのアクセスや、ॺ、公୪ྫྷ機関、ア؆ート、൚ਊኟᇲな֨のアク

セスの॰ᇱがֺとגු֨גでいないこと。  

(c) ଔཝऌ、デイー、ਙട者にするアクセシビリティৰമやඞዃ上の؛バーؠתデインに関す

るᄇՔଞೲが不十分であること。  

22. 委員会は、アクセシビリティに関するࡴᄤ的見第2（2Ӻ1Ӿ年）を想起しつつ、締約国に次のことを勧

告する。

(a) 障害者団体とગቹに協議しながら、政府のすべてのレベルにたってアクセシビリティを取りႚれ、

イン基準を定ཧさ֚るために、行動計बおよびアクセシビリティ๗ጸを実施すルデתー؛

ること。特にଔ物、୪ྫྷ、情報ྫྷම、その౦民に開放・提供されている施設やתービス（要ဒ౦

 。も含む）のアクセシビリティを確保すること॒ࡒ

(b) ଔཝऌ、デイナー、エンジア、プآグラマー向けの؛ーתルデインおよびアクセシビリティ

基準に関する૫続的な能力開発プآグラムを強化すること。 

生にするଚ利（第1Ӻ条）

23. 委員会は、次のಈのଅ果として障害者がሦしたಈ፯の報ெを懸念する。 

(a) োᎬצアにおるものを、׀ፑശམを्ౡਸֲ�ቦは૫続するՔしないに関して、障害者の意

౩ਸֲ৵ሰがணፄされていないことをֿ、障害者の生きるଚጦのᇱ୦ຂམの欠如。 

(b) 機能障害をጫዡとするᅋಛᄇ的入院のඡでのිஊおֲׇ化ॺ的ஊ。  

(c) また、精神科病院でのሦのମࢀやඡੳに֣いてのျ૱やၤጵした調査が行れていないことを

懸念している。 

24. 委員会は、締約国にし、障害者団体およびၤ立した౽機構と協議して、次のことを行うよう勧告する。 

(a) োᎬケアを含む治ፑに関して、障害者の生きるଚ利をነಘ的に認め、౩・ᔱのᅳነとそれに

必要な支援を含むそれ֝れの保୦措置を確保すること。  

(b) 機能障害に基֤くい֊なるのᅋ自発的ႚ院や治ፑもሻし、地域תービスでの障害者への必

要な支援を確保すること。  

(c) 精神ऎ病院でのሦಈ፯のମࢀや状況について、࿌的֊つၤ立したྔ௮を実施すること。 
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14. 委員会は、ᇓ့とኅ௭別に関するࡴᄤ的見第Ԁ（2Ӻ1Ԃ年）に࣎って、締約国にし、次のことを勧告

する。 

(a) 障害者௭別解൯法を見直し、障害、性別、年齢、民族、೯ੱ、性自認、性的指向、そのあらゆる状

を理ዡとしたഓ・୪௭的の௭別、合理的配慮のᄵ定を含め、条約にഌい、障害に基֤く௭

別をઔすること。  

(b) 的・公的領域を含む生活のあらゆる分ኾにおいて、すべての障害者に合理的配慮が提供される

ことを確保するために必要な措置を֗ること。 

(c) 障害に基֤く௭別のᅇ害者のために、法・行政手続を含むアクセスई能で効果的なメカׯムを

確立し、ህউ的な済、および加害者にする制ఏを提供すること。 

障害のある女性（第Ԁ条） 

15. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) ༌4次障害者ৰ૱ब့の障害関連ሓՔ政పにおるלンーᇓ့の෮ු、༌5次ཌྷ女၍参ब

ৰ૱ब့のלンーᇓ့ሓՔ政పにおる障害のある女性Ք൛女のଚጦの෮ුのた׀の施ప

が十分でないこと。 

(b) 障害のある女性や൛女のםン؆ؤーؖントのた׀のભ的なຂམがないこと。  

16. 委員会は、障害のある女性及び൛女に関するࡴᄤ的見第3（2Ӻ1Ԁ年）及びಏ続ई能な開発ኬᅮのタ

ーקトӿ.1、ӿ.2及びӿ.ӿを想起し、締約国につ֍のことを勧告する。 

(a) ジלンーᇓ့政策に、障害のある女性や൛女にするᇓ့を確保し、ഓ的֊つ୪௭的な

の௭別をሻする効果的֊つભ体的な措置をం用すること。ֽた、障害関連の法ጳや政策に、ジ

 。ーの౽をጺ化することンל

(b) 障害のある女性及び൛女をエンパワーするための措置を֗、そのすべてのଚ及び基的自ዡ

が့しく保୦されるようにする。そこには、これらの措置の設計及び実施に障害のある女性及び

൛女が効果的に参加することが含ֽれる。 

障害のあるども（第ԁ条） 

1ԁ. ဴ委員会は、次のׇうに懸念をもって観ళしている。 

(a) ሀ子ᇱଌሓでਊ࿊されているວৼᄇଣとリビリテーシンの制ဗは、障害のある子֨もをॺ的

ଙ査をྫྷじてೂ会的ॸጱに၏き、地ࡰೂ会でのインクؠーシ؋な生活のሰをሪ֑ている。 

(b) ಋၔᆵሓをֿすָての関連ሓにおいて、障害のある子֨もが、ᄸらにࢬをይևるすָての

ಈᇕに֣いて、意ଣをᇍかれ、ಛዡに意ଣをᅳነするଚጦに֣いて、ነ॰なႡಡが欠如している。 

(c) ऌ、ऌに༉る施設、ྫྷ所施設において、障害のある子֨もをֿ子֨もへのᄋがরには

ઔされていないこと、また、障害のある子֨もをਲやሯからያሻしᇱ୦するた׀のຂམが

不十分であること。 

1Ԃ. 障害のあるどものଚ利に関するCԡC委員会（どものଚ利委員会）とCԡԟD委員会（障害者ଚ利委員

会）の共၍ฤነ（2Ӻ22年）を参൴し、委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) すべての障害のあるどものরな社会的ህๅのଚ利を認めることをኬ的として、ଵ行の法ጳを

見直し、のどもとᇓ့にວいಐৼ֊らࡴᄤの保ࡱ制度をഋ分にਜ਼できるように、特に情報

およびؔרュケーションの༉・ᇸ助ሑ法などの؛ーתルデインおよび合理的配慮を含

め、必要なすべての措置を֗ること。 

(b) 障害のあるどもが、法及び行政手続を含め、のどもとᇓ့に、自ୂにࢬをይևるすべ

てのಈஶについて、見をྐ取され、自ዡに見をᅳነするଚ利、及びそのଚ利を実ଵするため

に障害及び年齢にࣤ֗た援助ᇖびに利用しやすい式でのؔרュケーションを提供されるଚ利

を認める。 

(c) 障害のあるどもを含むどもへの体ᄋを、あらゆるኜでর֊つነ確にઔし、障害のある

どもへのਲやሯ力のያሻと保୦のための策を強化すること。 
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 ಡの向上（第Ԃ条）

1ԃ. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) ೂ会おֲׇؖディアにおいて、障害者のໞଯとଚጦに関するႡಡをஸ׀るた׀のဖとያ్ვ分

が不十分である。 

(b) 障害者、ཐ的障害者、精神障害者にする௭ᇠ的なዓ生౩ມ、ᄵ࿊的なି࿊観念やᇤଣ。

(c) ੱզのバリア؊リーートէ့のᄇ施పのఢถに障害者の参加が不十分であり、֜の施పの

ᅴअも不十分である。

2Ӻ. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 障害者にするᄵ定的なି定観Ⴊ、ᇤ見、ዛ害なষ行をჍൊする国ऌ๗ጸをం༖し、その策定と実

施、および定ৼ的なᅴअへの障害者のቹไな参加を組みむこと。 

(b) メディア、ࡴᄤ౦民、障害者のऌ族をඉに、障害者のଚ利に関する発プآグラムを開発し、ഋ

分な資金を提供するための措置を強化すること。 

アクセシビリティ（第9条） 

21. 委員会は次のことを懸念をもって留意している。 

(a) すָてのፚࡰをኦጓして؛バーؠתデインৰമを組־־、すָてのレベؠでアクセシビリティ

のਟኃをり入れる上での不十分な๗ጸ。  

(b) 特に་ဒ౦॒ࡒでは、情報へのアクセスや、ॺ、公୪ྫྷ機関、ア؆ート、൚ਊኟᇲな֨のアク

セスの॰ᇱがֺとגු֨גでいないこと。  

(c) ଔཝऌ、デイー、ਙട者にするアクセシビリティৰമやඞዃ上の؛バーؠתデインに関す

るᄇՔଞೲが不十分であること。  

22. 委員会は、アクセシビリティに関するࡴᄤ的見第2（2Ӻ1Ӿ年）を想起しつつ、締約国に次のことを勧

告する。

(a) 障害者団体とગቹに協議しながら、政府のすべてのレベルにたってアクセシビリティを取りႚれ、

イン基準を定ཧさ֚るために、行動計बおよびアクセシビリティ๗ጸを実施すルデתー؛

ること。特にଔ物、୪ྫྷ、情報ྫྷම、その౦民に開放・提供されている施設やתービス（要ဒ౦

 。も含む）のアクセシビリティを確保すること॒ࡒ

(b) ଔཝऌ、デイナー、エンジア、プآグラマー向けの؛ーתルデインおよびアクセシビリティ

基準に関する૫続的な能力開発プآグラムを強化すること。 

生にするଚ利（第1Ӻ条）

23. 委員会は、次のಈのଅ果として障害者がሦしたಈ፯の報ெを懸念する。 

(a) োᎬצアにおるものを、׀ፑശམを्ౡਸֲ�ቦは૫続するՔしないに関して、障害者の意

౩ਸֲ৵ሰがணፄされていないことをֿ、障害者の生きるଚጦのᇱ୦ຂམの欠如。 

(b) 機能障害をጫዡとするᅋಛᄇ的入院のඡでのිஊおֲׇ化ॺ的ஊ。  

(c) また、精神科病院でのሦのମࢀやඡੳに֣いてのျ૱やၤጵした調査が行れていないことを

懸念している。 

24. 委員会は、締約国にし、障害者団体およびၤ立した౽機構と協議して、次のことを行うよう勧告する。 

(a) োᎬケアを含む治ፑに関して、障害者の生きるଚ利をነಘ的に認め、౩・ᔱのᅳነとそれに

必要な支援を含むそれ֝れの保୦措置を確保すること。  

(b) 機能障害に基֤くい֊なるのᅋ自発的ႚ院や治ፑもሻし、地域תービスでの障害者への必

要な支援を確保すること。  

(c) 精神ऎ病院でのሦಈ፯のମࢀや状況について、࿌的֊つၤ立したྔ௮を実施すること。 
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14. 委員会は、ᇓ့とኅ௭別に関するࡴᄤ的見第Ԁ（2Ӻ1Ԃ年）に࣎って、締約国にし、次のことを勧告

する。 

(a) 障害者௭別解൯法を見直し、障害、性別、年齢、民族、೯ੱ、性自認、性的指向、そのあらゆる状

を理ዡとしたഓ・୪௭的の௭別、合理的配慮のᄵ定を含め、条約にഌい、障害に基֤く௭

別をઔすること。  

(b) 的・公的領域を含む生活のあらゆる分ኾにおいて、すべての障害者に合理的配慮が提供される

ことを確保するために必要な措置を֗ること。 

(c) 障害に基֤く௭別のᅇ害者のために、法・行政手続を含むアクセスई能で効果的なメカׯムを

確立し、ህউ的な済、および加害者にする制ఏを提供すること。 

障害のある女性（第Ԁ条） 

15. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) ༌4次障害者ৰ૱ब့の障害関連ሓՔ政పにおるלンーᇓ့の෮ු、༌5次ཌྷ女၍参ब

ৰ૱ब့のלンーᇓ့ሓՔ政పにおる障害のある女性Ք൛女のଚጦの෮ුのた׀の施ప

が十分でないこと。 

(b) 障害のある女性や൛女のםン؆ؤーؖントのた׀のભ的なຂམがないこと。  

16. 委員会は、障害のある女性及び൛女に関するࡴᄤ的見第3（2Ӻ1Ԁ年）及びಏ続ई能な開発ኬᅮのタ

ーקトӿ.1、ӿ.2及びӿ.ӿを想起し、締約国につ֍のことを勧告する。 

(a) ジלンーᇓ့政策に、障害のある女性や൛女にするᇓ့を確保し、ഓ的֊つ୪௭的な

の௭別をሻする効果的֊つભ体的な措置をం用すること。ֽた、障害関連の法ጳや政策に、ジ

 。ーの౽をጺ化することンל

(b) 障害のある女性及び൛女をエンパワーするための措置を֗、そのすべてのଚ及び基的自ዡ

が့しく保୦されるようにする。そこには、これらの措置の設計及び実施に障害のある女性及び

൛女が効果的に参加することが含ֽれる。 

障害のあるども（第ԁ条） 

1ԁ. ဴ委員会は、次のׇうに懸念をもって観ళしている。 

(a) ሀ子ᇱଌሓでਊ࿊されているວৼᄇଣとリビリテーシンの制ဗは、障害のある子֨もをॺ的

ଙ査をྫྷじてೂ会的ॸጱに၏き、地ࡰೂ会でのインクؠーシ؋な生活のሰをሪ֑ている。 

(b) ಋၔᆵሓをֿすָての関連ሓにおいて、障害のある子֨もが、ᄸらにࢬをይևるすָての

ಈᇕに֣いて、意ଣをᇍかれ、ಛዡに意ଣをᅳነするଚጦに֣いて、ነ॰なႡಡが欠如している。 

(c) ऌ、ऌに༉る施設、ྫྷ所施設において、障害のある子֨もをֿ子֨もへのᄋがরには

ઔされていないこと、また、障害のある子֨もをਲやሯからያሻしᇱ୦するた׀のຂམが

不十分であること。 

1Ԃ. 障害のあるどものଚ利に関するCԡC委員会（どものଚ利委員会）とCԡԟD委員会（障害者ଚ利委員

会）の共၍ฤነ（2Ӻ22年）を参൴し、委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) すべての障害のあるどものরな社会的ህๅのଚ利を認めることをኬ的として、ଵ行の法ጳを

見直し、のどもとᇓ့にວいಐৼ֊らࡴᄤの保ࡱ制度をഋ分にਜ਼できるように、特に情報

およびؔרュケーションの༉・ᇸ助ሑ法などの؛ーתルデインおよび合理的配慮を含

め、必要なすべての措置を֗ること。 

(b) 障害のあるどもが、法及び行政手続を含め、のどもとᇓ့に、自ୂにࢬをይևるすべ

てのಈஶについて、見をྐ取され、自ዡに見をᅳነするଚ利、及びそのଚ利を実ଵするため

に障害及び年齢にࣤ֗た援助ᇖびに利用しやすい式でのؔרュケーションを提供されるଚ利

を認める。 

(c) 障害のあるどもを含むどもへの体ᄋを、あらゆるኜでর֊つነ確にઔし、障害のある

どもへのਲやሯ力のያሻと保୦のための策を強化すること。 
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(b) すべての障害者が必要とする支援のレベルやに֊֊ら֙、障害者の自ጳ、౩、みをໞഓ

する支援ᆋき౩ଂ定メカׯムを確立すること。 

法へのアクセス（第13条） 

2ԃ. 委員会は、次のことに懸念をもって留意する。 

(a) ኁಈຐඅሓਸֲಈຐඅሓのਊ࿊は、༉ጫଂ࿊制ဗのऀにམかれている障害者、入所施設の障害

者、ཐ的障害者、精神障害者のຐඅ能の欠如をጫዡとして、ሓへのアクセスを制限するもので

ある。  

(b) 障害者の୲果的な参加を॰ᇱするた׀のኁಈ、ಈ、行政手続きにおる手続き上おֲׇႩ፼ະ

応のვፄの欠如、おֲׇ障害者にとってアクセシؠ؋な情報おֲׇצؚؔרーシンの欠如。 

(c) ఏᄕ所、ሓ、行政施設に物ጫ的にアクセスできないこと。 

3Ӻ. 委員会は、障害者のଚ利に関する特別報告者がఢถしたզ障害者の法アクセスに関する国ମ໋及び

。ト3էを想起し、締約国に勧告するקライン（2Ӻ2Ӻ年）էとզಏ続ई能な開発ኬᅮ1Ԁ、ターイס

(a) 障害者の法手続きに参加するଚ利を制する法的規定をし、すべての役আにおいての

とᇓ့に法手続きに参加するরな能力を認めること。  

(b) 障害者のすべての法手続において、ဴಈ者の機能障害に֊֊ら֙、手続上および年齢にࣤ֗

た配慮を保証すること。これには、配慮のためのຐඅ費用のᆟ༶、および情報ྫྷම技術、ಌቝ、自

ᇘ൵ᇸ助者、ಌ、֊りやすい版、手Ꭽସなどアクセシブルな様式での手続に関する公式情

報およびྫྷමへのアクセスが含ֽれる。 

(c) ఏᄕസのଔ物、法施設及び行政施設の物理的なアクセスを確保し、特に、؛ーתルデイン

によって、障害者がの者と၍့に法手続にアクセスすることを保証すること。 

ි体の自ዡとࡊ（第1Ӿ条） 

31. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) զ精神ᇱଌਸֲ精神障害者ᆵに関するሓጳէにׇってฝဴとされている、෮࿊された、または実

の機能障害あるいは৭性にৰ֤֎、精神科病院へのᅋಛᄇ的೭ዴとᅋಛᄇ的治ፑをई能にす

るሓጳ。 

(b) 入院に関するイン؊מーؕՔרンセントの࿊ਟが៵ቘであるな֨、障害者のイン؊מーؕՔרンセ

ントのଚጦをるた׀のᇱ୦ຂམがないこと。  

32. 委員会は、委員会の条約第1Ӿ条に関するסイライン（2Ӻ1ӿ年）及び障害者のଚ利に関する特別報告者

が出した勧告（ԋӹԒԡCӹӾӺӹӿӾӹԋԴԴ.1）を想起し、締約国にऀࡒのことを要ษする。

(a) 障害者のᅋ自発的ႚ院を、機能障害を理ዡとする௭別であり、自ዡのყ༧にະဴするものと認ಡ

し、実のあるいは෮定された機能障害ֽたは৭性に基֤く障害者のᅋ自発的ႚ院による自

ዡのყ༧を認めるすべての法的規定をすること。 

(b) ෮定された、ֽたは実の機能障害を理ዡとする၍のない精神ऎ治ፑを正ဴ化するすべての法

的条ஶをし、障害者が強制的な治ፑをけ֙、のとᇓ့に၍֗ᄧࡗ、ಱ、水準のፑを

けられることを保証するための౽機構を設置すること。 

(c) 機能障害のዛኅに֊֊ら֙、すべての障害者の自ዡ౨に基֤くイン؊מームר・ンセントの

ଚ利を保୦するために、ଚ利ዸ୦、法的そののすべての必要な支援を含む保୦措置を確保する

こと。 

ி問及びౖਲな、ᅋၗ的なቦはᆀࡔをോつける取いቦはᄋ֊らの自ዡ（第1ӿ条）。 

33. 委員会は、懸念をもって次のことを観ళしている。 
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৭な状況およびၗ的ગ਼ಈ（第11条） 

25. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) 合ጫ的ვፄのᄵ࿊をֿ、障害者の،؞イバシーやᅋ௭ᇠのଚጦにするఆ害పৰሓ上のᇱ

୦が限࿊的である。 

(b) ৭なඡੳやၗ的ગ਼ಈにおるᅊ難所やं設ഉ༔へのアクセスの࠵さ。 

(c) 地ූやମ子ᄇ電所のఆ害をֿఆ害リスクଲやਂ୭ᇥ動の૱ब、実施、౽、ᅴअ،آセスに

おいて、障害者ཆとの議が不十分であったこと。  

(Դ) ཐ的障害者にとってのગ਼ྫྷ報システؕのアクセシビリティをֿ、৭なඡੳ、ఆ害、ၗ的ગ਼

ಈに関する限られたアクセシؠ؋な情報。 

(Ե) ુ地ූ、ડೱሾᆪுఆ害、ฦ႘ுఆ害、ሾॆၗགවဪᆪ地ූにおるզఆ害リスクଲ๏༊

Ꮂ組2־Ӻ15ӷ2Ӻ3Ӻէの実施不໑。 

(Զ) ԍԞԥԔԎӷ1ԃの་ጺ行にする障害インクؠーシ؋な応の欠如。ここには、情報、ؤクン、ፑ

へのアクセスの欠如がまれる。また、施設にと֨まってؕ؞ץآ،ービス、֜のの૪అՔೂ会ת

いる障害者にする་ጺ行の不࿀り合いに་きなࢬ。 

26. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) ఆ害策基法を改正し、障害者のプライシーと合理的配慮のᄵを含むᅋ௭別のଚ利、および

ሻఆ・ଲఆと৭機的状況、ၗ的ગ਼ಈに関連するड༎を強化すること。 

(b) ৭な状況やၗ的ગ਼ಈにおいて提供されるᅊႍസ、ं設住宅、そののתービスが、年齢

やジלンーをண慮した上で、利用しやすく、障害者を含むもの（障害インクルーシブ）であること

を確認すること。 

(c) 障害者とそのऌ族を含むؔרュティ体がሻఆ・ଲఆ計बに参加し、個々のગ਼ಐ計बやؔרュ

ティ中に基֤く支援システムを開発し、ࡊでアクセスしやすい集合സ、ગ਼ᅊႍസ、ᅊ

ႍ経᎓を特定することにより、強なؔרュティを構ཝすること。  

(Դ) ৭な状況やၗ的ગ਼ಈにおいて、すべての障害者とそのऌ族が、利用しやすい式と適切

な機器で必要な情報をけ取れるようにすること。 

(Ե) զ๏༊ሻఆᎲ組2Ӻ1ӿӷ2Ӻ3Ӻէにഌい、あらゆるレベルのఆ害リスクଲ計ब・๗ጸおよびਂ୭ᇥ

動に関する政策が、障害者と共に策定され、あらゆるリスク状況において障害者特ዛのーׯに

ነಘ的にࣤすることを確保すること。 

(Զ) COԥԔDӷ19のࣤとᆲ計बにおいて、障害のጺ化を෨ること。ここには、パンデؔクの࠵

グラムへのᇓ့なアクセآービス、そのの経済・社会プתン、保ଌにശするため、ワクࢬ

スを確保すること、および、ગ਼ಐに障害者を༨施設化し、地域で生活するための適切な支援を

提供するための措置をం用することが含ֽれる。 

法のऀのᇓ့なൡ認（第12条） 

2ԁ. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) ኁሓにおいて、特に精神障害者、ཐ的障害者の精神能のᅴअにৰ֤֎ሓ的能の制限をႡ׀、༉

ጫ意౩ଂ࿊制ဗをࢰ続さ֚ることにׇり、障害者がሓのऀでᇓ့にႡ׀られるଚጦをᄵ࿊するሓ

的ਊ࿊。  

(b) 2Ӻ22Ⴉ3ଈにൡႡされたถႩଢ଼ଣ制ဗのጦዿ້ුに関するৰ૱ब。 

(c) 2Ӻ1ԁႩのզ障害者ᆵתービスの࿓にる意౩ଂ࿊౫ס࣍イ؞インէၾのզののጦ

 。էというዿのౚዿに֣いてࢽ

2Ԃ. 委員会は、法のऀのᇓ့なൡ認に関するࡴᄤ的見第1（2Ӻ1Ӿ年）を想起しつつ、締約国に勧告する。

(a) ༉的な౩ଂ定体制のを౽ኾにႚれ、すべての௭別的な法規定と政策をし、すべての

障害者が法のऀでᇓ့に認められるଚ利を保障するために、౦民法を改正すること。 
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(b) すべての障害者が必要とする支援のレベルやに֊֊ら֙、障害者の自ጳ、౩、みをໞഓ

する支援ᆋき౩ଂ定メカׯムを確立すること。 

法へのアクセス（第13条） 

2ԃ. 委員会は、次のことに懸念をもって留意する。 

(a) ኁಈຐඅሓਸֲಈຐඅሓのਊ࿊は、༉ጫଂ࿊制ဗのऀにམかれている障害者、入所施設の障害

者、ཐ的障害者、精神障害者のຐඅ能の欠如をጫዡとして、ሓへのアクセスを制限するもので

ある。  

(b) 障害者の୲果的な参加を॰ᇱするた׀のኁಈ、ಈ、行政手続きにおる手続き上おֲׇႩ፼ະ

応のვፄの欠如、おֲׇ障害者にとってアクセシؠ؋な情報おֲׇצؚؔרーシンの欠如。 

(c) ఏᄕ所、ሓ、行政施設に物ጫ的にアクセスできないこと。 

3Ӻ. 委員会は、障害者のଚ利に関する特別報告者がఢถしたզ障害者の法アクセスに関する国ମ໋及び

。ト3էを想起し、締約国に勧告するקライン（2Ӻ2Ӻ年）էとզಏ続ई能な開発ኬᅮ1Ԁ、ターイס

(a) 障害者の法手続きに参加するଚ利を制する法的規定をし、すべての役আにおいての

とᇓ့に法手続きに参加するরな能力を認めること。  

(b) 障害者のすべての法手続において、ဴಈ者の機能障害に֊֊ら֙、手続上および年齢にࣤ֗

た配慮を保証すること。これには、配慮のためのຐඅ費用のᆟ༶、および情報ྫྷම技術、ಌቝ、自

ᇘ൵ᇸ助者、ಌ、֊りやすい版、手Ꭽସなどアクセシブルな様式での手続に関する公式情

報およびྫྷමへのアクセスが含ֽれる。 

(c) ఏᄕസのଔ物、法施設及び行政施設の物理的なアクセスを確保し、特に、؛ーתルデイン

によって、障害者がの者と၍့に法手続にアクセスすることを保証すること。 

ි体の自ዡとࡊ（第1Ӿ条） 

31. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) զ精神ᇱଌਸֲ精神障害者ᆵに関するሓጳէにׇってฝဴとされている、෮࿊された、または実

の機能障害あるいは৭性にৰ֤֎、精神科病院へのᅋಛᄇ的೭ዴとᅋಛᄇ的治ፑをई能にす

るሓጳ。 

(b) 入院に関するイン؊מーؕՔרンセントの࿊ਟが៵ቘであるな֨、障害者のイン؊מーؕՔרンセ

ントのଚጦをるた׀のᇱ୦ຂམがないこと。  

32. 委員会は、委員会の条約第1Ӿ条に関するסイライン（2Ӻ1ӿ年）及び障害者のଚ利に関する特別報告者

が出した勧告（ԋӹԒԡCӹӾӺӹӿӾӹԋԴԴ.1）を想起し、締約国にऀࡒのことを要ษする。

(a) 障害者のᅋ自発的ႚ院を、機能障害を理ዡとする௭別であり、自ዡのყ༧にະဴするものと認ಡ

し、実のあるいは෮定された機能障害ֽたは৭性に基֤く障害者のᅋ自発的ႚ院による自

ዡのყ༧を認めるすべての法的規定をすること。 

(b) ෮定された、ֽたは実の機能障害を理ዡとする၍のない精神ऎ治ፑを正ဴ化するすべての法

的条ஶをし、障害者が強制的な治ፑをけ֙、のとᇓ့に၍֗ᄧࡗ、ಱ、水準のፑを

けられることを保証するための౽機構を設置すること。 

(c) 機能障害のዛኅに֊֊ら֙、すべての障害者の自ዡ౨に基֤くイン؊מームר・ンセントの

ଚ利を保୦するために、ଚ利ዸ୦、法的そののすべての必要な支援を含む保୦措置を確保する

こと。 

ி問及びౖਲな、ᅋၗ的なቦはᆀࡔをോつける取いቦはᄋ֊らの自ዡ（第1ӿ条）。 

33. 委員会は、懸念をもって次のことを観ళしている。 

CRPD/ C/-P1/C2/1 
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৭な状況およびၗ的ગ਼ಈ（第11条） 

25. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) 合ጫ的ვፄのᄵ࿊をֿ、障害者の،؞イバシーやᅋ௭ᇠのଚጦにするఆ害పৰሓ上のᇱ

୦が限࿊的である。 

(b) ৭なඡੳやၗ的ગ਼ಈにおるᅊ難所やं設ഉ༔へのアクセスの࠵さ。 

(c) 地ූやମ子ᄇ電所のఆ害をֿఆ害リスクଲやਂ୭ᇥ動の૱ब、実施、౽、ᅴअ،آセスに

おいて、障害者ཆとの議が不十分であったこと。  

(Դ) ཐ的障害者にとってのગ਼ྫྷ報システؕのアクセシビリティをֿ、৭なඡੳ、ఆ害、ၗ的ગ਼

ಈに関する限られたアクセシؠ؋な情報。 

(Ե) ુ地ූ、ડೱሾᆪுఆ害、ฦ႘ுఆ害、ሾॆၗགවဪᆪ地ූにおるզఆ害リスクଲ๏༊

Ꮂ組2־Ӻ15ӷ2Ӻ3Ӻէの実施不໑。 

(Զ) ԍԞԥԔԎӷ1ԃの་ጺ行にする障害インクؠーシ؋な応の欠如。ここには、情報、ؤクン、ፑ

へのアクセスの欠如がまれる。また、施設にと֨まってؕ؞ץآ،ービス、֜のの૪అՔೂ会ת

いる障害者にする་ጺ行の不࿀り合いに་きなࢬ。 

26. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) ఆ害策基法を改正し、障害者のプライシーと合理的配慮のᄵを含むᅋ௭別のଚ利、および

ሻఆ・ଲఆと৭機的状況、ၗ的ગ਼ಈに関連するड༎を強化すること。 

(b) ৭な状況やၗ的ગ਼ಈにおいて提供されるᅊႍസ、ं設住宅、そののתービスが、年齢

やジלンーをண慮した上で、利用しやすく、障害者を含むもの（障害インクルーシブ）であること

を確認すること。 

(c) 障害者とそのऌ族を含むؔרュティ体がሻఆ・ଲఆ計बに参加し、個々のગ਼ಐ計बやؔרュ

ティ中に基֤く支援システムを開発し、ࡊでアクセスしやすい集合സ、ગ਼ᅊႍസ、ᅊ

ႍ経᎓を特定することにより、強なؔרュティを構ཝすること。  

(Դ) ৭な状況やၗ的ગ਼ಈにおいて、すべての障害者とそのऌ族が、利用しやすい式と適切

な機器で必要な情報をけ取れるようにすること。 

(Ե) զ๏༊ሻఆᎲ組2Ӻ1ӿӷ2Ӻ3Ӻէにഌい、あらゆるレベルのఆ害リスクଲ計ब・๗ጸおよびਂ୭ᇥ

動に関する政策が、障害者と共に策定され、あらゆるリスク状況において障害者特ዛのーׯに

ነಘ的にࣤすることを確保すること。 

(Զ) COԥԔDӷ19のࣤとᆲ計बにおいて、障害のጺ化を෨ること。ここには、パンデؔクの࠵

グラムへのᇓ့なアクセآービス、そのの経済・社会プתン、保ଌにശするため、ワクࢬ

スを確保すること、および、ગ਼ಐに障害者を༨施設化し、地域で生活するための適切な支援を

提供するための措置をం用することが含ֽれる。 

法のऀのᇓ့なൡ認（第12条） 

2ԁ. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) ኁሓにおいて、特に精神障害者、ཐ的障害者の精神能のᅴअにৰ֤֎ሓ的能の制限をႡ׀、༉

ጫ意౩ଂ࿊制ဗをࢰ続さ֚ることにׇり、障害者がሓのऀでᇓ့にႡ׀られるଚጦをᄵ࿊するሓ

的ਊ࿊。  

(b) 2Ӻ22Ⴉ3ଈにൡႡされたถႩଢ଼ଣ制ဗのጦዿ້ුに関するৰ૱ब。 

(c) 2Ӻ1ԁႩのզ障害者ᆵתービスの࿓にる意౩ଂ࿊౫ס࣍イ؞インէၾのզののጦ

 。էというዿのౚዿに֣いてࢽ

2Ԃ. 委員会は、法のऀのᇓ့なൡ認に関するࡴᄤ的見第1（2Ӻ1Ӿ年）を想起しつつ、締約国に勧告する。

(a) ༉的な౩ଂ定体制のを౽ኾにႚれ、すべての௭別的な法規定と政策をし、すべての

障害者が法のऀでᇓ့に認められるଚ利を保障するために、౦民法を改正すること。 
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個をそのֽֽの状で保୦すること（第1ԁ条） 

3ԁ. 委員会は次のことを懸念をಏって観ళしている。 

(a) զዓ生ᇱ୦ሓӡ1ԃ4Ԃ1ԃԃ6ႩӢにৰ֤֎ዓ生手ട့た者にするࡴಐઞの౫့に関す

るሓጳէにਊ࿊されるᇸൌ制ဗは、の၍意な֎ዓ生手ടをた障害者にする࿃ॽのᇸൌ

を࿊׀、障害者の情報へのアクセスの౫࣍を൶ጸし、ಐ୲を5Ⴉと࿊׀ていること。  

(b) 障害のある女性や൛女のಛዡ意౨にৰ֤֎イン؊מーؕՔרンセントのない不႟手ട、子出、

ཨ์に関する報ெ。 

3Ԃ. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 障害者団体とગቹに協力し、ዓ生保୦法におけるዓ生手術のᅇ害者にするᇸൌ制度を改正し、

すべてのᅇ害者がነಘ的にకされ、適切に済されるよう、すべてのಈ፯の特定、፣ಐᇸൌ、

ᇸ助・༉ؔרュケーション手ཌ、情報へのアクセスなどの支援手ཌ、ษৼ間を定しないこ

となどが確保されること。 

(b) 障害のある女性および൛女にする出術を含む強制ᆊ႟手術および強制中์をነಘ的に

ઔし、強制ፑऴႚをዛ害な行ࡡとして認ಡさ֚、あらゆるፑおよび॒ऎ的ശ置について障

害者のಈのイン؊מームר・ンセントを確保すること。 

 動の自ዡと国ฺ（第1Ԃ条）ࡤ

3ԃ. 委員会は次のことを懸念している。  

(a) ཐ的障害者、精神障害者の入ேᄵをႡ׀る出入ேጫਸֲ難ኁႡ࿊ሓ༌5ඞ。 

(b) 入ேጫઅにおる十分なのዛ資६ྫྷዅをֿ合ጫ的ვፄと情報へのアクセシビリティの࿓

が不十分であること。 

4Ӻ. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。 

(a) 精神障害者、ཐ的障害者のႚ国ᄵを認めている出ႚ国理及びႍ民認定法第ӿ条2を改正する

こと。 

(b) ႚ国理અにおいて、必要な合の合理的配慮の提供、およびഋ分なのዛ資६ྫྷዅを含む情報

へのアクセスを確保すること。 

自立した生活と地域社会へのインクルージョン（第19条） 

41. 委員会は懸念をಏって次のׇうに観ళしている。 

(a) ཐ的障害者、精神障害者、ஸ፼障害者、ි障害者ਸֲׇりആཨ的な౫࣍をᅢጅとするӡ特に地

の生活ৄ੩にいるӢの施設೭ዴ、おֲׇ、障害ಋ、特にཐ的障害、精神障害ቦはশॲ障害の॒ࡰ

ある子֨もਸֲׇりആཨ的な౫࣍をᅢጅとする子֨ものಋၔᆵሓにׇる२施設への೭ዴが

૫続され、ऌਸֲ地ࡰ生活を༧っている。 

(b) 公的ਸֲኁの精神科病院におる精神障害者ਸֲႡཐ൵者の施設೭ዴの້ු、特に精神障害

者のኅৼ限入院の૫続。  

(c) ැにᆔጊされ、ැのऌにഉגでいるや、զ障害者の႘ඛ生活ਸֲೂ会生活の総合的な౫࣍に関す

るሓጳէにৰ֤֎ؠץー،ؐーؕな֨の特࿊の施設に入所しているな֨、障害者が੍ഉ地や֨こ

で֟れとᇿらすかを選༖する機会が制限されていること。 

(Դ) 入所施設や精神科病院に੍ഉする障害者の༨施設化と、ಛጳとরなೂ会的ህๅのଚጦがႡ׀ら

れ、のとᇓ့に地ࡰೂ会でಛጵした生活をຽるた׀の、ேऌ๗ጸとሓ的Ꮂ組־の欠如。 

(Ե) 障害者が地ࡰೂ会でಛጵして生活するた׀の十分な౫࣍制ӡアクセシؠ؋でࡊअなഉ༔、ఓ༔

ービスへのアクセスな֨Ӣがธっתೂ会のࡰ地、(ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ) ࣍ービス、ි的౫ת

ていないこと。  

(Զ) 地ࡰೂ会での౫࣍とתービスの、障害のॺؗデؠにৰ֤֎౫Ⴁ࿊ᅴअ制ဗ。 
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(a) 精神科病院におる障害者のॸጱ、ිஊ、化ॺ的ஊ、੫制投ዄ、੫制Ⴁཐፑሓ、電ਂいれ

ፑと治ፑに関すፑሓな֨の੫制治ፑ、おֲׇզ神ນಪのඡでഓ་なಈଉをこした者のג

るሓጳէな֨、֜のׇうな行ࡡをฝဴ化するሓጳ。 

(b) 精神科病院におる੫制Քਲのሻと報ெを॰ᇱするた׀の精神ፑල査会の機能のᄧࡗとၤ

ጵ性の不໑。  

(c) ੫制治ፑをている、あるいはྙৼ入院している障害者のଚጦඹ害を調査するၤጵした౽シ

ステؕの欠如、おֲׇ精神科病院におるન情Ք不ᆴしጵてؖカؕׯの欠如。 

34. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 精神障害者の強制治ፑを正ဴ化し、ᆊဴないを生み出しているすべての法的規定をし、精

神障害者に関するあらゆるऴႚが、条約のऀでのଚと義務に基֤くことを保証すること。  

(b) 障害者を༉ᅳする団体と協力して、精神ፑৄ੩における障害者のあらゆるの強制的でᆊဴ

ないのሻと報告のための効果的なၤ立した౽機構を確立すること。 

(c) 精神ऎ病院におけるౖਲ、ᅋၗ的ֽたはᆀࡔをോつけるいをྫྷ報するための利用しやすい

組みを設置し、ᅇ害者のための効果的な済措置を確立し、加害者の起ຐとശᄋを確保すること。 

థ取、ሯ力、ਲ֊らの自ዡ（第1Ԁ条） 

35. 委員会は次のことを懸念している  

(a) 障害のある子֨もや女性、特にཐ的、精神的、শॲ的障害のある、施設に೭ዴされているに

する性的ሯやऌၾሯが報ெされており、֜れらの性的ሯからのᇱ୦やఅがなされてい

ないこと。 

(b) 障害者ਲのሻਸֲጊ୦者にする౫࣍に関するሓጳのዿᄧࡗとዛ୲性が欠ており、ੱࡱ、

、る障害のある子֨もや女性をֿ障害者にするሯのሻ、ྫྷ報ፑ、ಈሓのにお

調査がൊかれていること。 

ਲሻሓのൺにզ障害者էが2ष出てきておりؔスと౩れるがंዅではೲฝしてዅした。 

(c) ੍ഉ施設におる性的ሯに関するጦዿしやすいᅇ害者౫ת࣍ービス、おֲׇጦዿしやすい情報

とྫྷ報の組־ӡၤጵしたྫྷ報の組־をֿӢの欠如。性的ሯに関するሓथ࿘におる๔

ཐಡ、アクセシビリティおֲׇ合ጫ的ვፄの欠如。  

(Դ) ሓኃ൶が2Ӻ2ӺႩに設མした、子֨もや障害者にする性ᄠకに関するզ性ᄠకにるಈሓଙ

၀会էに、障害者ཆの༉ᅳが不ఓであること。 

36. 障害のある女性及び൛女へのジלンーに基֤くሯ力をなくす行動をௗす֏とるようਿめる委員会の

2Ӻ21年11ଈ2Ӿ႘のฤነと、ಏ続ई能な開発ኬᅮのターקトӿ.1、ӿ.2及びӿ.ӿに࣎って、委員会は、

締約国に次のことを勧告する。

(a) 障害のある൛女と女性にする性的ሯ力とऌၾሯ力に関する実ྔ௮を実施し、障害のある

どもと女性にするあらゆるのሯ力と၊うための策を強化し、ᄸらに利用できるન情と

済メカׯムに関する利用しやすい情報を提供し、これらの行ࡡが໒にຢ௮され、加害者がຐ

追されശᄋされ、ᅇ害者に済措置が提供されるようにすること。 

(b) 障害者ਲሻ法を見直し、障害者にするሯ力のሻをあらゆるኜに४་すること、ֽた、障

害者にするሯ力・ਲのྔ௮やその済のためのሑ策を確立すること。 

(c) 居住施設を含むሯ力ᅇ害者支援תービス、支援תービスに関する情報、ྫྷ報メカׯムへのアクセ

スを確保するための๗ጸをあらゆるレベルで策定すること。ֽた、法थ࿘における障害のଚ

ؗデル、アクセシビリティ、合理的配慮に関する๔能力開発プآグラムを関連の法・行政༶ဴ

者に提供すること。 

(Դ) զ性ᄠకにるಈ法ଙ၀会էに障害者団体の༉ᅳがዛ義に参加することを確保すること。 
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個をそのֽֽの状で保୦すること（第1ԁ条） 

3ԁ. 委員会は次のことを懸念をಏって観ళしている。 

(a) զዓ生ᇱ୦ሓӡ1ԃ4Ԃ1ԃԃ6ႩӢにৰ֤֎ዓ生手ട့た者にするࡴಐઞの౫့に関す

るሓጳէにਊ࿊されるᇸൌ制ဗは、の၍意な֎ዓ生手ടをた障害者にする࿃ॽのᇸൌ

を࿊׀、障害者の情報へのアクセスの౫࣍を൶ጸし、ಐ୲を5Ⴉと࿊׀ていること。  

(b) 障害のある女性や൛女のಛዡ意౨にৰ֤֎イン؊מーؕՔרンセントのない不႟手ട、子出、

ཨ์に関する報ெ。 

3Ԃ. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 障害者団体とગቹに協力し、ዓ生保୦法におけるዓ生手術のᅇ害者にするᇸൌ制度を改正し、

すべてのᅇ害者がነಘ的にకされ、適切に済されるよう、すべてのಈ፯の特定、፣ಐᇸൌ、

ᇸ助・༉ؔרュケーション手ཌ、情報へのアクセスなどの支援手ཌ、ษৼ間を定しないこ

となどが確保されること。 

(b) 障害のある女性および൛女にする出術を含む強制ᆊ႟手術および強制中์をነಘ的に

ઔし、強制ፑऴႚをዛ害な行ࡡとして認ಡさ֚、あらゆるፑおよび॒ऎ的ശ置について障

害者のಈのイン؊מームר・ンセントを確保すること。 

 動の自ዡと国ฺ（第1Ԃ条）ࡤ

3ԃ. 委員会は次のことを懸念している。  

(a) ཐ的障害者、精神障害者の入ேᄵをႡ׀る出入ேጫਸֲ難ኁႡ࿊ሓ༌5ඞ。 

(b) 入ேጫઅにおる十分なのዛ資६ྫྷዅをֿ合ጫ的ვፄと情報へのアクセシビリティの࿓

が不十分であること。 

4Ӻ. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。 

(a) 精神障害者、ཐ的障害者のႚ国ᄵを認めている出ႚ国理及びႍ民認定法第ӿ条2を改正する

こと。 

(b) ႚ国理અにおいて、必要な合の合理的配慮の提供、およびഋ分なのዛ資६ྫྷዅを含む情報

へのアクセスを確保すること。 

自立した生活と地域社会へのインクルージョン（第19条） 

41. 委員会は懸念をಏって次のׇうに観ళしている。 

(a) ཐ的障害者、精神障害者、ஸ፼障害者、ි障害者ਸֲׇりആཨ的な౫࣍をᅢጅとするӡ特に地

の生活ৄ੩にいるӢの施設೭ዴ、おֲׇ、障害ಋ、特にཐ的障害、精神障害ቦはশॲ障害の॒ࡰ

ある子֨もਸֲׇりആཨ的な౫࣍をᅢጅとする子֨ものಋၔᆵሓにׇる२施設への೭ዴが

૫続され、ऌਸֲ地ࡰ生活を༧っている。 

(b) 公的ਸֲኁの精神科病院におる精神障害者ਸֲႡཐ൵者の施設೭ዴの້ු、特に精神障害

者のኅৼ限入院の૫続。  

(c) ැにᆔጊされ、ැのऌにഉגでいるや、զ障害者の႘ඛ生活ਸֲೂ会生活の総合的な౫࣍に関す

るሓጳէにৰ֤֎ؠץー،ؐーؕな֨の特࿊の施設に入所しているな֨、障害者が੍ഉ地や֨こ

で֟れとᇿらすかを選༖する機会が制限されていること。 

(Դ) 入所施設や精神科病院に੍ഉする障害者の༨施設化と、ಛጳとরなೂ会的ህๅのଚጦがႡ׀ら

れ、のとᇓ့に地ࡰೂ会でಛጵした生活をຽるた׀の、ேऌ๗ጸとሓ的Ꮂ組־の欠如。 

(Ե) 障害者が地ࡰೂ会でಛጵして生活するた׀の十分な౫࣍制ӡアクセシؠ؋でࡊअなഉ༔、ఓ༔

ービスへのアクセスな֨Ӣがธっתೂ会のࡰ地、(ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ) ࣍ービス、ි的౫ת

ていないこと。  

(Զ) 地ࡰೂ会での౫࣍とתービスの、障害のॺؗデؠにৰ֤֎౫Ⴁ࿊ᅴअ制ဗ。 
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(a) 精神科病院におる障害者のॸጱ、ිஊ、化ॺ的ஊ、੫制投ዄ、੫制Ⴁཐፑሓ、電ਂいれ

ፑと治ፑに関すፑሓな֨の੫制治ፑ、おֲׇզ神ນಪのඡでഓ་なಈଉをこした者のג

るሓጳէな֨、֜のׇうな行ࡡをฝဴ化するሓጳ。 

(b) 精神科病院におる੫制Քਲのሻと報ெを॰ᇱするた׀の精神ፑල査会の機能のᄧࡗとၤ

ጵ性の不໑。  

(c) ੫制治ፑをている、あるいはྙৼ入院している障害者のଚጦඹ害を調査するၤጵした౽シ

ステؕの欠如、おֲׇ精神科病院におるન情Ք不ᆴしጵてؖカؕׯの欠如。 

34. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 精神障害者の強制治ፑを正ဴ化し、ᆊဴないを生み出しているすべての法的規定をし、精

神障害者に関するあらゆるऴႚが、条約のऀでのଚと義務に基֤くことを保証すること。  

(b) 障害者を༉ᅳする団体と協力して、精神ፑৄ੩における障害者のあらゆるの強制的でᆊဴ

ないのሻと報告のための効果的なၤ立した౽機構を確立すること。 

(c) 精神ऎ病院におけるౖਲ、ᅋၗ的ֽたはᆀࡔをോつけるいをྫྷ報するための利用しやすい

組みを設置し、ᅇ害者のための効果的な済措置を確立し、加害者の起ຐとശᄋを確保すること。 

థ取、ሯ力、ਲ֊らの自ዡ（第1Ԁ条） 

35. 委員会は次のことを懸念している  

(a) 障害のある子֨もや女性、特にཐ的、精神的、শॲ的障害のある、施設に೭ዴされているに

する性的ሯやऌၾሯが報ெされており、֜れらの性的ሯからのᇱ୦やఅがなされてい

ないこと。 

(b) 障害者ਲのሻਸֲጊ୦者にする౫࣍に関するሓጳのዿᄧࡗとዛ୲性が欠ており、ੱࡱ、

、る障害のある子֨もや女性をֿ障害者にするሯのሻ、ྫྷ報ፑ、ಈሓのにお

調査がൊかれていること。 

ਲሻሓのൺにզ障害者էが2ष出てきておりؔスと౩れるがंዅではೲฝしてዅした。 

(c) ੍ഉ施設におる性的ሯに関するጦዿしやすいᅇ害者౫ת࣍ービス、おֲׇጦዿしやすい情報

とྫྷ報の組־ӡၤጵしたྫྷ報の組־をֿӢの欠如。性的ሯに関するሓथ࿘におる๔

ཐಡ、アクセシビリティおֲׇ合ጫ的ვፄの欠如。  

(Դ) ሓኃ൶が2Ӻ2ӺႩに設མした、子֨もや障害者にする性ᄠకに関するզ性ᄠకにるಈሓଙ

၀会էに、障害者ཆの༉ᅳが不ఓであること。 

36. 障害のある女性及び൛女へのジלンーに基֤くሯ力をなくす行動をௗす֏とるようਿめる委員会の

2Ӻ21年11ଈ2Ӿ႘のฤነと、ಏ続ई能な開発ኬᅮのターקトӿ.1、ӿ.2及びӿ.ӿに࣎って、委員会は、

締約国に次のことを勧告する。

(a) 障害のある൛女と女性にする性的ሯ力とऌၾሯ力に関する実ྔ௮を実施し、障害のある

どもと女性にするあらゆるのሯ力と၊うための策を強化し、ᄸらに利用できるન情と

済メカׯムに関する利用しやすい情報を提供し、これらの行ࡡが໒にຢ௮され、加害者がຐ

追されശᄋされ、ᅇ害者に済措置が提供されるようにすること。 

(b) 障害者ਲሻ法を見直し、障害者にするሯ力のሻをあらゆるኜに४་すること、ֽた、障

害者にするሯ力・ਲのྔ௮やその済のためのሑ策を確立すること。 

(c) 居住施設を含むሯ力ᅇ害者支援תービス、支援תービスに関する情報、ྫྷ報メカׯムへのアクセ

スを確保するための๗ጸをあらゆるレベルで策定すること。ֽた、法थ࿘における障害のଚ

ؗデル、アクセシビリティ、合理的配慮に関する๔能力開発プآグラムを関連の法・行政༶ဴ

者に提供すること。 

(Դ) զ性ᄠకにるಈ法ଙ၀会էに障害者団体の༉ᅳがዛ義に参加することを確保すること。 
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(b) ಌ、እう者用ྫྷዅ、手Ꭽସ、֊りやすい版、ᇓなସጃ、ࣿฤ解๊、ビデןಌቝ自動生ถ 

（ՊԺԴԵՃ ՈՆaՂՇcՆԺՄՈԺՃՂ）、ಌቝ、ॲ・ᇸ助・༉ؔרュケーション手ཌなど、アクセシブルなר

ؔュケーション様式の開発、促進、利用のためにഋ分な資金をআりဴてること。 

(c) ႘手Ꭽを国レベルの公用として法ጳで認め、生活のあらゆるኜで手Ꭽସへのアクセスとそ

の使用を促進し、ዛ能な手Ꭽସྫྷዅ者をોᎉし確実に利用できるようにすること。  

プライシーのଚ利（第22条） 

4ԁ. 委員会は、障害者に関する情報が、ኁਸֲ公的機関のתービス࿓者にׇって、の၍意も合ጫ的

なኬ的もな֎೭ആされるई能性があり、ؓインバーሓਸ଼ֲ情報ᇱ୦ሓをֿ৻ໜのሓጳにׇって、

障害者のᅃቹᇱಏਸֲ،؞イバシーᇱ୦が十分に॰ᇱされていないことを懸念している。 

4Ԃ. 委員会は締約国にし、障害者データ保୦に関する法ጳを強化し、データが、データඉ者の個的で自

ዡ౩によるイン؊מームר・ンセントֽたは法ጳで定められたそのの正ဴなᅋ௭別的に基֤き

ശ理されること、ነಘされた特定֊つ正ဴなኬ的のために収集され、そのኬ的とኇരするሑ法でശ理さ

れないこと、合法的で公正֊つ၅ነなሑ法でശ理され、データඉ者がዛ効な済をけるଚ利をዛす

ること、を保証することを勧告する。

ऌとऌ族のໞഓ（第23条） 

4ԃ. 委員会は、懸念をもって次のことに留意している。  

(a) ኁሓӡ༌ԁԁӺඞӢの精神障害をጱのඞଉとする௭ᇠਊ࿊。 

(b) 障害のある子֨もをऌ໖からࢂきጱし、障害をጫዡに特࿊の生活ৄ੩に೭ዴすること。  

5Ӻ. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 精神障害をጱの条ଉとする民法第ԁԁӺ条第1ஶ第Ӿなど、障害者にする௭別的な規定を

すること。 

(b) 障害のあるどものऌ族生活のଚ利を認め、障害のあるැを含む障害のあるどものැにし、

障害を理ዡにऌ族が分ጱすることをሻ֏ために、そのጊࡱ႞の行においてວৼऴႚ及びイ

ンクルーシブな支援を含む適切な援助を行い、ֽた、႕ැがฌᎭをすることができない合には、

地域社会の中でऌ的なৄ੩において༉のฌᎭを提供するためにあらゆるဖ力をすること。 

 （第2Ӿ条）ࡱੱ

51. 委員会は次のことを懸念している。  

(a) 障害のある子֨もの分ጱされた特ᇠੱࡱのໜ続。ॺにৰ֤֎ᅴअにׇり、障害のある子֨も、特

にཐ的または精神障害のある子֨もやׇりആཨ的な౫࣍をᅢጅとする子֨もにとって、ྫྷඛのৄ

੩でのੱࡱはアクセスしに֎いものになっており、ྫྷඛのॺにおる特ᇠ౫ࡱੱ࣍ク؞スのໜఓ

も၍様である。  

(b) 障害ಋを入ॺさ֚るമᅏがธっていないとのႡಡと֜のಈ実にׇるᆗྫྷॺへの入ॺᄵ。また

2Ӻ22Ⴉに出された特ᇠॺੇのಋၔ生ညがఓಐのᄖ分ࡒ上をᆗྫྷॺੇでथ֓さないׇうに

するとの་ྫྷ༥があること。  

(c) 障害のあるॺ生への合ጫ的ვፄの࿓が不十分である。  

(Դ) ྫྷඛੱࡱのੱ౧のਙട不໑とインクؠーシࡱੱ؋へのᄵ࿊的ဗ。 

(Ե) ろうಋへの手Ꭽସੱࡱ、盲ろうಋへのインクؠーシࡱੱ؋な֨、ྫྷඛのॺにおるצؚؔרー

シンՔ情報の༉Քᇸൃ手ཌや様ಠの欠如。 

(Զ) ་ॺ入ಀやॺथ࿘な֨、ஸ့ੱࡱにおる障害のあるॺ生の障壁にശする、ேの総合的政ప

の欠如。 

52. 委員会は、インクルーシブੱࡱのଚ利に関するࡴᄤ的見第Ӿ（2Ӻ1Ԁ年）およびಏ続ई能な開発ኬᅮ

Ӿ、ターקトӾ.ӿおよび指ᅮӾ（a）を想起し、締約国にし、次のことを強く要ษする。 
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42. 自立した生活と地域社会へのህๅに関するࡴᄤ的見第ӿ（2Ӻ1ԁ年）および༨施設化סイライン 

（2Ӻ22年）を参൴し、委員会は締約国に強く要ษする。

(a) 障害ಋを含む障害者の施設収ዴをするため、ያ్配分を、障害者のႚസ施設֊ら、障害者が

地域社会でのと့に自立して生活するための策と支援にවり向けることによって、໒

な措置をとること。  

(b) 精神ऎ病院にႚ院している障害者のすべてのケースを見直し、ኅৼのႚ院をやめ、イン؊מーム

 。むことࡱンセントを確保し、地域社会での必要な精神保ଌ支援とともに自立した生活をר・

(c) 障害者が居住地および地域社会のどこで༱とᇿらす֊を選༖する機会をಏ֠、グループؐームを

含む特定の生活に住むことを義務֤けられないようにし、障害者が自分の生活にして選༖

とרントآールを行使できるようにすること。 

(Դ) 障害者団体と協議の上、障害者の自ጳとরな社会的ህๅのଚ利のൡ認を含め、障害者が施設֊

らのとᇓ့な地域社会での自立生活に効果的にࡤ行することをኬ指す、ৼᆋきのኬᅮ基

準（ベンマーク）、的・技術的・ఖ政的資ଳをᄔう、法的Ꮂ組みおよび国ऌ๗ጸ、ならびにその

実施をဒၗ府ଡの義務とすることを開ౡすること。 

(Ե) 障害者が地域で自立して生活するための支援体制を強化すること。これには、あらゆる種類の集合

施設の॒にある自立した、アクセスई能でࡊअな住宅、個的な支援 (ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ)、

  。ービスへのアクセスなどが含ֽれるתー၏のያ్、地域ၾのー؛

(Զ) 地域社会における支援とתービスの支ଂ定の৻ໜのᅴअスキームを改定し、障害者の社会参加

とインクルージョンにとっての社会の障ᇝと必要な支援のᅴअを含む、障害者のଚؗデルに基

֤いたものにすること。 

個のࡤ動（第2Ӻ条） 

43. 委員会は、次のことを懸念している。  

(a) ሓጳ上の制ዃから、ྫྷઌՔྫྷॺな֨のኬ的で地ࡰ生活౫ת࣍ービスをጦዿすることはできない、ま

た、ྙಐጦዿすることもできないこと。 

(b) 特に་ဒ౦॒ࡒの地ࡰで、ಱのஸいࡤ動ᇸൃ৯ભ、ົམ、౫࣍機৯、障害者の生活౫࣍Քཀྵऴの

へのアクセスが不十分である。  

44. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) զ障害者の႘ඛ生活及び社会生活をຳ合的に支援するための法ጳէに基֤く制をし、すべて

の地域において障害者の自ዡな個的ࡤ動を確保すること。 

(b) ଵ地ೲ理の促進、政府・ฯ制上のᇸ助金の提供、ฯ金・関ฯのኘൊなど、必要なࡤ動支援機器・技術

がすべての障害者にとってࡊअであることを保証するためのဖ力を強化すること。 

ᅳଵと見の自ዡ、情報へのアクセス（第21条） 

45. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) 盲ろう者な֨、ׇり手୴い౫࣍をᅢጅとするをֿ、すָての障害者への情報࿓やצؚؔרー

シン౫࣍に欠ていること。 

(b) テレビ番組やת؋לכイトをֿ公情報おֲׇצؚؔרーシンへのアクセスをၜる上で障害者

がྞኜする障壁、おֲׇಛ治の६௭。 

(c) ႘の手Ꭽସが公ዿとしてሓጳでႡ׀られていないこと、手Ꭽସのੱࡱが行れていない

こと、生活のあらゆるኜで手Ꭽସྫྷዅが行れていないこと。 

46. 委員会は、締約国に勧告する。

(a) לכブתイト、テレビ、メディアなど、公に提供される情報のアクセシビリティを確保するため、あ

らゆるレベルで法的拘束力のある情報ྫྷම基準を策定する。 

● 80 ●



CPD/C/-P1/C2/1 

11

(b) ಌ、እう者用ྫྷዅ、手Ꭽସ、֊りやすい版、ᇓなସጃ、ࣿฤ解๊、ビデןಌቝ自動生ถ 

（ՊԺԴԵՃ ՈՆaՂՇcՆԺՄՈԺՃՂ）、ಌቝ、ॲ・ᇸ助・༉ؔרュケーション手ཌなど、アクセシブルなר

ؔュケーション様式の開発、促進、利用のためにഋ分な資金をআりဴてること。 

(c) ႘手Ꭽを国レベルの公用として法ጳで認め、生活のあらゆるኜで手Ꭽସへのアクセスとそ

の使用を促進し、ዛ能な手Ꭽସྫྷዅ者をોᎉし確実に利用できるようにすること。  

プライシーのଚ利（第22条） 

4ԁ. 委員会は、障害者に関する情報が、ኁਸֲ公的機関のתービス࿓者にׇって、の၍意も合ጫ的

なኬ的もな֎೭ആされるई能性があり、ؓインバーሓਸ଼ֲ情報ᇱ୦ሓをֿ৻ໜのሓጳにׇって、

障害者のᅃቹᇱಏਸֲ،؞イバシーᇱ୦が十分に॰ᇱされていないことを懸念している。 

4Ԃ. 委員会は締約国にし、障害者データ保୦に関する法ጳを強化し、データが、データඉ者の個的で自

ዡ౩によるイン؊מームר・ンセントֽたは法ጳで定められたそのの正ဴなᅋ௭別的に基֤き

ശ理されること、ነಘされた特定֊つ正ဴなኬ的のために収集され、そのኬ的とኇരするሑ法でശ理さ

れないこと、合法的で公正֊つ၅ነなሑ法でശ理され、データඉ者がዛ効な済をけるଚ利をዛす

ること、を保証することを勧告する。

ऌとऌ族のໞഓ（第23条） 

4ԃ. 委員会は、懸念をもって次のことに留意している。  

(a) ኁሓӡ༌ԁԁӺඞӢの精神障害をጱのඞଉとする௭ᇠਊ࿊。 

(b) 障害のある子֨もをऌ໖からࢂきጱし、障害をጫዡに特࿊の生活ৄ੩に೭ዴすること。  

5Ӻ. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 精神障害をጱの条ଉとする民法第ԁԁӺ条第1ஶ第Ӿなど、障害者にする௭別的な規定を

すること。 

(b) 障害のあるどものऌ族生活のଚ利を認め、障害のあるැを含む障害のあるどものැにし、

障害を理ዡにऌ族が分ጱすることをሻ֏ために、そのጊࡱ႞の行においてວৼऴႚ及びイ

ンクルーシブな支援を含む適切な援助を行い、ֽた、႕ැがฌᎭをすることができない合には、

地域社会の中でऌ的なৄ੩において༉のฌᎭを提供するためにあらゆるဖ力をすること。 

 （第2Ӿ条）ࡱੱ

51. 委員会は次のことを懸念している。  

(a) 障害のある子֨もの分ጱされた特ᇠੱࡱのໜ続。ॺにৰ֤֎ᅴअにׇり、障害のある子֨も、特

にཐ的または精神障害のある子֨もやׇりആཨ的な౫࣍をᅢጅとする子֨もにとって、ྫྷඛのৄ

੩でのੱࡱはアクセスしに֎いものになっており、ྫྷඛのॺにおる特ᇠ౫ࡱੱ࣍ク؞スのໜఓ

も၍様である。  

(b) 障害ಋを入ॺさ֚るമᅏがธっていないとのႡಡと֜のಈ実にׇるᆗྫྷॺへの入ॺᄵ。また

2Ӻ22Ⴉに出された特ᇠॺੇのಋၔ生ညがఓಐのᄖ分ࡒ上をᆗྫྷॺੇでथ֓さないׇうに

するとの་ྫྷ༥があること。  

(c) 障害のあるॺ生への合ጫ的ვፄの࿓が不十分である。  

(Դ) ྫྷඛੱࡱのੱ౧のਙട不໑とインクؠーシࡱੱ؋へのᄵ࿊的ဗ。 

(Ե) ろうಋへの手Ꭽସੱࡱ、盲ろうಋへのインクؠーシࡱੱ؋な֨、ྫྷඛのॺにおるצؚؔרー

シンՔ情報の༉Քᇸൃ手ཌや様ಠの欠如。 

(Զ) ་ॺ入ಀやॺथ࿘な֨、ஸ့ੱࡱにおる障害のあるॺ生の障壁にശする、ேの総合的政ప

の欠如。 

52. 委員会は、インクルーシブੱࡱのଚ利に関するࡴᄤ的見第Ӿ（2Ӻ1Ԁ年）およびಏ続ई能な開発ኬᅮ

Ӿ、ターקトӾ.ӿおよび指ᅮӾ（a）を想起し、締約国にし、次のことを強く要ษする。 
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42. 自立した生活と地域社会へのህๅに関するࡴᄤ的見第ӿ（2Ӻ1ԁ年）および༨施設化סイライン 

（2Ӻ22年）を参൴し、委員会は締約国に強く要ษする。

(a) 障害ಋを含む障害者の施設収ዴをするため、ያ్配分を、障害者のႚസ施設֊ら、障害者が

地域社会でのと့に自立して生活するための策と支援にවり向けることによって、໒

な措置をとること。  

(b) 精神ऎ病院にႚ院している障害者のすべてのケースを見直し、ኅৼのႚ院をやめ、イン؊מーム

 。むことࡱンセントを確保し、地域社会での必要な精神保ଌ支援とともに自立した生活をר・

(c) 障害者が居住地および地域社会のどこで༱とᇿらす֊を選༖する機会をಏ֠、グループؐームを

含む特定の生活に住むことを義務֤けられないようにし、障害者が自分の生活にして選༖

とרントآールを行使できるようにすること。 

(Դ) 障害者団体と協議の上、障害者の自ጳとরな社会的ህๅのଚ利のൡ認を含め、障害者が施設֊

らのとᇓ့な地域社会での自立生活に効果的にࡤ行することをኬ指す、ৼᆋきのኬᅮ基

準（ベンマーク）、的・技術的・ఖ政的資ଳをᄔう、法的Ꮂ組みおよび国ऌ๗ጸ、ならびにその

実施をဒၗ府ଡの義務とすることを開ౡすること。 

(Ե) 障害者が地域で自立して生活するための支援体制を強化すること。これには、あらゆる種類の集合

施設の॒にある自立した、アクセスई能でࡊअな住宅、個的な支援 (ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ)、

  。ービスへのアクセスなどが含ֽれるתー၏のያ్、地域ၾのー؛

(Զ) 地域社会における支援とתービスの支ଂ定の৻ໜのᅴअスキームを改定し、障害者の社会参加

とインクルージョンにとっての社会の障ᇝと必要な支援のᅴअを含む、障害者のଚؗデルに基

֤いたものにすること。 

個のࡤ動（第2Ӻ条） 

43. 委員会は、次のことを懸念している。  

(a) ሓጳ上の制ዃから、ྫྷઌՔྫྷॺな֨のኬ的で地ࡰ生活౫ת࣍ービスをጦዿすることはできない、ま

た、ྙಐጦዿすることもできないこと。 

(b) 特に་ဒ౦॒ࡒの地ࡰで、ಱのஸいࡤ動ᇸൃ৯ભ、ົམ、౫࣍機৯、障害者の生活౫࣍Քཀྵऴの

へのアクセスが不十分である。  

44. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) զ障害者の႘ඛ生活及び社会生活をຳ合的に支援するための法ጳէに基֤く制をし、すべて

の地域において障害者の自ዡな個的ࡤ動を確保すること。 

(b) ଵ地ೲ理の促進、政府・ฯ制上のᇸ助金の提供、ฯ金・関ฯのኘൊなど、必要なࡤ動支援機器・技術

がすべての障害者にとってࡊअであることを保証するためのဖ力を強化すること。 

ᅳଵと見の自ዡ、情報へのアクセス（第21条） 

45. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) 盲ろう者な֨、ׇり手୴い౫࣍をᅢጅとするをֿ、すָての障害者への情報࿓やצؚؔרー

シン౫࣍に欠ていること。 

(b) テレビ番組やת؋לכイトをֿ公情報おֲׇצؚؔרーシンへのアクセスをၜる上で障害者

がྞኜする障壁、おֲׇಛ治の६௭。 

(c) ႘の手Ꭽସが公ዿとしてሓጳでႡ׀られていないこと、手Ꭽସのੱࡱが行れていない

こと、生活のあらゆるኜで手Ꭽସྫྷዅが行れていないこと。 

46. 委員会は、締約国に勧告する。

(a) לכブתイト、テレビ、メディアなど、公に提供される情報のアクセシビリティを確保するため、あ

らゆるレベルで法的拘束力のある情報ྫྷම基準を策定する。 
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ビリテーションとリビリテーション（第2Ԁ条） 

55. 委員会は懸念をもって次のことに留意している。 

(a) ህউ的か֣分野ࣧཉ的なビリテーシンとリビリテーシンתービスが不໑していること。特に

子֨もへの౫࣍と་ဒ౦॒ࡒの地ࡰ。 

(b) ビリテーシンやリビリテーシンՔ،ؕ؞ץآにおるॺؗデؠのഓ౽、障害の፬や性ᇠ、

地ࡰにׇる౫࣍の६௭。  

56. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) ህউ的֊つᆪࣧཉ的なビリテーションおよびリビリテーションתービス、プآグラムおよび

機器へのアクセスを、ᄸらの地域社会ၾ、および締約国のすべての地域で確保するための措置を

ం用すること。 

(b) 障害のଚؗデルをண慮した上で、ビリテーションとリビリテーションのシステムを४་し、す

べての障害者が個々のーׯに基֤いてこれらのתービスを利用できるようにすること。  

᎕။と用（第2ԁ条） 

5ԁ. 委員会は次のことを懸念している。  

(a) 障害者、特にཐ的障害者、精神障害者が、ᇱ୦ఢ所やዿ関連のᆵתービスにॸጱされ、࿃ྡྷ

ઞで、्かれた᎕။౦へのࡤ行の機会が制限されていること。 

(b) 障害者がྞኜするዿの障壁。アクセスしに֎いධ、ኁຖሑにおる不十分な౫࣍と଼ᇠ的ვ

ፄ、限られたࡤ動౫࣍、障害者の能に֣いてዿ者に࿓される情報の不໑な֨がまれる。 

(c) 障害者ዿ້ුሓにਊ࿊された障害者ዿጴ制ဗに関する地ሑಛ治ਸֲኁ৫におる६

௭、ਸֲ֜の実施を॰ᇱするた׀の၅ነで୲果的な౽の組־の欠如。 

(Դ) ධでׇりആཨ的な౫࣍をᅢጅとするのた׀のි的ऴ୦ (ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ)תービ

スのጦዿに関する制限。 

5Ԃ. 委員会は、ಏ続ई能な開発ኬᅮのターקト Ԃ.ӿ に࣎って、締約国に次のことを勧告する。

(a) 障害者が、保୦されたఢや用関連のᆵתービス֊ら、民間および公的ᆪにおける開֊

れた᎕။౦へࡤ行し、インクルーシブな᎕။ৄ੩の中で、၍့のअཏのಈにして၍့の報

അをけられるよう、そのࡤ行を加໒さ֚るဖ力を強化すること。 

(b) 職のଔཝৄ੩が障害者にとって利用しやすく、適合していることを確保し、あらゆるレベルの

用者に、個別支援と合理的配慮をໞഓし、適用するためのଞೲを提供すること。 

(c) 公共・民間ᆪにおいて、障害者、特にཐ的障害者、精神障害者及び障害のある女性の用をൕ፱

・確保するためのูઇ的६௭ฏ正措置及びൕ፱策を強化し、その適切な実施を確保するための効

果的な౽機構を確立すること。 

(Դ) 職でより集中的な支援を必要とするへの個的支援 (ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ)の利用を制

する法的規定をする。  

ະဴな生活水準と社会的保障（第2Ԃ条） 

5ԃ. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) 障害者ਸֲ֜のऌ໖が十分な生活෯മを॰ᇱできるׇう、障害関連ᅉዿをᆟ༶するᆋをֿೂ

会的ᇱ障制ဗが不十分であること。 

(b) 障害Ⴉઞはேኁのᇓઍ所ၜとᄾॵしてེし֎࿃いこと。 

(c) ኁおֲׇ公ഉ༔にዿされるアクセシビリティৰമに関するුྜྷは限࿊的。 

6Ӻ. 条約第2Ԃ条とಏ続ई能な開発ኬᅮのターקト1.3との関連をண慮し、委員会は締約国に、次のことを

勧告する。
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Ӿ（a）はターקトであり、指ᅮであれ֯Ӿ.a.1である。ど֠らもഓ要でど֠らでもታはྫྷ֗る。

(a) ੱࡱに関する国の政策、法ጳ、行政措置の中で、分ጱされた特別なੱࡱをやめるために、障害のあ

るどものインクルーシブੱࡱをけるଚ利を認めること。ֽた、ಱのஸいインクルーシブੱࡱに

関する国ऌ行動計बをం༖し、そこに特定のኬᅮ、ಐ間Ꮂ、ഋ分なያ్を含め、すべての障害のあ

る生ညが、あらゆるレベルのੱࡱにおいて、合理的配慮と必要とする個別の支援をけられるよ

うにすること。 

(b) すべての障害ಋのᆗྫྷॺへのྫྷॺを保障し、ᆗྫྷॺが障害ಋのᆗྫྷॺをᄵすることを

さないզᆊᄵ（ՂՃՂӷՆԵԻԵcՈԺՃՂ）է条ஶとሑを֠出し、特ॺੇ関連の་告ಘをषする

こと。 

ここでのᆗྫྷॺはあきら֊にႚॺのりと౩れる。 

(c) 障害のあるすべてのどもに、個々のੱࡱ的要ਿをተたし、インクルーシブੱࡱを確保するための

合理的配慮を保証する。 

(Դ) インクルーシブੱࡱについて、ྫྷඛੱࡱのੱ員およびੱ員॒ࡒのੱࡱ関者のଞೲを確実に行い、

障害のଚؗデルについての認ಡをஸめること。 

(Ե) ಌ、֊りやすい版、うಋの手Ꭽସੱࡱ、インクルーシブなੱৄࡱ੩におけるう文化の促

進、እうಋのインクルーシブੱࡱへのアクセスなど、ྫྷඛのੱৄࡱ੩におけるᇸ助的・༉的ר

ؔュケーション様式およびሑ法の使用を保証すること。 

(Զ) ་ॺႚಀやॺथ࿘など、ஸ့ੱࡱにおける障害のあるॺ生の障ᇝにࣤする、国的なຳ合的

政策を策定する。 

ଌஅ（第2ӿ条） 

53. 委員会は、次のことを懸念をもって留意している。  

(a) 障害者、特に女性障害者、精神またはཐ的障害者が、ᇱଌፑתービスをጦዿするにྞኜする障

壁ӡアクセスしに֎いᇱଌፑ施設や情報、合ጫ的ვፄの欠如、ᇱଌᆪの๔ධの障害者にす

るᇤଣな֨Ӣ。 

(b) 精神ᇱଌਸֲ精神障害者ᆵに関するሓጳにਊ࿊されているׇうに、精神科ፑがࡴᄤፑから

ॸጱされており、地ࡰቹཧのଌஅתービスや౫࣍が十分に࿓されていないこと。 

(c) すָての障害者、特に女性と൛女にして、ಱのஸい、Ⴉ፼に応じた性と生තに関するᇱଌתービ

スおֲׇ性ੱࡱへのアクセスを者と၍့に॰ᇱするた׀のຂམが限られていること。 

(Դ) ׇりആཨ的な౫࣍がᅢጅな障害者へのፑᅉൃถが不十分であること。 

54. 条約第2ӿ条とಏ続ई能な開発ኬᅮのターקト3.ԁ及び3.Ԃとの関連性をண慮しつつ、委員会は締約国

に次のことを勧告する。

(a) 公共および民間のፑ提供者によるアクセシビリティ基準の実施と合理的配慮の提供を確保するこ

とを含め、すべての障害者のためにಱのஸい、ジלンーに配慮したፑתービスを確保すること。 

(b) 保ଌתービスに関して、ಌ、手Ꭽସ、֊りやすい版など、障害者にアクセシブルな様式で情

報が提供されることを保証すること。 

(c) ፑഌಈ者のጊถ・ଞೲに障害のଚؗデルを組みႚれ、すべての障害者があらゆるፑおよび॒

ऎ的治ፑにして自ዡ౨に基֤くイン؊מームר・ンセントのଚ利をもつことを強ྔすること。 

(Դ) 精神障害者の組දとગቹに協議しながら、強制のない地域ベースの精神保ଌ支援を開発し、精神

保ଌፑをࡴᄤፑ֊ら分ጱする制度を解体するために必要な立法措置および政策措置をం用

すること。  

(Ե) ಱのஸい、年齢にࣤ֗た性と生තに関する保ଌתービスおよびຳ合的なセクシュアリティੱࡱが、

すべての障害者、特に障害のある女性と൛女をህ含し、アクセシブルであることを確認すること。 

(Զ) のᆟ༶能力にࣤ֗たፑ費助ถの組みを確立し、より手୴い支援を要するを含むすべて

の障害者に४་すること。 
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ビリテーションとリビリテーション（第2Ԁ条） 

55. 委員会は懸念をもって次のことに留意している。 

(a) ህউ的か֣分野ࣧཉ的なビリテーシンとリビリテーシンתービスが不໑していること。特に

子֨もへの౫࣍と་ဒ౦॒ࡒの地ࡰ。 

(b) ビリテーシンやリビリテーシンՔ،ؕ؞ץآにおるॺؗデؠのഓ౽、障害の፬や性ᇠ、

地ࡰにׇる౫࣍の६௭。  

56. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) ህউ的֊つᆪࣧཉ的なビリテーションおよびリビリテーションתービス、プآグラムおよび

機器へのアクセスを、ᄸらの地域社会ၾ、および締約国のすべての地域で確保するための措置を

ం用すること。 

(b) 障害のଚؗデルをண慮した上で、ビリテーションとリビリテーションのシステムを४་し、す

べての障害者が個々のーׯに基֤いてこれらのתービスを利用できるようにすること。  

᎕။と用（第2ԁ条） 

5ԁ. 委員会は次のことを懸念している。  

(a) 障害者、特にཐ的障害者、精神障害者が、ᇱ୦ఢ所やዿ関連のᆵתービスにॸጱされ、࿃ྡྷ

ઞで、्かれた᎕။౦へのࡤ行の機会が制限されていること。 

(b) 障害者がྞኜするዿの障壁。アクセスしに֎いධ、ኁຖሑにおる不十分な౫࣍と଼ᇠ的ვ

ፄ、限られたࡤ動౫࣍、障害者の能に֣いてዿ者に࿓される情報の不໑な֨がまれる。 

(c) 障害者ዿ້ුሓにਊ࿊された障害者ዿጴ制ဗに関する地ሑಛ治ਸֲኁ৫におる६

௭、ਸֲ֜の実施を॰ᇱするた׀の၅ነで୲果的な౽の組־の欠如。 

(Դ) ධでׇりആཨ的な౫࣍をᅢጅとするのた׀のි的ऴ୦ (ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ)תービ

スのጦዿに関する制限。 

5Ԃ. 委員会は、ಏ続ई能な開発ኬᅮのターקト Ԃ.ӿ に࣎って、締約国に次のことを勧告する。

(a) 障害者が、保୦されたఢや用関連のᆵתービス֊ら、民間および公的ᆪにおける開֊

れた᎕။౦へࡤ行し、インクルーシブな᎕။ৄ੩の中で、၍့のअཏのಈにして၍့の報

അをけられるよう、そのࡤ行を加໒さ֚るဖ力を強化すること。 

(b) 職のଔཝৄ੩が障害者にとって利用しやすく、適合していることを確保し、あらゆるレベルの

用者に、個別支援と合理的配慮をໞഓし、適用するためのଞೲを提供すること。 

(c) 公共・民間ᆪにおいて、障害者、特にཐ的障害者、精神障害者及び障害のある女性の用をൕ፱

・確保するためのูઇ的६௭ฏ正措置及びൕ፱策を強化し、その適切な実施を確保するための効

果的な౽機構を確立すること。 

(Դ) 職でより集中的な支援を必要とするへの個的支援 (ՄԵՆՇՃՂaՀ aՇՇԺՇՈaՂcԵ)の利用を制

する法的規定をする。  

ະဴな生活水準と社会的保障（第2Ԃ条） 

5ԃ. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) 障害者ਸֲ֜のऌ໖が十分な生活෯മを॰ᇱできるׇう、障害関連ᅉዿをᆟ༶するᆋをֿೂ

会的ᇱ障制ဗが不十分であること。 

(b) 障害Ⴉઞはேኁのᇓઍ所ၜとᄾॵしてེし֎࿃いこと。 

(c) ኁおֲׇ公ഉ༔にዿされるアクセシビリティৰമに関するුྜྷは限࿊的。 

6Ӻ. 条約第2Ԃ条とಏ続ई能な開発ኬᅮのターקト1.3との関連をண慮し、委員会は締約国に、次のことを

勧告する。
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Ӿ（a）はターקトであり、指ᅮであれ֯Ӿ.a.1である。ど֠らもഓ要でど֠らでもታはྫྷ֗る。

(a) ੱࡱに関する国の政策、法ጳ、行政措置の中で、分ጱされた特別なੱࡱをやめるために、障害のあ

るどものインクルーシブੱࡱをけるଚ利を認めること。ֽた、ಱのஸいインクルーシブੱࡱに

関する国ऌ行動計बをం༖し、そこに特定のኬᅮ、ಐ間Ꮂ、ഋ分なያ్を含め、すべての障害のあ

る生ညが、あらゆるレベルのੱࡱにおいて、合理的配慮と必要とする個別の支援をけられるよ

うにすること。 

(b) すべての障害ಋのᆗྫྷॺへのྫྷॺを保障し、ᆗྫྷॺが障害ಋのᆗྫྷॺをᄵすることを

さないզᆊᄵ（ՂՃՂӷՆԵԻԵcՈԺՃՂ）է条ஶとሑを֠出し、特ॺੇ関連の་告ಘをषする

こと。 

ここでのᆗྫྷॺはあきら֊にႚॺのりと౩れる。 

(c) 障害のあるすべてのどもに、個々のੱࡱ的要ਿをተたし、インクルーシブੱࡱを確保するための

合理的配慮を保証する。 

(Դ) インクルーシブੱࡱについて、ྫྷඛੱࡱのੱ員およびੱ員॒ࡒのੱࡱ関者のଞೲを確実に行い、

障害のଚؗデルについての認ಡをஸめること。 

(Ե) ಌ、֊りやすい版、うಋの手Ꭽସੱࡱ、インクルーシブなੱৄࡱ੩におけるう文化の促

進、እうಋのインクルーシブੱࡱへのアクセスなど、ྫྷඛのੱৄࡱ੩におけるᇸ助的・༉的ר

ؔュケーション様式およびሑ法の使用を保証すること。 

(Զ) ་ॺႚಀやॺथ࿘など、ஸ့ੱࡱにおける障害のあるॺ生の障ᇝにࣤする、国的なຳ合的

政策を策定する。 

ଌஅ（第2ӿ条） 

53. 委員会は、次のことを懸念をもって留意している。  

(a) 障害者、特に女性障害者、精神またはཐ的障害者が、ᇱଌፑתービスをጦዿするにྞኜする障

壁ӡアクセスしに֎いᇱଌፑ施設や情報、合ጫ的ვፄの欠如、ᇱଌᆪの๔ධの障害者にす

るᇤଣな֨Ӣ。 

(b) 精神ᇱଌਸֲ精神障害者ᆵに関するሓጳにਊ࿊されているׇうに、精神科ፑがࡴᄤፑから

ॸጱされており、地ࡰቹཧのଌஅתービスや౫࣍が十分に࿓されていないこと。 

(c) すָての障害者、特に女性と൛女にして、ಱのஸい、Ⴉ፼に応じた性と生තに関するᇱଌתービ

スおֲׇ性ੱࡱへのアクセスを者と၍့に॰ᇱするた׀のຂམが限られていること。 

(Դ) ׇりആཨ的な౫࣍がᅢጅな障害者へのፑᅉൃถが不十分であること。 

54. 条約第2ӿ条とಏ続ई能な開発ኬᅮのターקト3.ԁ及び3.Ԃとの関連性をண慮しつつ、委員会は締約国

に次のことを勧告する。

(a) 公共および民間のፑ提供者によるアクセシビリティ基準の実施と合理的配慮の提供を確保するこ

とを含め、すべての障害者のためにಱのஸい、ジלンーに配慮したፑתービスを確保すること。 

(b) 保ଌתービスに関して、ಌ、手Ꭽସ、֊りやすい版など、障害者にアクセシブルな様式で情

報が提供されることを保証すること。 

(c) ፑഌಈ者のጊถ・ଞೲに障害のଚؗデルを組みႚれ、すべての障害者があらゆるፑおよび॒

ऎ的治ፑにして自ዡ౨に基֤くイン؊מームר・ンセントのଚ利をもつことを強ྔすること。 

(Դ) 精神障害者の組දとગቹに協議しながら、強制のない地域ベースの精神保ଌ支援を開発し、精神

保ଌፑをࡴᄤፑ֊ら分ጱする制度を解体するために必要な立法措置および政策措置をం用

すること。  

(Ե) ಱのஸい、年齢にࣤ֗た性と生තに関する保ଌתービスおよびຳ合的なセクシュアリティੱࡱが、

すべての障害者、特に障害のある女性と൛女をህ含し、アクセシブルであることを確認すること。 

(Զ) のᆟ༶能力にࣤ֗たፑ費助ถの組みを確立し、より手୴い支援を要するを含むすべて

の障害者に४་すること。 
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国協力（第32条） 

6ԁ. 委員会は、႘ே機ஓӡԕԔԍԋӢのզ障害と्ᄇに関するテーؓᇠסイ؞インէӡ2Ӻ15ႩӢに留意し

ているが、ேಈにおる障害のጺ化が十分にዿされておら֙、障害のଚؗデؠのもと、

障害者ཆとのቹไな議にׇって関連๗ጸや،ؕ؞ץآがప࿊されていないことを懸念している。  

6Ԃ. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 障害者団体とのગቹな協議とそのูઇ的な関ይのもと、あらゆるレベルにおけるզಏ続ई能な開

発のための2Ӻ3Ӻアジלンէの実施と౽において、障害者のଚ利をጺ化すること。 

(b) զアジアᇓዼ障害者のഋ年է（2Ӻ13ӷ2Ӻ22）及びզアジアᇓዼ障害者のըଚ利を実ଵするթため

のෘ๖๗ጸէの実施に向けた協力を強化すること。 

国ၾでの実施と౽（第33条） 

6ԃ. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) ࿙ዃேには、؆リମ໋に࣎ったேၾଚ機関がໜఓしないこと。 

(bӢ ඞዃの౽機ஓとして設མされた障害者政ప委員会は、ၾॷᆒにあり、֜のᄧࡗは限࿊されており、

委員ஓถでの障害の多様性やלンーバ؞ンスのᄗࢭは不十分であること。 

ԁӺ. 委員会は、締約国が、委員会のզၤ立した౽のᎲ組みおよび委員会のఢへのその参加に関するסイ

ラインէをண慮し、パリମ໋をরにളして、ଚの保୦に関するᆳஃい႞務とഋ分な的、技術的お

よびఖ政的資ଳを備ևた国ၾଚ機関を設立すること、そしてそのᎲ組みの中で、障害者政策委員会の

公的な能力を強化し、条約の実施を౽するために、そのၤ立性、委員構ถに障害の様性およびジל

ンーランスを保証することを勧告する。  

Ԕԥ.؊آמーアプ 

情報のᆗ及 

ԁ1. 委員会は、ຳউസ見に含ֽれるすべての勧告のഓ要性を強ྔする。取るべきગ਼の措置に関して、委

員会は、自立した生活と地域社会に含ֽれることに関するӾ2ஶとインクルーシブੱࡱに関するӿ2ஶの

勧告に締約国のをভ起したいと౩う。  

ԁ2. 委員会は、締約国にし、ຳউസ見に含ֽれる勧告を実施するよう要ษする。委員会は、締約国にし、

政府および国会のメンー、関連൶ྃの職員、地ሑ自治体、ੱ・ࡱፑ・法ጳ๔職などの関連๔職グ

ループのメンー、ならびにメディアに、ଵ༉的な社会ؔרュケーション๗ጸを用いて、ଙ၀および行

動のためにຳউസ見を༥するよう勧告する。

ԁ3. 委員会は、締約国にし、定ৼ報告のఢถに౦民社会団体、特に障害者団体を関ይさ֚ることを強くൕ፱

する。

ԁ4. 委員会は、締約国にし、ຳউസ見を、ԝԑO及び障害者団体、障害者及びそのऌ族を含め、手Ꭽ

ସを含む国及び൛ସで、֊りやすい版を含む利用しやすい式で、ஃくᆗ及さ֚、政府の

ଚに関するלכブתイト上で利用できるようにすることを要ษする。 

次षの定ৼ報告 

ԁ5. 委員会は、締約国にし、2Ӻ2Ԃ年2ଈ2Ӻ႘ֽでに第2、第3および第Ӿの定ৼ報告を合֚て提出し、

そこにຳউസ見でなされた勧告の実施に関する情報を含めるよう要ษする。委員会はֽた、締約国に

し、委員会のጸ化された報告手続きのऀで上の報告を提出することをଙ၀するよう要ษする。こ

の手続きでは、締約国の報告ৼの൛なくとも1年に委員会がಈಱ問ಈஶをఢถする。これにす

る締約国のषးは、その報告となる。
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(a) 障害者に適切な生活水準を保証し、特に集中的な支援を必要とする障害者の障害関連追加費用

を賄うために、社会的保障の制度を強化すること。 

(b) 障害者団体と協議の上、障害年金の額に関する規定を見直すこと。 

(c) 民間および公共住宅に適用される法的拘束力のあるアクセシビリティ基準を確立し、その実施を

保証すること。 

政治的および公的な活動への参加（第29条） 

61. 委員会は、懸念をもって次のことに留意している。  

(a) 障害者の多様性に応じた、投票手続き、施設、資料へのアクセシビリテイが制限されており、また選

挙関連情報が不十分であること。  

(b) 特に障害のある女性にとって、政治生活や行政に参加し、議員となり、公的な機能を果たす上での障

壁。 

62. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 公職選挙法を改正し、選挙放送やキャンペーンなどの選挙関連情報の配慮とともに、投票手続き、

施設、資料が、すべての障害者にとって適切でアクセスしやすく、理解しやすく使いやすいものに

すること。  

(b) 障害者、特に障害のある女性の政治生活および行政への参加が促進され、支援機器や新しい技術

の使用を促進し、パーソナル・アシスタンス（個別の支援）を提供することによって、あらゆるレベ

ルの政府で効果的に役職に就き、あらゆる公的機能を果たすことができるようにすること。  

文化的生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加（第３０条） 

63. 委員会は次のことを懸念している。  

(a) 観光地や娯楽施設のアクセシビリティが制限されていること。 

(b) テレビ番組、文化活動、電子出版物へのアクセスに障壁があること。 

(c) スポーツイベントへの参加に関する制限、特にろう者、難聴者、盲ろう者に関して。 

64. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。 

(a) 小規模のものも含め、観光地や娯楽施設でのアクセシビリティ確保に向けた取り組みを強化する

こと。 

(b) アクセシブルな様式によるテレビ番組や文化活動への参加を確保し、利用できるアクセシブルな出

版物を増やすためにマラケシュ条約実施の措置を強化すること。 

(c) 合理的配慮の提供を含む、すべての障害者のスポーツ活動へのアクセスを確保すること。 

C.特定の義務（第31〜33条） 

統計とデータ収集（第31条） 

65. 委員会は懸念をもって次のことに留意している。 

(a) 生活のあらゆる分野をカバーする、障害者に関する総合的な細分化されたデータベースの欠如。 

(b) 実施された調査から入所施設や精神科病院にいる障害者が漏れていること。 

66. 委員会は、障害者に関するワシントン・グループの短縮版設問集と経済協力開発機構（OECD）開発援助

委員会の障害者のインクルージョンとエンパワメントに関する政策マーカーを想起しつつ、締約国が生活

のあらゆる領域で、年齢、性別、機能障害の種類、必要とする支援の種類、性的指向と性自認、社会経済

状況、民族、居住地（居住施設と精神病院を含む）などの様々な要素によって細分化した障害者に関する

データ収集システムとデータベースを整備するよう勧告する。  
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国協力（第32条） 

6ԁ. 委員会は、႘ே機ஓӡԕԔԍԋӢのզ障害と्ᄇに関するテーؓᇠסイ؞インէӡ2Ӻ15ႩӢに留意し

ているが、ேಈにおる障害のጺ化が十分にዿされておら֙、障害のଚؗデؠのもと、

障害者ཆとのቹไな議にׇって関連๗ጸや،ؕ؞ץآがప࿊されていないことを懸念している。  

6Ԃ. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 障害者団体とのગቹな協議とそのูઇ的な関ይのもと、あらゆるレベルにおけるզಏ続ई能な開

発のための2Ӻ3Ӻアジלンէの実施と౽において、障害者のଚ利をጺ化すること。 

(b) զアジアᇓዼ障害者のഋ年է（2Ӻ13ӷ2Ӻ22）及びզアジアᇓዼ障害者のըଚ利を実ଵするթため

のෘ๖๗ጸէの実施に向けた協力を強化すること。 

国ၾでの実施と౽（第33条） 

6ԃ. 委員会は次のことを懸念している。 

(a) ࿙ዃேには、؆リମ໋に࣎ったேၾଚ機関がໜఓしないこと。 

(bӢ ඞዃの౽機ஓとして設མされた障害者政ప委員会は、ၾॷᆒにあり、֜のᄧࡗは限࿊されており、

委員ஓถでの障害の多様性やלンーバ؞ンスのᄗࢭは不十分であること。 

ԁӺ. 委員会は、締約国が、委員会のզၤ立した౽のᎲ組みおよび委員会のఢへのその参加に関するסイ

ラインէをண慮し、パリମ໋をরにളして、ଚの保୦に関するᆳஃい႞務とഋ分な的、技術的お

よびఖ政的資ଳを備ևた国ၾଚ機関を設立すること、そしてそのᎲ組みの中で、障害者政策委員会の

公的な能力を強化し、条約の実施を౽するために、そのၤ立性、委員構ถに障害の様性およびジל

ンーランスを保証することを勧告する。  

Ԕԥ.؊آמーアプ 

情報のᆗ及 

ԁ1. 委員会は、ຳউസ見に含ֽれるすべての勧告のഓ要性を強ྔする。取るべきગ਼の措置に関して、委

員会は、自立した生活と地域社会に含ֽれることに関するӾ2ஶとインクルーシブੱࡱに関するӿ2ஶの

勧告に締約国のをভ起したいと౩う。  

ԁ2. 委員会は、締約国にし、ຳউസ見に含ֽれる勧告を実施するよう要ษする。委員会は、締約国にし、

政府および国会のメンー、関連൶ྃの職員、地ሑ自治体、ੱ・ࡱፑ・法ጳ๔職などの関連๔職グ

ループのメンー、ならびにメディアに、ଵ༉的な社会ؔרュケーション๗ጸを用いて、ଙ၀および行

動のためにຳউസ見を༥するよう勧告する。

ԁ3. 委員会は、締約国にし、定ৼ報告のఢถに౦民社会団体、特に障害者団体を関ይさ֚ることを強くൕ፱

する。

ԁ4. 委員会は、締約国にし、ຳউസ見を、ԝԑO及び障害者団体、障害者及びそのऌ族を含め、手Ꭽ

ସを含む国及び൛ସで、֊りやすい版を含む利用しやすい式で、ஃくᆗ及さ֚、政府の

ଚに関するלכブתイト上で利用できるようにすることを要ษする。 

次षの定ৼ報告 

ԁ5. 委員会は、締約国にし、2Ӻ2Ԃ年2ଈ2Ӻ႘ֽでに第2、第3および第Ӿの定ৼ報告を合֚て提出し、

そこにຳউസ見でなされた勧告の実施に関する情報を含めるよう要ษする。委員会はֽた、締約国に

し、委員会のጸ化された報告手続きのऀで上の報告を提出することをଙ၀するよう要ษする。こ

の手続きでは、締約国の報告ৼの൛なくとも1年に委員会がಈಱ問ಈஶをఢถする。これにす

る締約国のषးは、その報告となる。
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(a) 障害者に適切な生活水準を保証し、特に集中的な支援を必要とする障害者の障害関連追加費用

を賄うために、社会的保障の制度を強化すること。 

(b) 障害者団体と協議の上、障害年金の額に関する規定を見直すこと。 

(c) 民間および公共住宅に適用される法的拘束力のあるアクセシビリティ基準を確立し、その実施を

保証すること。 

政治的および公的な活動への参加（第29条） 

61. 委員会は、懸念をもって次のことに留意している。  

(a) 障害者の多様性に応じた、投票手続き、施設、資料へのアクセシビリテイが制限されており、また選

挙関連情報が不十分であること。  

(b) 特に障害のある女性にとって、政治生活や行政に参加し、議員となり、公的な機能を果たす上での障

壁。 

62. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。

(a) 公職選挙法を改正し、選挙放送やキャンペーンなどの選挙関連情報の配慮とともに、投票手続き、

施設、資料が、すべての障害者にとって適切でアクセスしやすく、理解しやすく使いやすいものに

すること。  

(b) 障害者、特に障害のある女性の政治生活および行政への参加が促進され、支援機器や新しい技術

の使用を促進し、パーソナル・アシスタンス（個別の支援）を提供することによって、あらゆるレベ

ルの政府で効果的に役職に就き、あらゆる公的機能を果たすことができるようにすること。  

文化的生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加（第３０条） 

63. 委員会は次のことを懸念している。  

(a) 観光地や娯楽施設のアクセシビリティが制限されていること。 

(b) テレビ番組、文化活動、電子出版物へのアクセスに障壁があること。 

(c) スポーツイベントへの参加に関する制限、特にろう者、難聴者、盲ろう者に関して。 

64. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。 

(a) 小規模のものも含め、観光地や娯楽施設でのアクセシビリティ確保に向けた取り組みを強化する

こと。 

(b) アクセシブルな様式によるテレビ番組や文化活動への参加を確保し、利用できるアクセシブルな出

版物を増やすためにマラケシュ条約実施の措置を強化すること。 

(c) 合理的配慮の提供を含む、すべての障害者のスポーツ活動へのアクセスを確保すること。 

C.特定の義務（第31〜33条） 

統計とデータ収集（第31条） 

65. 委員会は懸念をもって次のことに留意している。 

(a) 生活のあらゆる分野をカバーする、障害者に関する総合的な細分化されたデータベースの欠如。 

(b) 実施された調査から入所施設や精神科病院にいる障害者が漏れていること。 

66. 委員会は、障害者に関するワシントン・グループの短縮版設問集と経済協力開発機構（OECD）開発援助

委員会の障害者のインクルージョンとエンパワメントに関する政策マーカーを想起しつつ、締約国が生活

のあらゆる領域で、年齢、性別、機能障害の種類、必要とする支援の種類、性的指向と性自認、社会経済

状況、民族、居住地（居住施設と精神病院を含む）などの様々な要素によって細分化した障害者に関する

データ収集システムとデータベースを整備するよう勧告する。  
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4. 障害者は、開かれた労働市場において、の者とᖹ➼に労働及び雇用の権利

を⋓ᚓし、行するための障壁に直面している。障害者は、㧗いኻ業率、ప㈤㔠、

不安定な雇用、పỈ準の雇用条件、職場⎔ቃのアクセシࣅリテのḞዴに直面し、

また正式に雇用されても⟶⌮職に௵される可能性がの者よりపい。こうした

障壁は、障害のある女性にとってより῝้なものになっている。障害者は、の

者にẚべてప㈤㔠である可能性が㧗く、非正規部門での雇用、⮬Ⴀ業、パートタ

イム雇用にᚑ事するなど、⬤ᙅな雇用にある可能性が㧗い3。データ及びそのの

証拠によると、これらの㐪いは、年齢、ジェンダー、性、民᪘、ᒃఫᆅなどの⌮

⏤で、特に障害者に影響を及ࡰしている。 

�. 経済と労働市場の状況の進化は、働く権利を確保するための新たな課題と機

会を生ࡳ出す。人工知能やデジタルワークへの移行を含む新技⾡は、新たな障壁

や差別のᙧែを生ࡳ出すࡔけでなく、労働への新たな㐨➽や新たな雇用ᙧែを提

౪する可能性がある。グリーン経済への移行や危機への対応などの経済的変革は、

人ࠎを取りṧす⬣ጾと同時に、インクルージョン（包摂）のための機会も生ࡳ出

す4。 

6. 障害者権利条約第 �� 条は、労働の権利の中に、┦に౫Ꮡし、かつ┦に

関連するいくつかの権利を組ࡳ込ࢇでいる。えば、第��条第1項（b）には、

の者とのᖹ➼を基♏として、公正かつ良ዲな労働条件および安全かつᗣ的なస

業条件、第��条第1項（c）には、の者とのᖹ➼を基♏とした労働及び労働組合

についての権利が含まれる�。ᮏ୍⯡的ព見の┠的は、第 �� 条の下での⥾約国の義

務について、同条にิᣲされた労働の権利に関する措置の┦౫Ꮡ性、および労

働及び雇用の権利と同条約のの条項との┦関係を考៖して、包ᣓ的にᴫ観す

ることである。 

,,. 障害の人権ࣔデル

�. 障害者権利ጤဨ会は、⥾約国の法律と政策が、障害者権利条約とそれらのࣔ

デルの非ᩚ合性にもかかわらࡎ、ឿၿまたは་Ꮫࣔデルを通じて障害に対する

ᖖ者優先義的アプローチをいまࡔにᫎしていることに୍㈏してᠱᛕを表明し

てきた6。これらࣔデルでは、障害者は権利の体および権利保ᣢ者としてㄆめら

れるどこࢁか、ᙼらの機能障害（impDirments）にࠕ㑏ඖࠖされている�。差別的ま

たは特␗なᢅいと障害者の排除が規範とࡳなされ、障害への་Ꮫᑟの無能力ア

プローチによって正当化される。このようなᖖ者優先義的アプローチは、⥾

約国がỌ⥆的な障壁、特に障害者がの者とᖹ➼に働くことができることをጉࡆ

る障害のᅛ定観ᛕやステグマを排除することをጉࡆるものである。 

8. 障害者権利条約を通じて障害者の権利を実現するために、⥾約国は、障害の

人権ࣔデルを適用するᚲせがある。障害者権利ጤဨ会は、ᖹ➼及び無差別に関す

る୍⯡的ព見第 6 ྕ（��18 年）において、障害の人権ࣔデルを♧しており、障害

は社会的ᵓᡂせ⣲であり、機能障害は人間の多様性とᑛཝの価್あるഃ面であり、

機能障害は人権のྰ定または制㝈の正当な根拠とされてはならないことがㄆ㆑さ

れている。障害は、アイデンテテをᵓᡂする多くの多ḟඖ的なᒙの୍つであ

り、法律や政策は障害者の多様性を考៖にධれなければならない。また、人権は

┦౫Ꮡ、┦関連、不可分であるとㄆ㆑されている。  

  
3 障害と開Ⓨに関する国連ሗ࿌᭩ࠕ ��18ࠖ(国連出∧、��19 年)1��-1�8 㡫. 
4 国㝿労働機関(,/O)、ࣅジࢿスと障害グローࣂル・ࢿットワークと ONC( ㈈団ࠕᮍ᮶の労働は障害者を包

摂するものにࠖ(��19 年 11 ᭶ �1 ᪥)参↷. 
� 第 �� 条第 1 項(b)及び(c)は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国㝿規約の┦に౫Ꮡする 3 つ

の条項、すなわࡕ第 6 条、第 � 条及び第 8 条に直᥋関連。経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ

会は、同規約の第 6 条及び第 � 条に関する୍⯡的ព見をⓎ表. 
6 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ �. 
� 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ 8.

障害者権利ጤဨ会

障害者の労働及び雇用の権利に関する୍⯡的ព見第 8 ྕ
（���� 年）

,. はじめに

1. ᮏ୍⯡的ព見の┠的は、障害者権利条約第 �� 条に明グされた労働及び雇用

の権利に関する⥾約国の義務を明確にすることである。同条約は、障害者の労働

及び雇用の権利に関するཎ則と基準を定め、⥾約国がᣢ⥆可能な開Ⓨ┠標

（6D*s）、特にターࢤット 8.� の下、��3� 年までに障害者を含むすべての⏨女の

ための全かつ生⏘的な雇用とデーセントワーク（ヂὀ：働き⏥ᩫのある人間

らしい仕事）、ならびに同୍労働同୍㈤㔠を㐩ᡂするための基♏を提౪するもの

である。 

�. 労働の権利は、の人権を実現するために不可Ḟな基ᮏ的権利であり、人間

のᑛཝと不可分かつᅛ有の部分をᙧᡂする。また、労働の権利は、ಶ人及びその

家᪘の生Ꮡにᐤ与し、労働が⮬⏤に㑅択ཪはᢎㅙされる㝈り、社会におけるಶ人

のⓎ㐩とᢎㄆにᐤ与する1。労働の権利は、いくつかの国㝿的及びᆅᇦ的な法的文

᭩でㄆめられている。経済的、社会的及び文化的権利に関する国㝿規約は、第6条

で୍⯡的なពでの労働の権利をᐉゝし、第�条で公正かつ良ዲな労働条件、特に

安全な労働条件をாཷするすべての者の権利をㄆめることにより、労働の権利の

ಶ人的ഃ面を明確にⓎᒎさせている。労働の権利の㞟団的ഃ面は第8条でᢅわれ、

労働組合を⤖ᡂし、⮬ら㑅択した労働組合に加ධするすべての人の権利と、労働

組合が⮬⏤に活動する権利を明グしている。障害者権利ጤဨ会は、この୍⯡的ព

見をసᡂするために、同ጤဨ会⮬㌟の法⌮に౫拠するとともに経済的、社会的及

び文化的権利ጤဨ会୪びにの人権条約機関の法⌮を参考にした。  

3. 有ព義な労働及び雇用は、人の経済的安定、㌟体的・⢭⚄的ᗣ、ಶ人的ᖾ

⚟、アイデンテテーのឤぬに不可Ḟである。しかし、障害者権利ጤဨ会は、

ᖖ者優先義（Dbleism、エイࣈリズム）とばれる価್観が、多くの障害者が

有ព義な労働及び雇用をᚓる機会に悪影響を及ࡰしていることをㄆ㆑している。

ᖖ者優先義とその影響は、ࠕ価್ある人生を㏦るためには、㌟体とᚰの特定

の型的な特性が不可Ḟであると考える価್観ࠖと表現されている。እ見、機能、

行動に関するཝ᱁な基準に基づき、ᖖ者優先義の考え方は、障害体験を、ⱞ

しࡳや不利┈につながる不ᖾとࡳなし、ᚲࡎ人間のを㍍ࢇじる�。障害者に対す

る社会的೫見、不ᖹ➼、差別につながるឿၿ的な་Ꮫࣔデルの基┙であるᖖ者

優先義は、えばࠕシェルタードワークショップ（sheltered ZorNshops）ࠖの

ような分離されたᑵ労などの法律、政策、実践をᨭえるもので、非公式な経済へ

の不ᮏពな参加をもたらす可能性がある。

  
      障害者権利ጤဨ会、第 �� 会ᮇ(���� 年 8 ᭶ 1� ᪥-9 ᭶ 9 ᪥)にて採択. 

1 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(���� 年)パラ 1. 
� 国連人権⌮事会、第 43 会ᮇ資ᩱ 41 パラ 9.
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4. 障害者は、開かれた労働市場において、の者とᖹ➼に労働及び雇用の権利

を⋓ᚓし、行するための障壁に直面している。障害者は、㧗いኻ業率、ప㈤㔠、

不安定な雇用、పỈ準の雇用条件、職場⎔ቃのアクセシࣅリテのḞዴに直面し、

また正式に雇用されても⟶⌮職に௵される可能性がの者よりపい。こうした

障壁は、障害のある女性にとってより῝้なものになっている。障害者は、の

者にẚべてప㈤㔠である可能性が㧗く、非正規部門での雇用、⮬Ⴀ業、パートタ

イム雇用にᚑ事するなど、⬤ᙅな雇用にある可能性が㧗い3。データ及びそのの

証拠によると、これらの㐪いは、年齢、ジェンダー、性、民᪘、ᒃఫᆅなどの⌮

⏤で、特に障害者に影響を及ࡰしている。 

�. 経済と労働市場の状況の進化は、働く権利を確保するための新たな課題と機

会を生ࡳ出す。人工知能やデジタルワークへの移行を含む新技⾡は、新たな障壁

や差別のᙧែを生ࡳ出すࡔけでなく、労働への新たな㐨➽や新たな雇用ᙧែを提

౪する可能性がある。グリーン経済への移行や危機への対応などの経済的変革は、

人ࠎを取りṧす⬣ጾと同時に、インクルージョン（包摂）のための機会も生ࡳ出

す4。 

6. 障害者権利条約第 �� 条は、労働の権利の中に、┦に౫Ꮡし、かつ┦に

関連するいくつかの権利を組ࡳ込ࢇでいる。えば、第��条第1項（b）には、

の者とのᖹ➼を基♏として、公正かつ良ዲな労働条件および安全かつᗣ的なస

業条件、第��条第1項（c）には、の者とのᖹ➼を基♏とした労働及び労働組合

についての権利が含まれる�。ᮏ୍⯡的ព見の┠的は、第 �� 条の下での⥾約国の義

務について、同条にิᣲされた労働の権利に関する措置の┦౫Ꮡ性、および労

働及び雇用の権利と同条約のの条項との┦関係を考៖して、包ᣓ的にᴫ観す

ることである。 

,,. 障害の人権ࣔデル

�. 障害者権利ጤဨ会は、⥾約国の法律と政策が、障害者権利条約とそれらのࣔ

デルの非ᩚ合性にもかかわらࡎ、ឿၿまたは་Ꮫࣔデルを通じて障害に対する

ᖖ者優先義的アプローチをいまࡔにᫎしていることに୍㈏してᠱᛕを表明し

てきた6。これらࣔデルでは、障害者は権利の体および権利保ᣢ者としてㄆめら

れるどこࢁか、ᙼらの機能障害（impDirments）にࠕ㑏ඖࠖされている�。差別的ま

たは特␗なᢅいと障害者の排除が規範とࡳなされ、障害への་Ꮫᑟの無能力ア

プローチによって正当化される。このようなᖖ者優先義的アプローチは、⥾

約国がỌ⥆的な障壁、特に障害者がの者とᖹ➼に働くことができることをጉࡆ

る障害のᅛ定観ᛕやステグマを排除することをጉࡆるものである。 

8. 障害者権利条約を通じて障害者の権利を実現するために、⥾約国は、障害の

人権ࣔデルを適用するᚲせがある。障害者権利ጤဨ会は、ᖹ➼及び無差別に関す

る୍⯡的ព見第 6 ྕ（��18 年）において、障害の人権ࣔデルを♧しており、障害

は社会的ᵓᡂせ⣲であり、機能障害は人間の多様性とᑛཝの価್あるഃ面であり、

機能障害は人権のྰ定または制㝈の正当な根拠とされてはならないことがㄆ㆑さ

れている。障害は、アイデンテテをᵓᡂする多くの多ḟඖ的なᒙの୍つであ

り、法律や政策は障害者の多様性を考៖にධれなければならない。また、人権は

┦౫Ꮡ、┦関連、不可分であるとㄆ㆑されている。  

  
3 障害と開Ⓨに関する国連ሗ࿌᭩ࠕ ��18ࠖ(国連出∧、��19 年)1��-1�8 㡫. 
4 国㝿労働機関(,/O)、ࣅジࢿスと障害グローࣂル・ࢿットワークと ONC( ㈈団ࠕᮍ᮶の労働は障害者を包

摂するものにࠖ(��19 年 11 ᭶ �1 ᪥)参↷. 
� 第 �� 条第 1 項(b)及び(c)は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国㝿規約の┦に౫Ꮡする 3 つ

の条項、すなわࡕ第 6 条、第 � 条及び第 8 条に直᥋関連。経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ

会は、同規約の第 6 条及び第 � 条に関する୍⯡的ព見をⓎ表. 
6 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ �. 
� 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ 8.
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優先義は、えばࠕシェルタードワークショップ（sheltered ZorNshops）ࠖの

ような分離されたᑵ労などの法律、政策、実践をᨭえるもので、非公式な経済へ

の不ᮏពな参加をもたらす可能性がある。

  
      障害者権利ጤဨ会、第 �� 会ᮇ(���� 年 8 ᭶ 1� ᪥-9 ᭶ 9 ᪥)にて採択. 

1 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(���� 年)パラ 1. 
� 国連人権⌮事会、第 43 会ᮇ資ᩱ 41 パラ 9.
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 (D) 障害者は、開かれ、包摂的で、利用しやすい雇用から分離されている。  

 (b) その雇用は、障害者ができるとࡳなされる特定の活動を中ᚰにᵓᡂされて 

      いる。  

 (c) 障害に対する་Ꮫ的及びリハࣅリテーション的アプローチに↔点を当て、 

   強調している。  

 (d) 開かれた労働市場への移行が効果的に促進されていない。  

 (e) 障害者は、同୍価್の労働について同୍ሗ㓘をཷけ取っていない。  

 (f) 障害者は、の者とのᖹ➼を基♏としてሗ㓘をᚓていない。 

 (g) 障害者は通ᖖ、正規の雇用ዎ約を⤖ࢇでいないため、社会保障制ᗘの適用 

   をཷけていない。 

1�. シェルタードワークショップなど障害者を分離した雇用は、開かれ、包摂さ

れた労働市場において、障害者が⮬⏤に㑅択し、ཪはᢎㅙして行われる雇用によ

ってのࡳ㐩ᡂされる労働する権利の進的実現の措置として考៖されるべきでは

ない。共同ᡤ有され民的に⟶⌮されているものを含め、障害者によって㐠Ⴀさ

れᑟされている雇用事業は、の者とᖹ➼に公正かつ良ዲな労働条件を提౪す

る場合、分離された雇用と見なしてはならない。  

%. 障害に基づく差別の⚗止（第 �� 条第 1 項（D））

16. 無差別とᖹ➼は第 �� 条の中᰾的義務であり、業部門などの第୕者の行動

にまで及び11、ເ㞟、採用、雇用の⥅⥆、研ಟプログラム、ࣕ࢟リアアップ、さら

に仕事の᳨⣴や応ເ、㏥社を含む雇用ࢧイクル全体を通じて適用される。障害者

権利ጤဨ会は、障害者権利条約の観点から事実上のᖹ➼を㐩ᡂするために、⥾約

国は労働及び雇用に関連して障害を⌮⏤とする差別がないことを保証しなければ

ならないことをその法⌮ㄽにおいて指している1�。国㝿的な人権慣行では、差別

のなᙧែとして、ಶ別または同時に㉳こりうる、直᥋差別、間᥋差別、合⌮的

㓄៖のྰ定、ハラスメント及び関連差別をᣲࡆている。

1�. 直᥋差別は、障害者がその機能障害（impDirment）に関連するఱらかの⌮⏤

で不利にᢅわれる場合に㉳こりうる。として、公共部門の雇用者が、障害者が

仕事をすることができないという前提で、障害者の採用を考៖しないことである13。 

18. 間᥋差別とは、୍見中❧に見えるものの障害者にマイࢼスの影響を与える法

律、政策、慣行の適用を指す。障害者の状況を考៖していないために、障害者を

排除する⤖果、障害者が機会そのものをᚓることができない場合にⓎ生する。

えば、面᥋のために公共のᘓ≀にධる方法が階段しかない場合、㌴いすを用す

るೃ⿵者はᘓ≀にධることができないため、不ᖹ➼な❧場に置かれることになる14。

間᥋差別の⚗止には、ࣘニࣂーࢧルデࢨインを通じて、すべての状況にアクセシ

  。を確保する⥅⥆的な義務が含ពされているリテࣅ

19. 合⌮的㓄៖のྰ定は、ᚲせかつ適当な変更、調ᩚ及びᨭ（ᆒ⾮をኻしたཪ

は㐣ᗘの㈇ᢸを課さないもの）が実施されない場合に生じる。合⌮的㓄៖とは、

人権及び基ᮏ的⮬⏤をாཷし、ཪは行することを確保するためにᚲせな変更、

調ᩚ、ᨭのことである1�。えば、視ぬに障害のある公共部門の職ဨが、コンࣆ

ࣗータ画面上の文Ꮠを拡大するコンࣗࣆータ・プログラムなど、り当てられた

業務を㐙行するための適切な機ჾを提౪されない場合、合⌮的㓄៖をྰ定された

ことになる。そのの合⌮的㓄៖のとしては、障害者が利用しやすいሗのస

  
11 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �4 ྕ(��1� 年)パラ �. 
1� 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ 6�. 
13 同上、パラ 18(D).
14 同上、パラ 18(b). 
1� 同上、パラ 18(c). 
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,,,. 規範的内ᐜ

9. 労働の権利は基ᮏ的人権であり、人間のᑛཝのᮏ質的ᵓᡂせ⣲である。ୡ⏺

人権ᐉゝにおいては、第 �3 条で労働の権利がㄆめられている。経済的、社会的及

び文化的権利に関する国㝿規約の、市民的及び政的権利に関する国㝿規約第 8

条第1項、第�項及び第3項（D）、人✀差別᧔廃条約第�条（e）（i）及び（ii）

において、労働の権利が規定されている。女性差別᧔廃条約第 11 条、児童の権利

に関する条約第 3� 条、移ఫ労働者の権利条約第 �� 条、第 �6 条、第 4� 条、第 ��

条及び第 �4 条にも包含される。同様に、国連⥲会は、1969 年 1� ᭶ 11 ᪥の決議

��4�（;;,9）において、社会の進Ṍ及び開Ⓨに関するᐉゝ（第6条）において、労

働の権利をᐉゝした。 

1�. 1961 年のḢᕞ社会᠇❶（第 � 部、第 1条㹼第 1� 条）、1996 年のḢᕞ社会᠇

❶（ᨵゞ∧）（第 �部、第 1条㹼第 1�条）、アフリカ人権᠇❶（第 1�条）、経済

的、社会的及び文化的分野における⡿ᕞ人権条約の㏣加議定᭩（第6条㹼第8条）

などのᆅᇦ文᭩が労働の権利を規定し、労働の権利のᑛ㔜が⥾約国に全雇用の

実現を┠指す措置をとる義務を課すというཎ則を確ㄆしている。  

11. 国㝿労働機関（,/O）は、労働における権利に関連する基ᮏ条約を定めてい

る8。対㇟となるのは、労働における基ᮏ的ཎ則及び権利とされており、⤖社の⮬

⏤及び団体΅権の効果的なᢎㄆ、あらࡺるᙧែの強制労働ཪは義務労働の᧔廃、

児童労働の効果的な廃止、୪びに雇用及び職業に関する差別の᧔廃が含まれる。 

$. の者とのᖹ➼を基♏とした労働の権利（障害者に対して開かれ、
障害者を包摂し、及び障害者にとって利用しやすい職場において生
計を❧てる機会を有する権利を含む）第 �� 条第 1 項

1�. 障害者権利条約第��条第1項に基づき、⥾約国は、障害者に対して開かれ、

障害者を包摂し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働⎔ቃにおい

て、障害者が⮬⏤に㑅択し、ཪはᢎㅙする労働によって生計を❧てる機会を有す

る権利を含め、の者とのᖹ➼を基♏とした障害者の労働の権利をㄆめている。

このコンセプトは、経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会の法⌮をᫎ

しており、障害者による労働及び雇用に関連したᖹ➼のཎ則をᴫㄝする障害者に

開かれた၏୍で┿の機会が分離された施設での労働である場合、生計を❧てる機

会を有するすべての人の権利が⮬⏤な㑅択またはᢎㅙする労働によって実現され

てはいないとࡳなすことに␃ពし9、障害者はシェルタードワークショップに分離

されるべきではないと考えている1�。第��条第1項は、障害者のこれらの権利を明

♧した上で、分離された雇用⎔ቃはこれと矛盾することを明確に♧している。  

13. ある⛬ᗘの進ᒎがあったにも関わらࡎ、開かれた労働市場へのアクセスのḞ

ዴと分離は、障害者にとってᘬき⥆き᭱大の課題である。合⌮的㓄៖のᣄྰ、ア

クセスしにくい職場、ハラスメントなどの差別は、開かれた労働市場や職場⎔ቃ

での雇用にさらなるᨭ障をもたらし、障害を⌮⏤に㛢㙐的な職場での雇用をㄗっ

て㑅択することにつながる。国㝿労働機関（,/O）の雇用政策条約（1964 年、第

1�� ྕ）は、ࠕ全かつ生⏘的で⮬⏤㑅択による雇用ࠖにゝ及し、⥾約国が全雇

用の条件をᩚえる義務を、強制労働をなくすことを確保する義務と⤖びつけてい

る。 

14. 障害者権利ጤဨ会は、シェルタードワークショップのような分離された雇用

は、少なくとも以下のせ⣲のいくつかによって特ᚩけられる様ࠎな慣行と経験

を含ࢇでいるとཷけ止めている。  

  
8 https�//ZZZ.ilo.org/globDl/stDndDrds/introdXction-to-internDtionDl-lDboXr-

stDndDrds/conYentions- Dnd-recommendDtions/lDng--en/inde[.htm 参↷ 
9 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 � ྕ(1994 年)パラ �1. 

1� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)パラ 4�(c).
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 (D) 障害者は、開かれ、包摂的で、利用しやすい雇用から分離されている。  

 (b) その雇用は、障害者ができるとࡳなされる特定の活動を中ᚰにᵓᡂされて 

      いる。  

 (c) 障害に対する་Ꮫ的及びリハࣅリテーション的アプローチに↔点を当て、 

   強調している。  

 (d) 開かれた労働市場への移行が効果的に促進されていない。  

 (e) 障害者は、同୍価್の労働について同୍ሗ㓘をཷけ取っていない。  

 (f) 障害者は、の者とのᖹ➼を基♏としてሗ㓘をᚓていない。 

 (g) 障害者は通ᖖ、正規の雇用ዎ約を⤖ࢇでいないため、社会保障制ᗘの適用 

   をཷけていない。 

1�. シェルタードワークショップなど障害者を分離した雇用は、開かれ、包摂さ

れた労働市場において、障害者が⮬⏤に㑅択し、ཪはᢎㅙして行われる雇用によ

ってのࡳ㐩ᡂされる労働する権利の進的実現の措置として考៖されるべきでは

ない。共同ᡤ有され民的に⟶⌮されているものを含め、障害者によって㐠Ⴀさ

れᑟされている雇用事業は、の者とᖹ➼に公正かつ良ዲな労働条件を提౪す

る場合、分離された雇用と見なしてはならない。  

%. 障害に基づく差別の⚗止（第 �� 条第 1 項（D））

16. 無差別とᖹ➼は第 �� 条の中᰾的義務であり、業部門などの第୕者の行動

にまで及び11、ເ㞟、採用、雇用の⥅⥆、研ಟプログラム、ࣕ࢟リアアップ、さら

に仕事の᳨⣴や応ເ、㏥社を含む雇用ࢧイクル全体を通じて適用される。障害者

権利ጤဨ会は、障害者権利条約の観点から事実上のᖹ➼を㐩ᡂするために、⥾約

国は労働及び雇用に関連して障害を⌮⏤とする差別がないことを保証しなければ

ならないことをその法⌮ㄽにおいて指している1�。国㝿的な人権慣行では、差別

のなᙧែとして、ಶ別または同時に㉳こりうる、直᥋差別、間᥋差別、合⌮的

㓄៖のྰ定、ハラスメント及び関連差別をᣲࡆている。

1�. 直᥋差別は、障害者がその機能障害（impDirment）に関連するఱらかの⌮⏤

で不利にᢅわれる場合に㉳こりうる。として、公共部門の雇用者が、障害者が

仕事をすることができないという前提で、障害者の採用を考៖しないことである13。 

18. 間᥋差別とは、୍見中❧に見えるものの障害者にマイࢼスの影響を与える法

律、政策、慣行の適用を指す。障害者の状況を考៖していないために、障害者を

排除する⤖果、障害者が機会そのものをᚓることができない場合にⓎ生する。

えば、面᥋のために公共のᘓ≀にධる方法が階段しかない場合、㌴いすを用す

るೃ⿵者はᘓ≀にධることができないため、不ᖹ➼な❧場に置かれることになる14。

間᥋差別の⚗止には、ࣘニࣂーࢧルデࢨインを通じて、すべての状況にアクセシ

  。を確保する⥅⥆的な義務が含ពされているリテࣅ

19. 合⌮的㓄៖のྰ定は、ᚲせかつ適当な変更、調ᩚ及びᨭ（ᆒ⾮をኻしたཪ

は㐣ᗘの㈇ᢸを課さないもの）が実施されない場合に生じる。合⌮的㓄៖とは、

人権及び基ᮏ的⮬⏤をாཷし、ཪは行することを確保するためにᚲせな変更、

調ᩚ、ᨭのことである1�。えば、視ぬに障害のある公共部門の職ဨが、コンࣆ

ࣗータ画面上の文Ꮠを拡大するコンࣗࣆータ・プログラムなど、り当てられた

業務を㐙行するための適切な機ჾを提౪されない場合、合⌮的㓄៖をྰ定された

ことになる。そのの合⌮的㓄៖のとしては、障害者が利用しやすいሗのస

  
11 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �4 ྕ(��1� 年)パラ �. 
1� 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ 6�. 
13 同上、パラ 18(D).
14 同上、パラ 18(b). 
1� 同上、パラ 18(c). 
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,,,. 規範的内ᐜ

9. 労働の権利は基ᮏ的人権であり、人間のᑛཝのᮏ質的ᵓᡂせ⣲である。ୡ⏺

人権ᐉゝにおいては、第 �3 条で労働の権利がㄆめられている。経済的、社会的及

び文化的権利に関する国㝿規約の、市民的及び政的権利に関する国㝿規約第 8

条第1項、第�項及び第3項（D）、人✀差別᧔廃条約第�条（e）（i）及び（ii）

において、労働の権利が規定されている。女性差別᧔廃条約第 11 条、児童の権利

に関する条約第 3� 条、移ఫ労働者の権利条約第 �� 条、第 �6 条、第 4� 条、第 ��

条及び第 �4 条にも包含される。同様に、国連⥲会は、1969 年 1� ᭶ 11 ᪥の決議

��4�（;;,9）において、社会の進Ṍ及び開Ⓨに関するᐉゝ（第6条）において、労

働の権利をᐉゝした。 

1�. 1961 年のḢᕞ社会᠇❶（第 � 部、第 1条㹼第 1� 条）、1996 年のḢᕞ社会᠇

❶（ᨵゞ∧）（第 �部、第 1条㹼第 1�条）、アフリカ人権᠇❶（第 1�条）、経済

的、社会的及び文化的分野における⡿ᕞ人権条約の㏣加議定᭩（第6条㹼第8条）

などのᆅᇦ文᭩が労働の権利を規定し、労働の権利のᑛ㔜が⥾約国に全雇用の

実現を┠指す措置をとる義務を課すというཎ則を確ㄆしている。  

11. 国㝿労働機関（,/O）は、労働における権利に関連する基ᮏ条約を定めてい

る8。対㇟となるのは、労働における基ᮏ的ཎ則及び権利とされており、⤖社の⮬

⏤及び団体΅権の効果的なᢎㄆ、あらࡺるᙧែの強制労働ཪは義務労働の᧔廃、

児童労働の効果的な廃止、୪びに雇用及び職業に関する差別の᧔廃が含まれる。 

$. の者とのᖹ➼を基♏とした労働の権利（障害者に対して開かれ、
障害者を包摂し、及び障害者にとって利用しやすい職場において生
計を❧てる機会を有する権利を含む）第 �� 条第 1 項

1�. 障害者権利条約第��条第1項に基づき、⥾約国は、障害者に対して開かれ、

障害者を包摂し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働⎔ቃにおい

て、障害者が⮬⏤に㑅択し、ཪはᢎㅙする労働によって生計を❧てる機会を有す

る権利を含め、の者とのᖹ➼を基♏とした障害者の労働の権利をㄆめている。

このコンセプトは、経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会の法⌮をᫎ

しており、障害者による労働及び雇用に関連したᖹ➼のཎ則をᴫㄝする障害者に

開かれた၏୍で┿の機会が分離された施設での労働である場合、生計を❧てる機

会を有するすべての人の権利が⮬⏤な㑅択またはᢎㅙする労働によって実現され

てはいないとࡳなすことに␃ពし9、障害者はシェルタードワークショップに分離

されるべきではないと考えている1�。第��条第1項は、障害者のこれらの権利を明

♧した上で、分離された雇用⎔ቃはこれと矛盾することを明確に♧している。  

13. ある⛬ᗘの進ᒎがあったにも関わらࡎ、開かれた労働市場へのアクセスのḞ

ዴと分離は、障害者にとってᘬき⥆き᭱大の課題である。合⌮的㓄៖のᣄྰ、ア

クセスしにくい職場、ハラスメントなどの差別は、開かれた労働市場や職場⎔ቃ

での雇用にさらなるᨭ障をもたらし、障害を⌮⏤に㛢㙐的な職場での雇用をㄗっ

て㑅択することにつながる。国㝿労働機関（,/O）の雇用政策条約（1964 年、第

1�� ྕ）は、ࠕ全かつ生⏘的で⮬⏤㑅択による雇用ࠖにゝ及し、⥾約国が全雇

用の条件をᩚえる義務を、強制労働をなくすことを確保する義務と⤖びつけてい

る。 

14. 障害者権利ጤဨ会は、シェルタードワークショップのような分離された雇用

は、少なくとも以下のせ⣲のいくつかによって特ᚩけられる様ࠎな慣行と経験

を含ࢇでいるとཷけ止めている。  

  
8 https�//ZZZ.ilo.org/globDl/stDndDrds/introdXction-to-internDtionDl-lDboXr-

stDndDrds/conYentions- Dnd-recommendDtions/lDng--en/inde[.htm 参↷ 
9 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 � ྕ(1994 年)パラ �1. 

1� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)パラ 4�(c).
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C. の者とのᖹ➼を基♏として、公正かつ良ዲな労働条件をᚓる権利
（第 �� 条第 1 項（b））

�4. 第 �� 条第 1項（b）は、の者とのᖹ➼を基♏とした、公正かつ良ዲな労働

条件に対する障害者の権利の保護にゝ及している。 

 (D) ᆒ➼な機会及び同୍価್の労働についての同୍ሗ㓘 

 (b) 安全かつᗣ的なస業条件（᎘がらせからの保護を含む） 

 (c) ⱞに対するᩆ済 

��. 公正かつ良ዲな労働条件に対する障害者の権利は、⮬⏤に㑅択し、ཪはᢎㅙ

する労働によって生計を❧てる機会をᚓる権利の当↛の⤖果である。それは労働

組合権（第��条第1項（c））など、条約に明グされたの権利の㔜せなᵓᡂせ⣲

であり、そのாཷは、デーセントなሗ㓘による┦当な生活Ỉ準に対する権利

（第 �8 条）など、の条約の権利をாཷするための前提条件であり、その⤖果で

ある�4。  

�6. 公正かつ良ዲな労働条件をᚓる権利は、機能障害、性別、年齢、文化的・ゝ

ㄒ的⫼ᬒ、移ఫの有無、正規・非正規部門での雇用、⮬Ⴀ業、㎰業部門や㎰ᮧ・

㐲㝸ᆅでの雇用にかかわらࡎ、あらࡺる⎔ቃにおける全ての障害のある労働者の

権利である��。さらに、公正かつ良ዲな労働条件に対する権利は、いかなる状況に

おいても、障害を⌮⏤に᭱ప㈤㔠を下回るሗ㓘が正当化されないことをせồして

いる。 

��. 障害者のための公正かつ良ዲな労働条件には、㏥職手当基㔠、Ẽ休暇、長

ᮇ⥆休暇、育児休暇、᪼進、休᠁、వ暇、定ᮇ的な有給休暇など、の労働者

がாཷする給と保護が含まれる�6。 

�8. 障害のある労働者は、の者と同୍または㢮ఝの職務にᚑ事する場合、同➼

のሗ㓘をཷける権利を有する。さらに、仕事が全く␗なるが、それでも価್が同

じである場合にも、ሗ㓘はᖹ➼であるべきである。⥾約国は、分離された雇用か

らの移行㐣⛬にある職場が、同୍価್の労働に対して同୍ሗ㓘をᨭᡶうことをච

除されないことを保証すべきである。  

�9. 安全かつᗣ的な労働⎔ቃに対する権利には、障害のある労働者を含む労働

衛生に関する㤳ᑿ୍㈏した国家政策に対するせồが含まれる。このような政策の

┠的は、業務に㉳ᅉし、業務に関連し、または業務中にⓎ生する事ᨾやᡃを防

ことである。この政策は、障害者を含むすべての労働者の保護、および▷ᮇまࡄ

たは長ᮇのዎ約、パートタイム労働、見習い、⮬Ⴀ業、移民労働者、非正規部門

で雇用されている人ࠎも含むべきである。障害当事者団体は、国の政策が差別を

もたらさないように、国の政策の策定、実施、見直しに参加すべきである。 

3�. 障害者権利ጤဨ会がその法⌮ㄽにおいて指したように、労働及び雇用に関

連するハラスメントからの保護は雇用ࢧイクル全体に及び、具体的かつ包ᣓ的な

差別法の制定と施行による効果的なᩆ済がᚲせである��。法律は、民事、行政、

ฮ事手⥆きにおける差別に関連した適切で効果的な法的ᩆ済と制を伴うべきで

ある。ಶࠎのᩆ済措置は、ᑗ᮶の㐪を防止するために、職場における効果的な

変化を伴うものでなければならない。   

  
�4 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)パラ 4�(c). 
�� 同上、パラ �. 
�6 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)参↷.
�� 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ ��. 
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ᡂ、機ჾの変更、ᅾᏯ務の実現、会議での通ヂ提౪の確保、活動の再⦅ᡂ、仕

事のスࢣジࣗール変更、ᨭ者の提౪などがある16。合⌮的㓄៖のᴫᛕに含まれる

ためには、その変更についてᮏ人との΅がᚲせとなる。合⌮的㓄៖を提౪する

義務は、そのような㓄៖のせㄳをཷけた時点、またはそのᚲせ性が明らかになっ

た時点から適用される1�。障害者権利ጤဨ会は、合⌮的㓄៖を提౪する義務につい

て、間᥋差別の⚗止から生じるアクセシࣅリテを確保する義務（第 4 条及び第 9

条に規定されている）とは␗なるものであることを強調している。どࡕらもアク

セシࣅリテを保証することを┠的としているが、ࣘニࣂーࢧルデࢨインまたは

ᨭ技⾡を通じてアクセシࣅリテを確保する義務は、特定の障害者のニーズに

関係なく、えばの者とᖹ➼にᘓ≀にアクセスできるようするなど、システム

およびプロセスにアクセシࣅリテを組ࡳ込むことを含む18。୍方で、合⌮的㓄៖

を提౪する義務は、障害者がその権利を行しようとする▐間、またはアクセス

できない状況または⎔ቃにおいてアクセスをせồする▐間から適用される19。 

��. ハラスメントとは、障害やそのの⚗止された⌮⏤に関連するᮃまない行Ⅽ

が、人のᑛཝを侵害し、ጾᅽ的、ᩛ対的、下ຎ、ᒅ㎯的、またはᨷᧁ的な⎔ቃを

సり出す┠的または効果をᣢって行われる場合、差別の୍ᙧែとなる��。��19 年の

,/O の暴力及びハラスメント条約（第 19� ྕ）によれば、労働のୡ⏺におけるࠕ暴

力とハラスメントࠖとは、༢Ⓨか復かをၥわࡎ、㌟体的、ᚰ⌮的、性的、経済

的危害を┠的とするか、それらが⤖果として生じるか、あるいは生じるᜍれがあ

る、チᐜできない୍連の行動と実践、またはその⬣ጾを指し、性別に基づく暴力

とハラスメントも含まれる。  

�1. 障害者の家᪘や関係者が、その関係を⌮⏤に職場で差別をཷけ、それが障害

者の生活に直᥋または間᥋的に影響を与える場合、関連差別が㉳こりうる�1。 

��. 障害者は、」合的差別や差的差別の影響を不当にཷけていることが多い。

障害者の多様性は、働く権利を実現するための多様な障壁に直面し、労働生活全

体を通じて雇用への␗なる経㊰をたどることをពする。」合的差別は、ある人

が�つ以上の⌮⏤で差別を経験し、差別が」合化または悪化する場合に㉳こり、

差的差別は、」数の⌮⏤が切り離せないように同時に┦に影響し合う場合に㉳

こる��。」合的差別と差的差別のᴫᛕは、ಶ人がᆒ質な㞟団の୍ဨとして差別を

経験するのではなく、むしࢁ、アイデンテテ、ᆅ、生活⎔ቃの多ḟඖ的な

ᒙをᣢつಶ人であるという事実をᫎするものである。差するアイデンテテ

のᒙには、年齢、人✀、先ఫ民、出㌟国または社会的出㌟、㞴民、移民または

ஸᕼᮃ者のᆅ、政的またはそののព見、᐀ᩍ、性別、性的指ྥおよび性

⮬ㄆが含まれる。 

�3. これらのᴫᛕは、」合的かつ差的なᙧែの差別によってᘬき㉳こされるಶ

人の不利な状況が拡大したという現実の生活実ែと経験をᫎしたものである�3。

障害者権利ጤဨ会は、」合的差別及び差的差別のさまࡊまな状況を取り上ࡆて

きた。えば、 障害のある女性と性別不適合（gender-nonconforming）障害者は、

働く機会を制㝈し、同୍㈤㔠に対する権利に影響を与え、職場における暴力とハ

ラスメントのリスクを増大させる差別の」合的影響を含め、ែᗘ、状況、労働そ

のものにおけるジェンダーと障害に関連する障壁の差に直面している。同様に、

障害と年齢に関連する差別は、障害のある若者と障害のある㧗齢者が労働の権利

を実現するために、実質的に␗なる課題に直面することをពするように┦స

用している。  

  
16 同上、パラ �3. 
1� 同上、パラ �4(b). 
18 同上、パラ �4(D). 
19 同上、パラ �4(b). 
�� 同上、パラ 18(d). 
�1 障害者権利条約 %ellini Y. ,tDly� CommXnicDtion No. �1/��18(����)パラ 6/8 参↷. 
�� 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(��16 年)パラ 4(c).
�3 同上、パラ 16. 
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C. の者とのᖹ➼を基♏として、公正かつ良ዲな労働条件をᚓる権利
（第 �� 条第 1 項（b））

�4. 第 �� 条第 1項（b）は、の者とのᖹ➼を基♏とした、公正かつ良ዲな労働

条件に対する障害者の権利の保護にゝ及している。 

 (D) ᆒ➼な機会及び同୍価್の労働についての同୍ሗ㓘 

 (b) 安全かつᗣ的なస業条件（᎘がらせからの保護を含む） 

 (c) ⱞに対するᩆ済 

��. 公正かつ良ዲな労働条件に対する障害者の権利は、⮬⏤に㑅択し、ཪはᢎㅙ

する労働によって生計を❧てる機会をᚓる権利の当↛の⤖果である。それは労働

組合権（第��条第1項（c））など、条約に明グされたの権利の㔜せなᵓᡂせ⣲

であり、そのாཷは、デーセントなሗ㓘による┦当な生活Ỉ準に対する権利

（第 �8 条）など、の条約の権利をாཷするための前提条件であり、その⤖果で

ある�4。  

�6. 公正かつ良ዲな労働条件をᚓる権利は、機能障害、性別、年齢、文化的・ゝ

ㄒ的⫼ᬒ、移ఫの有無、正規・非正規部門での雇用、⮬Ⴀ業、㎰業部門や㎰ᮧ・

㐲㝸ᆅでの雇用にかかわらࡎ、あらࡺる⎔ቃにおける全ての障害のある労働者の

権利である��。さらに、公正かつ良ዲな労働条件に対する権利は、いかなる状況に

おいても、障害を⌮⏤に᭱ప㈤㔠を下回るሗ㓘が正当化されないことをせồして

いる。 

��. 障害者のための公正かつ良ዲな労働条件には、㏥職手当基㔠、Ẽ休暇、長

ᮇ⥆休暇、育児休暇、᪼進、休᠁、వ暇、定ᮇ的な有給休暇など、の労働者

がாཷする給と保護が含まれる�6。 

�8. 障害のある労働者は、の者と同୍または㢮ఝの職務にᚑ事する場合、同➼

のሗ㓘をཷける権利を有する。さらに、仕事が全く␗なるが、それでも価್が同

じである場合にも、ሗ㓘はᖹ➼であるべきである。⥾約国は、分離された雇用か

らの移行㐣⛬にある職場が、同୍価್の労働に対して同୍ሗ㓘をᨭᡶうことをච

除されないことを保証すべきである。  

�9. 安全かつᗣ的な労働⎔ቃに対する権利には、障害のある労働者を含む労働

衛生に関する㤳ᑿ୍㈏した国家政策に対するせồが含まれる。このような政策の

┠的は、業務に㉳ᅉし、業務に関連し、または業務中にⓎ生する事ᨾやᡃを防

ことである。この政策は、障害者を含むすべての労働者の保護、および▷ᮇまࡄ

たは長ᮇのዎ約、パートタイム労働、見習い、⮬Ⴀ業、移民労働者、非正規部門

で雇用されている人ࠎも含むべきである。障害当事者団体は、国の政策が差別を

もたらさないように、国の政策の策定、実施、見直しに参加すべきである。 

3�. 障害者権利ጤဨ会がその法⌮ㄽにおいて指したように、労働及び雇用に関

連するハラスメントからの保護は雇用ࢧイクル全体に及び、具体的かつ包ᣓ的な

差別法の制定と施行による効果的なᩆ済がᚲせである��。法律は、民事、行政、

ฮ事手⥆きにおける差別に関連した適切で効果的な法的ᩆ済と制を伴うべきで

ある。ಶࠎのᩆ済措置は、ᑗ᮶の㐪を防止するために、職場における効果的な

変化を伴うものでなければならない。   

  
�4 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)パラ 4�(c). 
�� 同上、パラ �. 
�6 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)参↷.
�� 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ ��. 
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ᡂ、機ჾの変更、ᅾᏯ務の実現、会議での通ヂ提౪の確保、活動の再⦅ᡂ、仕

事のスࢣジࣗール変更、ᨭ者の提౪などがある16。合⌮的㓄៖のᴫᛕに含まれる

ためには、その変更についてᮏ人との΅がᚲせとなる。合⌮的㓄៖を提౪する

義務は、そのような㓄៖のせㄳをཷけた時点、またはそのᚲせ性が明らかになっ

た時点から適用される1�。障害者権利ጤဨ会は、合⌮的㓄៖を提౪する義務につい

て、間᥋差別の⚗止から生じるアクセシࣅリテを確保する義務（第 4 条及び第 9

条に規定されている）とは␗なるものであることを強調している。どࡕらもアク

セシࣅリテを保証することを┠的としているが、ࣘニࣂーࢧルデࢨインまたは

ᨭ技⾡を通じてアクセシࣅリテを確保する義務は、特定の障害者のニーズに

関係なく、えばの者とᖹ➼にᘓ≀にアクセスできるようするなど、システム

およびプロセスにアクセシࣅリテを組ࡳ込むことを含む18。୍方で、合⌮的㓄៖

を提౪する義務は、障害者がその権利を行しようとする▐間、またはアクセス

できない状況または⎔ቃにおいてアクセスをせồする▐間から適用される19。 

��. ハラスメントとは、障害やそのの⚗止された⌮⏤に関連するᮃまない行Ⅽ

が、人のᑛཝを侵害し、ጾᅽ的、ᩛ対的、下ຎ、ᒅ㎯的、またはᨷᧁ的な⎔ቃを

సり出す┠的または効果をᣢって行われる場合、差別の୍ᙧែとなる��。��19 年の

,/O の暴力及びハラスメント条約（第 19� ྕ）によれば、労働のୡ⏺におけるࠕ暴

力とハラスメントࠖとは、༢Ⓨか復かをၥわࡎ、㌟体的、ᚰ⌮的、性的、経済

的危害を┠的とするか、それらが⤖果として生じるか、あるいは生じるᜍれがあ

る、チᐜできない୍連の行動と実践、またはその⬣ጾを指し、性別に基づく暴力

とハラスメントも含まれる。  

�1. 障害者の家᪘や関係者が、その関係を⌮⏤に職場で差別をཷけ、それが障害

者の生活に直᥋または間᥋的に影響を与える場合、関連差別が㉳こりうる�1。 

��. 障害者は、」合的差別や差的差別の影響を不当にཷけていることが多い。

障害者の多様性は、働く権利を実現するための多様な障壁に直面し、労働生活全

体を通じて雇用への␗なる経㊰をたどることをពする。」合的差別は、ある人

が�つ以上の⌮⏤で差別を経験し、差別が」合化または悪化する場合に㉳こり、

差的差別は、」数の⌮⏤が切り離せないように同時に┦に影響し合う場合に㉳

こる��。」合的差別と差的差別のᴫᛕは、ಶ人がᆒ質な㞟団の୍ဨとして差別を

経験するのではなく、むしࢁ、アイデンテテ、ᆅ、生活⎔ቃの多ḟඖ的な

ᒙをᣢつಶ人であるという事実をᫎするものである。差するアイデンテテ

のᒙには、年齢、人✀、先ఫ民、出㌟国または社会的出㌟、㞴民、移民または

ஸᕼᮃ者のᆅ、政的またはそののព見、᐀ᩍ、性別、性的指ྥおよび性

⮬ㄆが含まれる。 

�3. これらのᴫᛕは、」合的かつ差的なᙧែの差別によってᘬき㉳こされるಶ

人の不利な状況が拡大したという現実の生活実ែと経験をᫎしたものである�3。

障害者権利ጤဨ会は、」合的差別及び差的差別のさまࡊまな状況を取り上ࡆて

きた。えば、 障害のある女性と性別不適合（gender-nonconforming）障害者は、

働く機会を制㝈し、同୍㈤㔠に対する権利に影響を与え、職場における暴力とハ

ラスメントのリスクを増大させる差別の」合的影響を含め、ែᗘ、状況、労働そ

のものにおけるジェンダーと障害に関連する障壁の差に直面している。同様に、

障害と年齢に関連する差別は、障害のある若者と障害のある㧗齢者が労働の権利

を実現するために、実質的に␗なる課題に直面することをពするように┦స

用している。  

  
16 同上、パラ �3. 
1� 同上、パラ �4(b). 
18 同上、パラ �4(D). 
19 同上、パラ �4(b). 
�� 同上、パラ 18(d). 
�1 障害者権利条約 %ellini Y. ,tDly� CommXnicDtion No. �1/��18(����)パラ 6/8 参↷. 
�� 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(��16 年)パラ 4(c).
�3 同上、パラ 16. 
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コースはアクセス可能でなければならࡎ、障害のある労働者は合⌮的㓄៖の提౪

をồめることができなければならない。  

*. ⮬Ⴀ業、㉳業、協同組合の機会促進（第 �� 条第 1 項（f））

38. 障害者は、⮬Ⴀ業、㉳業、協同組合でのᑵ労を含め、⮬⏤に労働を㑅択する

権利を有する。⥾約国は、非公式な経済における障害者を保護およびᨭし、ᙼ

らの公式な経済への移行を促進および加速し、公式な経済における労働が非公式

になることを防止するための┠標にྥけた措置をㅮじるべきである3�。 

39. ⮬⏤に㑅択できる労働の機会を促進するためには、㉳業、㞽⣽・中ᑠ業、

そののᙧែのࣅジࢿスࣔデルや協同組合などの経済༢について、アクセス可

能なሗがᚲせである33。ࣅジࢿスࢧーࣅス、市場、インフラと技⾡、労働衛生と

安全、㔠⼥ࢧーࣅス、若手ᩍ育とࢿットワークへの非差別的なアクセスも考៖す

るᚲせがある。⥾約国は、␗なるレベルの政ᗓ間の調ᩚと、⛯務当ᒁや社会保障

機関などの関連機関・当ᒁ間の協力を確保しながら、障害者を包摂する統合的な

政策枠組ࡳを策定・実施するᚲせがある34。 

+. 公共部門における雇用（第 �� 条第 1 項（g））

4�. 第 �� 条ののࣈࢧパラグラフの規定は、公共部門と民間部門に➼しく適用

される。しかし、⥾約国が雇用者である場合、障害者の包摂に対してよりཝ᱁な

アプローチを取るべきである。⥾約国は、実力に応じて障害者を雇用し᪼進させ

るためのᐈ観的な基準をᑟධし、障害のあるᚑ業ဨの数を増やすことにᑾ力すべ

きである。ᚲせであれば、コミࣗニテの多様性をᫎし、障害者の生活体験を

活かすことを┠的として、公共部門内のព㆑を㧗め、障害者をចきつけ、採用し、

公共部門の障害のある職ဨをᨭするための具体的な措置をとるᚲせがある。 

41. 障害者権利ጤဨ会は、公共部門における障害者の雇用を増加させるດ力とし

て、職業プログラムを含む公共部門および民間部門における障害者の雇用を促進

するために、的を⤠った資㔠の㓄分などの積極的差別是正措置を開Ⓨし実施する

ことを⥾約国に່࿌している3�。さらに、当雇用（雇用者の労働力のうࡕ、障害

者を特定の合以上雇用する義務）、ターࢤットなども含まれる。すべての措置

は、公的機関による法௧㑂Ᏺに関する年ḟሗ࿌義務を伴うべきである。 

,. 積極的差別是正措置を含む民間部門における雇用促進（第 �� 条第 1
項(h)）

4�. ጤဨ会は、公共部門における障害者の雇用を増加させるために、⥾約国に対

して、民間部門にも➼しく適用できる戦略を່࿌している。民間部門における障

害者の雇用を増加させるために、当雇用のような具体的な積極的差別是正措置

がᚲせとされる場合がある。୍方で、当雇用ࡔけでは障害者雇用の促進には不

十分である。というのは、能力ではなく機能障害（impDirment）に↔点を当てた

制ᗘであれば、障害者にはཷけධれられない可能性があるからである。また、

当雇用はᏲ⛎義務のၥ題もある。そのの積極的差別是正措置としては、障害者

ᡤ有の業や障害者を雇用する業を優㐝するධᮐプロセスなどの優先調㐩、労

働⎔ቃのᨵၿ、実習生㈤㔠ᨭ、給与⛯᥍除、㈤㔠⿵助などの障害者雇用促進の

ための的を⤠った資㔠の提౪がある。 

  
3� 国㝿労働機関(,/O)ࠕ非公式な経済から公式な経済への移行່࿌ࠖ��1� 年(第 ��4 ྕ)参↷. 
33 同上、パラ 11(g). 
34 同上、パラ 1�. 
3� として、CRPD/C/C$N/CO/1 パラ 48(c)� CRPD/C/*70/CO/1 パラ 63� CRPD/C/-OR/CO/1 パラ ��(c)及び

CRPD/C/8R</CO/1 パラ ��-�8 参↷.
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D. 労働と労働組合の権利（第 �� 条第 1 項（c））

31. 労働組合の権利、⤖社の⮬⏤、ストライ࢟の権利は、公正で良ዲな労働条件

をᑟධし、⥔ᣢし、᧦護するための極めて㔜せな手段である。労働組合は、の

者とのᖹ➼を基♏として、障害者の全かつ有ព義な参加をㄆめ、ཷけධれ、可

能にすべきである。労働組合は、分離された雇用状況の中でも働く障害者を含

め、障害者の働く権利を᧦護する上で㔜せなᙺを果たすべきである。⥾約国は、

障害者およびそのの࿘⦕化された㞟団の労働の権利の実現をᨭする人権᧦護

者およびそのの市民社会のメンࣂー、特に労働組合の活動をᑛ㔜し保護する義

務を有する�8。 

3�. 障害者雇用の促進には、優先事項の決定、ពᛮ決定、戦略の計画、実施、評

価において、障害のある労働者の権利を保護し促進する労働組合やそのの代表

的な団体が効果的に関与することがᚲせである。 

33. ୍⯡労働法および規則は、障害を⌮⏤とする差別を明確に⚗止し、労働組合

ဨ、雇用者、労働市場機関が障害者の労働及び雇用に関連したᖹ➼と非差別のၥ

題を十分にㄆ㆑することを保証する㈐௵を含むべきである。 

34. 団体΅の取り決めは、機能障害を⌮⏤とする差別を⚗止すべきである。労

働条件を具体的にあࡆる場合、その取り決めには、ᚑ業ဨが合⌮的㓄៖をồめる

ことができる仕組ࡳが含まれていなければならない。 

(. 技⾡及び職業の指ᑟ、職業⤂介ࢧーࣅス୪びにカ⦎（第 �� 条第 1 項
（d））

3�. 技⾡及び職業の指ᑟに関する୍⯡的な計画、職業⤂介ࢧーࣅス୪びに職業カ

⦎に差別なくアクセスできることは、公共および民間をၥわࡎ、の者とのᖹ➼

を基♏とした、障害者の労働及び雇用の権利の実現にᚲせである�9。ὶのࢧーࣅ

スに障害者が参加することは、ࢧーࣅスの非分離を促進し、障害者が開かれた雇

用および職業カ⦎ࢧーࣅスにアクセスすることを促進する3�。そのようなࢧーࣅス

は、ධ職時、雇用ᮇ間中、またはᙺ間の移行に適切である場合がある。⥾約国

は、能力および㐩ᡂᗘをの者と同➼にㄆ定すること、職業カ⦎をᢅう法律に障

害者を明♧的に含めること、職業カ⦎を規定する୍⯡政策に障害者を明♧的にゝ

及すること、施設、ሗおよび資ᩱの利用しやすさ、障害者の権利に関する研ಟ

の提౪、及び合⌮的㓄៖に対する資㔠提౪などを確保するための措置をㅮじるべ

きである。職業およびᑓ門的な準ഛ、カ⦎、そののࢧーࣅスは、参加のための

㈈政的ᨭを含め、アクセス可能で包摂的な方法で提౪されるべきである。 

). 雇用機会の増大及びࣕ࢟リアの促進（第 �� 条第 1 項（e））

36. ⥾約国は、雇用ᙧែに関わらࡎ、障害者がࣕ࢟リアを開Ⓨする有ព義な機会

をᣢつことを確保すべきである31。開Ⓨの機会には、再ᩍ育や能力ྥ上、研ಟ、生

ᾭᏛ習、若手ᩍ育（mentor）プログラムなどがある。  

3�. すべての障害のある労働者は、の者とのᖹ➼を基♏として、公正で、実力

に基づいた、透明性のあるプロセスを通じて᪼進を考៖される権利を有する。⥾

約国は、障害者、特に障害のある女性が㐼㐝するࣕ࢟リアアップに対する直᥋的

および間᥋的な障壁を分ᯒするᚲせがある。第��条第1項（d）でゝ及されている

職業カ⦎は、障害のある労働者がࣕ࢟リアアップのために行うカ⦎を含む。カ⦎

  
�8 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(���� 年)パラ �1. 
�9 経済的、社会的及び文化的権利に関する国㝿規約第 6 条及び ,/O 職業リハࣅリテーション及び雇用

(障害者)条約(1983 年)(第 1�9 ྕ)参↷. 
3� 障害者権利ጤဨ会、ሗ࿌᭩࢞イドライン(CRPD/C/�/3)別ῧ参↷.

          31 このᨭが有ព義に提౪されなかった、*r¸ninger et Dl.参↷ 
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コースはアクセス可能でなければならࡎ、障害のある労働者は合⌮的㓄៖の提౪

をồめることができなければならない。  

*. ⮬Ⴀ業、㉳業、協同組合の機会促進（第 �� 条第 1 項（f））

38. 障害者は、⮬Ⴀ業、㉳業、協同組合でのᑵ労を含め、⮬⏤に労働を㑅択する

権利を有する。⥾約国は、非公式な経済における障害者を保護およびᨭし、ᙼ

らの公式な経済への移行を促進および加速し、公式な経済における労働が非公式

になることを防止するための┠標にྥけた措置をㅮじるべきである3�。 

39. ⮬⏤に㑅択できる労働の機会を促進するためには、㉳業、㞽⣽・中ᑠ業、

そののᙧែのࣅジࢿスࣔデルや協同組合などの経済༢について、アクセス可

能なሗがᚲせである33。ࣅジࢿスࢧーࣅス、市場、インフラと技⾡、労働衛生と

安全、㔠⼥ࢧーࣅス、若手ᩍ育とࢿットワークへの非差別的なアクセスも考៖す

るᚲせがある。⥾約国は、␗なるレベルの政ᗓ間の調ᩚと、⛯務当ᒁや社会保障

機関などの関連機関・当ᒁ間の協力を確保しながら、障害者を包摂する統合的な

政策枠組ࡳを策定・実施するᚲせがある34。 

+. 公共部門における雇用（第 �� 条第 1 項（g））

4�. 第 �� 条ののࣈࢧパラグラフの規定は、公共部門と民間部門に➼しく適用

される。しかし、⥾約国が雇用者である場合、障害者の包摂に対してよりཝ᱁な

アプローチを取るべきである。⥾約国は、実力に応じて障害者を雇用し᪼進させ

るためのᐈ観的な基準をᑟධし、障害のあるᚑ業ဨの数を増やすことにᑾ力すべ

きである。ᚲせであれば、コミࣗニテの多様性をᫎし、障害者の生活体験を

活かすことを┠的として、公共部門内のព㆑を㧗め、障害者をចきつけ、採用し、

公共部門の障害のある職ဨをᨭするための具体的な措置をとるᚲせがある。 

41. 障害者権利ጤဨ会は、公共部門における障害者の雇用を増加させるດ力とし

て、職業プログラムを含む公共部門および民間部門における障害者の雇用を促進

するために、的を⤠った資㔠の㓄分などの積極的差別是正措置を開Ⓨし実施する

ことを⥾約国に່࿌している3�。さらに、当雇用（雇用者の労働力のうࡕ、障害

者を特定の合以上雇用する義務）、ターࢤットなども含まれる。すべての措置

は、公的機関による法௧㑂Ᏺに関する年ḟሗ࿌義務を伴うべきである。 

,. 積極的差別是正措置を含む民間部門における雇用促進（第 �� 条第 1
項(h)）

4�. ጤဨ会は、公共部門における障害者の雇用を増加させるために、⥾約国に対

して、民間部門にも➼しく適用できる戦略を່࿌している。民間部門における障

害者の雇用を増加させるために、当雇用のような具体的な積極的差別是正措置

がᚲせとされる場合がある。୍方で、当雇用ࡔけでは障害者雇用の促進には不

十分である。というのは、能力ではなく機能障害（impDirment）に↔点を当てた

制ᗘであれば、障害者にはཷけධれられない可能性があるからである。また、

当雇用はᏲ⛎義務のၥ題もある。そのの積極的差別是正措置としては、障害者

ᡤ有の業や障害者を雇用する業を優㐝するධᮐプロセスなどの優先調㐩、労

働⎔ቃのᨵၿ、実習生㈤㔠ᨭ、給与⛯᥍除、㈤㔠⿵助などの障害者雇用促進の

ための的を⤠った資㔠の提౪がある。 

  
3� 国㝿労働機関(,/O)ࠕ非公式な経済から公式な経済への移行່࿌ࠖ��1� 年(第 ��4 ྕ)参↷. 
33 同上、パラ 11(g). 
34 同上、パラ 1�. 
3� として、CRPD/C/C$N/CO/1 パラ 48(c)� CRPD/C/*70/CO/1 パラ 63� CRPD/C/-OR/CO/1 パラ ��(c)及び

CRPD/C/8R</CO/1 パラ ��-�8 参↷.
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D. 労働と労働組合の権利（第 �� 条第 1 項（c））

31. 労働組合の権利、⤖社の⮬⏤、ストライ࢟の権利は、公正で良ዲな労働条件

をᑟධし、⥔ᣢし、᧦護するための極めて㔜せな手段である。労働組合は、の

者とのᖹ➼を基♏として、障害者の全かつ有ព義な参加をㄆめ、ཷけධれ、可

能にすべきである。労働組合は、分離された雇用状況の中でも働く障害者を含

め、障害者の働く権利を᧦護する上で㔜せなᙺを果たすべきである。⥾約国は、

障害者およびそのの࿘⦕化された㞟団の労働の権利の実現をᨭする人権᧦護

者およびそのの市民社会のメンࣂー、特に労働組合の活動をᑛ㔜し保護する義

務を有する�8。 

3�. 障害者雇用の促進には、優先事項の決定、ពᛮ決定、戦略の計画、実施、評

価において、障害のある労働者の権利を保護し促進する労働組合やそのの代表

的な団体が効果的に関与することがᚲせである。 

33. ୍⯡労働法および規則は、障害を⌮⏤とする差別を明確に⚗止し、労働組合

ဨ、雇用者、労働市場機関が障害者の労働及び雇用に関連したᖹ➼と非差別のၥ

題を十分にㄆ㆑することを保証する㈐௵を含むべきである。 

34. 団体΅の取り決めは、機能障害を⌮⏤とする差別を⚗止すべきである。労

働条件を具体的にあࡆる場合、その取り決めには、ᚑ業ဨが合⌮的㓄៖をồめる

ことができる仕組ࡳが含まれていなければならない。 

(. 技⾡及び職業の指ᑟ、職業⤂介ࢧーࣅス୪びにカ⦎（第 �� 条第 1 項
（d））

3�. 技⾡及び職業の指ᑟに関する୍⯡的な計画、職業⤂介ࢧーࣅス୪びに職業カ

⦎に差別なくアクセスできることは、公共および民間をၥわࡎ、の者とのᖹ➼

を基♏とした、障害者の労働及び雇用の権利の実現にᚲせである�9。ὶのࢧーࣅ

スに障害者が参加することは、ࢧーࣅスの非分離を促進し、障害者が開かれた雇

用および職業カ⦎ࢧーࣅスにアクセスすることを促進する3�。そのようなࢧーࣅス

は、ධ職時、雇用ᮇ間中、またはᙺ間の移行に適切である場合がある。⥾約国

は、能力および㐩ᡂᗘをの者と同➼にㄆ定すること、職業カ⦎をᢅう法律に障

害者を明♧的に含めること、職業カ⦎を規定する୍⯡政策に障害者を明♧的にゝ

及すること、施設、ሗおよび資ᩱの利用しやすさ、障害者の権利に関する研ಟ

の提౪、及び合⌮的㓄៖に対する資㔠提౪などを確保するための措置をㅮじるべ

きである。職業およびᑓ門的な準ഛ、カ⦎、そののࢧーࣅスは、参加のための

㈈政的ᨭを含め、アクセス可能で包摂的な方法で提౪されるべきである。 

). 雇用機会の増大及びࣕ࢟リアの促進（第 �� 条第 1 項（e））

36. ⥾約国は、雇用ᙧែに関わらࡎ、障害者がࣕ࢟リアを開Ⓨする有ព義な機会

をᣢつことを確保すべきである31。開Ⓨの機会には、再ᩍ育や能力ྥ上、研ಟ、生

ᾭᏛ習、若手ᩍ育（mentor）プログラムなどがある。  

3�. すべての障害のある労働者は、の者とのᖹ➼を基♏として、公正で、実力

に基づいた、透明性のあるプロセスを通じて᪼進を考៖される権利を有する。⥾

約国は、障害者、特に障害のある女性が㐼㐝するࣕ࢟リアアップに対する直᥋的

および間᥋的な障壁を分ᯒするᚲせがある。第��条第1項（d）でゝ及されている

職業カ⦎は、障害のある労働者がࣕ࢟リアアップのために行うカ⦎を含む。カ⦎

  
�8 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(���� 年)パラ �1. 
�9 経済的、社会的及び文化的権利に関する国㝿規約第 6 条及び ,/O 職業リハࣅリテーション及び雇用

(障害者)条約(1983 年)(第 1�9 ྕ)参↷. 
3� 障害者権利ጤဨ会、ሗ࿌᭩࢞イドライン(CRPD/C/�/3)別ῧ参↷.

          31 このᨭが有ព義に提౪されなかった、*r¸ninger et Dl.参↷ 
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/. 職業リハࣅリテーション、職業の⥔ᣢ及び職場復ᖐ計画の促進（第
�� 条第 1項（N））

48. すべての労働者は、再ᩍ育、新しい技能の⋓ᚓ、または㌿職のᚲせ性を経験

する可能性がある。障害者のための職業の⥔ᣢおよび職場復ᖐプログラムは、⥅

⥆的な労働力開Ⓨを確保するためのよりᗈいດ力の୍部である。⥾約国は、新た

に機能障害をᣢったり、᪤Ꮡの機能障害が悪化したᚋ、障害者が仕事に␃まり、

あるいは新たなᙺに移行するためのᨭをཷけられるようにするᚲせがある3�。  

49. リハࣅリテーションの提౪において、⥾約国は、事ᨾまたはの⤖果とし

て障害のある労働者及び関連がある場合にはそのᢇ㣴家᪘が、リハࣅリテーショ

ン・ࢧーࣅスの利用に加えて、⒪㈝、ධᦆኻ及びそのの㈝用を含む適切な

⿵ൾを確実にཷけられるようにすべきである38。 

��. 職場復ᖐプログラムは、当ヱᚑ業ဨが同じ業務を⥆ける、同じ雇用者の別の

業務に移る、または別の雇用者に雇われることにつながるかもしれない。そのよ

うなプログラムは、分離された労働⎔ቃでの雇用を促進するために用いられるべ

きではない。  

0. ያ㞔、㞔ᒓ状ែ及び強制労働（第 �� 条第 � 項）

�1. ያ㞔、㞔ᒓ状ែ及び強制労働の⚗止は、国㝿人権法の中᰾をなすものである。

Ꮚどもを含む障害者は、分離された雇用、ᢼ⮴、強制労働など、ያ㞔や㞔ᒓ状ែ

を経験するリスクが㧗まっている39。そのような状況は、㔠による᮰⦡、人㌟

㈙、≀ஒい、搾取工場や㎰場での労働、とࢇどあるいは全く㈤㔠のない分離さ

れた雇用にまで及ࢇでいる。 

��. ⥾約国は、ያ㞔、㞔ᒓ状ែ及び強制労働によるすべての事を防止し、調ᰝ

するための包ᣓ的な措置をとるべきである。そのような措置には、ព㆑ྥ上プロ

グラム、ሗࣕ࢟ン࣌ーン、❧法規定、ⱞ⏦❧て手⥆き、制制ᗘ、調ᰝメカ

ニズム及びᩆ済と㈺ൾの措置が含まれなければならない。  

�3. 障害者権利条約第 �� 条第 � 項の義務を果たすために、⥾約国は、障害者の

㑅択、同ពおよび強制からの⮬⏤に関する権利にὀពをᡶうべきである。㑅択は、

労働条件がᘬき㉳こすかもしれない危害の文⬦で⌮解されなければならない。場

合によっては、手にධる労働条件が、障害に関連する⌮⏤により、障害者のᗣ

および⚟♴に危害を及ࡰすことがある。これらの人ࠎは、労働条件の変更を通じ

ての合⌮的㓄៖、およびពにして労働を強制されないことを保証するための有

ព義な社会的保護とそののᨭをᚲせとする。また、障害者は、分離による差

別、同୍価್の労働に対する同୍ሗ㓘のḞዴ、の人と同➼に⮬⏤に㑅択できる

雇用への㐨➽の制㝈によって、危害を経験する。強制労働のリスクは、障害者が

しばしば、よりᗈい社会的⬤ᙅ性、有ព義な代᭰手段のḞዴ、搾取の的となる౫

Ꮡ関係やࢣアに直面するという事実に㉳ᅉしている。このリスクは、同ពが与え

られたかどうかを⌮解する㝿に考៖されるᚲせがある。同ពが与えられている場

合でも、搾取や強制のよりᗈい文⬦にὀពをᡶうᚲせがある。同ពは、ㄡかがያ

㞔、㞔ᒓ、ᢼ⮴の状況にないことを♧すのに十分ではない。 

  
     3� -.0. Y. 6pDin (CRPD/C/�3/D/3�/��16) 及び 9.).C. Y. 6pDin (CRPD/C/�1/D/34/��1�) 参↷。障害者

権利ጤဨ会は、ಟ正職務への当を通じてⴭ者の雇用⥅⥆を確保しなかったことにより⥾約国が障害者

権利条約上の義務をᒚ行しなかったとุ᩿した. 
38 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)パラ �9. 
39 CRPD/C/%O//CO/1 パラ 41-4�.
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43. 分離された雇用を促進またはᨭする優先調㐩は、障害者権利条約に合⮴

した積極的差別是正措置ではない。ᮏ条約とのᩚ合性を確保するために、積極的

差別是正措置には、特にḟのようなものがある。  

 (D) 雇用者が障害者を特定の業務、␃保された仕事（ヂὀ：ᐆくじの㈍な 

   ど）、または特定の雇用༢に制㝈しないようにすること  

 (b) 雇用者が障害者の᪼進やࣕ࢟リアアップの機会へのアクセスを制㝈しない 

   ようにすること 

 (c) 同措置の下での労働が、障害者が雇用者によって雇われてはいるが、仕事 

   はしない、またはの者とのᖹ➼を基♏とした有ព義な雇用をᚓられない 

   というࠕഇࠖ（fDNe）雇用にならないような措置を取ること  

 (d) 職場全体に障害、性別、年齢の観点を取りධれること 

44. ⥾約国は、積極的差別是正措置を設計する㝿、障害当事者団体と緊密に協議

すべきである36。民間部門におけるそのような措置は、⥾約国が障害者雇用を促進

するための全体的なアプローチの୍部をᵓᡂする場合に、᭱も効果的である。 

-. 職場における合⌮的㓄៖の提౪（第 �� 条第 1 項（ϸ））

4�. 合⌮的㓄៖を提౪する義務は、アクセシࣅリテを確保する義務とは␗な

る。合⌮的㓄៖には、障害者がの者とのᖹ➼を基♏として、その業務にᅛ有の

せ件を㐙行できるようにするためのಶ別化された変更、調ᩚ及びᨭの提౪が含

まれる。⥾約国は、公共及び民間の雇用者に技⾡的および㈈政的ᨭを提౪する

措置およびプログラムを通じて、合⌮的㓄៖の提౪が促進されることを確保する

べきである。また、アクセシࣅリテ義務の୍⎔として、公共および民間の雇用

者は、合⌮的㓄៖のᚲせ性に対ฎするための明確で利用しやすく、時ᐅをᚓたプ

ロセスを用ពするᚲせがある。障害者の全な包摂にとっての障壁が、ᮏ人また

は雇用者によって特定された場合、以下の手㡰を㋃まなければならない。これを

ᛰると合⌮的㓄៖のྰ定となる。 

 (D) 雇用は、ᮏ人にとってዲましい解決策を含め、障壁を除ཤまたは回㑊す 

      るための可能性のある解決策をᮏ人と共に特定する。 

 (b) 雇用は、㐣ᗘの㈇ᢸを課さない㝈り、ᮃましい解決策を実施する。この 

      場合、組織は、㐣ᗘの㈇ᢸを課さない別の特定された解決策を実施する 

   か、㐣ᗘの㈇ᢸを経験せࡎに可能な範ᅖでዲましい解決策を実施しなけれ 

   ばならない。  

K. 開かれた労働市場における職業経験の促進（第 �� 条第 1 項（M））

46. 開かれた労働市場における職業経験は、インターンシップ、職場Ꮫ習制ᗘ、

ዡᏛ㔠及び見習い制ᗘやそのの職場ベースのᏛ習制ᗘなどの業に対する㈈政

的インセンテࣈを通じて促進される場合がある。職業経験は、障害者の能力開

Ⓨに不可Ḟであるࡔけでなく、雇用条件を変革し、雇用者間のつながりと⌮解を

ᵓ⠏する機会を提౪する。 

4�. 障害者は、無給のインターンシップ、研ಟプログラム、࣎ランテア活動の

不適切な利用により、職業の安定とࣕ࢟リアの見通しに悪影響を及ࡰすという特

別なリスクにされている。この点で、障害のある若者は特に⬤ᙅである。⥾約

国は、こうしたプログラムのもとでの障害者の状況を明確に規制し、監視すべき

である。 

  
36 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ �9.
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/. 職業リハࣅリテーション、職業の⥔ᣢ及び職場復ᖐ計画の促進（第
�� 条第 1項（N））

48. すべての労働者は、再ᩍ育、新しい技能の⋓ᚓ、または㌿職のᚲせ性を経験

する可能性がある。障害者のための職業の⥔ᣢおよび職場復ᖐプログラムは、⥅

⥆的な労働力開Ⓨを確保するためのよりᗈいດ力の୍部である。⥾約国は、新た

に機能障害をᣢったり、᪤Ꮡの機能障害が悪化したᚋ、障害者が仕事に␃まり、

あるいは新たなᙺに移行するためのᨭをཷけられるようにするᚲせがある3�。  

49. リハࣅリテーションの提౪において、⥾約国は、事ᨾまたはの⤖果とし

て障害のある労働者及び関連がある場合にはそのᢇ㣴家᪘が、リハࣅリテーショ

ン・ࢧーࣅスの利用に加えて、⒪㈝、ධᦆኻ及びそのの㈝用を含む適切な

⿵ൾを確実にཷけられるようにすべきである38。 

��. 職場復ᖐプログラムは、当ヱᚑ業ဨが同じ業務を⥆ける、同じ雇用者の別の

業務に移る、または別の雇用者に雇われることにつながるかもしれない。そのよ

うなプログラムは、分離された労働⎔ቃでの雇用を促進するために用いられるべ

きではない。  

0. ያ㞔、㞔ᒓ状ែ及び強制労働（第 �� 条第 � 項）

�1. ያ㞔、㞔ᒓ状ែ及び強制労働の⚗止は、国㝿人権法の中᰾をなすものである。

Ꮚどもを含む障害者は、分離された雇用、ᢼ⮴、強制労働など、ያ㞔や㞔ᒓ状ែ

を経験するリスクが㧗まっている39。そのような状況は、㔠による᮰⦡、人㌟

㈙、≀ஒい、搾取工場や㎰場での労働、とࢇどあるいは全く㈤㔠のない分離さ

れた雇用にまで及ࢇでいる。 

��. ⥾約国は、ያ㞔、㞔ᒓ状ែ及び強制労働によるすべての事を防止し、調ᰝ

するための包ᣓ的な措置をとるべきである。そのような措置には、ព㆑ྥ上プロ

グラム、ሗࣕ࢟ン࣌ーン、❧法規定、ⱞ⏦❧て手⥆き、制制ᗘ、調ᰝメカ

ニズム及びᩆ済と㈺ൾの措置が含まれなければならない。  

�3. 障害者権利条約第 �� 条第 � 項の義務を果たすために、⥾約国は、障害者の

㑅択、同ពおよび強制からの⮬⏤に関する権利にὀពをᡶうべきである。㑅択は、

労働条件がᘬき㉳こすかもしれない危害の文⬦で⌮解されなければならない。場

合によっては、手にධる労働条件が、障害に関連する⌮⏤により、障害者のᗣ

および⚟♴に危害を及ࡰすことがある。これらの人ࠎは、労働条件の変更を通じ

ての合⌮的㓄៖、およびពにして労働を強制されないことを保証するための有

ព義な社会的保護とそののᨭをᚲせとする。また、障害者は、分離による差

別、同୍価್の労働に対する同୍ሗ㓘のḞዴ、の人と同➼に⮬⏤に㑅択できる

雇用への㐨➽の制㝈によって、危害を経験する。強制労働のリスクは、障害者が

しばしば、よりᗈい社会的⬤ᙅ性、有ព義な代᭰手段のḞዴ、搾取の的となる౫

Ꮡ関係やࢣアに直面するという事実に㉳ᅉしている。このリスクは、同ពが与え

られたかどうかを⌮解する㝿に考៖されるᚲせがある。同ពが与えられている場

合でも、搾取や強制のよりᗈい文⬦にὀពをᡶうᚲせがある。同ពは、ㄡかがያ

㞔、㞔ᒓ、ᢼ⮴の状況にないことを♧すのに十分ではない。 

  
     3� -.0. Y. 6pDin (CRPD/C/�3/D/3�/��16) 及び 9.).C. Y. 6pDin (CRPD/C/�1/D/34/��1�) 参↷。障害者

権利ጤဨ会は、ಟ正職務への当を通じてⴭ者の雇用⥅⥆を確保しなかったことにより⥾約国が障害者

権利条約上の義務をᒚ行しなかったとุ᩿した. 
38 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)パラ �9. 
39 CRPD/C/%O//CO/1 パラ 41-4�.
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43. 分離された雇用を促進またはᨭする優先調㐩は、障害者権利条約に合⮴

した積極的差別是正措置ではない。ᮏ条約とのᩚ合性を確保するために、積極的

差別是正措置には、特にḟのようなものがある。  

 (D) 雇用者が障害者を特定の業務、␃保された仕事（ヂὀ：ᐆくじの㈍な 

   ど）、または特定の雇用༢に制㝈しないようにすること  

 (b) 雇用者が障害者の᪼進やࣕ࢟リアアップの機会へのアクセスを制㝈しない 

   ようにすること 

 (c) 同措置の下での労働が、障害者が雇用者によって雇われてはいるが、仕事 

   はしない、またはの者とのᖹ➼を基♏とした有ព義な雇用をᚓられない 

   というࠕഇࠖ（fDNe）雇用にならないような措置を取ること  

 (d) 職場全体に障害、性別、年齢の観点を取りධれること 

44. ⥾約国は、積極的差別是正措置を設計する㝿、障害当事者団体と緊密に協議

すべきである36。民間部門におけるそのような措置は、⥾約国が障害者雇用を促進

するための全体的なアプローチの୍部をᵓᡂする場合に、᭱も効果的である。 

-. 職場における合⌮的㓄៖の提౪（第 �� 条第 1 項（ϸ））

4�. 合⌮的㓄៖を提౪する義務は、アクセシࣅリテを確保する義務とは␗な

る。合⌮的㓄៖には、障害者がの者とのᖹ➼を基♏として、その業務にᅛ有の

せ件を㐙行できるようにするためのಶ別化された変更、調ᩚ及びᨭの提౪が含

まれる。⥾約国は、公共及び民間の雇用者に技⾡的および㈈政的ᨭを提౪する

措置およびプログラムを通じて、合⌮的㓄៖の提౪が促進されることを確保する

べきである。また、アクセシࣅリテ義務の୍⎔として、公共および民間の雇用

者は、合⌮的㓄៖のᚲせ性に対ฎするための明確で利用しやすく、時ᐅをᚓたプ

ロセスを用ពするᚲせがある。障害者の全な包摂にとっての障壁が、ᮏ人また

は雇用者によって特定された場合、以下の手㡰を㋃まなければならない。これを

ᛰると合⌮的㓄៖のྰ定となる。 

 (D) 雇用は、ᮏ人にとってዲましい解決策を含め、障壁を除ཤまたは回㑊す 

      るための可能性のある解決策をᮏ人と共に特定する。 

 (b) 雇用は、㐣ᗘの㈇ᢸを課さない㝈り、ᮃましい解決策を実施する。この 

      場合、組織は、㐣ᗘの㈇ᢸを課さない別の特定された解決策を実施する 

   か、㐣ᗘの㈇ᢸを経験せࡎに可能な範ᅖでዲましい解決策を実施しなけれ 

   ばならない。  

K. 開かれた労働市場における職業経験の促進（第 �� 条第 1 項（M））

46. 開かれた労働市場における職業経験は、インターンシップ、職場Ꮫ習制ᗘ、

ዡᏛ㔠及び見習い制ᗘやそのの職場ベースのᏛ習制ᗘなどの業に対する㈈政

的インセンテࣈを通じて促進される場合がある。職業経験は、障害者の能力開

Ⓨに不可Ḟであるࡔけでなく、雇用条件を変革し、雇用者間のつながりと⌮解を

ᵓ⠏する機会を提౪する。 

4�. 障害者は、無給のインターンシップ、研ಟプログラム、࣎ランテア活動の

不適切な利用により、職業の安定とࣕ࢟リアの見通しに悪影響を及ࡰすという特

別なリスクにされている。この点で、障害のある若者は特に⬤ᙅである。⥾約

国は、こうしたプログラムのもとでの障害者の状況を明確に規制し、監視すべき

である。 

  
36 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ �9.

● 95 ●



CRPD/C/GC/8 CRPD/C/GC/8 

1�

る措置は、障害者の労働の権利の制㝈に基づくものであってはならࡎ、また制㝈

につながるものであってはならない。 

�8. 保護する義務は、⥾約国に対し、民間業、労働組合および社会のすべての

ᵓᡂဨなど、民間・非国家の行Ⅽ者による障害を⌮⏤とする差別を排除し、第 ��

条のᒚ行へのᖸ΅を防ࡄために、あらࡺる適切な措置を取るようせồする44。特に、

⥾約国は、労働及び雇用に関連するせなᙧែの差別（直᥋差別、間᥋差別、合

⌮的㓄៖のྰ定、ハラスメント、関連差別）で、ಶ別に、あるいは同時に㉳こり

うるものから障害者を保護する義務を有する。さらに、障害者権利ጤဨ会は、そ

の法⌮ㄽにおいて、以下のような」合的・差的差別に対ฎするための措置も່

࿌している�」合的・差的差別を明確にㄆ㆑する法律、政策、プログラムを採用

すること4��そのような差別のⱞが㈐௵とᩆ済の୧方を決定するために考៖され

ることを確保すること�障害のある女性および少女が直面する差的差別との㜚い

に関連するデータ㞟の枠組ࡳを確❧すること46�୍つ以上の根拠による差別のッ

えをㄆめ、⿕害者に対するより㧗いレベルの㈺ൾを確❧し、加害者によりཝしい

⨩則を⛉すること4��差的差別に対ฎするために差別⚗止法を強化すること48；

差的差別に対ฎするために用されている現ᅾの仕組ࡳの適切性を᳨ウし、女性

および少女に対する差的ᙧែの差別を防ࡄための効果的かつ具体的な措置を採

用すること49；及び差差別を経験している人を含む障害当事者団体の包ᣓ的かつ

透明な参加に関する枠組ࡳを開Ⓨすること��。 

�9. ᭱ᚋに、促進、౪給及び増進を含む㊊の義務は、労働⎔ቃが開かれ、包摂

的でかつ利用しやすいものになるよう、適切な❧法、行政、ண⟬、ྖ法、᥎進、

そのの措置を採用することを国家にせồしている。 

6�. 障害者の労働及び雇用の権利を促進する義務を果たすため、⥾約国は、障害

者が技⾡および職業ᩍ育ならびにカ⦎をཷけることを可能にし、ᨭするための

積極的差別是正措置をㅮじ、雇用へのアクセスをᐜ᫆にするための技⾡および職

業ᩍ育計画を実施することがồめられている。また、⥾約国は、手頃な㈝用の機

ჾを優先させつつ、ሗ通ಙ機ჾ、移動⿵助具、⿵具及びᨭ機ჾを含む新技

⾡の研究及び開Ⓨを実施し、ཪは促進し、୪びにそれらの利用可能性及び用を

促進する義務を㈇う�1。 

61. 障害者の労働及び雇用の権利を提౪する義務を果たすために、⥾約国は、国

内の法制ᗘにおいてこの権利をㄆめ、その実現のための国家政策とヲ⣽な行動計

画を採択する義務がある。この政策と計画には、障害者、特に女性の障害者の労

働及び雇用への参加を促進するために十分な資源がり当てられるべきである。

また、⥾約国は、⎔ቃをᩚഛする義務に基づき開Ⓨされた新技⾡について、アク

セス可能なሗを障害者に提౪する義務を㈇っている。 

6�. 障害者の労働及び雇用の権利を促進する義務を果たすために、⥾約国は、民

間および公共部門の୧方において、ジェンダーὶ化を含む適切なᩍ育、ሗお

よびព㆑のྥ上ࣕ࢟ン࣌ーンを確保するための措置をとるべきである。ព㆑のྥ

上ࣕ࢟ン࣌ーンは、民間および公共部門の雇用者とᚑ業ဨ、採用ᢸ当者と雇用ᨭ

機関、および୍⯡市民を対㇟とし、障害者にとって適切なゝㄒや利用しやすい

ᙧ式であるべきである。   

  
44 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(��16 年)パラ 18�人権ጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(1989 年)パラ

9 及び第 �8 ྕ(���� 年)パラ 31� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �� ྕ

(���9 年)パラ 11；女性差別᧔廃ጤဨ会、୍⯡的ព見第 �8 ྕ(��1� 年)パラ 9 及び人✀差別᧔廃ጤဨ

会、୍⯡的ព見第 �� ྕ(���� 年)パラ 1 及び �. 
4� CRPD/C/%R$/CO/1 パラ 13 及び CRPD/C/086/CO/1 パラ 1� 及び 1�. 
46 CRPD/C/C=(/CO/1 パラ 14 及び CRPD/C/D(8/CO/1 パラ 16(b). 
4� CRPD/C/DNK/CO/1 パラ 1�. 
48 CRPD/C/$86/CO/1 パラ 1�. 
49 CRPD/C/6:(/CO/1 パラ 1� 及び 14. 
�� CRPD/C/D(8/CO/1 パラ 1�. 
�1 障害者権利条約第 4 条第 1 項(g).
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$. ୍⯡的義務

�4. 障害者権利条約の第 4 条第 � 項は、経済的、社会的及び文化的権利に関して、

⥾約国が、利用可能な資源を᭱大㝈に活用し、かつ、ᚲせな場合には、国㝿協力

の枠内で、これらの権利の全な実現を進的に㐩ᡂするための措置をとること

をồめるものである。したがって、⥾約国のせな୍⯡的義務は、労働する権利

の進的な実現を確保することである。この┠標にྥけたពᅗ的、具体的かつ的

を⤠った措置は、当ヱ⥾約国について同条約がⓎ効したᚋ、合⌮的に▷いᮇ間内

にㅮじられなければならない4�。この義務は、第4条第 1項、第 �条および第��条

に基づく、労働の権利に関する非差別を確保する⥾約国の༶時実施の義務と୍⥴

に置づけられる。 

��. すべての障害者の労働の権利は、⥾約国に対して、ᑛ㔜（respect）、保護

（protect）、㊊（fXlfil）の 3 ✀㢮またはレベルの義務を課している。このう

㊊の義務は、促進（fDcilitDte）、提౪（proYide）及び増進（promote）すࡕ

る義務を含む41。ᑛ㔜の義務は、障害者権利条約第4条1項（d）に含まれており、

⥾約国は条約と矛盾する行Ⅽや慣行に関与しないことがせồされている。保護す

る義務は、同条約第4条第1項（c）及び（e）に含まれ、⥾約国は、すべての政策

及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考៖すること୪びに民間業を

含む第3者による障害を⌮⏤とする差別を排除するためにすべての適当な措置をㅮ

ることをせồされる。えば、第4条第1項（f）及び（g）にはᒚ行義務が含まࡎ

れており、国はࣘニࣂーࢧル・デࢨインのၟရ及びࢧーࣅス୪びに新しいᨭ技

⾡の研究及び開Ⓨを実施ཪは促進することがせồされている。 

�6. ㏫行する措置は、労働の権利を含む、障害者権利条約が対㇟とするいかなる

権利に関してもチされない。ពᅗ的に㏫行する措置がとられた場合、⥾約国は、

それがすべての㑅択⫥を᭱もៅ㔜に᳨ウしたᚋにᑟධされたこと、それらが、同

条約に規定される権利の全体性を参↷し、⥾約国の利用可能な資源の᭱大㝈の活

用という観点から正当化されること4�、それらが障害者に不㔮り合いな影響を与え

ないことを❧証する㈐௵を有する。 

��. ᑛ㔜の義務は、⥾約国に対し、特に、すべての障害者のデーセント・ワー

クへのᖹ➼なアクセスをྰ定または制㝈することを᥍えること、障害に基づく国

内᭱ప㈤㔠のᨭᡶいを雇用者にච除することを᥍えること、強制労働または義務

労働を⚗止することによって、労働の権利のாཷに直᥋的または間᥋的にᖸ΅し

ないようせồするものである。⥾約国は、障害のある女性および障害のある若者

が公正かつ良ዲな労働条件にアクセスする権利をᑛ㔜する義務にᣊ᮰され、した

がって、」合的差別および差的差別と㜚い、᪼進の機会ᆒ➼および同୍価್の

労働について同୍ሗ㓘を㐩ᡂするための措置を取ることがせồされる。労働の

価್ࠖに関する⥾約国によるいかなる評価も、障害のある女性によってに行ࠕ

われる労働を㐣ᑠ評価する可能性のある、性別またはジェンダーに関するものを

含む障害者に関するᅛ定観ᛕを㑊けなければならない43。さらに、⥾約国は、障害

をࠕ働けないことࠖと関連ける法律、政策、プログラムにおける障壁を取り除

くための措置を直ࡕにㅮじるべきである。特に、障害の状ែを評価または分㢮す

  
4� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(199� 年)パラ �. 
41 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会による୍⯡的ព見第 1� ྕ(1999 年)パラ 1� 及び第 13

ྕ(1999 年)パラ 46 において、㊊義務に⎔ቃᩚഛ義務と౪給義務の୧方が含まれていることに␃ព.

また、同ጤဨ会の୍⯡的ព見第 14 ྕ(���� 年)パラ 33 において、ୡ⏺保機関(:+O)➼の業務におけ

るᗣ増進の㔜せ性に基づき、第 3 の義務である促進義務も㊊義務に含まれている。障害者権利条約

第 1 条の┠的が、すべての障害者によるすべての人権及び基ᮏ的⮬⏤の全かつᖹ➼なா有を促進し、

そのᅛ有のᑛཝのᑛ㔜を促進することにあることから、ᮏ୍⯡的ព見では、促進する義務をᒚ行する義

務の下に組ࡳ込ࡔࢇ. 
4� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(199� 年)パラ 9.
43 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)パラ 4�(D). 
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る措置は、障害者の労働の権利の制㝈に基づくものであってはならࡎ、また制㝈

につながるものであってはならない。 

�8. 保護する義務は、⥾約国に対し、民間業、労働組合および社会のすべての

ᵓᡂဨなど、民間・非国家の行Ⅽ者による障害を⌮⏤とする差別を排除し、第 ��

条のᒚ行へのᖸ΅を防ࡄために、あらࡺる適切な措置を取るようせồする44。特に、

⥾約国は、労働及び雇用に関連するせなᙧែの差別（直᥋差別、間᥋差別、合

⌮的㓄៖のྰ定、ハラスメント、関連差別）で、ಶ別に、あるいは同時に㉳こり

うるものから障害者を保護する義務を有する。さらに、障害者権利ጤဨ会は、そ

の法⌮ㄽにおいて、以下のような」合的・差的差別に対ฎするための措置も່

࿌している�」合的・差的差別を明確にㄆ㆑する法律、政策、プログラムを採用

すること4��そのような差別のⱞが㈐௵とᩆ済の୧方を決定するために考៖され

ることを確保すること�障害のある女性および少女が直面する差的差別との㜚い

に関連するデータ㞟の枠組ࡳを確❧すること46�୍つ以上の根拠による差別のッ

えをㄆめ、⿕害者に対するより㧗いレベルの㈺ൾを確❧し、加害者によりཝしい

⨩則を⛉すること4��差的差別に対ฎするために差別⚗止法を強化すること48；

差的差別に対ฎするために用されている現ᅾの仕組ࡳの適切性を᳨ウし、女性

および少女に対する差的ᙧែの差別を防ࡄための効果的かつ具体的な措置を採

用すること49；及び差差別を経験している人を含む障害当事者団体の包ᣓ的かつ

透明な参加に関する枠組ࡳを開Ⓨすること��。 

�9. ᭱ᚋに、促進、౪給及び増進を含む㊊の義務は、労働⎔ቃが開かれ、包摂

的でかつ利用しやすいものになるよう、適切な❧法、行政、ண⟬、ྖ法、᥎進、

そのの措置を採用することを国家にせồしている。 

6�. 障害者の労働及び雇用の権利を促進する義務を果たすため、⥾約国は、障害

者が技⾡および職業ᩍ育ならびにカ⦎をཷけることを可能にし、ᨭするための

積極的差別是正措置をㅮじ、雇用へのアクセスをᐜ᫆にするための技⾡および職

業ᩍ育計画を実施することがồめられている。また、⥾約国は、手頃な㈝用の機

ჾを優先させつつ、ሗ通ಙ機ჾ、移動⿵助具、⿵具及びᨭ機ჾを含む新技

⾡の研究及び開Ⓨを実施し、ཪは促進し、୪びにそれらの利用可能性及び用を

促進する義務を㈇う�1。 

61. 障害者の労働及び雇用の権利を提౪する義務を果たすために、⥾約国は、国

内の法制ᗘにおいてこの権利をㄆめ、その実現のための国家政策とヲ⣽な行動計

画を採択する義務がある。この政策と計画には、障害者、特に女性の障害者の労

働及び雇用への参加を促進するために十分な資源がり当てられるべきである。

また、⥾約国は、⎔ቃをᩚഛする義務に基づき開Ⓨされた新技⾡について、アク

セス可能なሗを障害者に提౪する義務を㈇っている。 

6�. 障害者の労働及び雇用の権利を促進する義務を果たすために、⥾約国は、民

間および公共部門の୧方において、ジェンダーὶ化を含む適切なᩍ育、ሗお

よびព㆑のྥ上ࣕ࢟ン࣌ーンを確保するための措置をとるべきである。ព㆑のྥ

上ࣕ࢟ン࣌ーンは、民間および公共部門の雇用者とᚑ業ဨ、採用ᢸ当者と雇用ᨭ

機関、および୍⯡市民を対㇟とし、障害者にとって適切なゝㄒや利用しやすい

ᙧ式であるべきである。   

  
44 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(��16 年)パラ 18�人権ጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(1989 年)パラ

9 及び第 �8 ྕ(���� 年)パラ 31� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �� ྕ

(���9 年)パラ 11；女性差別᧔廃ጤဨ会、୍⯡的ព見第 �8 ྕ(��1� 年)パラ 9 及び人✀差別᧔廃ጤဨ

会、୍⯡的ព見第 �� ྕ(���� 年)パラ 1 及び �. 
4� CRPD/C/%R$/CO/1 パラ 13 及び CRPD/C/086/CO/1 パラ 1� 及び 1�. 
46 CRPD/C/C=(/CO/1 パラ 14 及び CRPD/C/D(8/CO/1 パラ 16(b). 
4� CRPD/C/DNK/CO/1 パラ 1�. 
48 CRPD/C/$86/CO/1 パラ 1�. 
49 CRPD/C/6:(/CO/1 パラ 1� 及び 14. 
�� CRPD/C/D(8/CO/1 パラ 1�. 
�1 障害者権利条約第 4 条第 1 項(g).
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$. ୍⯡的義務

�4. 障害者権利条約の第 4 条第 � 項は、経済的、社会的及び文化的権利に関して、

⥾約国が、利用可能な資源を᭱大㝈に活用し、かつ、ᚲせな場合には、国㝿協力

の枠内で、これらの権利の全な実現を進的に㐩ᡂするための措置をとること

をồめるものである。したがって、⥾約国のせな୍⯡的義務は、労働する権利

の進的な実現を確保することである。この┠標にྥけたពᅗ的、具体的かつ的

を⤠った措置は、当ヱ⥾約国について同条約がⓎ効したᚋ、合⌮的に▷いᮇ間内

にㅮじられなければならない4�。この義務は、第4条第 1項、第 �条および第��条

に基づく、労働の権利に関する非差別を確保する⥾約国の༶時実施の義務と୍⥴

に置づけられる。 

��. すべての障害者の労働の権利は、⥾約国に対して、ᑛ㔜（respect）、保護

（protect）、㊊（fXlfil）の 3 ✀㢮またはレベルの義務を課している。このう

㊊の義務は、促進（fDcilitDte）、提౪（proYide）及び増進（promote）すࡕ

る義務を含む41。ᑛ㔜の義務は、障害者権利条約第4条1項（d）に含まれており、

⥾約国は条約と矛盾する行Ⅽや慣行に関与しないことがせồされている。保護す

る義務は、同条約第4条第1項（c）及び（e）に含まれ、⥾約国は、すべての政策

及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考៖すること୪びに民間業を

含む第3者による障害を⌮⏤とする差別を排除するためにすべての適当な措置をㅮ

ることをせồされる。えば、第4条第1項（f）及び（g）にはᒚ行義務が含まࡎ

れており、国はࣘニࣂーࢧル・デࢨインのၟရ及びࢧーࣅス୪びに新しいᨭ技

⾡の研究及び開Ⓨを実施ཪは促進することがせồされている。 

�6. ㏫行する措置は、労働の権利を含む、障害者権利条約が対㇟とするいかなる

権利に関してもチされない。ពᅗ的に㏫行する措置がとられた場合、⥾約国は、

それがすべての㑅択⫥を᭱もៅ㔜に᳨ウしたᚋにᑟධされたこと、それらが、同

条約に規定される権利の全体性を参↷し、⥾約国の利用可能な資源の᭱大㝈の活

用という観点から正当化されること4�、それらが障害者に不㔮り合いな影響を与え

ないことを❧証する㈐௵を有する。 

��. ᑛ㔜の義務は、⥾約国に対し、特に、すべての障害者のデーセント・ワー

クへのᖹ➼なアクセスをྰ定または制㝈することを᥍えること、障害に基づく国

内᭱ప㈤㔠のᨭᡶいを雇用者にච除することを᥍えること、強制労働または義務

労働を⚗止することによって、労働の権利のாཷに直᥋的または間᥋的にᖸ΅し

ないようせồするものである。⥾約国は、障害のある女性および障害のある若者

が公正かつ良ዲな労働条件にアクセスする権利をᑛ㔜する義務にᣊ᮰され、した

がって、」合的差別および差的差別と㜚い、᪼進の機会ᆒ➼および同୍価್の

労働について同୍ሗ㓘を㐩ᡂするための措置を取ることがせồされる。労働の

価್ࠖに関する⥾約国によるいかなる評価も、障害のある女性によってに行ࠕ

われる労働を㐣ᑠ評価する可能性のある、性別またはジェンダーに関するものを

含む障害者に関するᅛ定観ᛕを㑊けなければならない43。さらに、⥾約国は、障害

をࠕ働けないことࠖと関連ける法律、政策、プログラムにおける障壁を取り除

くための措置を直ࡕにㅮじるべきである。特に、障害の状ែを評価または分㢮す

  
4� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(199� 年)パラ �. 
41 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会による୍⯡的ព見第 1� ྕ(1999 年)パラ 1� 及び第 13

ྕ(1999 年)パラ 46 において、㊊義務に⎔ቃᩚഛ義務と౪給義務の୧方が含まれていることに␃ព.

また、同ጤဨ会の୍⯡的ព見第 14 ྕ(���� 年)パラ 33 において、ୡ⏺保機関(:+O)➼の業務におけ

るᗣ増進の㔜せ性に基づき、第 3 の義務である促進義務も㊊義務に含まれている。障害者権利条約

第 1 条の┠的が、すべての障害者によるすべての人権及び基ᮏ的⮬⏤の全かつᖹ➼なா有を促進し、

そのᅛ有のᑛཝのᑛ㔜を促進することにあることから、ᮏ୍⯡的ព見では、促進する義務をᒚ行する義

務の下に組ࡳ込ࡔࢇ. 
4� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(199� 年)パラ 9.
43 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)パラ 4�(D). 
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      ప㈤㔠を法律で、また労働者と雇用者、その代表組織およびそのの関連 

      パートࢼーと協議して定めること。 

 (c) 職場におけるセクシࣕルハラスメントを含むハラスメントを法律で定義 

   し、⚗止し、適切なⱞ⏦❧て手⥆きとメカニズムを確保し、セクシࣕル 

   ハラスメントに対するฮ事⨩を確❧すること。 

 (d) 休ᜥ、వ暇、労働時間の合⌮的制㝈、有給休暇、公休に関する᭱ప基準を 

   ᑟධし、実施すること。  

9. 障害者権利条約のの条項との関係

66. ᖹ➼及び無差別に関する障害者権利条約第 � 条は、⥾約国に対し、包摂的な

ᖹ➼を促進しつつ、労働及び雇用、そして雇用ࢧイクルのすべてのၥ題において、

直᥋差別、間᥋差別、合⌮的㓄៖のྰ定、ハラスメント、関連差別を᧔廃するこ

とをせồしている。さらに障害のある女性、性別不適合（gender-nonconforming）

障害者、障害のある㧗齢者や若者については、性、ジェンダー、年齢、障害に関

連する障壁との差に直面し、労働の機会を制㝈し、同୍価್の労働に対する同

୍㈤㔠への権利に影響を与え、職場における暴力やハラスメントのリスクを増大

させる。 

6�. 障害のある女性（第 6 条）は、職場へのᖹ➼な参加を㜼む障壁となる、労働

及び雇用、雇用ࢧイクル全体において」合的及び差的差別を経験している。そ

のような障壁には、セクシࣕルハラスメント、同୍価್の労働についての不ᖹ➼

なሗ㓘、職業の㑅択⫥の少なさ、雇用をᚓるためのࣕ࢟リアパスのḞዴ、差別的

ែᗘのためにせồが༷下されᩆ済をཷけることができないこと、≀⌮的及び

ሗ・コミࣗニࢣーションの障壁などが含まれる�6。障害のある女性は、非公式な経

済や無給の労働において搾取される危㝤性があり、その⤖果、ሗ㓘、ᗣと安全、

休ᜥ、వ暇、⏘休を含む有給休暇などで不ᖹ➼をさらに悪化させる。  

68. 障害のある児童（第 � 条）の数は、ୡ⏺で約 � ൨ 4 ༓人と᥎定されてい

る。障害の有無に関わらࡎ、数ⓒ人の児童が、Ꮚども時代のとࢇどを通じて、

家事労働者として、または家᪘とともに危㝤ではない仕事で十分な休᠁もとれࡎ、

ᩍ育もཷけࡎに働いている��。障害のある児童や若者は、の児童や若者にẚべて、

危㝤な児童労働にさらされるリスクが㧗い。  

69. 生活のあらࡺる分野における障害者に関するᅛ定観ᛕ、೫見、有害な慣行と

㜚うために、障害者とその権利に関する公共部門および民間部門を対㇟としたព

㆑のྥ上（第8条）ࣕ࢟ン࣌ーンがᚲせである。そのようなࣕ࢟ン࣌ーンは、⮬㛢

者、⫈ぬ障害者、視ぬ障害者、⢭⚄障害者などの୍部の障害者は、職場の同

とὶしにくく、職場でẼがᩓりにくく、したがって同よりも生⏘性が㧗いと

いう௬定に基づくᅛ定観ᛕと戦うためのព㆑ᨵ革を含む。不ᖹ➼や差別につなが

る法律、政策、実践をᨭえるᖖ者優先義のような価್観を特定し、排除する

ᚲせがある。 

��. 障害者は、雇用ࢧイクルを通じて、職場及び労働組合活動におけるアクセシ

第）リテࣅ 9 条）とಶ人の移動（第 �� 条）、また職場に行くためのアクセスの

よい移動手段およびᨭがなければ、の者とのᖹ➼を基♏として労働及び雇用

の権利を効果的にாཷすることはできない。労働及び雇用に関連するすべての

ሗは、手ヰゝㄒ、点Ꮠ、わかりやすい∧（(Dsy ReDd）、アクセシࣈルな㟁Ꮚ様式、

代᭰文Ꮠ、拡大・代᭰可能なᙧែ、手段及び様式でなければならない�8。 

�1. 障害者は、全ての場ᡤにおいて法律の前に人としてㄆめられる権利を有し

（第 1� 条）、生活のあらࡺるഃ面においての者とのᖹ➼を基♏として法的能力

  
�6 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(��16 年)パラ �8. 
�� 児童の権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 1� ྕ(��13 年)パラ �9.
�8 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 � ྕ(��14 年)パラ 41. 
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%. 中᰾的義務

63. ⥾約国は、障害者の労働及び雇用に関する権利の᭱ప㝈ᚲせなỈ準を‶たす

ことを確保するために、༶時かつ᭱ᑠ㝈の中᰾的な義務を㈇う��。第��条の文⬦で

は、この中᰾的義務は雇用の非差別とᖹ➼な保護を確保する義務を包含している�3。  

64. 障害者権利条約第 � 条に関する法⌮ㄽにおいて、障害者権利ጤဨ会は、労働

及び雇用の権利に関連して、事実上のᖹ➼を㐩ᡂし、障害を⌮⏤とする無差別を

確保するために⥾約国がとるべき当面の措置を定めている�4。特に、第 � 条第 3 項

及び第 ��条第 1項（i）に基づく合⌮的㓄៖の提౪を確保し、第 �条第 4項に基づ

く労働及び雇用における事実上のᖹ➼を㐩ᡂཪは促進するために、⥾約国は以下

を行うべきである。 

 (D) 分離された労働⎔ቃからの移行を促進し、開かれた労働市場への障害者の 

   参加をᨭする୍方で、分離された⎔ቃに対する労働権の༶時適用も確保 

   すること。  

 (b) ᑵ労ᨭ（ZorN DssistDnce）、ジョࣈコーチ、職業資᱁プログラムを含 

   む、ᨭき雇用（sXpported employment）の権利を促進し、障害のある 

   労働者の権利を保護し、雇用を⮬⏤に㑅択する権利を確保すること。 

 (c) ᭱ప㈤㔠を下回ることなく、また働きጞめても障害者手当のᜠᜨをኻ 

わないようにすること。 

 (d) 合⌮的㓄៖のྰ定を差別として明♧的にㄆ㆑し、」合的・差的差別及び 

      ハラスメントを⚗止すること。  

 (e) 非差別的な方法で、障害者の雇用へのおよび雇用からの適切な移行を確保 

      し、㏥職手当やኻ業手当などの給や資᱁（entitlements）へのᖹ➼かつ 

      効果的なアクセスを確保する義務があること。これらは、雇用からの排除 

      によって侵害され、それによって排除の状況をさらに悪化させてはならな 

      いこと。 

 (f) 公共及び民間部門において、適切なトイレ設ഛの利用を含め、包摂的で利 

      用しやすく、安全でᗣ的なస業⎔ቃでの労働を促進すること。 

 (g) ⟶⌮者との定ᮇ的な評価会議を通じて、また包ᣓ的な戦略の୍⎔として㐩 

      ᡂすべき┠標を定めることにより、障害者がࣕ࢟リアアップに関してᖹ➼ 

   な機会をாཷできるようにすること。 

 (h) 障害のあるᚑ業ဨの職業カ⦎や能力開Ⓨを含むカ⦎、再カ⦎、ᩍ育へのア 

      クセスを確保し、雇用者、ᚑ業ဨと雇用者の代表組織、組合、ᡤ⟶当ᒁに 

      対して障害者の雇用と合⌮的㓄៖に関する研ಟを提౪すること。  

 (i) 非差別的で障害者を含む労働安全衛生規制を含む、ᬑ㐢的に適用可能な労 

      働安全衛生対策にྥけてດ力すること。 

 (M) 障害者が労働組合にアクセスする権利をㄆめること。  

6�. 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会は、公正かつ良ዲな労働条件

の権利に関する中᰾的な義務も特定している��。特に⥾約国は以下を行うべきであ

る。 

 (D) ሗ㓘を含む職場におけるジェンダー差別に対ᢠするための包ᣓ的なシステ 

      ムをᑟධすること。 

 (b) 労働者とその家᪘に┦当な生活を保障するために、非差別的かつㆡΏ不可 

      能で、関連する経済的せ⣲を考៖して定められ、生活㈝にスライドした᭱ 

  
�� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(199� 年)パラ 1. 
�3 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(���6 年)パラ 31. 
�4 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ 6�.
�� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)パラ 6�. 
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      ప㈤㔠を法律で、また労働者と雇用者、その代表組織およびそのの関連 

      パートࢼーと協議して定めること。 

 (c) 職場におけるセクシࣕルハラスメントを含むハラスメントを法律で定義 

   し、⚗止し、適切なⱞ⏦❧て手⥆きとメカニズムを確保し、セクシࣕル 

   ハラスメントに対するฮ事⨩を確❧すること。 

 (d) 休ᜥ、వ暇、労働時間の合⌮的制㝈、有給休暇、公休に関する᭱ప基準を 

   ᑟධし、実施すること。  

9. 障害者権利条約のの条項との関係

66. ᖹ➼及び無差別に関する障害者権利条約第 � 条は、⥾約国に対し、包摂的な

ᖹ➼を促進しつつ、労働及び雇用、そして雇用ࢧイクルのすべてのၥ題において、

直᥋差別、間᥋差別、合⌮的㓄៖のྰ定、ハラスメント、関連差別を᧔廃するこ

とをせồしている。さらに障害のある女性、性別不適合（gender-nonconforming）

障害者、障害のある㧗齢者や若者については、性、ジェンダー、年齢、障害に関

連する障壁との差に直面し、労働の機会を制㝈し、同୍価್の労働に対する同

୍㈤㔠への権利に影響を与え、職場における暴力やハラスメントのリスクを増大

させる。 

6�. 障害のある女性（第 6 条）は、職場へのᖹ➼な参加を㜼む障壁となる、労働

及び雇用、雇用ࢧイクル全体において」合的及び差的差別を経験している。そ

のような障壁には、セクシࣕルハラスメント、同୍価್の労働についての不ᖹ➼

なሗ㓘、職業の㑅択⫥の少なさ、雇用をᚓるためのࣕ࢟リアパスのḞዴ、差別的

ែᗘのためにせồが༷下されᩆ済をཷけることができないこと、≀⌮的及び

ሗ・コミࣗニࢣーションの障壁などが含まれる�6。障害のある女性は、非公式な経

済や無給の労働において搾取される危㝤性があり、その⤖果、ሗ㓘、ᗣと安全、

休ᜥ、వ暇、⏘休を含む有給休暇などで不ᖹ➼をさらに悪化させる。  

68. 障害のある児童（第 � 条）の数は、ୡ⏺で約 � ൨ 4 ༓人と᥎定されてい

る。障害の有無に関わらࡎ、数ⓒ人の児童が、Ꮚども時代のとࢇどを通じて、

家事労働者として、または家᪘とともに危㝤ではない仕事で十分な休᠁もとれࡎ、

ᩍ育もཷけࡎに働いている��。障害のある児童や若者は、の児童や若者にẚべて、

危㝤な児童労働にさらされるリスクが㧗い。  

69. 生活のあらࡺる分野における障害者に関するᅛ定観ᛕ、೫見、有害な慣行と

㜚うために、障害者とその権利に関する公共部門および民間部門を対㇟としたព

㆑のྥ上（第8条）ࣕ࢟ン࣌ーンがᚲせである。そのようなࣕ࢟ン࣌ーンは、⮬㛢

者、⫈ぬ障害者、視ぬ障害者、⢭⚄障害者などの୍部の障害者は、職場の同

とὶしにくく、職場でẼがᩓりにくく、したがって同よりも生⏘性が㧗いと

いう௬定に基づくᅛ定観ᛕと戦うためのព㆑ᨵ革を含む。不ᖹ➼や差別につなが

る法律、政策、実践をᨭえるᖖ者優先義のような価್観を特定し、排除する

ᚲせがある。 

��. 障害者は、雇用ࢧイクルを通じて、職場及び労働組合活動におけるアクセシ

第）リテࣅ 9 条）とಶ人の移動（第 �� 条）、また職場に行くためのアクセスの

よい移動手段およびᨭがなければ、の者とのᖹ➼を基♏として労働及び雇用

の権利を効果的にாཷすることはできない。労働及び雇用に関連するすべての

ሗは、手ヰゝㄒ、点Ꮠ、わかりやすい∧（(Dsy ReDd）、アクセシࣈルな㟁Ꮚ様式、

代᭰文Ꮠ、拡大・代᭰可能なᙧែ、手段及び様式でなければならない�8。 

�1. 障害者は、全ての場ᡤにおいて法律の前に人としてㄆめられる権利を有し

（第 1� 条）、生活のあらࡺるഃ面においての者とのᖹ➼を基♏として法的能力

  
�6 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(��16 年)パラ �8. 
�� 児童の権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 1� ྕ(��13 年)パラ �9.
�8 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 � ྕ(��14 年)パラ 41. 
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%. 中᰾的義務

63. ⥾約国は、障害者の労働及び雇用に関する権利の᭱ప㝈ᚲせなỈ準を‶たす

ことを確保するために、༶時かつ᭱ᑠ㝈の中᰾的な義務を㈇う��。第��条の文⬦で

は、この中᰾的義務は雇用の非差別とᖹ➼な保護を確保する義務を包含している�3。  

64. 障害者権利条約第 � 条に関する法⌮ㄽにおいて、障害者権利ጤဨ会は、労働

及び雇用の権利に関連して、事実上のᖹ➼を㐩ᡂし、障害を⌮⏤とする無差別を

確保するために⥾約国がとるべき当面の措置を定めている�4。特に、第 � 条第 3 項

及び第 ��条第 1項（i）に基づく合⌮的㓄៖の提౪を確保し、第 �条第 4項に基づ

く労働及び雇用における事実上のᖹ➼を㐩ᡂཪは促進するために、⥾約国は以下

を行うべきである。 

 (D) 分離された労働⎔ቃからの移行を促進し、開かれた労働市場への障害者の 

   参加をᨭする୍方で、分離された⎔ቃに対する労働権の༶時適用も確保 

   すること。  

 (b) ᑵ労ᨭ（ZorN DssistDnce）、ジョࣈコーチ、職業資᱁プログラムを含 

   む、ᨭき雇用（sXpported employment）の権利を促進し、障害のある 

   労働者の権利を保護し、雇用を⮬⏤に㑅択する権利を確保すること。 

 (c) ᭱ప㈤㔠を下回ることなく、また働きጞめても障害者手当のᜠᜨをኻ 

わないようにすること。 

 (d) 合⌮的㓄៖のྰ定を差別として明♧的にㄆ㆑し、」合的・差的差別及び 

      ハラスメントを⚗止すること。  

 (e) 非差別的な方法で、障害者の雇用へのおよび雇用からの適切な移行を確保 

      し、㏥職手当やኻ業手当などの給や資᱁（entitlements）へのᖹ➼かつ 

      効果的なアクセスを確保する義務があること。これらは、雇用からの排除 

      によって侵害され、それによって排除の状況をさらに悪化させてはならな 

      いこと。 

 (f) 公共及び民間部門において、適切なトイレ設ഛの利用を含め、包摂的で利 

      用しやすく、安全でᗣ的なస業⎔ቃでの労働を促進すること。 

 (g) ⟶⌮者との定ᮇ的な評価会議を通じて、また包ᣓ的な戦略の୍⎔として㐩 

      ᡂすべき┠標を定めることにより、障害者がࣕ࢟リアアップに関してᖹ➼ 

   な機会をாཷできるようにすること。 

 (h) 障害のあるᚑ業ဨの職業カ⦎や能力開Ⓨを含むカ⦎、再カ⦎、ᩍ育へのア 

      クセスを確保し、雇用者、ᚑ業ဨと雇用者の代表組織、組合、ᡤ⟶当ᒁに 

      対して障害者の雇用と合⌮的㓄៖に関する研ಟを提౪すること。  

 (i) 非差別的で障害者を含む労働安全衛生規制を含む、ᬑ㐢的に適用可能な労 

      働安全衛生対策にྥけてດ力すること。 

 (M) 障害者が労働組合にアクセスする権利をㄆめること。  

6�. 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会は、公正かつ良ዲな労働条件

の権利に関する中᰾的な義務も特定している��。特に⥾約国は以下を行うべきであ

る。 

 (D) ሗ㓘を含む職場におけるジェンダー差別に対ᢠするための包ᣓ的なシステ 

      ムをᑟධすること。 

 (b) 労働者とその家᪘に┦当な生活を保障するために、非差別的かつㆡΏ不可 

      能で、関連する経済的せ⣲を考៖して定められ、生活㈝にスライドした᭱ 

  
�� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 3 ྕ(199� 年)パラ 1. 
�3 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(���6 年)パラ 31. 
�4 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 6 ྕ(��18 年)パラ 6�.
�� 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 �3 ྕ(��16 年)パラ 6�. 
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�8. 障害者は、の者とのᖹ➼を基♏として、⮬⏤に㑅択した雇用にᑵいたり、

⥔ᣢしたりすることができないことによるධのᦆኻまたは不㊊を⿵うために、

社会的な保障をཷける権利を有する（第 �8 条）。社会的な保障制ᗘは、の者と

のᖹ➼を基♏として、障害のあるኻ業中の労働者を十分に保護しなければならな

い。この社会的な保障の権利は、障害のあるパートタイム労働者、障害のある非

正規労働者、障害のあるᏘ⠇労働者、障害のある⮬Ⴀ業者、および非公式な経済

で働く障害者にも及ࡪ。給には、雇用の⥅⥆が明らかになるまでᨭ㔠を⥅⥆

すること、また公⾗衛生などの緊ᛴ時に障害のあるᚑ業ဨが出しないようにせ

ㄳされた場合のධῶのᮇ間もカࣂーすることを含むべきである63。雇用が⤊し

た場合は、ᨭ㔠を直ࡕに復活させるべきである。障害に関連するᚲせ不可Ḟな

㈝用に関するᨭ㔠は、の者とのᖹ➼を基♏とした雇用を確保するために、雇

用を通じて⥅⥆されるべきである。そのᨭは、な介護者（ᅽಽ的に女性が多

い）および障害者をᨭするぶ᪘を含むಶ人を対㇟とすべきである64。ࠕᑵ労不能ࠖ

（inDbility to ZorN）ࠕᑵ労適性ࠖ（fitness to ZorN）などのᴫᛕは、社会保護

制ᗘ設計のᵓᡂせ⣲ではない。障害者が有給雇用をồめ、⥔ᣢし、復ᖐする㝿に

経験するಶ人的状況、ニーズおよび障壁の多様性は、ಶ人の状況に対応したᰂ㌾

な社会保護制ᗘの設計をᚲせとする6�。 

�9. 団体΅は、雇用政策を策定する上で基ᮏ的に㔜せな手段である66。労働組

合関連の権利は、障害のある労働者にもの労働者と同様に適用される。第 �9 条

に関連して、第��条 1項（c）は、障害者が⮬らの組織をᙧᡂする権利の㔜せ性を

強調するのにᙺ❧っている。これらの組織が障害者のࠕ経済的及び社会的利┈の

促進及び保護ࠖにおいて効果的であるためには、障害者に影響を与えるすべての

事項に関して、政ᗓ機関及びそのの者から定ᮇ的に┦ㄯをཷけるべきである。

また、これらの組織は、その⥔ᣢ・Ⓨᒎ能力を確保するために㈈政的にᨭされ

ることがᚲせであࢁう6�。 

8�. 」合的差別や差的差別を含むあらࡺるᙧែの差別を特定するため、障害に

基づく⣽分化された統計及び資ᩱの㞟（第 31 条）は、障害者の雇用に対する障

壁をの者とのᖹ➼を基♏として監視するために不可Ḟである。また、適切に㞟

計されたデータは、非公式な経済で働く人ࠎや、⮬Ⴀ業や㉳業に関連する障壁を

特定することも可能になる。 

81. 国㝿協力（第 3� 条）は、労働の権利を実現するためのྛ国の取り組ࡳを促

進し、全かつ生⏘的な雇用およびデーセント・ワーク、ならびに同୍労働同

୍㈤㔠に関するᣢ⥆可能な開Ⓨ┠標、特にターࢤット8.�の㐩ᡂを促進するために

不可Ḟである。の者とのᖹ➼を基♏として労働市場に参加できるようになるた

めに、資源のஈしい⎔ቃにおけるᨭ機ჾへの不公ᖹなアクセスに対ฎするため

の国㝿協力もまた不可Ḟである。 

9,. 国レベルでの実施

8�. 障害者が労働及び雇用の権利をの者とのᖹ➼を基♏として確保するため、

上グの規範的内ᐜ及び義務にᴫㄝされた措置を実施するとともに、⥾約国は、障

害者権利条約第 �� 条の全な実施を確保するために以下の措置を取るべきである。 

 (D) 障害者が⮬⏤に㑅択した労働によって生計を❧てる機会をᚓる権利を含 

   め、の者とのᖹ➼を基♏として障害者が雇用される権利に対するᖖ者 

   優先義の影響をุ᩿するための包ᣓ的な調ᰝを実施すること。 

  
63 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(���6 年)パラ 3�. 
64 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 � ྕ(1994 年)パラ �8. 
6� CRPD/C/1�/4 及び CRPD/C/1�/4/Corr.1、パラ 1��. 
66 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(���6 年)パラ 39.
6� 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 � ྕ(��18 年)�経済的、社会的及び文化的権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第

� ྕ(1994 年)パラ �6. 
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をா有している。これには、雇用ࢧイクル全体、特に雇用関係への参ධ時（え

ば、正式なዎ約を通して）、㔠⼥、ಙ用、保㝤へのアクセスに関する法的能力の

行が含まれる。法的能力の行におけるᨭの提౪には、ᨭきពᛮ決定を

含む場合がある�9。 

��. 障害者は、労関係及び雇用に関するയ害⿵ൾㄳồを含む労働法のすべての

㡿ᇦに関して、の者とのᖹ➼を基♏としてྖ法手⥆を利用する権利を有する

（第 13 条）。  

�3. 障害者は、㑅択、同ព、および強制からの⮬⏤に対する権利を有する。強制

のリスクは、障害者が、⬤ᙅ性の増大、有ព義な代᭰手段のḞዴ、搾取的になり

うる౫Ꮡまたはࢣアの関係をもたらす、より大きい社会的及び⎔ቃ的障壁を経験

するという事実に㉳ᅉする（第 16 条）。同ពがᚓられたかどうかを⌮解すること

は非ᖖに㔜せである。前㏙のとおり、同ពがᚓられている場合でも、強制、搾取、

有ព義な代᭰手段といったよりᗈい文⬦が考៖されなければならない。同ពは、

障害者が㞔ᒓまたはያ㞔状ែにないことを♧すのに十分ではない。障害のある児

童は、児童労働、㯞⸆㈙、≀ஒいなどの経済的搾取の⿕害を特にཷけやすい❧

場にある6�。また、障害のある若者は、無給のインターンシップ、研ಟプログラム、

 。ア活動の不適切な利用のリスクに特にさらされているランテ࣎

�4. の者とのᖹ➼を基♏として⮬⏤に㑅択できる労働及び雇用は、⮬❧した生

活及びᆅᇦ社会への包摂の基ᮏである(第 19 条)。それは、経済的⮬❧、㑅択、社

会的つながり、、アイデンテテを提౪する。多くの障害者にとってパー

ル・アシスタンス（personDl DssistDnce）を提౪するためのプログラムや㈈ࢼࢯ

政的なᨭは、労働の権利を確保するために㔜せである。  

��. プライࣂシーのᑛ㔜（第 �� 条）は、生活における㔜せなせ⣲であり、しば

しばデリࢣートなಶ人的ၥ題を含むことがある。障害のあるᚑ業ဨのプライࣂシ

ーのᑛ㔜については、えば人事部のスタッフと共有する前に、開♧された障害

または機能障害関連ሗを、ᮏ人の同ពをᚓることを雇用者にせồしている。⛎

密ሗ保護のせ件は雇用ࢧイクル全体に及び、特定の機能障害に対する₯ᅾ的⣲

ᅉを♧す可能性のある㑇ఏሗの利用からの保護も含まれる。  

�6. インクルーシࣈᩍ育（第 �4 条）は、障害者がの者とのᖹ➼を基♏として

労働及び雇用の権利を⮬⏤に㑅択し行できることを保障する上で、㔜せなᙺ

を果たす。質の㧗いインクルーシࣈᩍ育は、開かれた労働市場への参加にᚲせな

知㆑、技能及び⮬ಙの⋓ᚓを通じて、障害者の職業生活への準ഛにつながる61。し

かし、ୡ⏺ではᏛᰯに通っていないᏊどもの3分の1が障害のある児童である。多

くの政ᗓが公式にインクルーシࣈᩍ育を᥎進しているが、実㝿には障害のある児

童、特に障害のある少女は排除されるか、特別ᨭᏛᰯに分離されており6�、の

者とのᖹ➼を基♏として⮬⏤に㑅択し行できる労働及び雇用の権利に影響を与

える。中➼・㧗➼ᩍ育から雇用への移行は、労働の権利を実現するために特にὀ

ពをᡶうᚲせがある。障害者のために開かれた労働市場への㐨が促進され、障害

者が分離された労働⎔ቃに㏣いやられないようにすることが㔜せである。生ᾭᩍ

育は、障害者の⥅⥆的なࣕ࢟リア開Ⓨを保証し、促進するための㔜せなせ⣲であ

る。 

��. 雇用者は、労働者のᗣと安全をᏲる基ᮏ的な㈐௵を有する（第 �� 条）。

包ᣓ的なハࣅリテーションおよびリハࣅリテーションのࢧーࣅスおよびプログラ

ム（第 �6 条）が、障害者の雇用に不可Ḟであることをㄆめている。障害者が労働

中に㈇യした場合、または労働を通じて障害をᣢつようになった場合、リハࣅリ

テーションと職場復ᖐの措置がᮏ人の㑅択とᕼᮃを十分にᑛ㔜し、分離された労

働⎔ቃでの雇用を促進するために利用されないことが不可Ḟである。  

  
�9 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 1 ྕ(��14 年). 
6� 児童の権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 9 ྕ(���6 年)パラ ��. 
61 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 4 ྕ(��16 年)パラ �6. 
6� 女性差別᧔廃ጤဨ会、୍⯡的ព見第 36 ྕ(��1� 年)パラ 43-44.
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�8. 障害者は、の者とのᖹ➼を基♏として、⮬⏤に㑅択した雇用にᑵいたり、

⥔ᣢしたりすることができないことによるධのᦆኻまたは不㊊を⿵うために、

社会的な保障をཷける権利を有する（第 �8 条）。社会的な保障制ᗘは、の者と

のᖹ➼を基♏として、障害のあるኻ業中の労働者を十分に保護しなければならな

い。この社会的な保障の権利は、障害のあるパートタイム労働者、障害のある非

正規労働者、障害のあるᏘ⠇労働者、障害のある⮬Ⴀ業者、および非公式な経済

で働く障害者にも及ࡪ。給には、雇用の⥅⥆が明らかになるまでᨭ㔠を⥅⥆

すること、また公⾗衛生などの緊ᛴ時に障害のあるᚑ業ဨが出しないようにせ

ㄳされた場合のධῶのᮇ間もカࣂーすることを含むべきである63。雇用が⤊し

た場合は、ᨭ㔠を直ࡕに復活させるべきである。障害に関連するᚲせ不可Ḟな

㈝用に関するᨭ㔠は、の者とのᖹ➼を基♏とした雇用を確保するために、雇

用を通じて⥅⥆されるべきである。そのᨭは、な介護者（ᅽಽ的に女性が多

い）および障害者をᨭするぶ᪘を含むಶ人を対㇟とすべきである64。ࠕᑵ労不能ࠖ

（inDbility to ZorN）ࠕᑵ労適性ࠖ（fitness to ZorN）などのᴫᛕは、社会保護

制ᗘ設計のᵓᡂせ⣲ではない。障害者が有給雇用をồめ、⥔ᣢし、復ᖐする㝿に

経験するಶ人的状況、ニーズおよび障壁の多様性は、ಶ人の状況に対応したᰂ㌾

な社会保護制ᗘの設計をᚲせとする6�。 

�9. 団体΅は、雇用政策を策定する上で基ᮏ的に㔜せな手段である66。労働組

合関連の権利は、障害のある労働者にもの労働者と同様に適用される。第 �9 条

に関連して、第��条 1項（c）は、障害者が⮬らの組織をᙧᡂする権利の㔜せ性を

強調するのにᙺ❧っている。これらの組織が障害者のࠕ経済的及び社会的利┈の

促進及び保護ࠖにおいて効果的であるためには、障害者に影響を与えるすべての

事項に関して、政ᗓ機関及びそのの者から定ᮇ的に┦ㄯをཷけるべきである。

また、これらの組織は、その⥔ᣢ・Ⓨᒎ能力を確保するために㈈政的にᨭされ

ることがᚲせであࢁう6�。 

8�. 」合的差別や差的差別を含むあらࡺるᙧែの差別を特定するため、障害に

基づく⣽分化された統計及び資ᩱの㞟（第 31 条）は、障害者の雇用に対する障

壁をの者とのᖹ➼を基♏として監視するために不可Ḟである。また、適切に㞟

計されたデータは、非公式な経済で働く人ࠎや、⮬Ⴀ業や㉳業に関連する障壁を

特定することも可能になる。 

81. 国㝿協力（第 3� 条）は、労働の権利を実現するためのྛ国の取り組ࡳを促

進し、全かつ生⏘的な雇用およびデーセント・ワーク、ならびに同୍労働同

୍㈤㔠に関するᣢ⥆可能な開Ⓨ┠標、特にターࢤット8.�の㐩ᡂを促進するために

不可Ḟである。の者とのᖹ➼を基♏として労働市場に参加できるようになるた

めに、資源のஈしい⎔ቃにおけるᨭ機ჾへの不公ᖹなアクセスに対ฎするため

の国㝿協力もまた不可Ḟである。 

9,. 国レベルでの実施

8�. 障害者が労働及び雇用の権利をの者とのᖹ➼を基♏として確保するため、

上グの規範的内ᐜ及び義務にᴫㄝされた措置を実施するとともに、⥾約国は、障

害者権利条約第 �� 条の全な実施を確保するために以下の措置を取るべきである。 

 (D) 障害者が⮬⏤に㑅択した労働によって生計を❧てる機会をᚓる権利を含 

   め、の者とのᖹ➼を基♏として障害者が雇用される権利に対するᖖ者 

   優先義の影響をุ᩿するための包ᣓ的な調ᰝを実施すること。 

  
63 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(���6 年)パラ 3�. 
64 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 � ྕ(1994 年)パラ �8. 
6� CRPD/C/1�/4 及び CRPD/C/1�/4/Corr.1、パラ 1��. 
66 経済的、社会的及び文化的権利に関するጤဨ会、୍⯡的ព見第 18 ྕ(���6 年)パラ 39.
6� 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 � ྕ(��18 年)�経済的、社会的及び文化的権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第

� ྕ(1994 年)パラ �6. 
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をா有している。これには、雇用ࢧイクル全体、特に雇用関係への参ධ時（え

ば、正式なዎ約を通して）、㔠⼥、ಙ用、保㝤へのアクセスに関する法的能力の

行が含まれる。法的能力の行におけるᨭの提౪には、ᨭきពᛮ決定を

含む場合がある�9。 

��. 障害者は、労関係及び雇用に関するയ害⿵ൾㄳồを含む労働法のすべての

㡿ᇦに関して、の者とのᖹ➼を基♏としてྖ法手⥆を利用する権利を有する

（第 13 条）。  

�3. 障害者は、㑅択、同ព、および強制からの⮬⏤に対する権利を有する。強制

のリスクは、障害者が、⬤ᙅ性の増大、有ព義な代᭰手段のḞዴ、搾取的になり

うる౫Ꮡまたはࢣアの関係をもたらす、より大きい社会的及び⎔ቃ的障壁を経験

するという事実に㉳ᅉする（第 16 条）。同ពがᚓられたかどうかを⌮解すること

は非ᖖに㔜せである。前㏙のとおり、同ពがᚓられている場合でも、強制、搾取、

有ព義な代᭰手段といったよりᗈい文⬦が考៖されなければならない。同ពは、

障害者が㞔ᒓまたはያ㞔状ែにないことを♧すのに十分ではない。障害のある児

童は、児童労働、㯞⸆㈙、≀ஒいなどの経済的搾取の⿕害を特にཷけやすい❧

場にある6�。また、障害のある若者は、無給のインターンシップ、研ಟプログラム、

 。ア活動の不適切な利用のリスクに特にさらされているランテ࣎

�4. の者とのᖹ➼を基♏として⮬⏤に㑅択できる労働及び雇用は、⮬❧した生

活及びᆅᇦ社会への包摂の基ᮏである(第 19 条)。それは、経済的⮬❧、㑅択、社

会的つながり、、アイデンテテを提౪する。多くの障害者にとってパー

ル・アシスタンス（personDl DssistDnce）を提౪するためのプログラムや㈈ࢼࢯ

政的なᨭは、労働の権利を確保するために㔜せである。  

��. プライࣂシーのᑛ㔜（第 �� 条）は、生活における㔜せなせ⣲であり、しば

しばデリࢣートなಶ人的ၥ題を含むことがある。障害のあるᚑ業ဨのプライࣂシ

ーのᑛ㔜については、えば人事部のスタッフと共有する前に、開♧された障害

または機能障害関連ሗを、ᮏ人の同ពをᚓることを雇用者にせồしている。⛎

密ሗ保護のせ件は雇用ࢧイクル全体に及び、特定の機能障害に対する₯ᅾ的⣲

ᅉを♧す可能性のある㑇ఏሗの利用からの保護も含まれる。  

�6. インクルーシࣈᩍ育（第 �4 条）は、障害者がの者とのᖹ➼を基♏として

労働及び雇用の権利を⮬⏤に㑅択し行できることを保障する上で、㔜せなᙺ

を果たす。質の㧗いインクルーシࣈᩍ育は、開かれた労働市場への参加にᚲせな

知㆑、技能及び⮬ಙの⋓ᚓを通じて、障害者の職業生活への準ഛにつながる61。し

かし、ୡ⏺ではᏛᰯに通っていないᏊどもの3分の1が障害のある児童である。多

くの政ᗓが公式にインクルーシࣈᩍ育を᥎進しているが、実㝿には障害のある児

童、特に障害のある少女は排除されるか、特別ᨭᏛᰯに分離されており6�、の

者とのᖹ➼を基♏として⮬⏤に㑅択し行できる労働及び雇用の権利に影響を与

える。中➼・㧗➼ᩍ育から雇用への移行は、労働の権利を実現するために特にὀ

ពをᡶうᚲせがある。障害者のために開かれた労働市場への㐨が促進され、障害

者が分離された労働⎔ቃに㏣いやられないようにすることが㔜せである。生ᾭᩍ

育は、障害者の⥅⥆的なࣕ࢟リア開Ⓨを保証し、促進するための㔜せなせ⣲であ

る。 

��. 雇用者は、労働者のᗣと安全をᏲる基ᮏ的な㈐௵を有する（第 �� 条）。

包ᣓ的なハࣅリテーションおよびリハࣅリテーションのࢧーࣅスおよびプログラ

ム（第 �6 条）が、障害者の雇用に不可Ḟであることをㄆめている。障害者が労働

中に㈇യした場合、または労働を通じて障害をᣢつようになった場合、リハࣅリ

テーションと職場復ᖐの措置がᮏ人の㑅択とᕼᮃを十分にᑛ㔜し、分離された労

働⎔ቃでの雇用を促進するために利用されないことが不可Ḟである。  

  
�9 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 1 ྕ(��14 年). 
6� 児童の権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 9 ྕ(���6 年)パラ ��. 
61 障害者権利ጤဨ会、୍⯡的ព見第 4 ྕ(��16 年)パラ �6. 
6� 女性差別᧔廃ጤဨ会、୍⯡的ព見第 36 ྕ(��1� 年)パラ 43-44.
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 (M) 障害者権利条約の㑂Ᏺを確保するために、障害者の代表組織を通じて障害 

      者の有ព義な参加をᚓて、公共・民間部門および非公式な経済における研 

      ಟを含む、知㆑、ၨⓎおよび能力開Ⓨプログラムを開Ⓨし、実施するこ 

      と。 

 (N) 公式な経済における雇用を促進するための⥾約国措置のጇ当性と有効性に 

      特にὀពをᡶいながら、雇用の内እにおける障害者の状況を⌮解すること 

      を可能にするよう、人権指標： 定と実施の手ᘬき（$ *Xide to  
      0eDsXrement Dnd ,mplementDtion）69に♧されるような強力な人権ᴫᛕおよ 

      び方法ㄽの枠組ࡳをᣢつ⣽分化されたデータ㞟方法を確❧すること。 

 (l) アクセス可能で効果的なᩆ済メカニズムを確❧し、障害に基づく差別の⿕ 

      害者のために、の者とᖹ➼に、ྖ法へのアクセスを確保すること。これ 

      は、すべての障害者が、効果的で利用しやすいⱞ⏦❧てメカニズムを含 

      む効果的なྖ法および/または行政手⥆き、ならびに適切かつ安価で質の㧗 

      い法律ᢇ助を利用することを包含している。 

 (m) 障害者と雇用者のᶫΏしをするジョࣈマッチングの仕組ࡳや、公共部門の 

      雇用への具体的な参ධメカニズムの開Ⓨなど、障害者の労働への㐨を特定 

      し、強化すること。 

 (n) 障害者の雇用を促進するために、マルチステーク࣍ルダー・パートࢼーシ 

      ップ（多様な関係者の連ᦠ）とࢿットワークを育ᡂ・強化すること。これ 

   には、障害者の雇用の促進について雇用者をまとめるためのࢿットワーク 

   の利用、および公共・民間部門のồ人をこれらの組織に計画的に㏦ること 

   を含む障害者の組織との協働が含まれる。雇用を促進するὶ機関は、障 

   害者の権利に取り組む組織とのパートࢼーシップを通じて、障害者をᨭ 

   する能力を強化することができる。 

 (o) 障害のあるᚑ業ဨのࣕ࢟リアアップに関連して取られた措置と㐩ᡂされた 

      ⤖果に関するሗを含む、障害者の雇用Ỉ準と条件に関する国および国以 

   እの雇用者によるሗ࿌を促進すること。 

 (p) 当雇用の仕組ࡳとターࢤットといった積極的差別是正措置によるものを 

    含め、障害者、特に障害のある女性の雇用を促進すること��。୍方、ᅛ定観 

   ᛕの強化、コンプライアンスの制㝈、特に障害者の中の㝈られたグループ 

   のࡳの雇用機会の出など、ពᅗしない㈇の⤖果の可能性を㍍ῶするため 

   の措置をㅮじること。 

(i) 明確なࣔニタリング、透明性の確保、ሗ࿌の仕組ࡳを確保する。  

(ii) 分離、ᅛ定観ᛕ化、差別など、障害者権利条約とᩚ合性のない労働 

 慣行を特定し、防止する。  

(iii) 障害のあるᚑ業ဨが特定のᙺや✀㢮の仕事に制㝈されるようにな 

 っていないかチェックし、特定のグループの障害者のࡳが雇用のᜠ 

 ᜨをཷけていないかなど、労働の質を含む実⦼と⤖果を評価する。  

(iY) 適切なㄝ明㈐௵とᇳ行メカニズムを確保する。  

(Y) 積極的差別是正措置が、雇用者がそれを実現するためのᨭ策を伴 

    っていることを確保する。  

（⩻ヂ：బ野❳ᖹ、ᯇு㍜、బ⸨ஂኵ） 

  
69 国連人権㧗➼ᘚ務ᐁ事務ᡤ、CRPD/C/C=(/CO/1 パラ 14 参↷. 
�� CRPD/C/DNK/CO/1 パラ 18. 
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 (b) 障害者による労働の権利へのアクセスに対する障壁に関する研究を実施 

   し、権利の実現の観点から障害者が直面する特定の性別および年齢に関連 

   した課題を特定し、障害者の労働及び雇用の権利の保護および促進を通じ 

   て見出される革新的な実践および解決策を強調すること。 

 (c) 障害者権利条約第 4条第 3 項に基づき、代表的な障害当事者団体を通じて 

   少数グループを含む障害者と緊密に協議し、積極的に関与させ、国内の雇 

   用に関する法律、政策、プログラム、慣行を見直し、同条約と調和させ、 

   同条約と矛盾する差別的な法律や規則を廃止し、障害者に対して差別的な 

   慣習や慣行を変更または廃止し、労働市場及び職場における障害者に対す 

   る差別を防止するための段階的な指針となる障害者雇用のための実践規範 

   を策定すること。 

 (d) その見直しが公共部門と民間部門にまたがり、法律、政策、プログラム、 

   そしてそれらの実施と評価にジェンダー、年齢、障害の視点が盛り込まれ 

   るようにすること68、および以下の分野にも拡大されること：若者の雇用の 

   促進、労働安全衛生対策、ジェンダーに基づく暴力、ハラスメント、強制 

   労働を含む暴力に対する保護、非公式な経済から公式な経済への移行。 

 (e) 障害者を包摂する国家雇用戦略と行動計画を策定すること。つまり、参加 

   型で透明性のあるプロセスに基づいて考案され見直されること。そして、 

   進捗状況を監視できる指標やベンチマーク（基準）などの方法を含むこ 

   と。   

 (f) 障害者の働く権利の保護と促進が、労働及び雇用における新しい分野に統 

   合されていることを確保すること。この新しい分野には、デジタル経済、 

   テレワーク、ギグエコノミーとプラットフォーム経済の規制、経済の再活 

   性化や危機からの回復、グリーン経済への移行、採用や仕事における人工 

   知能の利用が含まれる。 

 (g) 労働の権利を保護し促進するための措置が、障害者の多様性及び職業上の 

   経験や技能を網羅したものであること。 

 (h) 公式な経済及び非公式な経済ならびに無給労働における障害のある女性、 

   障害のある児童、性別不適合（gender-nonconforming）障害者の搾取を排 

   除するために、以下を含む措置がとられることを確保すること：すべての 

   人に育児休暇の権利を保証すること；正規の労働部門に障害のある女性の 

   数を増やすための積極的差別是正措置を採用すること；十分な有給育児休 

   暇、手頃で利用しやすく、質の良い適切な保育、妊娠中の障害者や介護の 

    義務を果たすために休暇を取らなければならない障害者に悪影響を与えな 

   い社会的保護を可能にする法律と政策を採用し、すべての児童労働者をそ 

    の権利を侵害する条件から保護する法律と政策を採用すること；雇用者が 

   ジェンダーに基づく暴力を効率的に防止・対応し、ジェンダーに基づく暴 

    力を助長する文化的・社会的規範に関係のあるパラダイム・シフトを確保 

   するための法律や政策を採用すること。 

 (i) 資源、時間枠および監視メカニズムを伴う具体的な行動計画を採択するこ 

    とで、シェルタードワークショップを含む分離された雇用を速やかに段階 

    的に廃止し、開かれた労働市場への移行を確実にすること。そのために以 

   下を行わなければならない。 

(i)保護雇用（sheltered employment）促進の根拠となってきた法律、政  

     策、アプローチ、前提を見直す。  

(ii)移行プロセスの設計、実施、監視において、優先事項として障害者と 

     緊密に協議し、障害者の代表組織を通じて積極的に関与できるように 

      する。 

  
68 CRPD/C/DNK/CO/1 パラ 19. 
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 (M) 障害者権利条約の㑂Ᏺを確保するために、障害者の代表組織を通じて障害 

      者の有ព義な参加をᚓて、公共・民間部門および非公式な経済における研 

      ಟを含む、知㆑、ၨⓎおよび能力開Ⓨプログラムを開Ⓨし、実施するこ 

      と。 

 (N) 公式な経済における雇用を促進するための⥾約国措置のጇ当性と有効性に 

      特にὀពをᡶいながら、雇用の内እにおける障害者の状況を⌮解すること 

      を可能にするよう、人権指標： 定と実施の手ᘬき（$ *Xide to  
      0eDsXrement Dnd ,mplementDtion）69に♧されるような強力な人権ᴫᛕおよ 

      び方法ㄽの枠組ࡳをᣢつ⣽分化されたデータ㞟方法を確❧すること。 

 (l) アクセス可能で効果的なᩆ済メカニズムを確❧し、障害に基づく差別の⿕ 

      害者のために、の者とᖹ➼に、ྖ法へのアクセスを確保すること。これ 

      は、すべての障害者が、効果的で利用しやすいⱞ⏦❧てメカニズムを含 

      む効果的なྖ法および/または行政手⥆き、ならびに適切かつ安価で質の㧗 

      い法律ᢇ助を利用することを包含している。 

 (m) 障害者と雇用者のᶫΏしをするジョࣈマッチングの仕組ࡳや、公共部門の 

      雇用への具体的な参ධメカニズムの開Ⓨなど、障害者の労働への㐨を特定 

      し、強化すること。 

 (n) 障害者の雇用を促進するために、マルチステーク࣍ルダー・パートࢼーシ 

      ップ（多様な関係者の連ᦠ）とࢿットワークを育ᡂ・強化すること。これ 

   には、障害者の雇用の促進について雇用者をまとめるためのࢿットワーク 

   の利用、および公共・民間部門のồ人をこれらの組織に計画的に㏦ること 

   を含む障害者の組織との協働が含まれる。雇用を促進するὶ機関は、障 

   害者の権利に取り組む組織とのパートࢼーシップを通じて、障害者をᨭ 

   する能力を強化することができる。 

 (o) 障害のあるᚑ業ဨのࣕ࢟リアアップに関連して取られた措置と㐩ᡂされた 

      ⤖果に関するሗを含む、障害者の雇用Ỉ準と条件に関する国および国以 

   እの雇用者によるሗ࿌を促進すること。 

 (p) 当雇用の仕組ࡳとターࢤットといった積極的差別是正措置によるものを 

    含め、障害者、特に障害のある女性の雇用を促進すること��。୍方、ᅛ定観 

   ᛕの強化、コンプライアンスの制㝈、特に障害者の中の㝈られたグループ 

   のࡳの雇用機会の出など、ពᅗしない㈇の⤖果の可能性を㍍ῶするため 

   の措置をㅮじること。 

(i) 明確なࣔニタリング、透明性の確保、ሗ࿌の仕組ࡳを確保する。  

(ii) 分離、ᅛ定観ᛕ化、差別など、障害者権利条約とᩚ合性のない労働 

 慣行を特定し、防止する。  

(iii) 障害のあるᚑ業ဨが特定のᙺや✀㢮の仕事に制㝈されるようにな 

 っていないかチェックし、特定のグループの障害者のࡳが雇用のᜠ 

 ᜨをཷけていないかなど、労働の質を含む実⦼と⤖果を評価する。  

(iY) 適切なㄝ明㈐௵とᇳ行メカニズムを確保する。  

(Y) 積極的差別是正措置が、雇用者がそれを実現するためのᨭ策を伴 

    っていることを確保する。  

（⩻ヂ：బ野❳ᖹ、ᯇு㍜、బ⸨ஂኵ） 

  
69 国連人権㧗➼ᘚ務ᐁ事務ᡤ、CRPD/C/C=(/CO/1 パラ 14 参↷. 
�� CRPD/C/DNK/CO/1 パラ 18. 
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 (b) 障害者による労働の権利へのアクセスに対する障壁に関する研究を実施 

   し、権利の実現の観点から障害者が直面する特定の性別および年齢に関連 

   した課題を特定し、障害者の労働及び雇用の権利の保護および促進を通じ 

   て見出される革新的な実践および解決策を強調すること。 

 (c) 障害者権利条約第 4条第 3 項に基づき、代表的な障害当事者団体を通じて 

   少数グループを含む障害者と緊密に協議し、積極的に関与させ、国内の雇 

   用に関する法律、政策、プログラム、慣行を見直し、同条約と調和させ、 

   同条約と矛盾する差別的な法律や規則を廃止し、障害者に対して差別的な 

   慣習や慣行を変更または廃止し、労働市場及び職場における障害者に対す 

   る差別を防止するための段階的な指針となる障害者雇用のための実践規範 

   を策定すること。 

 (d) その見直しが公共部門と民間部門にまたがり、法律、政策、プログラム、 

   そしてそれらの実施と評価にジェンダー、年齢、障害の視点が盛り込まれ 

   るようにすること68、および以下の分野にも拡大されること：若者の雇用の 

   促進、労働安全衛生対策、ジェンダーに基づく暴力、ハラスメント、強制 

   労働を含む暴力に対する保護、非公式な経済から公式な経済への移行。 

 (e) 障害者を包摂する国家雇用戦略と行動計画を策定すること。つまり、参加 

   型で透明性のあるプロセスに基づいて考案され見直されること。そして、 

   進捗状況を監視できる指標やベンチマーク（基準）などの方法を含むこ 

   と。   

 (f) 障害者の働く権利の保護と促進が、労働及び雇用における新しい分野に統 

   合されていることを確保すること。この新しい分野には、デジタル経済、 

   テレワーク、ギグエコノミーとプラットフォーム経済の規制、経済の再活 

   性化や危機からの回復、グリーン経済への移行、採用や仕事における人工 

   知能の利用が含まれる。 

 (g) 労働の権利を保護し促進するための措置が、障害者の多様性及び職業上の 

   経験や技能を網羅したものであること。 

 (h) 公式な経済及び非公式な経済ならびに無給労働における障害のある女性、 

   障害のある児童、性別不適合（gender-nonconforming）障害者の搾取を排 

   除するために、以下を含む措置がとられることを確保すること：すべての 

   人に育児休暇の権利を保証すること；正規の労働部門に障害のある女性の 

   数を増やすための積極的差別是正措置を採用すること；十分な有給育児休 

   暇、手頃で利用しやすく、質の良い適切な保育、妊娠中の障害者や介護の 

    義務を果たすために休暇を取らなければならない障害者に悪影響を与えな 

   い社会的保護を可能にする法律と政策を採用し、すべての児童労働者をそ 

    の権利を侵害する条件から保護する法律と政策を採用すること；雇用者が 

   ジェンダーに基づく暴力を効率的に防止・対応し、ジェンダーに基づく暴 

    力を助長する文化的・社会的規範に関係のあるパラダイム・シフトを確保 

   するための法律や政策を採用すること。 

 (i) 資源、時間枠および監視メカニズムを伴う具体的な行動計画を採択するこ 

    とで、シェルタードワークショップを含む分離された雇用を速やかに段階 

    的に廃止し、開かれた労働市場への移行を確実にすること。そのために以 

   下を行わなければならない。 

(i)保護雇用（sheltered employment）促進の根拠となってきた法律、政  

     策、アプローチ、前提を見直す。  

(ii)移行プロセスの設計、実施、監視において、優先事項として障害者と 

     緊密に協議し、障害者の代表組織を通じて積極的に関与できるように 

      する。 
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